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令和５年第３回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

                   令和５年９月１日（金）午前９時３０分開会・開議 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議会諸報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 西川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 日程第 ６ 議案の上程 

       同意第４号 西川町教育委員会委員の任命について 

       同意第５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       議第４８号 令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結につ 

             いて 

       議第４９号 西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更について 

       議第５０号 辺地に係る総合整備計画の変更について 

       議第５１号 西川町個人番号カード利用条例の設定について 

       議第５２号 西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定について 

       議第５３号 西川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例の設 

             定について 

       議第５４号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号） 

       議第５５号 令和５年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

       議第５６号 令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

       議第５７号 令和５年度西川町病院事業会計補正予算（第１号） 

       議第５８号 令和５年度西川町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第 ７ 提案理由の説明 

 日程第 ８ 議案の審議・採決 

       同意第４号 西川町教育委員会委員の任命について 

       同意第５号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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       議第４８号 令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結につ 

             いて 

 日程第 ９ 決算認定案件の上程 

       認定第 １号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

       認定第 ２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

       認定第 ３号 令和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

              について 

       認定第 ４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

       認定第 ５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳 

              出決算の認定について 

       認定第 ６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

              について 

       認定第 ７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

       認定第 ８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

       認定第 ９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定について 

       認定第１０号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定につい 

 日程第１０ 提案理由の説明 

 日程第１１ 監査委員の決算審査意見の報告 

 日程第１２ 決算特別委員会の設置及び委員会付託 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、これより令和５年西川町

議会第３回定例会を開会します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 これから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○菅野議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において、７番、大泉奈美議員、 

８番、佐藤耕二議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○菅野議長 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期について、議会運営委員会の協議結果に基づき、本日から９月12日までの

12日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から９月12日までの12日間に決定しました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎議会諸報告 

○菅野議長 日程第３、議会諸報告を行います。 

  議会諸般の報告をいたします。 

  ７月18日から19日まで、村山地方町村議会議長会の正副議長行政視察研修が北海道仁木町

で行われました。 

  仁木町は北海道の西部、後志管内の北部にあって人口3,000人ほどの町でありますが、議

会広報コンクールでは、毎年全国表彰を受けられております。紙面づくりでの工夫や農業振

興については果樹園芸のブランド化、サクランボなど６次産業化の取組について研修してま

いりました。 

  ７月21日は、知事と町村議会議長会議長との意見交換会が県庁で開催され、各地方町村議

会議長会からの課題や要望、今後の取組について、知事との意見交換を行いました。 

  吉村知事からは、山形県と市町村が一体となって課題に取り組んでいくとのお言葉があり

ました。 

  ８月４日は、西村山地方議長協議会と西村山地方総合開発推進委員会との合同で、議長、

市町長、山形県教育庁、病院事業管理者、村山総合支庁長へ、各市町における重要事項の要

望を行っております。 

  西川町関連では、新たに関係人口創出事業の継続、拡充、地方における高付加価値なイン

バウンドのモデル観光地づくり、観光誘客に連動した地方道の管理促進について要望を行っ

たところです。 

  ８月５日から７日にかけ、岩手県を視察先として、総務厚生、産業建設常任委員会合同の

行政視察研修を実施しました。 

  菅野町長がＣＦＯ、最高財務責任者を務めておられます北上市の株式会社更木ふるさと興

社では、生きがいのあるふるさとづくりを目指して更木地区で行われている養蚕と、その桑

を活用した桑茶などの事業の説明をいただき、さらに地域の振興協議会とともに、更木活性

化協議会を立ち上げ、交流事業や空き家対策などの補助事業への取組についても研修してま

いりました。 

  釜石市の株式会社かまいしＤＭＣでは、観光地域づくり法人として、地域を訪れる観光客
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に対して実際に旅行や研修商品を提供し、観光客を誘致し、交流人口を増やし、地域の稼ぐ

力を引き出し、地域の活性化につなげる取組について研修いたしました。 

  西和賀町では、初めに両町の町長、議会議員と情報交換をさせていただき、その後、第９

回ディスカバー農山漁村の宝、ビジネス・イノベーション部門に選ばれた地域ブランド、ユ

キノチカラについて研修をいたしました。 

  また、西和賀さわうち病院では、地域医療と病院経営について研修してまいりました。前

日、資料館を見学させていただいた「生命尊重こそ政治の基本」との信念の下、旧沢内村で

昭和30年代に村長をなされていた深澤晟雄氏のその精神が今でも受け継がれていると感じて

きたところであります。 

  いずれの視察先に関しましても、事業を見聞きした有意義な視察研修となりました。 

  ８月22日から23日まで、岩手、秋田、山形県合同の中央研修会が東京で開催されました。

全国町村議員会館を会場に、京都大学大学院工学研究科教授の藤井聡氏から「東北の国土強

靱化への取組と展望」、駒澤大学法学部教授の大山礼子氏からは「地方議会の未来」、政治

評論家の有馬晴海氏からは「これからの政局・政治動向」と題した講話をいただき、最近に

おける社会情勢の情報収集の機会となりました。 

  また、23日朝には、山形県選出国会議員との懇談会が開催され、山形県市町村議会議長会

の要望について要望活動を行ってきたところであります。 

  以上、議長報告といたします。 

  次に、西村山広域行政事務組合議会報告を行います。 

  ８番、佐藤耕二議員。 

〔８番 佐藤耕二議員 登壇〕 

○８番（佐藤耕二議員） おはようございます。 

  西村山広域行政事務組合会議会報告を申し上げます。 

  ７月７日に開催されました令和５年第２回臨時会の報告をいたします。 

  統一地方選挙後の初議会となり、構成市町議会選出議員の交代に伴う正副議長選挙が行わ

れ、議長に寒河江市議会議長の柏倉信一氏、副議長に大江町議会議長の菊地勝秀氏が選出さ

れました。 

  また、構成市町議会選出議員から議会運営委員が選出されるとともに、議会運営委員長に

寒河江市議会議員の佐藤耕治氏が選ばれました。 

  議事につきまして、議第12号では、組合監査委員の選任について、議会議員の青木裕子氏
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を選任することが賛成多数で同意されました。 

  議第13号では、西村山広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について、「対象火気設

備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準

を定める省令」の一部改正に伴い、基準及び所要の改正が賛成多数で決定いたしました。 

  議第14号では、財産（高規格救急自動車）の取得について、山形日産自動車株式会社寒河

江店から3,652万3,500円で取得することを賛成多数で決定いたしました。 

  以上、西村山広域行政事務組合議会報告といたします。 

○菅野議長 以上で議会諸報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎行政報告 

○菅野議長 日程第４、町長からの行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 おはようございます。 

  本日、令和５年第３回定例会を招集いたしましたところ、全員のご出席をいただきまして

ありがとうございます。 

  初めに、全国高校総合体育大会カヌー大会、いわゆるインターハイについて申し上げます。 

  ８月２日から５日間にわたり、月山湖カヌースプリント競技場を会場に開催されました。

今年のインターハイは北海道を主会場に開催されましたが、北海道内には大会を開催できる

ような競技場がないため、全国高体連から依頼を受けての本町の開催となりました。 

  大会では、本町出身の選手たちが大活躍を見せ、特に谷地高校は姉妹ペアも含めて、５種

目で優勝されました。学校対抗でも男女共に断トツの得点で頂点に立ったところでございま

す。 

  また、この大会では酷暑が続いたため、大会の練習会場では、氷がない非常に危険な状態

だという声が町のほうに届きました。時間もない中でしたが、大会開会式前日の夕方にペッ

トボトルのご提供、冷やしたものを届けようというプロジェクト「善意の氷プロジェクト」

が繰り広げられました。議員の皆様からも多くご提供いただいたことを大変うれしく思いま

すし、また冷凍庫や発電機をご提供された町内事業者の志に大変感謝しており、西川町なら
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ではの取組ができたのではないかと思っております。大会関係者からも、この氷のおかげで

とても助かった、競技に集中できたという感謝の声も多数寄せられました。 

  次に、西村山地方総合開発推進委員会の要望について申し上げます。 

  本要望については、毎年県に対して、西村山管内の首長、議長が一緒になって管内事業に

ついて要望をしております。 

  今年度は、８月４日に県の村山総合支庁長、病院事業管理者などに対し、政策的要望20項

目、各部局への要望25項目、計45項目について要望をいたしました。 

  本町からは、住民記録システムなどの住基システムの標準化事業に対するデジタル基盤改

革支援補助金基準額上限の撤廃、これは我が西川町と寒河江市が、同じような負担をしなく

てはいけないというような補助基準がございまして、こういったことから、人口の少ない西

川町のような自治体に対しても、県による特別な財政措置をご要望いたしました。 

  県の担当者からは、県内多くの市町村で費用面の懸念や標準システム移行後の不安がある

実態は把握しており、国に対して財政支援を求めていくと発言があったものの、明確な回答

がなく残念に思っていたところでございます。 

  今回の標準化事業については、国主導で進められていることから、市町村の財政負担が生

じないよう、少なくなるよう引き続き要望を行ってまいります。 

  次に、８月14日に開催されました二十歳を祝う会について申し上げます。 

  今年の対象者は、平成14年度に生まれ、主に平成29年に西川中学校を卒業した46名が対象、

当日は35名が参加いただきました。式典の中では、代表のお二人から謝辞と二十歳の主張を

発表いただきました。お二人とも二十歳となったことに対する責任感や将来への思い、決意、

そして家族や地域への感謝を述べられておりました。 

  私も、利他の精神を持って、これから地域、山形、日本を大切にしてほしいと申し上げま

した。もっと自分のことばかり考えているのが日本人の悪いところだと私も思っており、利

他の心を持って私自身も心がけているんだと。利他の心を持って、無休でも道の駅のソフト

クリームを売って、皆さんに喜ばれるように努力しているんだというようなお話をさせてい

ただきました。 

  次に、日本蘚苔類学会山形県西川大会について申し上げます。 

  ８月18日から３日間にわたり、交流センターあいべや弓張平講演を会場に開催されました。 

  初日は、山形大学横山教授により「緑豊かな西川町の自然と植物」を演題とした講演が行

われました。その中では、３種類のオニシオガマと何とかシオガマというのが３つ生息する
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のは西川町だけだという学術的なご指摘を、発見をいただきまして、こういったことを、学

術的に貴重なことを西川町のＰＲに使ってはいかがかというようなご指摘もいただきました。

そのほかに、テラリウムのワークショップも開かれました。最終日は、弓張平公園の苔の道

の観察会も行われ、40名を超える参加者は、しゃがんで、ひざまずいてルーペを使うなどし

て、自然がつくり出したコケに覆われた散策路を観察しておりました。 

  こちらを昨年の８月に誘致するような活動をしてきましたけれども、それに当たってご協

力いただいた苔学会の関係者や寒河江市の有志、また生涯学習課のメンバーに感謝申し上げ

ます。 

  次に、８月27日に開催いたしました第69回駅伝競走大会について申し上げます。 

  今年は、昨年より４チーム多い合同チームもありました。14チームの参加により、熱戦が

繰り広げられました。当日は、猛暑の中のレースとなりましたが、一人の棄権者もなく、全

チームが完走を果たしました。 

  結果は、地域おこし協力隊の方もメンバーに入れて走った間沢Ａチームが13大会ぶりに優

勝を果たし、私の地元、吉川が準優勝、第３位は何と水沢Ａチーム、そして常勝だった海味

Ａ、睦合Ａ、大井沢チームが続きました。表彰式では、最優秀選手、永年出場表彰のほか、

青少年育成町民会議による６組の親子出場の表彰がございました。 

  本大会の開催にご尽力いただきました公民館関係者の皆様に敬意を表するとともに、町陸

上競技協会のほか、寒河江警察署、交通安全協会各支部、そして沿道でのご声援をいただい

た町民の皆様に感謝申し上げます。 

  町民の皆様の動きに対してもご紹介させていただきます。 

  令和５年度まちづくり団体活動補助金は、厳正な審査の結果、10団体に交付を決めており

ます。たくさん活動をいただいております。 

  花いっぱい＠にしかわでは、道の駅での花の植栽と管理、また西川きれいにし隊の皆様に

は、西川町の国道や草刈りが及ばないところ、先日も本来であれば県が行う自転車道路を中

心に開催いたしました。私も参加しましたし、菅野議長もご参加いただきありがとうござい

ます。 

  次は、あさって９月３日６時から、きれいにし隊の活動が開催されますので、私は参加し

ますけれども、時間の許す方は、議会前にぜひご参加いただければなと思います。途中で、

９時半から議会ですので、８時でも上がっていただいても可能ですので、できるだけ海味の

セブンイレブンに、６時ご参集ということですので、ご協力をいただければと思います。 
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  このほか、安中坊歴史ガイドクラブやおれんじルーム、また先日も愛染院でイベントされ

ました、ままαｓの皆様、間沢の美里会、スマイリークラブもイベントが決まりました。笑

う部ぇの皆様は、お年寄りの集まる、対話する場所でいろいろな工夫をしていただいていま

す。また、最後に、ととのわせタイも10月にサウナのイベントをするというふうに聞いてお

り、こういった役場以外の西川町民の皆様が企画するような事業が増えて、町が活気づいて

いる、私のエネルギー源にもなっております。 

  こういった地域の活動を、関係人口の皆様に紹介するファンクラブサイトというのも７月

に立ち上げました。ぜひ、ご登録されていない議員の皆様がいらっしゃいましたら、登録い

ただければと思います。 

  観光について申し上げます。 

  観光事業、先日の議会でもご指摘いただきましたけれども、観光高付加価値化事業の採択

が決まりました。二次公募の山形県内の合格した地域は、月山志津温泉や西川町のほかに、

天童温泉と銀山温泉という名立たる温泉街と肩を並べることになりました。ほかの著名な米

沢の温泉地などは、残念ながら採択を受けられなかったというふうに聞いております。どう

やったらこんな小さな町の西川が受けられるのかという視察やご相談を、各市町村からもい

ただいております。これはやはり16事業者を今回参加いただきましたけれども、５以上の事

業者が１つのコンセプトで申請するという調整力や、町や観光協会の申請者を事業者が信頼

できるかどうかにかかっていると私はいつも申し上げています。 

  町がこういうスタンスで、このターゲットにしていくんだと、５年間続けるんだという明

確なビジョンを示すことで、観光事業者は観光ターゲットに合った改修を行うと。そのため、

明確なビジョンがあったからこそ、ほかの銀山温泉よりも多い16事業者がまとまって申請で

きたということは、西川町の私の誇りでございます。 

  また、ご質問にもありましたご懸念だった月山リフトの改修のほうも、対象事業に含まれ

ました。また、姥沢の廃屋、大分傷んだ廃屋が１つございますけれども、それも含めて２件

の廃屋の撤去の補助金として、こちらも認定をいただいており、今年度中にその廃屋が撤去

される、さらに景観がよくなると考えております。 

  昨日のことになりますけれども、官公庁のインバウンドコンテンツ造成事業で採択が決ま

りました。これは1,900万円の事業に対し、補助額が1,150万という補助率の高い事業でござ

います。こちらの特筆すべきは、西川町が取りまとめ役になって、寒河江市、大江町、左沢

線の駅がある自治体を取り込んで、左沢線ＤＸでつながる魅力向上事業として申請したもの
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でございます。 

  こちらは、荒木俊夫議員から冬にご指摘いただいた、左沢線のリーダーシップを取って、

左沢線の観光誘致や生活路線での乗客向上のご指摘を受けたことから、こちらの造成事業を

企画させていただきました。 

  これによりまして、西川町に左沢線を起点として、ワイナリーさんや酒造会社、道の駅に

動線を移して、左沢線や西川町の景色をＡＩアート、ＮＦＴにできるというような内容にな

っております。このＮＦＴを、ぜひ自慢して、こんな地域が山形にあるんだということを促

すことを目的にしております。こちらにおいても、観光課あるいは企画財政課の主事クラス

が、私と共に一緒に頑張って取った補助金でございますので、人材育成も順調に進んでいる

と考えております。 

  こういった挑戦の反復を、これからも町として行っていかなくてはいけません。今回、町

議会の皆様に、全員10人から一般質問をいただくことを本当に感謝申し上げます。ぜひ、ニ

ーズに基づいて、町民を井の中の蛙だというようなことは、ちょっとぜひ言わないでいただ

いて、前向きな議論を行って、とっても私のほうに、何だ、結構一般質問って聞いているも

のですから、ぜひそういった町民を愚弄するような表現は、私としてはやめていただき、こ

ちらとしても前向きな議論を展開していきたいと思っています。怪文書とかも出ていますけ

れども、政策に関しては全く出ていないので、これはいい傾向だなと私は思っております。

共に頑張りましょう。 

  あと最後、申し上げますけれども、一般質問のとき、マイクを近づけて発言いただきたい

と思っております。私、ユーチューブで聞いておりますけれども、ちょっと何人かの議員、

こちら側の議員の皆様の声が聞こえませんので、ぜひマイクを意識して、この議場じゃなく

てユーチューブで1,000人以上見ているわけです。1,000人以上の皆様にも意識した質問やマ

イクを気にしていただくと、議会としてもありがたいと思っております。 

  以上です。 

○菅野議長 以上で行政報告は終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎西川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

○菅野議長 日程第５、西川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 
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  まず初めに、選挙管理委員会について選挙を行います。 

  お諮りします。 

  議会運営委員会の協議結果に基づき、選挙の方法は地方自治法第118条第２項の規定によ

り指名推選にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議会運営委員会の協議結果に基づき、議長において指名すること

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。 

  議長指名については、お手元に配付したとおり、選挙管理委員には古澤準一さん、岩本享

子さん、佐藤達郎さん、阿部あつ子さんの４名を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま指名した方を選挙管理委員の当選人に決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま議長が指名した４名の方が選挙管理委員に当選しました。 

  次に、選挙管理委員会補充員について選挙を行います。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、議会運営委員会の協議結果に基づき、地方自治法第118条第２項の規定に

より指名推選にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議会運営委員会の協議結果に基づき、議長において指名すること

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。 

  議長指名については、お手元に配付いたしましたとおり、選挙管理委員会補充員には大泉

みどりさん、志田龍太郎さん、髙橋千鶴さん、黒田啓さんの４名を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま指名した方を選挙管理委員会補充員の当選人に決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま議長が指名した４名の方が選挙管理委員会補充員に当選しました。 

  次に、補充員の順序についてお諮りします。 

  補充員の順序は、ただいま議長が申し上げた順序にしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、補充員の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の上程 

○菅野議長 日程第６、議案の上程を行います。 

  同意第４号 西川町教育委員会委員の任命について、同意第５号 人権擁護委員候補者の

推薦について、議第48号 令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結につ

いて、議第49号 西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更について、議第50号 辺地に係

る総合整備計画の変更について、議第51号 西川町個人番号カード利用条例の設定について、

議第52号 西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定について、議第53号 西

川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例の設定について、議第54号 令和

５年度西川町一般会計補正予算（第４号）、議第55号 令和５年度西川町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）、議第56号 令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２



－14－ 

号）、議第57号 令和４年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）、議第58号 令和４年

度西川町水道事業会計補正予算（第１号）、以上13議案を一括上程します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎提案理由の説明 

○菅野議長 日程第７、提案理由の説明を求めます。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ただいま上程されました議案についてご説明いたします。 

  同意第４号は、西川町教育委員会委員の任命についてでございます。 

  西川町教育委員会委員近松和朗さんは、令和５年９月30日をもって任期満了となるため、

引き続き任命するため提案するものでございます。 

  同意第５号については、人権擁護委員の推薦についてでございます。 

  人権擁護委員髙橋千鶴さんは、令和５年12月31日をもって任期満了となるので、引き続き

推薦する提案でございます。 

  議第48号は、令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結でございます。 

  令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事について請負契約を締結するため、地方自治

法第96条第１項第５号の規定により提案するものでございます。 

  議第49号は、西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更についてでございます。 

  西川町過疎地域持続的発展計画の一部を変更するため、過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法第８条第10号において準用する同条第１項の規定により提案するものでござ

います。 

  議第50号は、辺地に係る総合整備計画の変更です。 

  辺地に係る総合整備計画を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定により提案す

るものでございます。 

  議第51号は、西川町個人番号カード利用条例の設定です。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第18条の規定に

基づく個人番号カード利用に関し、必要な事項を定めるため提案するものでございます。 
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  議第52号は、西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定でございます。 

  西川町一般職の任期付職員採用制度を導入するため、提案するものでございます。これに

より、育児休暇の代替採用を機動的に行えることになります。 

  議第53号は、西川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例の設定です。 

  西川町教育ローン「帰ってきてけローン」の返済補助に要する経費に充てることを目的と

した基金設定をすることで、企業版ふるさと納税での民間資金をこの基金に呼び込み、分別

管理するため提案するものでございます。 

  議第54号は、令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,797万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ72億4,803万3,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、急を要する事務事業の経費に係る補正、地方債の変更でございます。 

  初めに、主な歳出について申し上げます。 

  第２款総務費は、転入転出届に係るかんたん窓口のシステム導入経費など1,042万3,000円

を追加するものでございます。こちらは、デジタル田園都市国家構想交付金を財源の根拠と

しております。 

  第３款民生費については、令和４年度介護保険給付費精算に係る国庫支出金などの返還に

伴う介護保険特別会計繰出金や、にしかわ保育園ガス漏れに伴う仮設工事など3,577万7,000

円を追加するものでございます。 

  第４款衛生費は、人事異動に伴う人件費の補正など14万7,000円を減額するものでござい

ます。 

  第６款農林水産業費は、町特産品のＰＲ経費など1,541万2,000円を追加するものでござい

ます。 

  第７款商工費は、デジタルサイネージ看板設置など301万1,000円を追加するものでござい

ます。 

  こちらもデジタル田園都市国家構想交付金を根拠にしております。 

  第８款土木費は、除雪機械の修繕など650万を追加するものでございます。 

  第９款消防費は、防災無線子局設置アンテナ修繕費など266万8,000円を追加するものでご

ざいます。 

  第10款教育費は、公共施設予約システム経費の追加や、自然と匠の伝承館雪害による屋根

の修繕費など432万8,000円を追加するものでございます。 
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  歳入は、第14款国庫支出金541万4,000円、第15款県支出金５万8,000円、第20款諸収入218

万1,000円をそれぞれ追加し、第21款町債440万円を減額し、それでもなお不足する財源

7,471万9,000円は、第10款地方交付税5,599万2,000円及び第19款繰越金1,872万7,000円を充

てるものでございます。 

  議第55号については、令和５年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でござ

います。 

  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ309万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６億2,573万8,000円とするものでございます。 

  歳出については、第１款総務費309万円を追加するものでございます。 

  歳入については、第７款繰入金309万円を追加するものでございます。 

  議第56号については、令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございま

す。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,582万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳出それぞれ７億9,554万5,000円とするものでございます。 

  歳出については、令和４年度負担金、補助金等の確定により、第５款諸支出金2,582万

7,000円を追加するものでございます。 

  歳入については、第７款繰入金2,582万7,000円を追加するものでございます。 

  議第57号につきましては、令和５年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）でございま

す。 

  収益的支出につきましては、医業費用及び医業外費用の組替えでございます。今後の支出

見通しにより経費を減額し、研究研修費、支払利息及び企業債取扱諸費を増額するものでご

ざいます。 

  資本的支出につきましては、建設改良費の有形固定資産購入費及び病院施設整備事業費の

組替えです。今後の支出見通しにより工事請負費を減額し、器械及び備品購入費を増額、リ

ース資産購入費を予算計上するものでございます。 

  債務負担行為につきましては、病院ＬＥＤ照明リース資産購入に関しまして、期間及び限

度額を定めるため提案するものでございます。 

  議第58号につきましては、令和５年度西川町水道事業会計補正予算（第１号）でございま

す。 

  資本的支出については、既決予定額に433万2,000円を追加し、１億5,503万3,000円とする
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ものでございます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,351万3,000円を4,784万5,000円に、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額944万2,000円を983万6,000円に、当年度分損益

勘定留保資金3,407万1,000円を3,800万9,000円に改めるものでございます。 

  以上、ご説明申し上げましたが、委細については担当課長に説明いただきますので、よろ

しくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○菅野議長 ここで訂正申し上げます。 

  私、議第57号、58号、令和４年度と申し上げましたが、令和５年度に２つ訂正をお願いし

たいと思います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の審議・採決 

○菅野議長 日程第８、議案の審議・採決を行います。 

  同意第４号 西川町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、討論を省略し、採決します。 

  同意第４号、本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

  同意第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、討論を省略し、採決します。 

  同意第５号、本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 
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  議第48号 令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

  請負契約の締結について補足説明を行います。 

  柴田商工観光課長。 

〔商工観光課長 柴田知弘君 登壇〕 

○柴田商工観光課長 議第48号 令和５年度西川町産業振興複合施設整備工事請負契約の締結

について補足説明を申し上げます。 

  本事業は、西川交流センターあいべ第２駐車場敷地内に、鉄筋コンクリート造、一部木造、

鉄骨造２階建ての西川町産業振興複合施設を建築しようとするもので、６者を指名し、令和

５年８月18日に指名競争入札を行った結果、河北町谷地甲1083番地、升川建設株式会社、代

表取締役社長、升川大和が４億5,000万円で落札いたしましたので、消費税込み４億9,500万

円で契約を締結しようとするものであります。 

  指名業者、設計金額等は、入札参加業者資料に記載しておりますのでご覧いただきますよ

うお願いいたします。 

  設計金額は、消費税抜き４億5,452万2,000円で、予定価格も同額となっております。 

  工事内容は、鉄筋コンクリート造、一部木造、鉄骨造の２階建て、施設整備の延べ床面積

は全体で１階が816.13平方メートル、２階が50.12平方メートル、キュービクル置場15.11平

方メートル、合わせまして881.36平方メートル、建築面積は868.64平方メートルであります。 

  工期は、令和６年３月22日までとするものでございます。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○菅野議長 質疑を行います。 

  ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 入札あったわけですけれども、町内業者も入札に参加したのでしょ

うか。 

○菅野議長 商工観光課長。 

○柴田商工観光課長 町内業者の参加はございませんでした。資料のとおりでございます。 

○菅野議長 あとは質疑ございませんか。 

  ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 建築工事と、あとそれに付随する電気設備工事とか機械設備工事、
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あと町のアパートに関しては木材なんかも材料支給ということになっていましたけれども、

今回の場合は全部一括発注なのかどうかお聞きします。 

○菅野議長 答弁は柴田商工観光課長。 

○柴田商工観光課長 今回は全て含みの一括発注になっております。 

○菅野議長 いいですか。その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、討論を省略し、採決します。 

  議第48号、本案を原案のとおり採決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩します。 

  再開は10時40分とします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎決算認定案件の上程 

○菅野議長 日程第９、決算認定案件の上程を行います。 

  認定第１号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第10号 

令和４年度西川町水道事業会計決算の認定についてまで10議案を一括上程します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎提案理由の説明 
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○菅野議長 日程第10、提案理由の説明を求めます。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ただいま上程されました決算認定案件をご説明します。 

  認定第１号から認定第10号は、令和４年度西川町一般会計及び特別会計歳入歳出決算、企

業会計決算の認定です。 

  決算は、地方自治法及び地方公営企業法の定めるところにより、３月31日及び５月31日に

各会計の出納閉鎖したところでございます。 

  病院事業会計及び水道事業会計は、地方公営企業法第30条第１項の規定により、病院事業

会計、水道事業会計、両会計ともに、５月19日に病院長及び建設水道課長から決算の調書が

提出されました。 

  また、普通会計及び特別会計は、地方自治法第233条第１項の規定により、会計管理者か

ら決算の調書が提出されました。 

  それを受けまして、監査委員の審査に付し、本日、監査委員の意見を付しまして認定に付

すものでございます。 

  詳細は、会計管理者、病院事務長並びに建設水道課長が説明しますので、よろしくご審議

の上、認定賜りますようお願いいたします。 

○菅野議長 一般会計、特別会計決算の内容説明を求めます。 

  土田会計管理者。 

〔会計管理者兼出納室長兼町民税務課長 土田 伸君 登壇〕 

○土田会計管理者兼出納室長兼町民税務課長 認定第１号 令和４年度一般会計及び認定第２

号から認定第８号までの特別会計について、決算概要の説明を申し上げます。 

  初めに、一般会計につきまして申し上げます。 

  歳入歳出決算附属資料の１ページ中段、決算の規模をご覧ください。 

  歳入は64億3,806万2,000円、歳出は60億127万4,000円。歳入では３億916万4,000円の増加、

歳出では２億5,021万7,000円の増加となりました。 

  次に、決算の収支でありますが、歳入歳出差引額４億3,678万8,000円から繰越明許費繰越

額及び事故繰越繰越額で、令和５年度への繰り越すべき財源3,956万8,000円を控除した実質

収支は３億9,722万となり、単年度収支は9,268万8,000円の黒字となりました。 

  次に、財政構造ですが、歳入総額は64億3,806万2,000円で、３億916万4,000円の増加とな
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りました。 

  町税は７億2,430万8,000円の決算額となり、1,755万6,000円の増加となりました。 

  税目別に見ると、事業所得の増加などにより個人町民税は339万5,000円の増加、法人町民

税は企業業績の回復などにより45万6,000円の増加、固定資産税は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止措置に起因した中小企業者などへの減免措置が終了したことなどにより

1,145万3,000円の増加となりました。このほか、軽自動車税が84万9,000円の増加、町たば

こ税が176万5,000円の増加、入湯税は36万3,000円の減少となりました。 

  地方譲与税は7,882万7,000円で、森林環境譲与税の増加により508万4,000円の増加。 

  利子割交付金は15万6,000円減少の15万3,000円、配当割交付金は16万9,000円減少の132万

7,000円、株式等譲渡所得割交付金は101万6,000円減少の92万7,000円。 

  法人事業税交付金は、町民税法人税割の減収分の補塡措置として令和２年度から交付され

ており、188万7,000円増加の531万9,000円。 

  地方消費税交付金は257万1,000円減少の１億2,273万1,000円、環境性能割交付金は85万

7,000円増加の500万6,000円。 

  地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の皆減によ

り1,244万2,000円減少の124万9,000円となりました。 

  地方交付税は29億2,144万7,000円の決算額で１億4,124万円の増加となり、うち普通交付

税は都市公園の増加などにより6,030万8,000円増加の25億4,122万4,000円、特別交付税は地

域おこし協力隊や地域おこし起業人の増加などにより8,093万2,000円増加の３億8,022万

3,000円となっています。 

  交通安全対策特別交付金は94万1,000円で、20万5,000円の減少。 

  分担金及び負担金は271万7,000円で、農業施設災害復旧事業分担金などが減少したものの、

老人保護措置費個人負担金の増加により4,000円の増加。 

  使用料及び手数料は、交流センター使用料や保育所使用料の増加により251万2,000円増加

の5,877万4,000円となりました。 

  国庫支出金は、豪雨災害に係る公共土木災害復旧費国庫負担金などが減少したものの、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金やデジタル田園都市国家構想交付金などの

増加により、7,826万7,000円増加の８億7,359万7,000円となりました。 

  県支出金は２億8,853万7,000円で、１億593万4,000円の減少となり、豪雨災害に係る農林

業施設災害復旧費負担金などの減少によるものであります。 
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  財産収入は、不動産売払収入などの減少により904万1,000円減少の1,903万円、寄附金は、

ふるさとづくり寄附金などの増加により3,759万6,000円増加の２億2,618万9,000円となりま

した。 

  繰入金は３億4,095万6,000円で、うち１億5,000万円は財政調整基金から、ふるさとづく

り基金から１億4,300万円、町有施設整備基金から3,283万7,000円などを繰入れし、4,358万

1,000円の増加となりました。 

  町債の決算額は４億8,100万円で、水沢温泉館大規模改修事業などの商工債や農山漁村振

興交付金事業などの農林水産業債が減少したものの、路線バス購入事業などの民生債や町営

住宅整備事業などの土木債の増加により、8,990万円の増加となりました。うち臨時財政対

策債は8,830万円減少の3,310万円の借入額となりました。 

  目的別構成比では、地方交付税45.4％、国庫支出金13.6％、町税11.3％、町債7.5％、繰

入金5.3％、県支出金4.5％、寄附金3.5％、繰越金3.4％、地方消費税交付金1.9％などとな

っております。 

  次に、歳出でありますが、歳出総額は60億127万4,000円で、２億5,021万7,000円の増加と

なりました。 

  構成割合を目的別に見ますと、総務費15.4％、土木費14.8％、民生費14.4％、公債費

12.7％、衛生費10.9％、商工費9.9％、教育費7.6％、災害復旧費5.1％、農林水産業費4.5％、

消防費3.2％、議会費1.3％、諸支出金0.1％などとなっております。 

  性質別構成比では、補助費等18.6％、人件費15.7％、物件費14.2％、普通建設事業費

14.2％、公債費12.8％、繰出金6.3％、災害復旧事業費5.2％、扶助費4.5％、積立金3.7％、

維持補修費3.6％などとなっております。 

  義務的経費は19億7,742万5,000円で、構成比では33.0％となり、6,447万1,000円の減少と

なったところであります。 

  このうち、人件費は職員数の減少により135万1,000円の減少、扶助費は子育て世帯や住民

税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業の減少などにより7,309万7,000円の減少、公

債費は小中学校冷房設備設置事業等の償還開始などにより997万7,000円の増加となったとこ

ろであります。 

  物件費は、新行政情報システムに係る経費やふるさと納税関係経費の増加により、１億

2,981万2,000円増加の８億5,421万4,000円となりました。 

  補助費等の決算額は11億1,737万9,000円で、１億2,644万7,000円の増加となりました。物
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価高騰対策事業の増加や、消防費及びクリーンセンターへの負担金などの増加が大きな要因

となっております。 

  維持補修費は豪雪による除排雪経費の減少により、4,701万円減少の２億1,398万9,000円。 

  普通建設事業費は８億5,082万5,000円の決算額で、園芸振興対策事業や月山湖カヌースプ

リント競技場施設整備事業などが減少したものの、水沢温泉館大規模改修事業や町営住宅整

備事業などの増加により、４億3,072万7,000円の増加となりました。 

  災害復旧事業費は、令和２年７月の豪雨災害などに伴う復旧経費の減少により１億4,798

万円減少の３億1,088万2,000円で、普通建設事業費に災害復旧事業費を加えた投資的経費は、

２億8,274万7,000円増加の11億6,170万7,000円となりました。 

  普通会計の財政状況を示す各指標は、財政力指数が0.221、経常収支比率が89.7％、実質

公債費比率は12.0％、将来負担比率はなしと、健全財政を示しております。 

  一般会計分の地方債現在高は53億3,210万1,000円で、２億6,843万8,000円の減少となった

ところであります。 

  基金の状況につきましては、財政調整基金12億7,865万6,000円、減債基金９億2,051万円、

地域福祉基金4,186万1,000円、町有施設整備基金５億784万7,000円、丸山薫記念基金127万

4,000円、ふるさとづくり基金３億230万3,000円、賃貸集合住宅維持管理基金2,794万5,000

円、小水力発電維持管理基金670万9,000円、森林環境譲与税基金1,266万9,000円、新型コロ

ナウイルス感染症対策基金2,848万8,000円、企業版ふるさと納税寄附金基金1,870万円など

となっております。 

  本町の財政構造は、町税などの自主財源が約２割にすぎず、大半を地方交付税、国県支出

金、町債などに依存しています。 

  その中でも、地方交付税が４割強を占めており、国の債務残高が年々増大する中、一般財

源の確保が不透明な状況にあります。 

  歳出面でも、公共施設や道路、橋梁、上下水道などのインフラ施設の更新や改修、長寿命

化対策などの経費の増加、さらに近年頻繁に発生する豪雨などの自然災害による災害復旧費

などの支出が町財政を圧迫することになり、財政調整基金の確保など長期視点に立った計画

的な財政運営を行っていく必要があります。 

  健全な財政運営の維持を図っていくためには、事業の選択と集中、事務事業の見直し、国

県補助金やふるさと納税の活用、企業誘致などによる税収の確保、西川ファンなどの外部人

材や民間企業との連携、デジタル化の推進や積極的な情報の発信など、業務効率を上げた行
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財政運営を行っていくことが重要であります。さらに、町民の皆さんと対話を進めながら、

元気な活力あるまちづくりを目指してまいります。 

  次に、国民健康保険特別会計でございます。 

  国民健康保険の加入状況につきましては、令和４年度年間平均で前年度よりも27世帯減少

の686世帯、被保険者数では前年度より47人減少の1,051人となり、町全体に占める加入率は、

世帯で約38％、人口で約22％となっております。 

  令和４年度の決算の収支状況は、歳入総額６億2,336万1,000円、歳出総額５億8,095万

1,000円で、実質収支は4,241万円の黒字となり、単年度収支では269万2,000円の赤字となっ

たところであります。 

  歳入の主なものは、保険税が7,076万1,000円、県支出金が４億2,819万5,000円、繰入金が

7,685万8,000円となったところであります。 

  保険税は、令和４年度より１人当たり２割減額をめどに税率改正を行い、４年間税率を維

持する計画となっております。税率改正による影響として、基金取崩しを行い、1,800万円

を基金より繰入れしているところであります。 

  収納率につきましては、98.9％と依然高い収納率となっております。 

  歳出につきましては、保険給付費が４億98万3,000円で、多くが医療に要する給付費とな

っております。 

  医療給付費は次年度以降の国保事業費納付金に反映されることになっておりますので、今

後も健康診査結果やレセプトを活用した訪問指導事業などを行い、重症化予防と適正受診を

進めていく必要があります。第２次データヘルス計画に基づきまして、生活習慣病の減少を

図り、国保財政の健全運営を維持していくものとしております。 

  特別交付金事業の保険者努力支援制度は、保険者の取組実績が評価され、交付金に反映さ

れる仕組みとなっております。そのため、併せて対応を図ってまいります。 

  次に、大井沢歯科診療所会計でありますが、歳入総額206万7,000円、歳出総額205万6,000

円で、歳入歳出差引額は１万1,000円となったところであります。 

  歳入は、診療収入として43万3,000円、繰入金152万2,000円、前年度繰越金１万2,000円と

なったところであります。 

  次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入につきましては、一般会計繰入金

9,640万円、使用料及び手数料4,779万円、国庫支出金1,399万6,000円などで、歳入総額は１

億8,675万円となったところであります。 
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  このうち、下水道使用料は4,767万2,000円となりました。 

  歳出につきましては、総務費3,476万7,000円、施設費6,397万8,000円、公債費8,458万

8,000円、歳出総額は１億8,333万3,000円となり、前年度に比較し1.4％の増加となったとこ

ろであります。 

  次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入につきましては、一般会計繰入金

2,140万円、使用料及び手数料517万3,000円などで、歳入総額は2,918万4,000円となったと

ころであります。 

  歳出につきましては、総務費194万7,000円、施設費832万円、公債費1,866万3,000円、歳

出総額は2,893万円となったところであります。 

  次に、寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計でありますが、歳入につきましては、総額

473万7,000円で、本町を含む寒河江ダム下流域17市町村の負担金で運営を行っております寒

河江ダム管理協議会からの負担金350万円及び繰越金123万7,000円などとなっております。 

  歳出につきましては、歳出総額が342万9,000円となったところであります。 

  次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、歳入総額9,125万4,000円、歳出総額9,088

万8,000円で、歳入歳出差引額は36万6,000円となったところであります。 

  歳入の内訳につきましては、保険料が6,353万9,000円であり、その他の主な収入は一般会

計繰入金で2,664万4,000円であります。 

  歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金8,913万4,000円で、その内訳につきましては、

保険料負担金、低所得者の保険料軽減分の補塡である保険基盤安定繰入分、広域連合の事務

負担となっております。その他の歳出として、総務費172万2,000円であります。 

  歳入歳出差引額36万6,000円は、保険料を広域連合に納付する時期の関係から翌年度に繰

越しをして処理することとなっているものであります。 

  次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額７億3,449万9,000円に対しまして、歳出

総額は７億2,206万1,000円で、歳入歳出差引額は1,243万8,000円となったところであります。 

  歳入の主な内訳は、保険料１億2,934万5,000円、国庫支出金２億510万4,000円、支払基金

交付金１億8,579万5,000円、県支出金１億374万1,000円、繰入金9,948万8,000円となったと

ころであります。 

  歳出につきましては、保険給付費全体は６億5,318万円となったところであります。この

うち介護サービス等諸費につきましては５億9,231万円と減少し、支援サービス等諸費につ

きましては1,477万9,000円となり、減少となったところであります。地域支援事業につきま
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しては2,657万7,000円となったところであります。 

  第１号被保険者数は2,227名、介護認定者数は404名となっております。認定状況としまし

ては、要介護１が全体の17％と最も多くなっているところであります。 

  次に、宅地造成事業特別会計でありますが、みどり団地の未売却区画の売払い収入は、令

和４年度中はございませんでした。そのため歳入総額は６万3,000円となり、歳出について

は支出がございませんでした。 

  以上、令和４年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算概要の説明とさせていただきます。 

○菅野議長 次に、病院事業会計決算の内容説明を求めます。 

  松田病院事務長。 

〔病院事務長 松田一弘君 登壇〕 

○松田病院事務長 認定第９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定についてご説明い

たします。 

  決算書の276ページをご覧ください。 

  西川町立病院は、地域の不足している医療に積極的に取り組み、他の医療機関等との連携

を図りながら、安全で安心な医療を提供するとともに、地域住民の健康の維持、増進が図ら

れるよう病院運営に努めてきたところでございます。 

  令和４年度は、令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対応した１年となり、

収束の見えない中において、町民各位のご協力を得ながら感染予防対策と日常診療の両立を

図ってまいりました。コロナ禍の中であっても、可能な限り町民に寄り添う形で診療を行う

とともに、健診、人間ドック事業については全ての項目を実施することができました。 

  また、新型コロナ関連では、ワクチンの予防接種、ＰＣＲ検査、コロナ感染症患者受入れ

病床の確保など、町唯一の医療機関として対応してまいりました。 

  主な医療機器の更新といたしましては、人工腎臓装置、エックス線骨密度測定装置、上部

消化管汎用ビデオスコープ、眼底カメラなどの整備を行ないました。 

  患者数の状況でありますが、入院患者数5,014人、対前年度比71人の減となり、外来患者

数は２万1,646人で、対前年度比1,118人の増となりました。 

  次に、会計状況でありますが、収益的収入といたしまして、医業収益は対前年度比2.2％

の減、医業外収益は３％の増で、収益合計が７億3,320万7,000円、対前年度比0.03％、18万

6,000円の増となりました。 

  収益的支出では、医業費用は0.4％の増、医業外費用は6.3％の減となり、費用合計で７億
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1,740万5,000円、対前年度比186万2,000円、0.3％の増、一般会計から２億9,412万円を繰入

れした結果、収益的収支で当年度純利益1,580万2,000円を計上いたしました。 

  次に、４条資本的収入でありますが、他会計補助金550万円、一般会計出資金2,100万円で

あり、収入といたしまして2,650万円となったところであります。 

  資本的支出では、建設改良費の医療機器の購入、企業債償還元金でありまして、合計で

6,802万5,000円となりました。 

  支出額に対して収入額が不足する額4,152万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額130万7,000円及び過年度分損益勘定留保資金4,021万8,000円で補塡いたしま

した。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○菅野議長 次に、水道事業会計決算の内容説明を求めます。 

  眞壁建設水道課長。 

〔建設水道課長 眞壁正弘君 登壇〕 

○眞壁建設水道課長 認定第10号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定についてご説明

申し上げます。 

  決算書の316ページをご覧ください。 

  本町の水道事業は、給水区域の住民に対し良質で清浄な飲料水を安定して供給することを

使命として、町民の健全で豊かな生活と社会活動を支えるライフラインとして重要な役割を

担っております。令和４年度もこの趣旨にのっとり、これまで整備を図ってきた現施設を有

効に活用してまいりました。 

  本町の水道事業会計は、平成29年４月１日より全ての簡易水道事業を上水道事業に統合し、

１つの会計として運営しております。施設については、令和元年度に策定したアセットマネ

ジメントに基づき整備を進め、飲料水の安定供給に努めるとともに、令和２年度に策定した

西川町水道ビジョン及び水道事業経営戦略に基づき、より一層の事業の効率化や住民サービ

スの向上と水道財源の健全化に全力を挙げて取り組むこととしております。 

  建設改良事業は、大井沢地区石綿セメント管更新工事、志津地区浄水施設整備工事、上水

道第４水源系導水管布設替え工事等を施工いたしました。 

  業務状況は、令和４年度末における給水戸数は1,609戸で、普及率は99.9％と対前年度比

0.1％の増、給水人口は4,661人で、普及率は99.9％で前年度同率となっております。年間総

配水量は89万3,115立方メートルで、対前年度比3.6％の増、有収水量は52万8,907立方メー
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トルで、対前年度比2.3％の減、有収率は59.2％で、対前年度比5.7％の減となりました。 

  経営状況は、消費税及び地方消費税抜きの収益的収支における事業収益は２億46万1,000

円で、うち給水収益は１億1,619万4,000円と、1.6％の減少となりました。 

  事業費用は１億9,985万8,000円で、前年度に比べ4.4％増加し、当年純利益として60万

3,000円の計上となりました。 

  また、資本的収支では総収入額が8,001万3,000円に対し、総支出額が１億2,344万6,000円

であり、差引き4,343万3,000円の資金不足となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額694万9,000円、過年度分損益勘定留保資金3,648万4,000円で補塡いたしました。 

  以上説明とさせていただきます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎監査委員の決算審査意見の報告 

○菅野議長 日程第11、監査委員の決算審査意見の報告を求めます。 

  荒木監査委員。 

〔監査委員 荒木俊夫君 登壇〕 

○荒木監査委員 監査委員を代表して、決算審査意見について、お配りしている決算審査意見

書を読み上げ、報告させていただきます。 

  お配りしている決算審査意見書をお開きください。 

  令和４年度西川町歳入歳出決算審査意見書。 

  この決算審査は西川町監査基準に準拠して行ったものである。 

  第１、審査の対象。 

  令和４年度西川町歳入歳出決算の審査対象は次のとおりである。（１）西川町一般会計、

（２）西川町国民健康保険特別会計事業勘定、施設勘定、（３）西川町公共下水道事業特別

会計、（４）西川町農業集落排水事業特別会計、（５）西川町寒河江ダム周辺施設管理事業

特別会計、（６）西川町後期高齢者医療特別会計、（７）西川町介護保険特別会計、（８）

西川町宅地造成事業特別会計、（９）西川町病院事業会計、（10）西川町水道事業会計。 

  第２、審査の期間。 

  令和５年７月６日から27日の期間中、実質８日間。 

  第３、審査の着眼点。 
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  審査に当たっての着眼点は次のとおりである。 

  （１）決算の計数は正確であるか、（２）予算の執行は議決の趣旨に沿って適正かつ効率

的に行われているか、（３）会計経理事務は関係法令等に準拠し正確に処理されているか、

（４）事務事業の計画に対する進捗状況は妥当か、（５）事務の合理化、経費の節減に努力

しているか、（６）前年度決算審査の指摘事項について必要な措置が取られたか。 

  第４、審査の方法。 

  審査に付された歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産調書について、

上記第３、審査の着眼点に基づき、提出された書類等により調査照合するとともに、関係者

から説明を聴取し、併せて例月出納検査、定期監査の結果も踏まえて審査を行った。 

  第５、審査の結果及び意見。 

  １、審査の結果。 

  審査に付された歳入歳出決算書等に基づき、決算の状況を確認した。令和４年度一般会計

及び特別会計並びに事業会計の計数は、正確であると認められる。 

  また、予算の執行、会計経理事務の処理並びに財産の取得、管理及び処分については、改

善を要する点はあるものの、おおむね適正に行われているものと判断した。 

  ２、審査の意見。 

  （１）町の財政状況。 

  令和３年度決算と比較し、歳入は３億916万4,000円、5.0％の増、歳出は２億5,021万

7,000円、4.4％の増となった。 

  歳入面では、町の独自財源である町税において、事業所得の増により個人町民税が増加、

企業業績の回復により法人町民税も増加、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措

置に起因した中小企業等への減免措置の終了により固定資産税も増加した。また、特別交付

税は、地域おこし協力隊や地域おこし起業人の増などにより増加した。国庫支出金では、豪

雨災害に係る公共土木災害復旧費国庫負担金が減少したものの、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金やデジタル田園都市国家構想交付金などにより増加となった。地方

特例交付金では、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の皆減が、県支

出金では豪雨災害に係る農林業施設災害復旧費負担金の減少があったが、前年度を上回るも

のとなった。 

  歳出面では、人件費に扶助費、公債費を加えた義務的経費の減少、令和２年７月の豪雨災

害等に伴う災害復旧事業費の減少が見られたものの、物価高騰対策事業や消防費及びクリー
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ンセンターへの負担金といった補助費等の増加、水沢温泉館大規模改修事業や町営住宅整備

事業など普通建設事業費が増加したため、こちらも歳入同様、前年度を上回るものとなった。 

  地方公共団体の財政健全化の判断比率である実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字

または資金不足なしのため昨年同様比率なし、実質公債費比率は12.0％で前年度比0.5ポイ

ント増えてはいるが、将来負担比率は昨年同様比率なしであり、財政構造の弾力性を判断す

る指標である経常収支比率は89.7％であり、堅実な財政運営であると認められる。 

  一般会計における町債残高は53億3,210万1,000円で、２億6,843万8,000円、4.8％減少し

た。 

  財政調整基金残高は12億7,865万6,000円となり、僅かながら増加した。 

  （２）意見。 

  自主財源が減少し続ける中でも、実質公債費比率、将来負担比率などからは、町は依然と

して健全な状態を保っていることがうかがえる。新型コロナウイルス感染症からのさらなる

回復に期待するとともに、元気な活力あるまちづくりを実現するため、今後の事務事業の執

行及び財政運営に当たっては、次の事項に留意するよう要望する。 

  ①適正な事務事業の執行について。 

  ア、財務事務について。 

  監査における指摘、指導事項では、契約事務及び支出事務の一部において、不適切な事務

処理があった。契約事務並びに財務事務に関する研修等により事務全般の平準化が図られて

はいるが、より専門的な事項等について不適切な例が見られることから、今後も内部チェッ

クを徹底し、関係法令等に準拠した適正な財務事務の執行に努めるとともに、専門性の高い

職員の横断的な対応など、限られた人員で最大の効果を生む方策なども検討いただきたい。 

  次の表は、例月出納検査、定例監査及び決算審査時における指摘、指導事項等を項目別に

まとめたものでございまして、ご覧いただければと思います。 

  イ、収入未済について。 

  普通税について約145万円の不納欠損の処理をしているが、現年課税及び滞納繰越分の収

入未済額が約427万円増加し、特に固定資産税だけで1,759万円にもなる。町民の納税意識が

非常に高い町であることを踏まえながらも、収納率や自主財源が減少している要因を分析し、

適正な納税等による住民間の負担の公平性を確保するためのさらなる方策を早急に検討すべ

きではないか。 

  なお、徴税専門員の配置により、滞納額の圧縮や未納額発生の抑制等に一定の効果がある
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ことは認識している。 

  ②健全な財政運営について。 

  人口減少と少子高齢化が進む中にあって、取り組まなければならない課題も多く、本町の

財政運営については、今後とも厳しい状況が続くものと見込まれる。 

  自主財源である町税については、増収対策や的確な賦課、徴収に努めるとともに、国・県

に対しては、地方交付税など安定的な財政運営に必要な財源が確保できるよう、所要の措置

を講じることを強く働きかける必要がある。 

  一方、歳出については、今後も高齢者医療など社会保障費や社会インフラの老朽化対策な

ど社会資本整備費の増加が見込まれるほか、現在も終息の見えない新型コロナウイルス感染

症への対応や、頻発する自然災害の復旧など、想定外かつ突発的な支出を要する事態が考え

られる。このことを踏まえて、政策についてこれまで以上の選択と集中を図り、事務事業に

関する点検や公共施設等の適正な管理など、行政経費の節減、効率化に一層努めていただき

たい。 

  病院事業会計においては、患者数は前年度を下回ったものの、収益は新型コロナウイルス

に関する収益としてワクチンの予防接種、ＰＣＲ検査受託及びコロナ専用病床の休床補償に

よって前年度を上回った。しかし、人件費など費用も増えていることから、一般会計からの

繰入れを２億9,412万円とし、1,580万2,000円の黒字決算とした。町立病院は町内唯一の医

療機関であり、今後も町民の健康と安心を守る体制を確保しなければならず、そのために必

要な経営改善を含めたあらゆる方策に取り組んでいただきたい。 

  水道事業会計においては、給水戸数や給水人口が減少する中、関連施設等の維持管理や、

より高度な浄水に関する費用などが増えていることもあり、より一層計画的な経営が必要に

なってくると思われる。 

  公共下水道事業特別会計においては、公共下水道への加入者が増えていない現状にある。

今後訪れる設備等の更新も視野に入れつつ、加入者が増えるような事業展開を図っていただ

きたい。 

  日本国内のみならず、世界的な動向も不安定な面があり、社会経済情勢の変化を見定める

ことが非常に困難な中ではあるが、生産年齢人口増加に向けて第７次西川町総合計画基本構

想に掲げた５つの基本目標を達成するため、健全で持続可能な財政運営になお一層努めてい

ただきたい。 

  ５ページからは、決算の状況でございます。 
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  一般会計、各特別会計、各事業会計の状況でございますが、計数の読み上げについては省

略させていただきます。 

  以上で、決算審査意見の報告とさせていただきます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎決算特別委員会の設置及び委員会付託 

○菅野議長 日程第12、決算特別委員会の設置及び委員会付託を議題とします。 

  お諮りします。 

  お手元に配付しておりますように、令和４年度一般会計、特別会計、企業会計決算を審査

するため、議長及び議選監査委員を除く８名で構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託し審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議長と議選監査委員を除く８名で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 以上で本日の記事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２９分 

 



 

令 和 ５ 年 ９ 月 ３ 日 
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令和５年第３回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

                      令和５年９月２日（土）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 一般質問 
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     ３番  後 藤 一 夫 議員     ４番  荒 木 俊 夫 議員 

     ５番  佐 藤   仁 議員     ６番  佐 藤 光 康 議員 

     ７番  大 泉 奈 美 議員     ８番  佐 藤 耕 二 議員 
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──────────────────────────────────────────── 
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書 記 柴 田 歓 那 君   
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は全員です。定数に達しておりますので、これから本日の会議を開き

ます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○菅野議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 光 康 議員 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

〔６番 佐藤光康議員 質問席へ移動〕 

○６番（佐藤光康議員） おはようございます。６番、佐藤光康です。 

  本当に今年の夏は暑い日が続いています。生活や作物に際しても、いろんな影響を与えて

います。それから、鳥獣被害も非常に深刻になっています。しっかりと生活に目を配らせな

がら、私、議員としてもしっかり頑張っていかなければと思っているところです。 

  今日は、２点に関して質問していきたいと思います。 

  まず、１つ目、第７次総合計画には、生涯学習を通して町民と町民がつながり教え合い、

仲間とともに楽しく学び・運動できる環境をつくっていますと書かれています。 

  町の生涯学習の現状と、これからの施策について質問いたします。 

  第７次総合計画に、主要３施設の統合を含めた生涯学習施設の見直し案とありますが、具

体的にどんな構想があるのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 
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〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 具体的な統合案というのはございません。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 総合計画に統合を含めた見直し案をやっていくということが書いて

いましたんで、いずれ出るでしょうけれども、具体的にちょっと何点か質問したいと思いま

す。 

  大井沢の自然博物館の学芸員が、６月ですか、辞められましたけれども、これからの採用

の予定についてお聞きします。 

○菅野議長 答弁は奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 ただいまのご質問ですが、大井沢の学芸員、退職されたということに伴

いまして、お知らせ版、ホームページを通しまして、募集をかけているところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 昨日、町長がコケ学会で、西川町しかないコケが３種類あるとかと

いうお話をなされた記憶があります。 

  最近、自然博物館は、大学の提携とか東桜学館と連携など、積極的に事業を展開していま

して、非常にこれから展開を楽しみにしているところでした。大井沢自然博物館としても、

非常に魅力があるところだと思います。 

  私が印象に残っているのは、去年、奈良県川上村の森と水の源流館が非常に印象に残って

いますけれども、ああいう方向で大井沢の自然博物館をやっていくという方向はないのでし

ょうか。 

○菅野議長 反問権。 

  何のほうの反問権を使うんですか。 

  町長。 

○菅野町長 まず、さっきの抗弁させていただきますけれども、私は、オニシオガマの話を、

エゾシオガマの話をしただけで、エゾシオガマはコケじゃないですから、お花ですから。そ

こをちょっと納得して、まさかコケの種類だと思って認識されるとは思いませんでしたので、

花ですから、オニシオガマは。エゾシオガマも花です。そこは認識を改めていただきたいと

思っています。 

  先ほど、川上村の源流館ですよね。そちらのほうは、私が推薦したところですよね。私が
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推薦したところなんですけれども、あのようにというのは、どのようにできないかというこ

とでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 一つは、自然の源流としての場所を非常に生かしながらいろんな発

信をしているという、この場所のアピール性があります。もう一つは、学校との連携です。

小学校の総合学習でたくさんの子どもたちが来るという状況になっていまして、学習センタ

ーとかと関わりながら、そういう自然学習の中心になっていますので、そういう方向性がな

いのかということです。 

○菅野議長 奥山生涯学習課長。 

  反問権、終わりでいいですか。はい、２分。 

  奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 大井沢自然博物館の今後の在り方も含めてですが、まずは、地元の方と

の協力体制なども含めまして、やはりより多くの方から来ていただく、リピートもしていた

だく、併せまして、地域への経済効果などもという視点もございます。話合いを続けている

というところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） ぜひよろしくお願いいたします。 

  もう一つは、岩根沢の丸山薫記念館ですけれども、どんなふうに、町長も大分行かれてい

るようですけれども、どんなふうに考えておられますでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 反問権、内容は。 

○菅野町長 どのように考えているのというのは、私個人の感想を言えばいいんですか。 

○菅野議長 感想についての反問権だそうです。 

  はい、どうぞ。 

○６番（佐藤光康議員） 私は、丸山薫の総会にも参加したり、いろいろとお話、先日も行っ

てきましたけれども、これからの、人数がなかなか、人が来てくれないということで大変悩

んでいました。 

  それで、これからの丸山薫記念館として、町の方向性についてお伺いします。 
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○菅野議長 今のは反問権の回答でないですので、回答を述べてください。 

○６番（佐藤光康議員） 感想と含めてお願いしますということです。 

  ですから、感想というよりは、これから丸山薫記念館としての町長の方向性をお伺いいた

しますということです。 

○菅野議長 いいですか。 

  じゃ、質問でいいですか。反問権。はい、１分。 

  菅野町長。 

○菅野町長 丸山薫記念館の総会のお話もありましたけれども、私も年に３回ぐらいは行って

いまして、ただ、藤本先生の後をしっかり見つけなくてはいけないとあります。 

  丸山薫記念館のいいところは、コストパフォーマンスがいいというところです。ですので、

存続したいと思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 丸山薫は岩根沢に来て、岩根沢の自然と、それから、住んでいる人

たちの人情といいますか、そういうのに触れて、丸山薫自身も新しい世界をつくっていった

ということになるわけですけれども、そういう岩根沢の場所が、国指定の岩根沢三山神社も

ありますし、秋祭りが９月９日から10日まで開かれます。そこでは、神楽も上演される予定

になっています。岩根沢の太々神楽は非常に有名でして、伊勢神宮でも奉納された神楽にな

っています。 

  やはり丸山薫記念館と一緒に、岩根沢地区全体を含めた、これからの町としての非常に宝

だと思うんです。そこら辺で、先日、丸山薫記念館に行きましたら、区長さんとか地元の方

おられまして、いろいろとお話しになったんですけれども、一つ悩んでいるのが神楽、有名

な神楽、太々神楽の後継者が今やっぱりなかなか大変だということ。それから、灯籠を町か

ら支援してもらってやっていますけれども、そういうことで非常にありがたいと。だけど、

発信力、宣伝力がないということを話していました。 

  ですので、やはり地域おこし協力隊のたくさんの方が来られていますけれども、岩根沢に

配置して、西川町としても非常に大事なところだと思います。そういう配置する方向はない

のかどうかお伺いします。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 反問権、内容を。 

○菅野町長 新たに地域おこし協力隊を配置せよということでの趣旨での質問ですか。 
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○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 生涯学習の施設の問題ですので、ぜひそうやって配置して、支援し

てもらえないかという質問です。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 つまり、地域おこし協力隊を新たに増やしてほしいという要望でしょうか。ご質

問でしょうか。 

○菅野議長 佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 今の人たちからはなかなかいないでしょうから、やっぱり町として

全国にアピールして、そして、こういう丸山薫が来た、非常に文化的に豊かなところに来る

方いませんかという募集も非常にいいと思います。 

○菅野議長 これは要望ですか。 

  要望。増やしていいですかということですので。 

○６番（佐藤光康議員） 地域おこしを募集したほうがいいですかということでしたね。とい

うことで、ぜひお願い、そういうことです。 

○菅野議長 じゃ、それでいいですか。じゃ、反問権終了します。 

  菅野町長。 

○菅野町長 私らの行政は、ニーズベースで仕事をしております。残念ながら、岩根沢の区長

とも話しましたけれども、地域おこし協力隊を求めているということはありません。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 私も先日、その問題で話ししたんですけれども、地域おこしの話し

ましたら、２週間でいなくなっている方来てもらっても困るんだという話をしていました。

ですから、何か誤解している面もありますので、しっかり３年間、そこで一緒に地域となっ

てやるということでは、非常に大きな意味があると思っております。 

○菅野議長 答弁は荒木つなぐ課長。 

○荒木つなぐ課長 ただいまの質問について、保存会の岩本さんと、私も直接お話しました。

地域おこし協力隊は３年間で終了します。３年間しかいない人にお願いするというわけには

いかない。できれば町民の方というような要望でございましたので、よろしくお願いします。 

○菅野議長 追加答弁、菅野町長。 

○菅野町長 私も今朝、朝５時から岩根沢にいましたけれども、そんなことは言っていません

でしたから、これちょっとどこの方か、その誤解している方がいらっしゃれば、私らご説明
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させていただきますので、今日の朝も聞いてきて、いませんでしたから。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 具体的にそういうことが悩んでいるわけで、３年間で地域おこしは

いなくなってしまうから地元の方、町内の方ということでしたけれども、やっぱり受け継ぐ

には、子どもたちにどう引き継ぐかということもありますので、岩根沢には子どもたちも少

ないですので、西川町全体で考えていく必要あるんじゃないかと思うわけです。 

  そこら辺で、ぜひ町として地区の方と話合いしながら、ぜひいい方向で考えていっていた

だきたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁、菅野町長。 

○菅野町長 話合いをしていないかのように言われますけれども、私らしっかり話をして、ニ

ーズベースで仕事をしていますので、誤解を招かないようにしていただきたいなと思ってい

ます。むしろ町議会議員の方が見えないというご意見はありましたので。だから、直接町の

ほうに話すんだと私も承りましたし、荒木さん、担当課長も承りましたし。私も、来週の９

日も岩根沢に泊まって、しっかり話も聞いてきますので。これ以上対応せよとなると、公平

性が保たれないぐらいお話ししていますので、ぜひそこはご理解いただければなと思ってい

ます。 

  少なくとも私らはニーズベースで仕事をしておりますので、岩根沢区がそのようにお考え

だということであれば、私らも、そのようにというのは、ご要望を承って対応できるかどう

かを考えていきたいと思います。 

  ちなみに、地域おこし協力隊を増やしてほしいというご要望がありました、ですよね。あ

ったんですよね。ちょっと反問権使う。 

○菅野議長 反問権、はい。 

○菅野町長 地域おこし協力隊を増やせというご要望があったんですが、それは本当ですか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） そういう特定の、岩根沢に限った、岩根沢の人たちを支援していく

地域おこしを雇ってはどうですかということです。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 反問権、続けて。 

○菅野議長 はい。 

○菅野町長 ご質問は、町全体で今20人弱、地域おこし協力隊がおりますけれども、それをさ
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らにもっと増やしてということでよろしいでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 当然１人増えることになりますね。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 だから、そこまで増やしてまで、地域の、岩根沢になれば１人といういうことで

すよね。ほかの、例えば、同じようにご要望、岩根沢で太々神楽を増やすために１人採用し

ましたというふうになると、ほかの地域もそのように要望来るわけです。そうすると、議員、

考えていただきたいんですけれども、１つの区から受けたら、西川には12地区あるわけです。

だと、新たにその専用の方を増やさなくちゃいけないわけです、12人。そういうご趣旨でよ

ろしいでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 丸山薫記念館、やっぱりその地域の歴史もあります。そこで、理解

のある方が必要ですし、やっぱり特別の、そういう太々神楽とか、そういうふうなものに興

味がある方、関心のある方でないと駄目なわけです。ですから、そこら辺の、ほかの地域は

まず除いて、まず岩根沢で非常にということで話しをしています。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 私が言っているのは、ほかの地域で１人増やしたら、特定のことに対して増やす

ことになれば、例えば、大井沢や入間区からもご要望あったら、町としては、公平性の観点

から同じように対応しなくてはいけないわけです。 

  ですから、町議がおっしゃっている、１人、区のために増やしなさい、太々神楽のために

増やしなさいということになれば、町議は１人増やしなさいねと言っているかもしれません

が、これは12人増やすということと同義だということでのご承知の上で、ご質問していらっ

しゃいますでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 岩根沢に地域おこしを支援していくということと、12人が同義だと

いうことでは、違います。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 前、岩根沢のほうで、西川町です、仏像の調査が、芸工大を中心に

入りました。仏像の調査が入りまして、芸工大は学生さんも来ました。数年前、私、白鷹町

の歴史の関係の施設に行きました。そしたら、その職員が、西川町の方ですか、西川町は大
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変私も芸工大の学生のときに仏像の調査で入りましたと。西川町ではそういうふうに、私は

非常に仏像とかそういう歴史に関心があって、西川町は本当に出羽三山の中ですばらしいと

ころだと。地域おこし募集があれば、私はそっちに行ったのになという話をしていました。 

○菅野議長 光康議員、すみません、反問権に対する回答だけでいいですので、同義ですか、

どうですかということですので。 

○６番（佐藤光康議員） ですから、そういう特別な方が、やっぱりそういう方になるわけで

す。ですから、全て同じということになりませんから、岩根沢のそういうふうな特徴、歴史

も踏まえた形で、そこに派遣してもらえないかということを言っています。 

○菅野議長 町長、いいですか。 

  まだ継続をしていますから。 

○菅野町長 集落支援員制度というのはご存じでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 分かります。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 地域おこし協力隊と集落支援員の違いは、お分かりでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 地域おこしは、そういう国の制度、同じですけれども、集落支援は

集落を支援していくという、いろんな意味で支援していくということだと思いますけれども、

地域おこし、あまり厳密に違い、じゃ、お願いします。そうですか、分かりました。じゃ、

どうぞ明快にお願いします。 

○菅野議長 分からないということでいいですよね。 

  菅野町長。 

○菅野町長 地域おこし協力隊も地域支援員も、財源は国の特別交付税から出ております。総

務省の制度でございます。制度的には、所管としては総務省でございます。 

  地域おこし協力隊は、自治体が採用するものでございます。集落支援員は、地元の、例え

ば、岩根沢区でしかるべき方が欲しいと、そういう方が欲しい要望があれば、では、町のほ

うは、集落支援員の場合は、しかるべき方、皆様がお求めの方をいらっしゃれば、その方を

採用しますので、ぜひお声がけくださいと町からは申し上げています。 

  残念ながら、岩根沢区においては、その集落支援員、全区にお聞きしましたけれども、全

区にお聞きして、採用されたのは、海味区と吉川区の２つの区でございます。２つの区では、
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採用したいけれども見つからないということが現状でございます。 

  違いは、区が人を見つけてくるのか、地域おこし協力隊は、町が受け身で募集していくの

かと。受け身というのは、欲しいですよということで、受け身というか、町のほうから発信

して採用するものでございまして、地域おこし協力隊は、ですので、町がこういった事業で

欲しいということで募集をかけるわけです。 

  残念ながら、西川町においては、ほかの町も苦戦しているのは、どういう地域おこし協力

隊の募集の仕方かと、私、内閣官房のときに調べてまいりましたけれども、そのときには、

こんなことやりたくないのに町の都合で募集するというのが、最も１番人が集まらない、失

敗する事例になっております。 

  今のように太々神楽とか、丸山薫記念館を知っている方とか、そういった気持ちのある方

に来てほしいということであれば、これは、恐らく募集も集まりませんし、地域おこし協力

隊というのは、平均年齢が30代でございます、30代。主に二、三十代ですけれども、そうす

ると、なかなか丸山薫先生の功績を理解するような方がわざわざ西川にいらっしゃってとい

うのは、なかなか現実問題としては難しいのかなと思っております。 

  ですので、できれば、そういった来館者の方の顔が見えれば、年齢制限はそんなに厳しく

ない制度でございますので、集落支援員は。ですので、例えば、40代、50代の方が、私が功

績を引き継ぐような活動をしていきたいという方がいらっしゃれば、集落支援員という制度

がありまして、そうすると、区のほうでお話合いされて、この人がいいというリクエストを

町のほうにいただいて、そちらのほうを町のほうで、もう既に財源も確保しておりますので、

ご要望をいただければ、人を配置するということでございます。ただ、先ほどからも申し上

げたとおり、岩根沢区においては、そういった集落支援員の要望というのはございませんで

した。 

  なお、地域おこし協力隊を配置せよということでございましたので、これからも、今、予

算は20人の枠を、当初の予算で賛成いただいていますので、まだ枠は若干ございますので、

もし町議のほうでご要望、岩根沢区があれば、こちらで募集すると。多分なかなか、先ほど

申し上げたように失敗する事例の一つというふうになっていますけれども。ですので、ぜひ

私らも話し合いますけれども、そういう制度がありますということで岩根沢区にお伝えいた

だければなと思っています。 

  地域おこし協力隊はなるべく増やしてほしいということでしたので、光康議員においては、

追加の補正予算を出すときにはニーズベースでちゃんと対応しますから、ぜひ賛成してほし
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いなと思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 明快で丁寧なご説明ありがとうございました。 

  岩根沢、丸山薫記念館、そして岩根沢地区を支援していきたいという町の姿勢はよく分か

りました。ぜひお願いしたいと思います。 

  それから、地域おこし協力隊ですけれども、今、さっきありましたけれども…… 

○菅野議長 町長、反問権、終わりでいいですか。 

  じゃ、光康議員、どうぞ。 

○６番（佐藤光康議員） 地域おこし協力隊、どんどん増やす、増やしますということでした

けれども、できるだけ、今何をなさっているんだろうと、よく分からない方もいらっしゃい

ますので、私自身が、よく分からない方もいらっしゃいますので、ぜひそこら辺、目標、目

的あたりを明確にしてもらって、ご提案よろしくお願いいたします。 

  じゃ、次、質問２番にいきます。 

  町のいきいきサークルや歴史文化学習会の年会費の負担が非常に大きくなっています。町

でもっと支援すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 佐藤光康議員の質問にお答えいたします。 

  初めに、整理させていただきたい点は、町のいきいきサークルというふうに議員のほうで

表現されましたけれども、サークル活動は、あくまでも町民の皆さんが自らのニーズに即し

て任意に結成しているものですので、基本的に町民自らの意思で主体的に取り組むサークル

や学習会と言っていただくのがふさわしいと捉えております。 

  次に、個々人が負担する年会費についてですけれども、これは、おのおのの団体サークル

が自らの活動内容に照らして設定しているもので、町としては関与しておりません。物価高

騰の事情もありまして、全体的に年会費が高騰傾向にあることは認識しておりますが、いず

れのサークルからも会費の支援要望、つまりニーズがない状況にありますので、予算６原則

に照らして、個々人の会費に対する支援の考え方は現在はありません。 

  なお、生涯学習関連団体、サークル支援の観点からは、町としては、それぞれからの申請

に基づいて、歴史文化学習会には年額５万円、いきいきサークルに関しては各サークル２万

円、６サークル計12万円の補助を交付している状況にあります。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 
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○６番（佐藤光康議員） 今、自主的なサークルだということで、これだけすっだいというこ

とで集まって長く続いているサークルとは、すばらしいことだと思います。 

  今、どのくらいのサークルの数があって、全体で何人ぐらい参加しているんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 お答えいたします。 

  いきいきサークルにつきましては、６教室、全体で47名となっています。生け花、舞踏、

コーラス、フラダンス、実用書道、歌の教室でございます。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） ２万円の町からの支援をもらっていて、去年、大体年会費が3,500

円から4,000円でした。それが、今年、大体5,000円になりました。７回から８回のサークル

ありまして、それをやりますと、講師代だけで、大体もう町の支援も含めて、会費も含めて、

大体それで精いっぱいなんです。結局、使用料、あいべを大体使いますので、あいべの使用

料が払えないという状況になっている現状です。それで、各サークルとも、5,000円のほか

に2,000円の会費を集めているというのが実情なわけです。ですから、せめて会場費を無料

にできないかということです。 

  今、例えば、寒河江のさくらんぼ大学とか、河北町の町民大学ひなカレッジ、それは大体

500円です、１回。ですから、そこら辺、１回500円ぐらいになるような形でするには、やっ

ぱり最低使用料を、まず何とかあいべの使用料金、それを何とか無料にしてもらえないかと

いうことで、いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 いきいきサークルでのあいべの使用料の関係でございますが、現制度で

は無料にはできないということでございます。 

  以上であります。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） できないということは、何か理由があるんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 あいべにつきましては、開発センターの使用料条例がございます。条例

の中では減免の規定はございませんので、そういうことになります。 

  以上であります。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 
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○６番（佐藤光康議員） では、使用料金の分の町の支援というのは可能なわけですね。それ

はいかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 これにつきましても、サークルの方からのご要望、そういったものが現

在ございませんので、そのような取扱いに現在なっております。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 今の会費と町の支援金２万円でやるしかないだろうということで、

皆さん、そういうことで諦めている状況だと思いますけれども、どうしてもやはり年会費

7,000円となりますと、5,000円のほかに自分たちで会費2,000円、7,000円となると、結構非

常に負担が大きいんです。そこら辺でやっぱり人数も少なくなってきていますので、ぜひそ

こら辺の支援をお願いできないかということです。 

  それから、ホームページに、いきいきサークル、歴史文化学習会は、高齢者だけが入るわ

けではないんですね。 

○菅野議長 答弁は奥山生涯学習課長。 

○奥山生涯学習課長 いきいきサークルにつきましては、男性も、それから若い方も加入する

ことができます。より多くの方からご加入いただいて、それによって会費の負担とか、そう

いったものにつながればなんていうのは個人的に思っているところですが、どなたでも加入

できる教室になっております。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 今、課長が答弁されたとおりだと思いますんで、ホームページ見ま

すと、いきいきサークル、歴史文化学習会は、生涯学習の項目ではなくて、高齢者・介護の

中に出ているんです。いきいきサークルは、まだ婦人教室になっていますので、ぜひ更新を

お願いして、もっと多くの皆さんが入りやすいように、さっき課長が言いましたように、男

性だって、若い方だっていいわけですから、ぜひそこら辺を周知をよろしくお願いいたしま

す。 

  では、次、質問３で、平和の問題です。 

  西川町は、平和の町宣言を行っています。平和の宣言の垂れ幕がなくなりましたが、これ

から掲げる予定ありませんかというご質問を、通告を出したんですけれども、素早く町が対

応していただきまして、昨日、役場の玄関の中に入りましたら、スクリーンでしょうか、あ
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のところに平和の町宣言ということが書かれていまして、本当にありがとうございました。 

  非常にああいうふうに平和の町宣言ということでやってもらい、８月、どうしても私たち

は戦争とか平和とかを思い起こす月になりますので、せめて８月ぐらいでもずっと流しても

らえれば、戦没者慰霊式もありますので、ぜひそこら辺をしていただきたいという、求めた

いと思います。 

  この平和の町宣言というのは、西川町が平和の町宣言をしているのですけれども、1984年

９月29日ということで、もう40年ぐらい前の話になりますけれども、これはどういう内容か

分かりますでしょうか。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  昭和59年第３回定例会において、議員提案により決議がなされた宣言ということで、本町

の歴史上残ってございます。 

  内容的には、平和の町宣言ということで、世界の恒久平和は人類共通の念願であるという

ことから始まりまして、我が国は世界唯一の被爆国として、全世界の人々に核兵器の恐ろし

さ、被爆者の苦しみを訴え、核兵器の根絶を強く求め、再びこの地球上に被爆の惨禍を繰り

返させてはならないということで、西川町は永遠の世界平和の実現を請い願い、ここに平和

の町の宣言をするということで、全会一致で決議されたということで記録されております。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） ありがとうございます。 

  私も平和の町宣言、さっきもネットで探しましたけれども見つからなくて、先輩の議員に

聞いたのでしたけれども、今おっしゃるとおりです。非常に核兵器の廃絶を求める宣言文に

なっています。 

  こういう同じような宣言は、ちょうどこの年、寒河江市にもできて、朝日町が1985年、河

北町が1991年、大江町が1993年ということで、近隣の市町村、全てこういう宣言をなされま

した。ちょうどこの時代は、アメリカとソビエト連邦が核兵器の競争をしていまして、どん

どん世界に核兵器が増えていくと、何とかしなくちゃならない。これでは人類が絶滅するん

じゃないかということの危機がありまして、世界中で核兵器の反対の市民運動が起こりまし

た。そういう中でのできた平和宣言だと思います。 

  でも、この核兵器廃絶というのは、今の世界情勢、北朝鮮もありますし、ウクライナに対
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するロシアの侵略、核兵器の脅し、本当に深刻な状況になっています。 

  西川町が平和宣言をした頃と違うのは、今は、2017年に核兵器禁止条約が国連で採択され

たということです。ですから、今、核兵器を本当になくさなきゃならないという声が、やは

り世界中で広まっている。特に日本も本当に深刻な問題を抱えているわけです。 

  今、西川町は平和宣言でしたけれども、この平和宣言の前に、非核ということで、非核平

和宣言という町が、自治体が非常に増えてきています。県内では、山形市、米沢市、天童市、

そして、近隣では大江町が、非核平和宣言という形でやっています。西川町との関連では、

北海道の上川町も非核平和宣言をしています。やはりこういう深刻な核兵器の状況の中で、

非核平和宣言というのが非常に大事になってきていると思います。 

  町長は、広島の原爆資料館、長崎の原爆資料館にも訪問したというようにお聞きしていま

す。これは議会の問題でもありますけれども、非核平和宣言、平和の町宣言という方向でい

くべきだと私は思いますけれども、町長、いかがでしょうか。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 内容。 

○菅野町長 西川町に関係ある上川町とおっしゃいましたけれども、北海道上川、これ何の関

係があるんでしょうか、教えてください。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 北海道の上川町も非核平和宣言をしているということです。いや、

西川町は上川町と関係していますから、提携しています。 

〔「東川じゃないの」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 上川町とは提携しておりませんので、認識、教えていただければと思います。 

○６番（佐藤光康議員） すみません。ちょっと間違えました。東川町です。東川町がどうか

をちょっと私も確認していませんので、ちょっと上川町と勘違いしました。すみませんでし

た。訂正します。東川町は分かりません。 

○菅野議長 答弁で、反問権、それでいいですか。 

○菅野町長 あと、すみません。西川町と一切関係ない上川町で非核宣言しているというのは、

理由というか、ちょっと質問をもう一度お願いできますか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 上川町を出したのは私の間違いで、訂正させていただきます。 

  質問は、広島原爆資料館、長崎原爆資料館を見られて、今、各自治体で、平和宣言に、前
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に非核とつけて、非核平和宣言がずっと今増えてきています。議会としても、やはりそうい

う方向で努力していきたいと私は思っているわけですけれども、町長はどういうふうに考え

ておられますか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 反問権、もう一回いいですか。 

○菅野議長 先ほどの件で、もう一回。 

○菅野町長 ごめんなさい、私の認識不足ですが、非核平和の町宣言と平和の町宣言の違いは

何でしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） これだけ核兵器が増えてきて、西川町の平和宣言も核兵器の廃絶を

訴えています。ですから、そういう本当に今の時代で非核なんだということで改めて強調し

ていこうというところで、非核という形で、そういう自治体が増えてきているという現状だ

と思います。 

○菅野議長 町長、それでよろしいですか。 

  じゃ、反問権終了します。 

  佐藤光康議員。 

  質問。 

○６番（佐藤光康議員） さっき質問しましたけれども、そういう、町長は広島の資料館、長

崎の原爆資料館もご覧になって、非核平和宣言というそういう流れ、そして、そういう核兵

器廃絶に関して、どういうふうに思われますかということです。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 平和の町宣言に包含されていると思いますし、わざわざまた別にしなくても、垂

れ幕をつくるなんてことはもうしないので、デジタルサイネージですぐ直せるということは

直せるんですけれども。 

  例えば、議会のほうで非核平和の町宣言の請願などを行っていただければ、私どもも進め

やすいなと思っておりますので、ぜひ、議会のほうで請願を了承いただければなと思ってい

ます。まず、議会からなのかなと思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 非常に前向きな答弁ありがとうございました。 

  一つだけ、今、平和の宣言、総務課長がお読みになりましたけれども、ホームページに出
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てこないんです。ぜひホームページに出していただきたいと。 

  例えば、寒河江市では都市宣言ということで、今までの寒河江市として宣言したのが全て

ホームページで出てくる状況になっています。例えば、ゼロカーボンシティ宣言、せせらぎ

宣言、平和都市宣言です。ですから、西川町も、そういう町の宣言、さっとホームページで

見られるようにお願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○菅野議長 荒木つなぐ課長。 

○荒木つなぐ課長 お答えいたします。 

  ご指摘いただきまして、ありがとうございました。認識が改まりましたので、そういった

ことは、どういった宣言が過去にあるのかを調べまして、対処したいというように思います。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） ありがとうございます。 

  最後に、もう一つ、マイカーを利用した助け合いの公共交通について質問します。 

  町が今、自家用車を活用した乗り合いサービスをやろうとしていますけれども、どのよう

な中身になるんでしょうか。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 内容ですか。 

  菅野町長。 

○菅野町長 ８月に、町民を対象にした乗り合いタクシー、乗り合いサービスのご説明会をし

ましたけれども、町議も何人かご出席していたと聞いておりますけれども、光康町議は参加

されましたでしょうか。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 私も参加したかったんですけれども、木質バイオマスの貸与会が入

間地区でありまして、出席できませんでした。それで、その資料を後で参加者からいただき

ました。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 昼もやっていましたので、入間地区の説明会は夜ですよね。ノッカルサービスの

ほうは午後に開催しております。午後１回と、夜に１回です。ですので、参加していただけ

ればと思っていますので、じゃ、参加されていないという前提でお答えしたいと思います。 

○菅野議長 終了します。 

  菅野町長。 
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○菅野町長 乗り合いサービスはどのようなものかでいいんでしたっけ。 

  最初からご説明させていただきます。 

  これは、行きたい場所があるのに移動の手段のない高齢者と、そういう高齢者を自家用車

に乗せて連れて行ってくれる方を結ぶ、助け合いの交通システムです。 

  町営バスは、今、30台弱ございます。ただ、なお、昨年の夏のアンケートでは、地域交通

が不満だけれども、やや重要という項目にのっておりましたので、そのニーズに基づいて、

何か町で対策しなければいけないと考えたものでございます。町営バスは、これ以上増やす

と町の財政のほうに影響するものですから、だと、どうやったら皆様のニーズに応えられる

のかどうかということを考えてまいりました。 

  また、佐藤光康議員もご参加の中の第７次総合計画をつくるときのワークショップ、そこ

でも、２次交通というか、町営バスの話がありました。それも踏まえて、総合計画には以下

のように書いていますと。総合計画の第４章において、町民が行きたいところに行きたいと

きに行くことができるという状態にしてほしいというご意見がワークショップでの総論でし

たので、そういう状態を８年以内にしていきたいと書いております。 

  その主要事業として、町民誰もが利用できて、かつ、乗せてあげることができる、ノッカ

ルというサービスの導入を明記しました。この事業の導入に当たっては、私も視察してまい

りましたし、内閣官房時代でも、地域交通の一番の解決事例だということで、国のほうでも

評価いただいているサービスでございます。 

  先行実施している富山県朝日町のノッカルサービスを参考にしつつ、より西川町の現状に

即した、冬の雪とか、国道を主要幹線として中山間部に集落があるという特徴をしっかりと

見極めて制度設計をするために、先日、町民の対話会を２度重ねてまいりました。いただい

たご意見を踏まえて、そのノッカルの制度設計、これは、町民税務課、交通の面と、また、

利用者が多いであろう高齢者福祉を政策にしている健康福祉課、また、乗せる側につながり

のある地域を所管している企画財政課、また、町民とのつながりの深いつなぐ課の横断的な

連携チームをつくりまして、検討を重ねています。 

  また、なお、この事業実施に当たっては、内閣官房のデジタル田園都市国家構想交付金を

活用しております。 

  西川町には、町営バスや予約型タクシー、のってあべがあります。これらの交通手段と組

み合わせることにより、高齢者のニーズに応えていきたいと考えています。 

  具体的な実施内容などは、その詳細を組み立てて、地域観光との兼ね合い、こちら町営バ
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スを観光のほうに意識して使うかとか、そういった総合的な公共交通計画も踏まえながら、

これから実装していきたいと考えています。 

○菅野議長 光康議員に申し上げます。 

  反問権の時間が12分ありましたんで、終わりの時間が42分になります。 

  どうぞ。 

  ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） よく説明分かりましたけれども、今、車がない方、運転していない、

しない方、免許返上した方が今使っているのが、大体のってあべ、デマンドタクシーになっ

ているのかと思います。うちの地区でも、今、２名の方がデマンドタクシー、のってあべを

使っていまして、自宅まで迎えに来てくれまして本当に助かっているという話をこの前もし

ていました。 

  そこで、車の免許を返上した方は、今、２万円分のバス路線の乗車券と、それから、タク

シー利用券、どちらかをもらえるわけですけれども、ここにデマンドタクシーの利用券は入

っていないんでしょうか。 

○菅野議長 佐藤健康福祉課長。 

○佐藤健康福祉課長 佐藤光康議員のご質問にお答えをいたします。 

  現状としましては、議員のおっしゃるとおり、バスの回数券、もしくは、タクシー券とい

う取扱いになっております。 

  ただ、町長から説明ありましたように、町の公共交通関係につきましては、今、大きくつ

くり変えている途中でございますので、それらを踏まえた上で、免許返納に関しては、そち

らも見直しをかけていきたいと思っております。 

  以上です。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 免許返上した方は、自分の足がもがれたみたいだとか、本当に深刻

な状況になるわけです。ですから、免許返上されて手続に来た場合に、今こういうデマンド

タクシーもあるよということを丁寧に説明してもらって、そこで２万円分なんかもらえれば、

またちょっと非常に安心できるんではないかと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

  さっき町長説明されたノッカル、富山県朝日町のノッカルのサービスですけれども、今、

朝日町では、ホームページを見ますと、お稽古事とか、学習塾とかに行く場合の使用とかと
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いうことは結構、こどもノッカルサービスということで、意外と出ているんです。 

  今から、スポ少、部活動の地域移行の問題、課題が出ています。部活動が地域に移行すれ

ば、どうやってその場所に乗せて行くのかということが、本当に保護者の皆さんの大きな負

担になるわけですね。私も娘が中学生だったときは、練習試合では必ず谷地とか寒河江とか

に娘を連れて乗せて行きましたけれども、車がない方もいるわけです、仕事でとかでですね。

そういうときに、もしこういうノッカルサービスで私が登録して、私が乗せて行きますよと

かなれば、本当に助かると思うんですね。 

  ですから、そこら辺の部活動の地域移行の交通手段とか、お稽古事とか、学習塾とか、そ

こら辺でのノッカルサービスあたりの可能性というのはないんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 恐らく佐藤議員がおっしゃっているのは、富山県朝日町のこどもノッカルの話で

しょうか。 

  こどもノッカルは、今、生活路線、例えば、町立病院にとか、寒河江病院にとか、お買物

にというのは、どちらかというと高齢者に向けた政策でございます。こどもノッカルのほう

は、議員おっしゃったとおり、お子様が部活動に乗り合いで行ったり、また、光康議員は反

対している塾とか。 

  西川町の子どもは井の中の蛙だから、塾なんてつくる必要ないんだよというふうに、前回

の臨時議会で、ちょっと私はびっくりする発言がありました。西川町が塾をつくろうとした

ら、地域おこし協力隊などが運営する塾をつくろうとしたら、こんなのつくらなくていいで

すと、どこまでいっても西川町の子どもは井の中の蛙なんだからというふうにおっしゃった

ものですから、私こそ、その当時、井の中の蛙なわけです。それでも、私は外に出て、塾も

行けませんでしたけれども、外に出て、こうやって帰ってきたわけです。ですので、ぜひそ

ういった発言はもうやめていただきたいと思います。議員のためにもなるんですけれども。

私の答弁です。 

  ですので、今おっしゃった佐藤光康議員は反対されるかもしれませんけれども、塾の送り

迎えなども、これはできるようなサービスになっています。 

  しかしながら、これを検討していくに当たっては、財源の問題があります。ですので、恐

らく1,000万単位でのお金が、実装にはかかると思います。ちょっとちゃんと聞いているん

で、私も、聞いていますんで。聞いていますよね、朝日町に。それぐらいの、その金額と、

利用率というのも、これからはかっていかなくちゃいけないわけです。 
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  今のところ、地域移行、まだしておりませんけれども、顧客からはそういったニーズは、

お父さん方からもって出てきていないんです。ということで、この今おっしゃったやつは、

とてもいい制度だと思っているんです。なので、ぜひ、まずニーズベースというのは、今、

残念ながらないんです。ニーズベース、ぜひあったら、町に寄せていただければなと思いま

す。 

  地域の課題解決になるかというのは、これはなると思います。 

  残念ながら、経済効果というのはそんなにありません。経済効果はございません。むしろ

月山観光タクシーさんの仕事を減らす可能性が、この制度はございます。ここは気をつけな

くちゃいけないです。 

  関係人口、これも実はそんなに増えません。 

  ５番の持続可能性、これは、子どもたちやお父さん、お母さんの負担が減るということに

なれば、これは丸なわけです。 

  今のところ、財源確保というのはできていないわけです。 

  そうすると、地域課題が丸で、持続可能性には丸で、２つが丸ついているわけです。です

ので、ぜひニーズベースというのをいただくと、私らも財源確保、どうやったらこれができ

るか、財源がほかの国の制度がないかと、これ、今見渡す限りありませんから、今のところ。

ですので、私らは可能性のあるデジタル田園交付金のほうにしなくてはいけないんですけれ

ども、いけなくてはいけないんです。 

  ただ、その財源を探すのも、私ら探して、申請書を書くわけです。そうすると、また役場

職員、大変になるわけです。そこは、３月の議会でも佐藤光康議員から、役場職員をニーズ

もないのに、ニーズもないのにじゃないですね、大変になっているんじゃないかというご懸

念ありましたので、ぜひニーズベース、今のところ、だからご懸念がありましたので、私は、

これは難しいかなと思っているんです、今。ただ、そういったニーズがあるということであ

りましたら、佐藤光康議員の嫌いな塾の送迎も含めて、ぜひ、私らとしては、ニーズがあれ

ば誠心誠意対応していきたいと思っています。 

○菅野議長 ６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 塾が嫌いだと、そう言われましたので、私、ずっと10年近く、水沢

小学校で学習塾をやっています。私が言いたいのは、ちょっと非常に町長は私の意見を誤解

しているようでして、要するに、頭のいい子だけを集めて、小人数を集めて、頭のいい子の

ための塾をやるというのは井の中の蛙になってしまうんではないかという懸念があるという
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ことを言っているわけです。ですから、誤解なさらないようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 反問権は、内容確認ですか。 

○菅野町長 ご質問の、ごめんなさい、誤解の内容をもう一度教えてください。 

○菅野議長 誤解の内容について、６番、佐藤光康議員。 

○６番（佐藤光康議員） 井の中の蛙と私が言って、町民を愚弄したということを言われます

けれども、私が井の中の蛙を使ったというのは、頭のいい子だけを集めて塾をやるというこ

とは、結局、小人数で頭のいい子だけを集めてそういうレベルの高い塾をやるということは、

井の中の蛙になってしまうんではないかということを言ったわけで、私が求めている、全て

の子どもたちをサポートする塾をやってほしいということは、そういうことを私は言ってい

るわけです。 

○菅野議長 じゃ、いいですか。 

  菅野町長。 

○菅野町長 今おっしゃっていたのは、総合計画の、私は、光康議員がおっしゃったのは、主

要事業１事業に対して町民からのニーズが寄せられている、中学生が高いレベルでの目指す

塾が町内にないため、地域おこし協力隊を招聘するなど、中学生の対象とした塾をするとい

う、主要事業の１事業のことで書いてあるだけなんですね、１事業だけで。 

  ただし、その事業の上に、これ役場職員も頑張って書いたと思いますけれども、事業の上

の政策、施策としては、状態としても、まず状態読み上げますね。町が目指すべき状態は、

教職員や町民が、子どもたち一人の夢や目標の実現のため、学力向上と健やかな心身の育ち

を支えるというふうに書いてあります。その政策としては、子どもたち一人一人に応じた学

びを保障する学習支援や特別支援教室を充実しますと、大上段に書いているわけですよ。大

上段にこれを書いていて、一人一人の中でも、事業としてはね、一人一人が、まず一人一人

の夢を実現します、学びを保障しますということを、施策、議員お分かりだと思いますけれ

ども、事業より上の段階にあるのが政策ですから。政策で、１番最初にそれを言っているわ

けです、１番最初に。だから、それはもうベースにあるということなんです。ベースに、ベ

ースにあるんです、一人一人。 

  その一人一人の中で、いろんな学校教育センターの充実研究とか、少子化で教員数が減少

してもきめ細やかな教育を維持するとか、主要事業にも書いてあります。タブレットで家で
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も学習できるようにリモートで学習するとか、放課後子ども教室には一流の西川ファンを連

れてきて、子どもたちの気づき、親子体験を充実させると、いろいろこう書いてあるうちの

１つ。じゃ、学力高い人に対しては何をするんですかというのが、私ら政策で一人一人と言

っていますから、その一人一人の、より高いレベルを目指す段階の方に対しては塾をつくる

と言っているわけです。つくれればいいなと。そんなのつくる必要ない、井の中の蛙なんだ

からと言ったわけです。 

  ですから、私が言いたいのは、西川町の憲法と言うべき総合戦略、８月につくったわけで

す。その教育文化の最初の政策で、子どもたち一人一人に応じた学びを保障すると、もう広

く書いているわけです。その中で、主要事業として８つほどありますけれども、その７つは、

７つほどありますけれども、主要事業７つ、そのうちの６個は、一人一人の学びを保障しま

すよと、それぞれのステージに合わせて。そこまで変えて、１個だけ高いレベルを保障した

いというニーズが実際にあるわけです、実際に。だから、平等にはやるんです。平等にはす

るんですけれども、それ以上にそういうニーズもある。 

  もうぜひ塾に行っている保護者の方に話聞いてみてください。大変です、山形に行ってい

る方もいらっしゃいますよ。寒河江だけじゃなくて。ですので、そういった方に話を聞いて、

中学生が高いレベルを求めて、そういった高いレベルを求める人も、町で塾を、地域おこし

協力隊などを招聘して開催するというのは、別に悪い話じゃないじゃないですか。 

  それを、井の中の蛙にはこんなことしなくていいんだというふうに言われると、本当にそ

れでいいのかなと思ってしまうので、めちゃくちゃもうほかの親御さんは怒っていますから。

そういう発言はぜひ控えて、できれば、子どもたちかわいそうじゃないですか、一生懸命勉

強しているのに。そういった高いレベルを求める、山形東高合格者だっているわけです。西

川町から頑張って、勉強して。そういう方に対しても、ぜひ一人一人の学習を学びに、一人

一人に応じた学びを保障すると町が言っているんで、そういった政策もぜひ行わせていただ

ければありがたいなと思っております。 

  ですので、ぜひ発言にはご注意いただいて、高校生の塾に通う持つ親、今日、議場にもい

ますから、もう見に来ています、議場の人が、高校生の持つ親が。その方たちのお話をぜひ

聞いていただきたいと思っております。 

  私は、本当にこの発言は残念でなりませんので、これだけは。議長もこれから議運で、先

ほどの、先日のご発言に対して、議員としてもどうなのかという議員運営委員会が開かれる

と、私聞いておりますので、ぜひ議員の皆様も、議事録配付させていただきますので、その
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ご発言の趣旨を踏まえて、共に西川町の子どもたちのために、せっかく今、新しいというか、

ＡＩとかデジタルの活用をした先進者が西川町に入ってきて、この前もメタバース空間を勉

強して、一緒に勉強してきたわけなんで、ぜひ、そこは…… 

○菅野議長 時間になりました。 

  時間終わりです。 

○菅野町長 私の答弁で終わりですか。 

  そういうことです。時間ないそうです。はい、終わりました。 

○菅野議長 一言、はい。 

○６番（佐藤光康議員） 一人一人、別の話言ってますけれども、一人一人の子どもたちを支

えるというところでは、私も大賛成なんです。私が言っているのは、頭のいい子だけを集め

て、何かエリートの、西川町内で、狭いところで教えるというのは、井の中の蛙になるんじ

ゃないかという懸念をしているわけなんです。それを理解してもらいたい。それを、なんで

町長が、私そういうふうに言っているんですけれども、そういう思いで言ってるんですけれ

ども、それをなぜ町長は理解してもらえないんですか。それをただ愚弄、愚弄と言われても、

非常に憤慨ですね。 

○菅野議長 時間でございますので、以上、６番、佐藤光康議員の一般質問は終了します。 

  ここで休憩します。 

  再開は11時０分とします。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 荒 木 俊 夫 議員 

○菅野議長 続いて、４番、荒木俊夫議員。 

〔４番 荒木俊夫議員 質問席へ移動〕 
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○４番（荒木俊夫議員） おはようございます。４番、荒木俊夫です。 

  今回は３点について質問をいたします。 

  第１点目の質問であります。 

  昨日、９月１日は防災の日でありました。今年の７月、８月は、活発な梅雨前線や台風に

よる記録的な大雨となり、沖縄や九州、山陰、東北では、秋田、岩手、福島など各地におい

て低い土地への浸水や川の氾濫、土砂災害、強風被害などが発生しております。 

  今回、当町においては大きな被害はありませんでしたが、いつ災害が発生するか分かりま

せん。この町で安心して生き生きと心豊かに住み続けるためには、防災対策が重要でありま

す。災害に強い安全・安心なまちづくりのために防災対策について質問をいたします。 

  質問１です。災害時に命を守る行動の中で自主防災組織の役割は重要です。全地区で結成

されております自主防災組織の活動支援について、防災訓練への取組支援、防災組織や避難

所の装備品等の充実について伺います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 自主防災組織の活動支援として、自主防災訓練への支援と防災組織や備品等の支

援というご質問かと思いますので、お答えいたします。 

  初めに、防災訓練への取組支援です。町の地域計画であります第７次西川町総合計画、８

月に制定したものですが、これでは防災において町民の防災意識が高まっていること、災害

時には適切に避難し、お互いに助け合う行動が取れていることを目標としております。 

  令和12年度の地域住民による自主防災組織の防災訓練、こちらは町全体で年間12回、各地

区での防災組織が年１回は行うことにしております。本町の自主防災組織は、地域全体の安

心・安全を確保するため、町内全ての12地区が主体になって組織され、地域に住む皆さんが

自主的にお互いを助け合って防災活動に取り組んでこられました。 

  ただし、近年はコロナ禍で活動が停滞し、令和４年度においては防災訓練を実施した自主

防災組織は２地区にとどまります。また、昨年度役場を会場に４年ぶりに総合防災訓練を開

催しました。今年度も10月15日、旧岩根沢小学校付近を会場に開催する準備を進めておりま

す。各地区の自主防災組織の代表者の方へ参加をお願いするとともに、訓練では避難支援が

必要な方を想定とした企画内容も実施していく予定でございます。 

  災害発生時に住民による自主防災活動が効果的に行われるためには、平時から自ら活動す

ることが大事です。本町では、これまで自主防災組織が行う活動に支援を行ってきました。
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自主防災組織が行う防災に関する講習会へのアドバイザー派遣や防災訓練などに係る経費の

補助、また県が実施する自主防災組織のリーダー育成研修会への参加などの金銭的な支援を

行ってきました。 

  次に、防災組織や避難所の装備品について申し上げます。 

  本町では、自主防災組織に対しまして、平成24年度に発電機及び投光器を配備し、使用管

理していただいております。このほか、これまでヘルメットや土のう袋、拡声器、アルファ

米などを支援しまして、必要に応じてアルファ米は補充しております。 

  さらに、町では指定避難所、町指定の避難所の装備品として毛布120人分、段ボール、段

ボールパーティション各30セット、感染症防止対応のアルコール消毒や非接触型の体温計な

どを配備しております。今後も自主防災組織の要望に基づいて、自主防災組織の活動や装備

品の充実支援を行うとともに、町指定の避難所の装備品も整備してまいります。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 町として積極的に取り組んでいただいているということであります。

今、町長からもありましたように第７次総合計画の中では、令和12年度には12団体が全て行

うという目標を立てていただいております。ただ、やはりコロナ禍でありましたので、昨年

は２団体ということで、訓練をなさった団体が２団体だけだったわけですけれども、やはり

４年間ほどコロナが続いて、なかなか継続性が失われている部分があるのではないかという

ふうに感じるところがあります。 

  これは例えばですけれども、１つの例でございますけれども、吉川地区では区の組織の中

に、これが名称変わったんですけれども、安全安心委員会というものを設置して、これまで

も７年ほどやってきて、継続性を持たせるということで、コロナ禍においてもコロナ禍の中

でできる訓練をやってきたところがございます。こういった面をぜひご紹介もしていただい

ていると思いますし、各地区においては訓練をやっていきたいと、したいと思うんですけれ

どもどこからやっていいかなと、何でも全て１回にやろうとすると非常に大変になるわけで

す。ですから、一歩ずつ積み重ねていって経験を積んでいくしかないのかなと私は思ってい

るんですけれども、こういった面について具体的に訓練計画の支援というのは、担当課とし

てはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 
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  ただいま荒木議員からもありましたように、いわゆる常設という言葉になろうかと思いま

すけれども、吉川区の安全安心委員会というようなことで、区の組織の中に組み入れていた

だいて、取り組んでおられるというのは非常にありがたいことでありますし、我々も敬意を

表しているところでございます。 

  そのほかの地区等でも、そうですね、昨年は、先ほどから話になっているように２地区と、

こういうことでありましたけれども、先ほど町長の答弁でもありましたように10月15日、町

の総合防災訓練の中で、各自主防災組織の代表者の方に参加、一緒に活動してもらうという

ような意味合いを込めて、今回、初めてになりますけれどもご案内を申し上げながらぜひ見

ていただきたいというふうに考えておりますので、これをまず契機にいたしまして、各地区

のほうで議員ご指摘のとおり訓練といっても様々あると思いますので、地区に応じて取り組

みやすい訓練、そういったものの紹介などもしながら相談があればいつでも係としてまずは

対応していきたいというふうに考えておりますし、そういった受入れ体制を取っておるとこ

ろでございますので、よろしくご理解ください。 

  以上であります。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  吉川においても地域支援の職員の方々の協力を得て、いろいろアドバイスを受けながら訓

練の実施や防災研修、防災設備、装備の点検、あと災害危険区域や避難経路の点検、防災マ

ップ、こういった点検をやっております。やはりご助言をいただかないとなかなかどこから

取り組んでいいか分からない点も、行政に携わっていない方はなかなか分かりにくいところ

もあるので、ぜひこういった支援をよろしく今後もお願いしたいと思いますし、今、町長か

らもありましたけれども、今年度の町の防災訓練、これは各地区を回るわけですけれども、

12年に一遍しか来ないわけで、今回は各地区のリーダーの方にも見ていただくということは

非常にいいことだというふうに思っています。でないとなかなか自分の地域に来るのは12年

に一遍しかないもんですから、忘れてしまうところもあります。ですから、毎年そういった

ものに参加していただくように今年からなさるということは、非常に防災組織にとってあり

がたいなというふうに思っております。 

  あと先ほどありましたように、発電機、投光器、平成24年に装備を配備をしていただきま

した。防災組織委員についてもゼッケンであるとか、ヘルメットであるとか、ラジオ、拡声

器等々装備品を支援していただいております。これ耐用年数がだんだん来てしまいます。特
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に土のう袋なんかはかなりすぐ傷んでしまうわけですけれども、あと発電機は15年程度あり

ますし、ヘルメットですと３年か５年とかあるんですけれども、こういった装備品かなり支

援をしていただいているんですけれども、年次計画で更新していかなきゃならないのかなと

いうふうに思っております。それで、新たな装備品の更新、こういった状況の確認と計画と

かあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  自主防災組織、あるいは指定避難所もそうでしょうけれども、装備品の購入の整備計画と、

こういうことになろうかと思いますけれども、先ほど町長の答弁の中でも申し上げましたと

おり、各自主防災組織などからの要望を受けまして、今後、整備を図っていきたいというふ

うに考えております。 

  現在のところ、ただいま議員からもご発言ございましたけれども、町のほうで整備支援行

った装備品、これらの装備品以外の新たな要望というものは、私どものほうにはまだ届いて

いないということであります。ただ、私も最近なんですけれども、ヘルメットの耐用年数も

あるというようなことも聞いておりますし、あるいはそういったことも含めながら自主防災

組織などの訓練の、いわゆる一緒にやっていくような、支援していくような中でも要望等出

てくれば対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。現在のところは、

具体的にこれだという要望はまだ届いてございません。これからかなというふうには考えて

おりますけれども、コロナ禍が終息しつつありますので、そういったことでご理解いただけ

ればと思います。 

  以上であります。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 災害において、自助、共助の部分の自主防災組織の活動が充実され

る。これまでどおり担当の職員の方々からは丁寧に支援をしていただいておりますし、今後

ともよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  続いて、質問の２番に入らせていただきます。 

  菅野町長の政策によると、町の関係人口が増加しているというふうに感じております。前、

申し上げましたけれども、もし災害が発生した場合、西川町に多くの方々が災害ボランティ

アに来られるのではないかというふうに予想されるわけです。なかなかボランティアの受入

れというのは一言で言っても非常にどんな方、遠くからも来られますし、いろいろ大変だと
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いうふうに思います。こういったボランティアの受入れ体制や行動計画、こういった計画を

いつ頃まで策定する予定なのか、お伺いをしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  災害ボランティアの受入れに関しては、第７次総合計画には記載しておりませんが、西川

町地域防災計画にはボランティアの規定が、活動計画がございます。こちらに基づきまして、

災害発生後における災害ボランティアの受入れは、実施主体は町ではなくて社会福祉協議会

でございます。こちらを主な実施機関として、町の健康福祉課が関わるということでござい

ます。ですので、一義的には社会福祉協議会が行うものでございますので、私らのほうはそ

れをサポートするという役割でございますが、お答えをいたします。 

  災害時におけるボランティアの受入れに関しての質問は、昨年の９月の第３回定例会や今

年３月の第１回定例会でも一般質問を荒木議員からいただきました。３月定例会では、９月

１日の防災の日までに対応するように総務課長と健康福祉課長と約束して、社会福祉協議会

にもしっかりお声がけして訓練を進めると、体制の整備を進めると答えたところです。 

  結論から申し上げますと、訓練の受入れ体制の整備までにはまだ至っておりません。ただ、

今年度から社会福祉協議会職員が災害ボランティア運営の研修会などへ積極的に参加し、受

け入れる体制づくりの学びを進めてきたと報告を受けています。また、本町の一部で局地的

な災害が発生し、その後、後片づけ復旧のために災害の発生していない地域の町民の方々か

らボランティアとしてご協力いただくことも想定をしております。こちらは災害ボランティ

アの事前登録の実施が、町の関係課や社会福祉協議会で行うよう検討しています。町内での

ボランティア受入れ体制は、今進めております。その１回目として、先ほど申し上げた10月

15日の岩根沢区での総合防災訓練において、皆様に登録を呼びかけるところでございます。 

  町としては、町が主体的に、町だけで進められるというものではありませんし、一義的に

は社会福祉協議会の役割でございますので、引き続きマニュアルなどを整えるように社会福

祉協議会に促したり、事務局長などともお話ししていきたいと思っています。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  これまでやってこなかったことをやっぱり積み上げていくには時間がかかるんだろうとい

うふうに思いますし、いざ災害になった場合、どういった災害が起こるか、町全体というか、

西郡全体、県全体になるのか、それとも一部地域だけの災害になるのか、これもいろんなケ
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ースが予想されます。こういったものを含めながら計画を立てていくというのは非常に時間

がかかるのかなというふうに思いますし、行政としては災害に直接対応しなきゃならない部

分が災害発生の場合は出てまいります。そういった場合は、行政だけでももちろん対応でき

ないと、やっぱりそういった場合には町民一丸となって対応するしかないわけでありまして、

そういった分野において災害ボランティアの受入れについては、社会福祉協議会が一次的に

は窓口となって実行していくと、それを町として支援をしていただくという形になるんだと

いうふうに思っております。ぜひこれからも検討を重ねていただいて、よりよい計画をつく

っていただきたいと思いますし、計画をつくるに当たっては、運用のほかに訓練計画、こう

いったものもいろいろできれば策定していただいて、一歩ずつ充実した活動ができるように

前に進めていただきたいというふうに思います。これについてはよろしくお願いしたいとい

うことでお願いをしておきます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２点目の質問に入らせていただきたいと思います。 

  中学校の部活動と地域移行についてです。 

  西川中学校は小規模校ではありますけれども、カヌーやバレーボール、野球、卓球、剣道、

吹奏楽の各部活動が活躍していただいておりまして、町民に勇気と希望を与えてくださって

おります。中学校の部活動は、生徒の健全育成、体力向上、生きる力の向上、教師と生徒、

生徒同士の人間関係を育む上で重要だと思います。しかし、少子化や教職員の長時間労働、

部活動種目の制限等の課題があります。西川中学校の生徒が安全に充実した部活動が行える

よう質問をいたします。 

  質問１です。現在の部活動の状況と課題について、現在の状況と今後の部活の種目や指導

体制、教職員の方も大分少なくなってきましたし、また、活動における練習場所や用具等の

整備についてお伺いをいたします。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 荒木議員の質問に関し、初めに、西川中学校の状況についてお答え申し上げま

す。３年生が中体連主催大会を終えた現在、１・２年生の部員数は、野球５名、男子バレー

10名、女子バレー９名、卓球は男子６名、女子ゼロ名、剣道は男子３名、女子７名、カヌー

９名、吹奏楽６名、外部活動部３名の計58名となっております。 

  野球は単独出場部員数を満たしていないため、今月の地区新人戦は大江中との合同チーム

での出場を予定です。生徒数の減少に伴い、令和元年度には男子バスケ、今年度は女子ソフ

トが廃部となり、年々選択肢が少なくなっている現状にあります。 
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  指導者については、カヌーは安全確保の観点から専属顧問２名体制ですが、他は主顧問と

ほかの部を兼務する副顧問による２名体制で、町職員２名を含む町任用の部活動指導員、町

民等による外部コーチとの連携の下で指導体制を組んでおります。 

  練習場所は、長沼、月山湖を拠点とするカヌー、町民体育館を拠点とする男子バレー以外

は、全て中学校で活動をしております。学校外での部活動の際の移動手段は自転車が基本と

なっておりますが、月山湖での活動の場合は、無料路線バスを利用しております。 

  用具に関してですけれども、部活動に必要な備品、消耗品については、学校のニーズを把

握しながら年度ごとに町が予算化し、整備しております。なお、カヌーの艇など高額な備品

については複数年を見通し、計画的に更新、整備を行っております。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 子どもたちが減ってきまして、子どもたちのやりたいことをやらせ

てあげたいというご父兄の方や教職員の方、教育委員会も思っているんですけれども、なか

なか数に限りがあると申しますか、子どもさんが少ないなのでチームがつくれない場合、チ

ームプレーの競技については非常にご苦労なさっているなというふうに思います。 

  今、教育長からありましたように、前はバスケットボール部が廃部になりまして、今年、

ソフトボール部が廃部になったわけですけれども、部活動を整理していく条件、例えば、今

回野球部が５名で、新人戦なので春になると１年生が入ってくるかどうかあるでしょうけれ

ども、新人戦については大江中と合同チームだということでありますけれども、この部活動

の整理をしていくというか、極端に言うと廃部をしていくというか、そういったふうにする

条件についてお伺いをしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 特にチームスポーツにおいて厳しい状況があるわけですけれども、野球の場合

は合同チームというふうな、野球の場合は９人のチーム編成でしかプレーできませんので、

その合同チームが認められております。したがって、今後部員数が減ったとしても他の地区

と合同で出ていくという形はあるわけですが、じゃ、その廃部についてはどういうふうなも

のに基づいているかというと、中学校が定めておりますガイドラインに従いまして、２大会

続けてチーム編成ができないというような場合、出られないというような場合には残念だけ

れども廃部というふうな、そのガイドラインに従って対応しております。このガイドライン

については、数年前に保護者等にも図りながら学校が決定しているものでございます。 

  以上です。 
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○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 保護者の方も理解しながら子どもたちもそういった面は理解をして

部活に参加しているんだと思います。野球の場合は合同チームが認められるということで、

これについては新人戦参加できてよかったなというふうに思っています。子どもたち、この

暑い中でも一生懸命頑張っているやっぱり発表の場が、成果を出す場がないとなかなか次に

進めないのかなというふうな思いもございますので、やっていただきたいと思いますし、チ

ームスポーツ全てこういうふうに合同チームつくれるのかどうか、例えば、バレーとか、今

のところバレーは人いらっしゃいますけれども、チームプレー、例えば、剣道とか卓球は個

人種目もあるわけですね、チームプレーもありますけれども、吹奏楽部というのは何名です

るのかちょっと私も分からないところがあるんですけれども、こういったところでいくと、

ほかのバレーボールも野球と同様に合同チームをつくれるのかどうか分からないので教えて

いただけますか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 現在、中体連のほうでは、野球については先ほど申し上げたような規定を設け

ているということでございます。ただ、剣道とか卓球というのは個人種目もございますし、

ペアで出場するというふうなことも可能ですので、そちらについての合同チームというのは

認められていないということです。バレーについては、ちょっと認識を持っておりませんの

で、改めて調べてお伝えしたいと思います。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  野球も今度合同チームということなので、合同チームだけれど練習は一緒にしなければな

らない場面も出てくると思います。各ポジションもございますし、連携もございますし、そ

ういった面においては、大江町と行う場合にはお互いに子どもたちを送迎しながらやるのか、

それとも練習会場が決まっているのかどうかお分かりでしたら教えていただけますか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 中学校の校長のほうに確認した状況によりますと、合同チームの場合には基本

的には各校で練習を行って、週に１回ぐらい一緒にまとまって練習するという形を取ってい

るというふうなことだということでございます。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 
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  先ほど用具等についてお聞きしたときには、町で準備していただいているということでご

ざいます。前、中学校にお邪魔したとき、中学校にある卓球台がちょっと老朽化しているよ

うでありましたけれども、部活動には支障がないのかどうかお聞きします。 

○菅野町長 反問権。 

○菅野議長 内容は。 

○菅野町長 前っていつですか。 

○菅野議長 じゃ、時間止めてください。 

  町長どうぞ。 

○菅野町長 ややこの議場じゃなくても話せるような、普段から話せるような内容になって、

委細、細部になってきたのでたまらなくなり反問権を使わせていただきますけれども。前っ

ていうのはいつですか。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 入学式のときでございます。 

○菅野議長 よろしいですか。 

  じゃ、時間動かしてください。 

  前田教育長。 

○前田教育長 今年度の入学式ということでよろしいですね。かしこまりました。 

  実は、中学校で昨年度途中まで利用しておりました卓球台ですけれども、いわゆる表面、

サーフェスがちょっと凹凸が出てきて非常に使いにくいというようなことがございまして、

学校、それから保護者会のほうからの要望を受けて、町民体育館のほうに備えております卓

球台、サーフェスの整った卓球台のほうを中学校のほうに運んで使っていただいております。

それで、今年度についても生涯学習、生涯スポーツのほうではその状態でもまだ問題ないと

いうようなことなので、引き続き申請を出していただいて使っていただいている状況にあり

ます。 

  以上です。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ありがとうございます。 

  質問の２番に入らせていただきます。 

  今回、米沢で部活動の帰りに熱中症で亡くなるという痛ましい事故が発生しております。

また、部活動ではありませんが、山形市では体育祭の練習中に13名が熱中症で救急搬送され



－67－ 

るという事故が発生しています。今回、西川中では体育祭を１週間延期するということでご

連絡をいただいております。 

  部活動の安全対策、特に熱中症と部活動の移動対策、米沢のお子さんはかなりの距離を自

転車で通っておったようですけれども、うちのほうはスクールバスがあるので、ただ部活動

のときにはどうしているのかちょっと分かりませんけれども、たしかスクールバス等々、あ

と父兄の送迎があるというふうに思っておりますけれども、熱中症と部活動の移動対策につ

いて質問をさせていただきます。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 熱中症に関します部活動の安全対策についてお答えします。 

  近年における夏季の連日の猛暑に対し安全を確保するため、中学校では朝、昼、そして、

部活動開始前に必ずＷＢＧＴ測定器で暑さ指数を測定して、教職員が情報共有をするととも

に、生徒も掲示板で状況を確認して適切な対応ができるようにして未然防止に努めておりま

す。夏休み中の部活動でも各練習場所において同様の対応を行っております。活動場所の暑

さ指数が31を超える場合や、熱中症警戒アラート発令下では、屋外での活動を行わないとい

うのが大原則なのですが、指数が高くない場合でも種々の複合要因で事故が発生している事

実があります。 

  小中学校にはこれらの事実を踏まえ、国の指針、県の指導はもとより、西川町教育委員会

が独自に発出した７項目にわたる事故防止対策のポイントを明記した依頼文書の内容を遵守

して、児童・生徒の健康と命を守ることを大前提に教育活動に当たるよう要請しております。

なお、この夏については、部活動の中止、それから、学校行事の開催延期、そして、スクー

ルバス送迎の臨時対応措置を既に実施している状況です。 

  部活動に伴う移動に関する安全対策についてですけれども、西川中学校では、概ね３キロ

メートルを基準として自転車通学とバス通学を区分けしてきましたが、スクールバス町民対

和会での要望などを反映し、今年度から、安全確保の観点から、気象状況等に応じ自転車通

学の生徒もバス利用を可能としておりますので、状況によっては部活動に伴う移動でも利用

可能になっております。ただ、利用実績はそう多くないというふうに確認しております。 

  部活動に伴う自転車利用については、これまでも学校が指導を行っておりますけれども、

７月の米沢市の痛ましい事故を受けて、自転車乗車前の健康観察、それから、可能な範囲で

複数名で移動するということなどについても重ねて指導している状況です。 

  なお、カヌー部の長沼練習時の自転車移動に係る安全対策については、過去にも荒木議員
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のほうからも一般質問をいただき、今回も含め学校や保護者会の意向を確認しておりますが、

学校、保護者会としては、体力づくりや帰宅方法等も加味すると、現在の状況が最善とのこ

とで、バス対応のニーズはないということを確認しております。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 西川中では十分に朝、昼、部活前というふうに、暑さ指数等を測定

していただいて十分に対応していただいている。子どもたちを守っていただいているという

ふうに思っております。スクールバスについても柔軟に対応していただいて、子どもたちの

安全対策をしていただいている。 

  また、前に私が質問させていただいた長沼公園線、急峻なわけですけれども、父兄の方と

お話しをしていただいて、体力づくりに必要だということでありますので、あとは帰りの交

通手段ということもあって自転車で行っていることは、それはそれでよろしいのではないか

と思いますし、ぜひ安全対策、指導だけは徹底、また引き続きお願いしたいというふうに思

います。スクールバスが十分に活用できればいいのかなというふうに思います。まだまだ暑

い日が続きますけれども、ぜひこれまでどおりに注意をしていただければというふうに思い

ます。 

  それでは、質問の３に入らせていただきます。 

  来年度から令和７年度までに休日の部活動を地域に移行することとなっておりますが、移

行に向けた取組状況と移行に関する課題や対策についてお伺いしますけれども、教育委員会、

学校教育課ではこういった資料も出していただいて、父兄や町民の方に今どうやって対応し

ているのかと、課題等はどこにあるのかということを広く周知をしていただいております。

父兄の方もこれを見て自分たちはどうしていけばいいのかなということを考えていらっしゃ

ると思いますけれども、教育委員会として今の取組状況と移行に関する課題等対策について

質問をさせていただきます。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 部活動の地域移行に向けた取組状況についてお答えいたします。 

  西川町教育委員会では、国が８年度実施をめどに打ち出した段階的移行、実は、これ今年

度から３か年でというふうなことになっているんですけれども、本町においては昨年度中か

らその背景や目的、移行までの道筋を理解いただくための、保護者・町民・指導者向け独自

資料、先ほどご提示いただいた資料でございますが、そちらを作成して配布しております。 

  また、町民のニーズ把握と課題把握のために町民対話会も行いました。中学校においては、
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小中学校の児童・生徒とその保護者のニーズを把握するためにアンケート調査を実施し、結

果については、私どもも共有している状況です。 

  また、この地域移行に関しては、単独の市町では生徒の多様なニーズに対応し切れない状

況も想定されますので、西村山１市４町の連携については、管内教育長会議や中体連との話

合い、首長・教育委員会連絡協議会、それからＰＴＡ関連研修会等の場で課題意識を共有し

て、任意加入をはじめとする段階的移行をそれぞれの市町の実情に応じ着実に進めるという

方針や、他市町での活動を希望する生徒は、互いに可能な限り受け入れることで課題を把握

して、移行に向け環境整備を進めるという方針を共通確認して取り組んでおります。 

  西川町としては、本年度、昨年度の対話会を通して明らかになった指導者確保や、現状の

体制では多様なニーズに応え切れないという課題に対応するため、生涯学習課スポーツ振興

係が中心となり、学校教育課等との連携の下、取組を進めております。 

  その中心に据えておりますのは、土日の中学生の活動の受皿のみならず、例えば、新たな

スポーツに取り組みたいという町民の多様なニーズに応えるためにも、現在も主体的に町民

に運動の場を提供いただいているバレーボール協会等の、各種団体との連携はもとより、第

７次総合計画20ページのほうにもお示ししているとおり、主体的活動意欲を持つ新たな人材

の掘り起こしと、有志団体、コミュニティーの立上げなども視野に、ソフトパワーを積極的

に活用しながら町のシステムを構築するという考え方です。これらの推進に当たっては、部

活動の地域移行推進に係る国の補助金を有効に活用してまいります。 

  なお、参考までに西川中学校の状況を申し上げますと、土日の地域活動を保障するという

観点に立って、今年度から地区総体、新人総体以外の学校行事については、全て平日実施に

移行しました。また、既存の部活動以外での活動を希望する生徒のために、新たに外部活動

部を創設し、支援できる体制を整えています。部活動の任意加入については、今後、生徒、

保護者等に丁寧に周知しながら来年度から導入、土日の活動については、西村山１市４町で

共通目標としている８年度の完全移行に向け、来年度からの２か年で段階的に減らす方向で

準備を進めている状況にあります。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） そうしますと、今は基本的には子どもたちと生徒は全員部活動加入

ということで、校外で活動される方もいらっしゃいますけれども、名簿としては登録してい

るということでありますけれども、来年度からはこれは試行的にというか、移行のタイミン

グに合わせて任意加入にしていくということで理解してよろしいのかどうか。 
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○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 そのようにご理解いただいて結構です。最終的には全て任意加入というふうな

形に移行すると。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） そうしますと、現在行っている部活動も休日の地域移行についても

全て、地域移行は任意だというふうに前からなっておりましたけれども、学校の部活につい

ても任意だということになるわけですね。そうすると、だんだん部活動の大会とか、そうい

ったものの運営についてもいろいろ考えていかなければならないので、大きく課題がたくさ

んあるのかなというふうに思いますけれども、今後も父兄の方々とか、皆さんと話し合って

いただきたいと思いますけれども、例えば、子どもたちが西村山の別な、例えばサッカーを

したいとか、行く子どもも出てくるかもしれませんけれども、反対にこの西川町にカヌーを

したいとか、スキーをしたいとか、そういう子どもたちも来られるんではないかというふう

に思うわけですけれども、いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は前田教育長。 

○前田教育長 今、議員がおっしゃったような状況は生まれてくる可能性があるというふうに

捉えております。その意味でもソフトパワーを活用した受皿体制を整えていくということを

第一に進めたいと考えております。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） ぜひ新たな試みでありますので、課題等を一つずつ解決しながら、

よりよくなるように進めていただきたいというふうに思います。 

  続いて、３点目の質問に入らせていただきます。 

  歴史文化資料館・かわどい亭の整備についてです。 

  令和元年度に旧川土居小学校を活用し開館した歴史文化資料館は、町の資料館として多く

の方々が訪れております。昨年度はコロナ禍ではありましたけれども、ＮＨＫの大河ドラマ

「鎌倉殿の13人」の効果もあり、2,105人の入館者がありました。また、施設内の農家レス

トラン、お母さん食堂であります「かわどい亭」、原則として金、土、日の開館でございま

すけれども、おいしい食事や憩いを求めて町内外から延べ2,330名の来場がありました。多

くの方々が来場し、集える施設でありますが、来場される方々から施設のバリアフリー化の

改修を求める声が聞かれます。 

  質問の１です。施設のバリアフリー化についてです。階段を使用しなくとも入館できるよ
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う、建物南側に常設のスロープ、現在、仮設のスロープがあるんですけれども、設置して駐

車場を整備してはいかがかと、また、１階から２階へ移動できる設備が必要ではないかと思

いますので質問をいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問いただきありがとうございます。 

  ちょっと補足をできる機会がなかったんですけれども、教育長の答弁の先ほどの休日の部

活動の地域移行のお話ですけれども、よろしいですか。 

  地域移行でやっぱり必要なのは担い手なわけです。どなたが行っていただけるかと。町の

ほうでは、今年度新しく業を起こした方が８者おられます。私もそのうちの１人はネットワ

ーク、つながりを生かしてこういった地域移行、町のために、町の地域課題解決につながる

ような業を起こされた方がいらっしゃいます。これは私が理事を行っている会社である会も

同じようなつながりを生かして、必ずしもお金をお渡ししてお願いするということではなく

て、やりたい人を募って、ボランティアで、例えば部活動のご指導とか送迎などを行うよう

な、やりたい人がやるというようなビジネスモデルで起業した方もいらっしゃいます。 

  私は、これは大変町の補助政策が当たったのかなと思っておりまして、こういった方が民

間会社をわざわざ辞めて、町のために地域移行や、こちらの観光事業に協力するという方が

おられたことは誇らしく思っています。これも町のつなぐ課のほうで中心に対話会を総括し

ておりますけれども、昨年の50回以上にわたる対話会で町の考えが分かったと、町はこれか

らこういうターゲットで観光事業や部活動の地域移行、町営バスの運行など、多彩な対話会

を行っているわけです。そこで聞いているうちに私ならこれができるかもしれない、これが

本来の私のやりたいことだったということで起業していただいた方が、もう８者もいらっし

ゃるわけです。ご承知かとも思いますけれども、おととしとかその前の起業件数なんて西川

町で１件か２件なわけです。それがこうやって８件も、小さい町ながら起業をしたというの

はありがたく思っていまして、このソフトパワーの核が少なくとも１社できましたので、そ

の核の巻き込み力のある人が、今まさに地域移行や小学校の草刈りなども任意団体で行って

いただくわけです。 

  ぜひ議員におかれては、こういった現場、まさにその方、あしたの朝６時からの草刈りと

かそういうのに来ていただいて、私も参加しますので、ぜひその方に会って、有志活動とは

こういうものかというのを見ていただければと思います。私は、そのソフトパワーを使えば

小さな町であってもうまくできると思っています。 
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  じゃ、本来の質問。 

  歴史文化資料館・かわどい亭の整備に関しては、地元の吉川区から平成30年から令和３年

度までの地域づくりヒアリングの要望を受けております。財源の関係から予算化されており

ません。 

  第７次総合計画においては、令和６年度中に交流人口増加を目的とした主要３施設の統合

を含めた生涯学習施設の見直し案をまとめると記載しております。現在、施設の管理委託先

である吉川区の役員や施設に勤務する職員、「かわどい亭」の方々と定期的に打合せを行っ

てもらうようにしました。今まではできておりませんでした。ですので、そういった問題意

識から定期的にミーティングをするように、私から生涯学習課のほうにお伝えして実施しま

した。 

  その対話会においては、彼らも相当に高額な費用が見込まれるというのはご承知でありま

して、予算の先ほど示した６原則に照らして判断する必要があります。なお、ご質問の１階

から２階への移動エレベーターについては、建物の構造上できないということは確認してお

ります。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

○４番（荒木俊夫議員） 町長、何回も来ていただいているので現場よく分かると思いますけ

れども、やはりミニデイとか行っても、なかなか高齢の方、高齢の方でなくてもちょっと足

が不自由な方は大変だなと、30段ぐらい正面からですと階段があって、手すりはつけていた

だいているんですけれども、裏から入れるように簡易のスロープをつけております。ぜひス

ロープをつけていただくとともに、あそこの南側というのは、もともと学校の観察池であり

まして、この池には水が今来ていません。ですから、衛生的にも景観的にも非常によくない

というところがございまして、ここを駐車場にしていただいて、そこから入れるようにして

いただければ、非常にバリアフリーになって多くの方がまた来場されるのかなというふうに

思いますので、財源の問題があるということでございますけれども、よろしくお願いしたい

なと思いますし、あとやはりエレベーターは、建物に設置するのは非常に困難だと思います。 

  これは例えばの例でございますけれども、椅子式の階段昇降機、こういったものを設置し

てはどうかなと、もしあれでしたらですね。カーブがあっても大体200万円ちょっとぐらい

でできるのかなというふうな、見るとあるんですけれども、電気代は１回10円ぐらいだとい

うことでございます。どっちにしても財源かかるので検討していただいて、ぜひバリアフリ

ー化になればいいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今後の見
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込みとかないのかどうかお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問いただきましてありがとうございます。 

  ないかどうかと、見込はということでしたけれども、今のところはありません。ただし、

先ほど議員のお話が、どちらの、グラウンド側の話なのか、裏側の話なのかというのが明確

じゃなかったので、どちらの質問なのか分からなかったんですけれども、裏の話ですかね。

裏であればそんなに費用はかからないと思いますけれども、土砂を持ってくるのは、できれ

ば小水力発電で不要になった土砂を、買うのではなくこちらに置いてもらってならすという

ことも考えられますので、小水力発電、我が町では２か所大規模に行っておりますので、そ

この土砂の活用を業者の方と話していきたいとは思っています。 

  ただ生涯学習施設は、私、商売をしているので、公務員と商売も一緒にやっているので、

その観点から申し上げますと、まず先ほど来おっしゃっているのは、恐らくご高齢の方への

対応なんだと思っております。違いますか。 

〔「体の不自由な方」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 体の不自由な方ってさっき質問ありましたか。言いましたか。 

〔「足の不自由な方」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 足の不自由な方って言いましたね。 

  商売をする観点から申し上げるとですね、それは後の議論でありまして、まず集まってほ

しい、見ていっていただきたい方というのは、生涯学習施設なわけなので、誰なのかという

のを定めなくちゃいけないわけです。生涯学習施設なので、これは主に町民の方を対象にし

て集めているんだということなのか、それとも町外に対して広くしてほしいなのか、両方な

のかと、まずそのターゲットを定めなくちゃいけないわけです。それ定めていないですよね、

まだ。定めていましたっけ。聞いているんです。定めています。 

〔「町内外を含めてということです」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 町内外。であれば、そんなに必要ないと思っています。先ほどおっしゃっていた

エレベーターとかは、町内外をターゲット見極めないで行うということであれば不要だと思

っています。それは何でかというと、交流人口増加を目的にした施設にするわけですよね、

そうなると、生涯学習施設ではなくて。そういう話合いもなされていないままこれは生涯学

習施設で使うのか、それとも交流人口増加のために観光客をもメインにするのか、これによ

って対応が違うわけです。そこら辺をまだ決めかねているので、吉川区のほうでもこれから
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議論がなされるので、それはその後の段階なんです。 

  生涯学習施設であれば、例えば、町の交流を促すんだと、区に分かれているような、地域

に分かれているような交流を促す生涯学習施設として徹底するんだということであれば、も

しかしたら必要かもしれません。 

  しかしながら、展示されているもの、特定の区になっているのではないですか。岩根沢の

もの展示されていますか。小山区のもの展示されていますか。こういった生涯学習施設に徹

底するということでありましたら、今、議員ご指摘のことは考えられるんでございます。そ

れは考えられる。ただ、展示物と目的というのが、今ミスマッチ、しかも観光というか、集

客のターゲットが今決まっていないわけです。これを見極めるから総合計画で３施設が統合

を含めたことが見直しが必要だと、必要であるから対話をして、この３施設をどうするかと

いうのをこれから考えていくというふうに記載しております。このため、まずターゲットと

か、結局経営の話なんでございます。その経営の話を抜きにこの施設はこう直してほしいと

か、そういったパッチワークのようなことをする余裕は町にはございません。 

○菅野議長 ４番、荒木俊夫議員。 

  終わり12時１分。１分延びます。 

○４番（荒木俊夫議員） 町長のおっしゃることも理解はできるんですけれども、ぜひこの施

設については、多くの方が来られているのも実績でございます。利益が上がるかどうかとい

うことについては、資料館は無料でございます。「かわどい亭」は経済効果としてはありま

す。展示物についても担当課においていろいろ常駐の指導員の方もあって、いろんな町内の

ものを展示していただいて、来ていただいております。ぜひバリアフリー化できることを今

後もお願いをしながらいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  これで質問を終わります。 

○菅野議長 以上で、４番、荒木俊夫議員の一般質問を終わります。 

  ここで昼食のため休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

休憩 午後 ０時０１分 

 

再開 午後 １時００分 
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○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤   仁 議員 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

〔５番 佐藤 仁議員 質問席へ移動〕 

○５番（佐藤 仁議員） ５番、佐藤仁です。 

  今日は、大項目２つ準備しております。 

  その前に、６月の一般質問で病院の件をお話しさせていただきました。その結果を８月の

町報でお知らせをしていただきまして、今後は、町立病院が町民はじめ町外の方からも信頼

されて、いろいろな面で活躍できればなというふうに思いますので、関係者の方、よろしく

お願いしたいなというふうに思います。 

  それでは、第１番目の質問に入ります。 

  題目は、住宅建設の現状と今後の整備方針についてということで質問をいたします。 

  交流人口や関係人口の拡大で移住定住人口が増えつつあることなどを踏まえ、賃貸住宅や

町民アパートなど、今後どのような整備をしていく方針なのかお聞きしたいというふうに思

います。 

  質問の１です。 

  現在、みどり団地で第２期工事分の長期賃貸住宅、25年マイホームということですが、３

戸あります。ＮＥＴＷＯＲＫにしかわ４月号では「契約締結・令和６年春から建築・月額７

万円の家賃で25年間支払いますと土地と建物を取得」というふうにあります。入居者は決ま

っていると思いますが、現在の進行状況をお聞きします。また１期工事分で２区画残ってい

ると思いますが、そこら辺の今後の方針を併せてお聞きしたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 みどり団地第２期工事の25年マイホーム３戸の件と、１期工事分の未分譲区画、

売りたかったけれども売れていないという２区画ですね。そちらの今後の方針と進捗状況に

ついてお問合せがありましたので、お知らせいたします。 

  議員ご指摘のとおり、４月号では25年マイホーム、この区画が３区画、入居者募集ですと。
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そして、月額７万円の家賃を25年間支払えれば土地と建物を取得しますと、そのように、そ

の方針でおりました。予算案も３月議会で通していただきました。３月議会の見積りは、役

場のほうでは12月かあるいは今年の１月、昨年12月あたりで見積りを取ったりしているとこ

ろでございます。それで予算案でご承認いただけたと。３月議会にご提案したものは、

2,100万円でございました。３月議会を経てすぐに募集を開始しました。ありがたいことに

３名の皆様に手を挙げていただきました。 

  しかしながら、対話も重ねて仮契約というのも結ばさせていただきましたけれども、残念

ながら、35坪以内という方針で2,100万、35坪以内という募集のチラシをしておりました。

これであれば、３名集まったということでございますけれども、価格、物価と人件費の高騰

によりまして、住宅資材、平均すると３割、人件費であっても２割５分上がっていますとい

うことですので、2,100万ではお求めの35坪以内では、もう本当に30坪を切るような状況に

現状ではなってしまいますと。 

  そういったニーズを踏まえて、それでは困るということでしたので、私らは彼らと直近だ

と８月の末に対話会をして、このような方針でいこうということになりましたと。やはり皆

様は一度イメージした35坪以内の土地をご希望されておりました。そうすると、2,100万円

では足りなくなってしまうわけです。そうすると、皆様にお約束した予算案も変更しなくて

はいけません。 

  ですので、今回議案のほうには、本来であれば債務負担行為というものを来年2,100万、

あるいは今の試算では2,700万前後になってしまいます。2,700万前後に変更して再募集。こ

れは致し方ないところでございます。再募集をしまして、もう一度、35坪以内の2,700万前

後であればもう一度申し込みたいと、３世帯がご同意いただきました。 

  これによりまして、関係法令なども見直しまして、これから議会の皆様にご提案しなくて

はいけないと思っております。変更点は以下のとおり、2,100万円で７万円を支払うという

のは……。ごめんなさい、７万円を支払う、25年間お支払いとなるというのは変わりません。 

  ただ、2,700万がやっぱり適当なんですと。そうすると、変更点は、町営住宅であります

ので、私らも財源を2,700万にして25年間、月７万円になると財源が不足するわけでござい

ます。それを補うために過疎債というのも発行しまして、これは基本的には町の住宅ですと。

これは町の住宅です。しかしながら、間取りをご提案いただいた最初の入居者の間取りを優

先して長期にお住まいいただきたいということで、募集をこれから行いたいと考えています。 

  もう２区画に関しましては、４月のときには、残りの２区画はアパート建設を４月のとき
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には行っていきたいということで書いておりました、アパート建設。ただ、何ＬＤＫにする

か、ワンルームにするかというのは記載しておりませんでした。そして、ちょっと状況がだ

んだん変わってきて、８月号の町報では、住民対話会での意見を参考にして利用しますと。

一旦、アパートというのは取り下げさせていただきました。これは、なぜならばと申します

と、２つ要因がございまして、今度９月号の町報には、人口が、これは私は誇らしいと思っ

ているんですけれども、プラス３人になります、プラス３。先月の５月もプラス１になりま

したけれども、９月もプラス３になります。ということは、流入というか転入が多くなって

いるわけです。そして、空き家バンクも今登録されている五、六軒のうち、東部地区という

のは、本当に今２つぐらいしかなくて少ないと。空き家も少ない。また、町営住宅も２軒し

かない。そうしたときに、入ってくる方はほとんど単身で入られてくるわけです。 

  そういうことで、次の質問でいただくアパートを建設いただける業者が、民間事業者が現

れましたということでございますので、ワンルームアパートのほうは恐らくこちらで補える

だろうと。そうしたときに、また６月から７月にかけて町民のアンケート、若い方に対して

アンケートを取ったところ、戸建て住宅へのニーズというのがございました。そのため、い

ろいろ申し上げましたけれども、結果的には、この未分譲地をまずアンケート、６月、７月

に取りましたアンケートで、戸建て住宅を構えたいというアンケート結果が出ましたので、

すぐこちらは対応しなくてはいけないと思いました。 

  ですので、先ほど申し上げた３区画は、もう一度2,700万前後で取り直すと。その際に、

３つではなくて５つで申込みをすればニーズにもマッチしますし、既にお申込みいただいた

３世帯の方は、これに同意いただきましたので、そちらで進めていきたいと思っております。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  何か、最初に全部結論言われると、何か質問するのが……。 

  それはいいんです。それ聞いて安心したところもあります。 

  それで、私も私なりに質問をいろいろ考えてきたので、ちょっと話をさせていただきます

けれども、７万円というのは、長期賃貸住宅の条例できちんとお金が明示になっています。

それに基づいて設計仕様書もあります。35坪以内で３ＬＤＫまたは４ＬＤＫ以内。値段も

2,100万と。この2,000万に対しては100万というのは25年間のうちの、例えば屋根とか外壁、

１回直すというようなことで決まっていますので、それのお金ということも含まれているん

だと思います。 
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  それで、それに伴って協定書を、例えば境界線から幾ら離すとか、そういうものもありま

す。恐らくそれもきちんと納得していただいた上で３名の方、募集をして決まったというこ

との経緯だと思います。 

  やっぱり、今３割、４割と、今物価資材が上がっている。例えば2,100万で建てるのが、

３割というとやっぱり2,700万、800万近くなるわけですよね。３棟建てると、４棟分のお金

が必要になるわけですよね、３割、３割、３割で９割アップになるので。それじゃちょっと

何ぼ何でもというふうなことで、いろいろ考えてくれたと思うのです。 

  ただ、条例にも、たしか何条だっけかな。14条に家賃の変更という項目もあるんですよね。

ただ、これは７万円の35坪で、最初にお示しをして募集していただいたので、後で家賃の変

更となると、やっぱりそれは条件が違うんじゃないかというような、やっぱり最初から８万

円とか９万円にすれば、ああそうかというように申し込むんでしょうけれども、後出しで７

万が９万円になりますよと言われても、それはちょっと困るということなんでしょうけれど

も、確かに条例にはこういう変更という項目もあります。 

  そうすると、やっぱり今言われたように、家賃を上げるのか、それとも条件を同じくして、

建物の坪数を減らすのか、あとはまずはやっぱり契約を解除するのか、そして新しい条件の

下に、例えば条例を変えて、今言ったように募集を、再募集するのかと。そうした場合には、

やっぱり優先的にその３名の方を募集の対象にするというようなことは、やっぱり真っ当な、

真っ当という言葉はちょっと語弊ありますけれども、本当の姿だと思います。 

  それで、その2,000万、例えば2,100万を３割アップすると大体2,700万ちょっとになると。

そうした場合に、過疎債云々を使って何とかという今、話、町長からありました。それがこ

ういう条件の下に、検討はなされたんだろうと思いますけれども、過疎債、例えば３割ぐら

いで、７割が国からのあれで、３割ぐらい起債を起こしてというような話に、制度的にはそ

ういうものなのかなというふうには思いますけれども、それが今度、今同じ条件で、例えば

25年ぐらいたったら、その当事者の方々のものになる、できるような、そういうシステムの

運用というのはできるのかできないのか、ちょっとそこら辺を確認したいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 こちらもしっかり考えているんですけれども、ちょっと細かい計算までしていな

かったので、今、時間を要してすみませんでした。 

  おっしゃるとおり、７万円を動かすと、今までお話ししていた入居予定者の方に申し訳な

いと思いますので、考えましたのが過疎債です。過疎債を使うと町営住宅になってしまうわ
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けです。そうすると、町の負担は約半分でございます。恐らく今の予定だと、仮で2,800万

かかるとします。2,800万かかりますと1,400万が国の負担。町の負担は1,400でございます。

そして、家賃を７万円、12か月で25年お支払いすると2,100万円になります。その時点で町

の財政としてはプラス700万となるわけです。 

  なんですけれども、ここで問題なのは、住んでいらっしゃる方が払下げできるかどうかと

いうことでございます。こちらのほうも条例とか関係法令見ますと、公営住宅であっても払

下げはできるということですので、基本的には22年以降なんでございます。耐用年数が22年

以降、その際に残存価格で売り払う、または残存価格を分割で納めていただいて払下げをす

ると。長期に、ここまでずっと住んでいた方においてはというような契約を結びたいと考え

ています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） やっぱり過疎債云々使うと、今言ったように、25年たって払下げで

きるかできないかというのが非常に大きな問題なのかなと私は思います。例えば13年間払っ

て、その後はいいんだとかといろいろあれば。今、22年というような話出ました。これは法

定の減価償却、何ていうんですかね、耐用年数ですと、木造一般住宅の場合の耐用年数とい

うのは22年です。22年でゼロになるわけですね、価値が。不動産なんかはそういう勘定をす

るわけです。22年たってゼロだ、だけれども、建物は見た感じこれは100万で売れる、200万

で売れるという査定をして売出しをするわけなので、法律的には、一般的にはゼロの価値が

建物はなると。土地はほとんど変わりない価値でなると。ですから、中古物件なんかは建物

価値はゼロだけれども、土地代がこのぐらいの金額ですよというのは、大体そこら辺からい

っているわけですよね。 

  22年たって、長期賃貸は25年なので、３年間の、例えばそれをどういうふうなことで負担

をするかというようなことが今おっしゃったというような感じなのかなと私、今受け取った

んですけれども。それを３年間の払ったもので2,100万に対する補っていけるというような

感覚で、今の話を私は受け取ったんですけれども、そんな感じで……。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 おっしゃっるとおりです。残りの２年間で７万円ずつ納めていただければ、少な

くとも当初の１割の金額の残存価格になりますので、そちらで払下げのほう、できればなと

思っています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 
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○５番（佐藤 仁議員） それで、１期工事分の２区画もそういう方向でやるということで、

３プラス２で５の区画を今度募集をかけると。そうした場合に、やっぱりいいこと出てくる

と思います。今ちらっと思ったのは、今アパートに入っている方、世代、子どもがいらっし

ゃって、そういう方がこっちに入ると、入れると、例えば２区画。そうするとアパートが空

くと。それにまた募集をかけられると。そういうふうな循環になるのかなというふうに一応

思ったんですけれども、一致したんでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 おっしゃるとおり、議員がおっしゃる流れに近づいているかなと思っております。

アンケートを６月、７月に取りましたと申し上げたときに、アパートの方が、今それを募集

すれば、アパートから出て住みたいという方が３世帯もいらっしゃいましたので、そうする

とまた別の住宅が空きますので、そういった循環になりつつあるかなと思っています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） そういう国のお金を利用して、そして町に人を呼び込める、町の住

民の方の要望に応えられるというのが非常に一番いいのかなということで、今思いましたの

で、ぜひその内容で。ただ、今から条例の改正とかいろいろ必要になってきます。それも早

くやらないと、今の３世帯の方が、来年の末ですかね、来年度。今年度中に設計をやって、

そして４月から建て方をやって、来年の秋か冬頃に入れるというようなことのスケジュール

的に間に合わなくなるとうまくないので、そこら辺の整備というのも、条例とか何かの整備

もやっぱりお願いしたいというふうに思います。 

  どうぞお願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 議員からご指摘いただいたスケジュールの件も、やはり今までは３区画、今度は

５区画になる可能性がありますとなりますと、町内の設計業者の方はもう限られますので、

彼らにしっかりお仕事をしていただくために、できるだけ設計期間を設けたいと思っており

ますので、ここは今議会において条例の改正案を提案させていただきたいと思います。 

  その際に、恐らくご指摘もありましたんで、今までの25年マイホームと違うよという意味

で、例えば、これから精査しますけれども、町営の提案型戸建て住宅、間取りを提案すると

いう意味なんですけれども、その文言などを使って、旧来の25年マイホームとは違うよとい

うことをお示ししたいと思っております。ありがとうございます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 
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○５番（佐藤 仁議員） なるべく入る人の意向を酌んで間取りをやるというのが原則だと思

います。あと、町内の設計屋さんとか、あるいは建物を建てる場合の業者さん、木材業者さ

ん、いろいろいますので、なるべくそういう方々がこういうものに携われるようなシステム

というか、条例の改正等もよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それでは、質問の２に入ります。 

  先ほどもちょっと話、町長からありましたけれども、アパート建設に伴う吉川地内の町有

地の無償貸付けが先ほどの臨時会で決まっております。今後、民間事業者が建設したアパー

トを借り上げていく契約を結びまして、令和６年４月からの入居を目指すということですけ

れども、対話会において、町民の方から町が関わってほしいというような意見があったとい

うことで、今後、町がどのように関わっていくのかお聞きしたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問をいただきましてありがとうございます。 

  吉川の対話会は７月に開催させていただきました。これ、ご質問をいただいてありがたい

と言っているのは、怪文書で、私、ここの対話会のときと言うこととやっている、うそをつ

く町長だなんて言う人がいるものですから、こういうふうなことになるんだと思って、いつ

か弁明したいなと思ったので、ありがたい質問の機会をいただきまして、ありがとうござい

ます。 

  まず基本的に、町が、当時はもともと行うことは、町が無償貸付けを、吉川地区の町有地

ですね、無償貸付けをするだけしか想定していませんでしたと。無償貸付けして、今まで西

川町にないことなんでございます、不動産会社が入ってくるというのは。ほかの不動産会社

が建てるというのは、恐らく初めてなのではないのかなと思っております。これも、先ほど

人口が９月はプラス３人になりましたと。人が増える状況に外部環境はなってきたわけです、

町内も。そういったことに、本来であれば、民間がすぐ入ってきて建ててもらうというのは

本来の資本主義の流れなんでございますけれども、とはいえ、私らの町は人口減少が長く続

く、人口減少でアパートや住宅は町が用意するものだというような政策が長年、町民と役場

職員もそうですけれども、染みついてまいりました。 

  ですので、すぐに転換は、話合いも役場ＯＢの方から、やはり町が関わってほしいという

ことでございますので、特にどこですかとお聞きしたら、入退去管理ということでございま

した。入退去管理を町がするというのは普通できないのでございますね。ほかの不動産会社

が建てたアパートをなぜ町が入退去管理なんてしなくちゃいけないのかというのは、ちょっ
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とそのとき思いましたけれども、ただ、そうすると住民の不安が少なくなりますと。町が、

誰がどんな方が入っているかというのを把握してほしいというのが願いでございました。 

  その声を受けまして、提案型の入札を経て小笠原商事さんに決まりましたと。小笠原商事

さんからは、無償貸付けの協定を結ばさせていただいて、そこに小笠原商事さんが建てます

と。建てたものを、そこから難しいんです、そこから町が入退去管理させてくれというのが

地域内の声なんでございます。これをするには、一旦町がそのアパートの個室を借りなくち

ゃいけないわけですね、借りますと。そういうことで、いわゆるサブリースになりますけれ

ども、町のほうから借り上げて、入退去管理は町でする。できるだけ町の負担は減らしたい

なと思っておりますので。 

  ただし、修繕とか住環境に関する苦情に関しては、その小笠原商事さんのほうにするとい

うことで、町の職員の負担も限りなく少なくしつつ、住民の方の、町が入退去管理をしてほ

しいという要望を受けたスキームというか制度になるかなと思っております。 

  なお、計算したところ、町がお借りして収入も頂くものですから、今のところ全部合わせ

ると、彼らが頂く所得税とか、それを含めると結果的に経済効果としてはプラスになるとい

うことで、経済効果というか町への収入は結果的にプラスになるということで試算しており

ます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） ありがとうございます。 

  基本的に町は入退去、入居の募集といいますか、あと退去した場合、またはそれに伴って

の空き室の募集をして、なるべく満室の状態で管理をやっていくというようなことは町でや

りますよと。それでそのためには、この前のプロポーザルの折には30年間の借りるというよ

うな話が出ていまして、要するに、何かイメージ的には、お金は別問題として、別問題って、

まずこっちに置いておいて、町では、例えば毎月、１年、12か月、それを30年間、20年後、

10年後で減価償却もあって、払うお金は違ってくるのかどうか分かりませんが、それを払っ

ていくと。それで、それが支出だと。毎月収入があるわけですよね、家賃が。それも今から

でしょうけれども、それは町としての収入、財源になると。そういうふうなイメージでよろ

しいんでしょうか、ちょっと確認します。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今おっしゃっていただいたとおり、収入は町のほうに収まることになります。 

  ただ、一方で、借り上げ料を私らお支払いすることになりますので、ここは、単年度でこ
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れぐらいの予算案、借りる料金がありますよというのを事前に皆様にお示しして、予算案に

盛り込みたいと思っています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） それと、やっぱりそうなると当初予算のほうに今年度は幾らの支払

いがありますよと、収入は幾らになりますよというのが予算案でやってくるというような形

態で、今後30年間運営をしていくと。 

  先ほど言ったように、住宅も22年で減価償却になるわけですけれども、10年後、20年後の

お支払い金額のお金は違ってくるのかどうか、それは今からの契約の次第ということになる

と思います。 

  それと、あともう一つ、やっぱり今言ったように、先ほどいろいろ税とか何かがあって、

プラマイを計算したということは、やっぱり固定資産税とかいろいろ法人税とか、あと細か

く言えば、入る人は、電気は別会社ですけれども、水道は町の水道を使うわけですので、水

道料金なんかも入ってくるということですよね。そういうもろもろを計算すると、決して大

きなマイナスどころか、悪くてもチャラぐらいになるというふうな、今のところの試算だと

いうことで、再度確認します。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 おっしゃるとおりなんですけれども、大体、今回10戸のワンルームを想定してお

ります。８割以上になればこの状態が収支はプラスになりますので、私らは、ですので９戸、

10戸満室になる状態を目指していきたいと思っております。 

  今回の地域おこしインターンの方とか、実際にこちらにお住みになっていただく方はもう

３名になるわけです。また、午前中の質疑で、佐藤光康議員からももっと地域おこし協力隊

員を増やしてほしいというご要望もありましたので、住むところがないと雇えませんので、

そちらのほうもこちらに住むような形で機動的に受け入れていきたいなと思っています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） メリットは今いろいろ言ったようなことだと思います。 

  ただ、ちょっと水を差すようで悪いんですが、デメリットがないのかどうかですよね。例

えば30年間たった場合の建物ですね、それが、これも今からの契約とか何かになるんでしょ

うけれども、どちらのほうでの管理下に置かれるのか、それによっても大分違ってくる。建

物も古くなってくるわけですし、30年間は修繕とか何かは不動産のほうでやるということで

しょうけれども、30年過ぎた場合、そういうような維持管理をどのようにやっていくのかと
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いうのが、問題が出てくるのかなというふうに思います。それは今からの契約だということ

だと思いますけれども、その辺をしっかりお願いしたいというふうに思います。 

  あともう一つ、やっぱり今、雪捨場になっているわけですので、この前の話ですと、いろ

いろ業者さんからも見てもらって対応をするようにするんだというような話ありました。や

っぱり地域住民の方は、雪での今後、今までトラブルなかったものが、今度何かいろいろト

ラブル出てきたり、あとアパート自体でのトラブルが不動産の管轄のような話が先ほどあり

ましたけれども、それはやっぱり町としても関与して、地域住民の方がやっぱり不安に思う

ようなこととか、負担になるようなことがないように、さらに町としてもきちんと対応して

いただきたいなというふうに思いますので、そこだけちょっと答弁をお願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問ありがとうございます。 

  ７月の対話会でもありましたけれども、雪の捨場の議論もありました。そこは、屋根の向

きや建てる場所を見ていただいて、周りの方は対話会に参加いただいた方も納得いただけま

したし、また、近くの方も、今日傍聴に来ていらっしゃる方も、お近くの方も安心したと、

眞壁課長が個別にご説明に行って、安心したと言っていただけますので、今のところは大丈

夫なのかなと思っております。 

  また、先ほど、住んでいる方の中でトラブルをということでしたけれども、こちらのほう

も、入退去管理の中で、町のほうも一旦面談をした上でしっかりお話をして、見極めると言

うと失礼ですけれども、こういう方なんだなということを把握して、建設水道課だけではな

くてつなぐ課のほうも共有しながら、むしろ、この住んでいるワンルームの方が仲よくなっ

ていただきたいなと思っています。 

  財務省の住宅もそうでした。財務省の住宅ではワンルームアパートの宿舎ですね、国有宿

舎。こちらのほうに住むと、婚姻率は約二、三割、２割は超えるということでしたので、ぜ

ひこの独身町営アパートで新たな家族が生まれるといいなと思っております。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） そこら辺の地域住民の方のためにも、ひとつよろしくお願いしたい

というふうに思います。 

  じゃ、質問の３に入ります。ちょっと時間押しておりますので。 

  生産年齢人口の増加を目指している中で、今後の住宅施策をどのように考えているのか、

簡単にお願いします。 
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○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 じゃ、なるべくかいつまんで。 

  住宅政策は、新聞などで随分西川町のことを取り上げていただきましたので、地域おこし

協力隊インターン生とか、若者の定住希望者が増えていたり、西川町に、一回出ていったけ

れども戻りたいというご家族がいらっしゃって、本当にありがたいと思っています。 

  初めに、町が、先ほども申し上げましたが、空き家バンクのほうは現在登録５件なんでご

ざいます、５件。そのうち２件が商談中でございます。空き家バンクの成約率というのは大

変最近上がっておりまして、令和３年度２件、４年度が５件、令和５年度、今現在で３件で

ございます。また、町営住宅のほうは、現在、コーポ睦合の２室を残すのみ。ほかは全部埋

まっております。 

  今後の方針ですけれども、第７次総合計画には、１つは西川町への移住を考えている方々

に、建て売りのニーズをしっかり把握して、移住を考えている方々の受入れのため、一戸建

てお試し住宅やモデル住宅を進めていきますとうたっております。 

  ２つ目としては、町営賃貸アパート、先ほどの件ですね、町営賃貸アパートを建設してい

きます。町営というか関与する、先ほどの吉川のアパートでございます。 

  ３つ目として、空き家の活用を促す施策を強化して、利用されていない町有地の活用を自

分事にして進めますとありますので、今後、この利用されていない町有地、例えば、自転車

道路の海味公民館の近くに、少し手狭ですけれども、がありますと。あと旧東部保育所の区

画はまだ空いておりますので、その辺りの利活用を進めていきたいと思っています。 

  将来的には、睦合公園の敷地辺りも今後、もしこのペースで人が増えていけば、広い平地

が必要だと思っていますので、住宅を立てる町有地の候補として考えていきたいと考えてお

ります。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 人が増えて、住むところがないというようになれば、非常にね、そ

れを目指して今やっているわけでしょうから、それを順次見極めながら住宅設備のほうもや

っていただきたいということと、ちょっとこれには書いていないんですけれども、ご存じの

ように、後期高齢者世帯が増えているわけです。その方々も毎年毎年、年を重ねていくわけ

です。そうすると、やっぱり雪がちょっとうかいところに関しては、非常にだんだん住むの

が楽でなくなってくるわけですよね。だから町外さ行くかという、それはちょっと待ってけ

ろと、町内さいてけろとは言いたいわけですよね。ほかから来ても、今までいた人が行った
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んでは何にもならないので、そこら辺は今から需要をやっぱり調査は必要だと思います、ど

のぐらいの需要があるのか。それはやっぱり後期高齢者用のバリアフリー化した住宅を提供

して、なるべくいつまでも、１年でも２年でも、住宅はちょっと離れても町内で住めるとい

うような住宅関係の整備もちょっと今後、調査をしながらになるとは思うんですけれども、

考えていただきたいなということで、住宅に関しての最後の質問ですので、ちょっと答弁を

お願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご指摘のとおり、若い人が集まったけれども、中山間のご高齢の方が難しいとい

うこと、出て行ってしまうとなると本末転倒でございますので、これから、今高齢者住宅５

戸は今埋まっていますので、もしニーズを把握して、こういった高齢者住宅が必要だという

ことであれば、できるだけ病院の近くとか、お住まいやすいところに、買物ができる場所に

建てていきたいなと思っております。 

  なお、この高齢者福祉に関しましては、これからかせぐ課をつくって、稼いだお金を高齢

福祉や、また、これまで西川を守ってきた先人の皆様のためにつくっていただきますので、

それをこれから充てていきたいと思いますし、今オークションで公園の命名権なども今10万

円以上でオークション、今来ていますので、そういったことを通じて、その住宅、高齢福祉

政策にも充てていきたいなと思っております。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） じゃ、それを、今まで一生懸命働いて、町で住んできた人のために

も、ひとつ考えていただきたいなというふうに思います。 

  あと15分しかないので、次の質問に移ります。 

  ２つ目、ふるさと納税の現状と今後の方針についてということで、趣旨はちょっと時間の

都合上、読み上げは省きますが、質問１です。 

  西川町の個人版及び企業版、それぞれ受入額、そして受入れ件数等の推移を、ここ三、四

年の推移を分かればお聞きしたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 では、お答えさせていただきます。 

  我が町の個人版ふるさと納税の納税推移は、過去３年間申し上げます。これは私が就任前

ですね。令和２年度は、3,051件に対し、寄附額5,600万円でございます。令和３年度は増え

まして、9,148件に対して約１億5,500万でございます。令和４年度は、１万1,438件に対し
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て、寄附額は１億9,000万円でございました。少しずつではありますが伸びております。 

  一方、企業版ですね、企業からの寄附のふるさと納税の推移は、令和２年度はゼロ件。令

和３年度１件、200万でございます。令和４年度は、私がなってからは22件、寄附額が3,730

万円でございました。ちなみに、この額は山形県内で第４位でございまして、一番びりから

４位になったということでございますけれども、件数ベースで言えば、件数はびりではない

んですけれども、１位になっております。件数ベースでは一番山形県で西川町が取りました。

連携協定先がたくさんあるからかなと思っております。令和５年度の７月現在の個人版のふ

るさと納税の見込みは、現在の額は寄附額4,300万円でございます。企業版のふるさと納税

は７件でございまして、1,330万でございます。 

  なお、個人版のふるさと納税は、平成20年から始まっている制度です。西川町は、制度が

始まってから５年間は、寄附額が毎年200万円から300万円という、すごく低い、出足が遅れ

た町なんでございます。既にふるさと納税の個人版の市場は、これはレッドオーシャンにな

っておりまして、なかなか新しい政策、新しい商品をつくっても、なかなか伸びてこないと

いう、今までの取組から不幸な面がありまして、ここはなかなか伸びないというのが現状で

ございます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 着実にといいますか、伸びています。それで、いろいろ苦労しなが

ら、努力しながらということでやっているとは思います。個人版ですと、やっぱりどうして

も返礼品の商品づくりですよね。それがかなりのウエートを占めるということだと思います

が、昨日の会計の報告でも基金が３億ぐらいあるということになっていますけれども、その

一番の要因というのは、今言ったように商品だけなのかどうか、もっと要因があるのかどう

か、だんだん商品の数もここ二、三年で毎年100ぐらいずつ伸びているという話をちょっと

お聞きしましたけれども。 

  前だと、いろいろ組合せができない、酒でもワイン、地ビールを一緒にできないとか。た

だ、今はもうそういう商品もつくって、発送はそのおのおのの企業でやってもらうというよ

うに、それでも採算が合うんだというようなことをお聞きします。 

  この商品づくりのほかに、もっと要因があるのかどうか、ちょっと担当は課長ですかね、

あればお願いします。 

○菅野議長 荒木つなぐ課長。 

○荒木つなぐ課長 お答えいたします。 
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  議員ご指摘のとおり、ふるさと納税の返礼品は、やはり300を超えないと、１億円にはな

らないというように言われております、商品数が。ですので、令和２年、私、政策推進課長

になったときは商品数は100でございました。ですので、毎年商品づくりを行ってきました。

米の場合は、米単品でありましたけれども、それを毎月送るような商品などにも取り組んで

きました。その商品づくりの一環として、肉のほうも非常に人気の商品でありますので、月

山和牛の取扱いなどにも取り組んだということで、現在480アイテムを数えるまでになって

きたところであります。 

  以上です。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 商品がいっぱいあればあるほど、あとポータルサイトが前は４つぐ

らいだったのが、今５つになって、そこでも全国的にお披露目をして、取りまとめをして、

収入から経費を、下の会社、あとは企業、ポータルサイトの経費等を引いたお金が町に残っ

て、それが基金として積み立てて、それをふるさと、個人版ですと３つの分野ぐらいに分け

て、基金を使って運用していくというようなことですので、商品づくりだけが全てではない

と思いますけれども、よろしく今後ともお願いして。 

  ただ、企業さんが本業もやりながらはいいんでしょうけれども、企業、ふるさと納税に特

化したみたいな商品づくりで会社を経営していくというのはちょっと非常に、相手があるこ

となので、いつ少なくなるか分からないので、そこら辺はやっぱり、企業さんは心配ないと

は思いますけれども、役場のほうでもそこら辺を注視していっていただきたいなというふう

に思います。 

  あと、企業版です。企業版も先ほどあったように、非常に３年から４年にかけて22件、件

数は１位、あと3,600万、今も基金も1,800万ぐらいまだ残っているということで。 

  いろいろな協定を結んでいますので、そこら辺の関係の企業の方々からいろいろもらって

いると思います。 

  それで、地域再生計画で出して、これが2021年から2023年までの間で４億というようなこ

とを目安にして、累計でですね。来年の３月切れるわけです。今の現状をトータルしていく

と、今後、来年の４月からの目標をどの程度まで考えているのか、もし分かれば、今からだ

と言えばそれまでですけれども、お聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご指摘ありがとうございます。 
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  まず、この４億円というのは、地域再生計画で盛り込んだお金の額でございまして、こち

ら、前も議会で答弁していたと思うんですけれども、私、公約で企業版ふるさと納税を

5,000万円集めますよと。就任して今は5,000万超えているので、早々と目標額達成してよか

ったなとは思っております。 

  それで、その際に、もともと2,000万円、就任当初は2,000万円という財布の大きさ、これ

はご承知のとおり、企業版ふるさと納税は大体、財布の大きさを自分たちで申告するわけで

す。ですので、西川町は奥ゆかしいのか2,000万円まで集めますという目標だったんですけ

れども、これを何回も変更するんだと事務の手間がありますので、最初から大きく、もう４

億円集めるということで、財布の大きさを決めたということですので、目標にしている額、

目標はそこまでいければいいなと思いますけれども、現実的には、毎年5,000万は集まりそ

うだなというような状況でございます。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） すみません、時間がないのでちょっと質問２に移ります。もっと聞

きたかったんですけれども、申し訳ないです。 

  今年の４月１日から制度が厳格化になります。一番は肉とか米が対象になってくると。あ

と加工品も、曖昧だったのが70％以上手を加えなさいみたいな。あと経費、今までなかった

ものが含めての50％以内だというようなとことを、総務省の告示なんかも見ても書かれてい

ます。 

  それで、町として今のところその影響があるのかどうか、ちょっとお聞きしたいというふ

うに思います。ちょっとこれ、質問２番になります。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 厳格化に伴う影響は、西川町の場合は軽微というか、ほとんどないと承知してい

ます。 

○菅野議長 残り３分になります。 

○５番（佐藤 仁議員） 私なんかも、材料が県内産に限定するとか、いろいろ項目があるの

で、私の近くにも製麺所さんがあって、小麦なんかは外国からも輸入して、そんなのも対象

になるのかなと思ったら、それは大丈夫だというようなことで安心はしているんですけれど

も、今後そういうものもいろいろチェックする業務も大変だとは思いますけれども、今後と

もよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

  ちょっと時間がなくて大変申し訳ないんですが、最後の質問です。 
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  今後、商品づくりもひっくるめてどういうふうな方向でやっていくのか、あればお聞きし

ます。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 まず商品数ですけれども、480と、今農作物を中心としておりますので、これを

ワラビ取りの体験とか、あとサウナ体験とか、そういった体験型の観光商品を充実していき

たいと考えています。物より事のほうでいきたいと思っております。 

  あともう一つは、共感を呼ぶような事業ですね、先進的なバイオマスもそうですし、帰っ

てきてけローンとかもそうなんですけれども、こういった事業への挑戦している企業、物じ

ゃなくて、そういった頑張っている自治体に対して寄附をしてほしいという共感を持つ、共

感のマーケットがあるわけです。そういった方にアクセスできるような政策も進めていきた

いと考えていますし、もう一つ最後、主婦層への、こちらは先ほどレッドオーシャンでなか

なか切り崩しが難しいんだという市場になっておりますので、これを決めるのは、やっぱり

統計とかアンケートを見ると、ご婦人方でございますので、このご婦人方の、例えば、雑誌

に11月ぐらいに載るような工夫をこれからしていきたいと思っています。 

○菅野議長 ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 時間になりましたので、最後ですけれども、今、最後にお聞きした

のは、ふるさと納税の本来の理念というのがあるわけですね。今だと、もう返礼品に何か偏

っていますね。ですから、本来の理念は、やっぱり寄附をして町に、地方自治体に貢献され

たいというようなのが本来の趣旨なわけですよね。そこら辺の、逆に言えば、そういう商品

でもあって、物は要らない、でも応援したいというような本来の趣旨も必要なのかなという

ふうに思いますので、そこら辺もお願いして、私の一般質問を終わります。 

○菅野議長 以上で、５番、佐藤仁議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は２時15分とします。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 耕 二 議員 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

〔８番 佐藤耕二議員 質問席へ移動〕 

○８番（佐藤耕二議員） ８番、佐藤耕二です。 

  私は今回、近年の農業問題と社会福祉協議会についての２点、質問いたします。 

  最初の農業問題です。 

  国内外の社会情勢や自然環境、食料事情などの目まぐるしい変化の中、また、国の新しい

施策や少子高齢化により、農業を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。その中の一

部に視点を当てて質問したいというふうに思います。 

  最初の質問です。 

  米の安定供給や食料自給率向上を目的に、水田を持つ農家を支援する制度に水田活用の直

接支払交付金があります。令和４年度から８年度の５年間の間に１回も水張りを行わない農

地は水田として認められない。そのために、この直接支払交付金が受けられなくなってしま

うということです。国の施策ではありますけれども、今後の西川町の農業を考えると大きな

問題だと思います。水田の水はけ問題について、町の考え方をお聞きしたいというふうに思

います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ご質問にお答えいたします。 

  その大きな問題に対して、町の考え方をということでございましたけれども、スタンスと

しては町としてご支援する必要があるということでございます。 

  ご指摘のとおり、水田活用の直接支払交付金は、令和４年度から令和８年度までの５年間

で一度も水張りが行われない農地は、交付の対象外と国から通知を受けております。この水

を張る、水張りについては５年間に最低１か月、農地に湛水することが要件となります。 

  我が町としては、この水張りが可能な農地については、引き続き交付金の交付を受けるよ

う指導していくとともに、水張りが不可能な農地については、国の畑地化支援事業からの交

付金の支給を受けるよう指導してまいります。 
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  ちなみに、畑作化促進事業では、そばなどの畑作を作付している場合、５年間で10アール

当たり24万円の支給を受けることができます。これは、水田活用の直接支払交付金のおよそ

４年から５年分に当たります。 

  なお、この畑作化促進事業からの交付金を受けられるのは、支給開始から５年間ですので、

支給後の新たな国の支援ができないと、国からの支援がないということであれば、町として

の支援が必要だと考えております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、町長のほうから答弁いただいたわけですけれども、水田活用の

直接支払交付金があるわけですけれども、これは水田を持つ農家を支援する制度ということ

で、産地交付金として10アール当たり５万円ということですよね。これは年間５万円頂ける

ということなんですけれども、この水田活用の直接支払交付金が水張りをしないと受けられ

なくなってしまうということは、やはりゆゆしき問題かなと今思っています。西川町の農地

を考えた場合に、やはり農家の方と全員と話したわけじゃないんですけれども、これから大

変な問題になる可能性もあるなというふうには思っております。 

  水田活用の直接支払交付金があるわけですけれども、今、町長の答弁にありましたように、

もう一つのほうとして、畑地化の促進助成があるわけですよね。これは今ご説明ありました

ように、畑地化支援ということで10アール当たり14万円、これ１年のみになるかと思います。

それに加えまして、定着促進支援ということで10アール当たり２万円。これが５年間続くと

いうことで10万円。合計、合わせますと24万円になるということなんです。 

  つまり、水田活用の直接支払にした場合は５年間で25万円、畑地化促進に使った場合は５

年間で24万円。ただし、畑地化の場合は、５年以降は受けられないと。高収益、高品質の作

物を作ってくださいよというような指導じゃないかなと思います。 

  先ほど言いましたように、西川町の農地を考えますと、なかなか該当できるものはあるの

かなと思っているんですけれども、もし、例えばこういうふうな作物は、例えば畑地化した

場合です、畑地化促進助成を受けた場合に、５年後に、こういう作物だったら何かもっと町

でやったらいいんじゃないかなという、何かありましたらというか、今現時点で構いません

けれども、何か教えていただけるものがありましたらお願いしたいなと思います。 

○菅野議長 渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  まず、水張りの交付金については、畑地化の促進事業の交付金の関係、先ほど町長からも
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ご答弁させていただきましたとおり、水張りができないところについては畑地化の促進のお

金をもらっていくというような方針で考えておりまして、畑地化のお金、５年しかもらえな

いという、今のところはそういうルールになっておりますけれども、あくまで水張りがもら

えないところをもらっていくというような考え方ですので、どのみち水張りができない、水

張りが畑地化のお金をもらっていくようなところは水張りのお金はもらえないということに

なりますので、まずはお金をもらっていただきたいというのが大前提です。 

  その上で、どのような作物を育てるのがいいのかというご質問ですけれども、西川町の場

合ですと、何でソバを育てているかというのは議員もよくご承知かなとは思うんですが、ソ

バしか作れないというか、ソバを作っているわけでありまして、場所に、地域の特性にもよ

るとは思いますけれども、例えば果樹ですとか、そういうものを、雪が少ないところという

話になってしまいますけれども、育てていくということができれば、あるいは野菜とか園芸

作物を育てていくということがしっかりできるんであれば、当然収益には乗ってくるんだろ

うとは思いますが、何を育てようかという考える段階ではないのかなとは私個人としての認

識です。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、課長から答弁ありましたように、なかなか西川町は非常に何を

するのか、雪もやっぱり多いですし、その辺が該当するものがなかなかないんではないかな

と私もちょっと考えておりました。 

  今、西川町の水田の総面積といいますか、あとそれに併せまして、ソバ、現在やっている

面積なんか分かりますか。分かったら教えていただきたいと思います。 

○菅野議長 渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 水田とソバでいいんですかね。 

  水田は水田台帳によりますと222ヘクタール、ソバは83ヘクタールでございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 西川町、水田全部で222ヘクタールと。そのうちソバ栽培をやって

いるのが83ヘクタールという…… 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 水稲が222、ソバが83ですので、含まれているわけで

はございません。 

○８番（佐藤耕二議員） はい、分かりました。失礼しました。 

  水稲だけが222ヘクタールということですね。それから、ソバが83ヘクタールということ
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ですね。83ヘクタールのソバが、先ほどのお話の中にもありましたように、全てじゃないと

いうことで、場所によっては畑地化促進助成をもらうのか、それとも水田の水張りをやって、

そして水田活用の直接支払交付金をもらうのか、どちらかだというようなお話だったと思い

ます。 

  西川町の農業をやっている方の、全員ではもちろんなくて一部と言えば一部なんでしょう

けれども、やはり、今、課長からお話しあったように、山間地というのは、山奥のほうの今

ソバ植えている場所は、基本的に畑地化やっていきたいと。県道沿いとか見えるところは、

水張りを何とかやって、そして水田活用の直接支払交付金を５年以後ももらっていくような

方法を考えていきたいというようなお話をされている方もいました。 

  また、後継者もいないのでは、畑地化促進の助成金をもらって、５年後はもう農業できな

い可能性あるなというような答えをちょっといただいた方もいました。 

  それは場所によってはというか、非常に、例えば国道沿い、県道沿いのところは、皆さん

いろんなことを考えているんだけれども、ちょっと山に入った、具体的に挙げて申し訳ない

けれども、例えば睦合の上のほうかというようになっちゃうと、どうしても見えない部分が

あるんだというお話もされている方もいらっしゃる方もいました。 

  ですから、畑地化の促進助成金もらうかななんていう方もいましたけれども、いずれにし

ても、水稲を作っている、水田も含めて農地そのものが荒れてくる可能性があると。耕作放

棄地になる可能性もあるということで、５年後まではいいかと思います。問題はその後では

ないかなと。 

  質問の２でもちょっと質問しますけれども、これ後継者の問題も含めまして、そういう問

題も出てくるなというふうに思います。 

  今のお話を、２つを総合して考えますと、例えば農業をやっている方は、５年に１回水張

りをして水田活用の直接支払交付金をもらい続けるのか、畑地化促進の助成で５年間総額24

万円をもらって畑地化にしていくのか、二者選択しかないということが思われますけれども、

それで間違いないでしょうか。 

○菅野議長 渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 ご認識のとおりだと思います。水張りができる、でき

ないがありますので、できるところは従来どおりでいいと思いますけれども、できないとこ

ろは畑地化していくというしか選択肢はないというか、結局、水張りできないところなのに

畑地化の交付金をもらわないということになると、結局それはもらえる補助金をもらわない
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ということになりますので、その二択かなというふうに思っています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今やっている方は、全てじゃないんでしょうけれども、大分、出て

いった方の農地を借りてやっているとか、そういう方も大分いらっしゃるみたいです。そう

なると、例えば５年後に、先ほど言ったように、畑地化にして５年後には水田活用の直接支

払ももらえないし、何の補助もないとなると、５年後に私はじゃ、その持ち主に返しますよ

という可能性も十分考えられるということですよね。そうすると、やはり耕作放棄地、当然

ながら、耕作放棄地になるようなところをその人たちが借りて、今頑張ってやっているわけ

ですから、ますますそれに拍車をかけてしまうということにもなるんではないかなと思って

いるんですよ。 

  ですから、畑地化するのが果たしていいのかどうか、何とか水張りをやって、そして５年

後以降も補助金もらうような体制がいいのかどうか、非常に悩ましいところだと思うんです

けれども。 

  ちょうど先ほどオープンチャット見ていましたら、何かこの畑地化というか、水張り問題

について対話会行うというので、たしか９月11日の午後からということでよろしいんですね。

その日は議会では決算委員会ありますので、出られるかどうかかなと思って見ていましたけ

れども、これに対しては、ほかの農業者に関しての周知はどのように、チャットは見ていな

い方もいらっしゃるでしょうから、きちんと通知はしていただけるということでよろしいん

ですね。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  オープンチャットにも、議員ご承知のとおり載っていますし、ホームページも更新して情

報発信しておりますので、あとは、もし議員の周りにも農家の方いらっしゃったら、ぜひお

声がけをいただければと思います。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 11日の、じゃ私の知っている限りは声をかけていきたいと思います。 

  やはり農家にとって非常に大事なことだと思いますので、私たちがどうのこうのというよ

りも、農家の人たちの実際の声を聞いていただいたほうが、やはりその先、より多くの効果

が上げられるんじゃないかなとは思います。 

  今、先ほど聞きましたけれども、西川町全体では83ヘクタールでしたっけ、81かな、あり
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ますということでしたけれども、例えば大井沢に限定して考えますと、大井沢の場合は、全

部で40町歩がソバ畑なんですよね。そのうち受託組合、受託組合というのは大井沢農作業受

託組合ですけれども、農作業受託組合が35町歩ぐらいやっていらっしゃる。そのほかの５町

歩は個人ですけれども、最終的には受託組合にお願いしてやっているという形なんで、もし

水張りが果たしてできないところか、あれかなと思って、全部私もあちこち見て歩いたんで

すけれども、やはり水路の問題だと思います。もう水路がやはり豪雨でやられて、もう水路

になっていない。水の流れも違ってきているというようなところがあるみたいです。 

  ですからもう、じゃ水張りはしたいんだけれども、どうやってやるのかと。そこら辺の問

題かなと思うんですよね。したいというよりも、要するに、畑地化して５年後に補助金をも

らえるようになれば、何とか水張りをやって、５年後以降もそのソバ栽培を続けていきたい

という方、いらっしゃいました。だけれども、水路がやはりいかれていてどうしようかなと

いうような方もいましたけれども、その水路に関しては、これ国でもどこからも何か補助が

あって、それでそれを直せるなんてことはないですよね。ちょっとその辺をお聞きしたいと

思います。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  水張りについては、我々としては、したい、したくないの問題ではなく、できるか、でき

ないかの問題だと思っています。水路が潰れているところとか、あと暗渠とかもやっちゃっ

ている農地とかありますんで、そういったところにちゃんと要件を満たすほどの水が張れる

かどうかと言われると、恐らく張れないだろう。ちょっと実際、その農地ごとに暗渠してい

る、していないにかかわらず状況は変わってくるとは思うので、分からないですけれども、

できないところは多いんじゃないかなと。だから、水張りについては、できるかできないか

で判断するしかないと。無理に水張りのためだけに水路をまた直したりとか、それってソバ

の生産には全くプラスにならないですし、そこは、今のところは我々としては検討していな

いです。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 水路の問題もあるということと、それから、ソバ畑にしているよう

なところは、ソバというのは何か水が天敵だなんておっしゃっている方いましたけれども、

ところが、水はけがよくないとやっぱり駄目だと。その水はけをよくするために、一部掘っ

ているところがあるんですね。くろの周りというか、畦畔の周りをぐるっと掘って、額縁暗
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渠ということらしいんですけれども、そういうふうにやっている方がいて、そこに水を入れ

ると、水を入れたら、そこには掘ったところに当然たまりますけれども、その後、１か月後

というと、そこは崩れちゃってその暗渠の役目をなさないんじゃないかと。できれば、この

後の問題として、その辺を直す補助なんか考えていただけないかなということもあったんで

すけれども、先の問題と言えば先の問題ですけれども、何かどうでしょうか、いかがでしょ

うか。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  私、今のところ、そういったご要望は、少なくとも私の耳には届いていませんので、要望

があったらそこから検討が始まるということかなと思っています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今のような要望も含めて、９月11日にいろんな話が出るかと思いま

すので、その辺はまとめてよく聞いていただければなと思います。 

○菅野議長 補足答弁。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 すみません、11日の対話会、補足ですけれども、あれ、

我々役場と農業者の双方向の対話会というよりかは、農水省のご担当の方を呼んで制度のご

説明していただくという内容ですので、どちらかというと説明会のようなものになります。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 説明会ということで。じゃ、理解いたしました。 

  その説明会以後にいろんな問題があったら、私のほうからもお願いする部分もあるかもし

れませんし、あるいは農業やっている方からそういうお話もあるかと思います。先ほど言っ

た額縁暗渠なんていう問題も大分おっしゃる方、全てじゃないんですけれどもね、一部そう

いうふうなことをやっているというような方もいましたし、いろんな条件が、その時、その

所々で場所によってあるのかなというふうには思います。 

  今言ったようなことを踏まえまして、ちょっと２番目の質問に移らさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  現在、農業をされている方の高齢化や農業の担い手不足が進む中、数年後の農地を考える

と、先ほども言いましたけれども、やはり危機意識を持ちます。もちろん担い手不足はほか

の産業でも大きな課題であります。それでも今回は農業に限定して、農業の担い手不足をど

う考えていくのかなというような、非常に漠然とした大きなことで申し訳ないんですけれど
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も、ちょっとお聞きしておきたいなというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 農業の担い手不足に対する考えをどうかということですので、お答えさせていた

だきます。 

  我が町の農地を守っていくためにも、担い手不足というのは深刻な問題だと考えておりま

して、ここの８年が西川町の農業の頑張りどころだなと思っております。そういう認識から、

国内最大級の農業就農希望者のマッチングイベント、新・農業人フェアの参加などを通じて、

町外から就農者の獲得を図ってまいりたいと思っています。 

  また、農家を志す地域おこし協力隊がなんと３名いらっしゃるんですけれども、先日、地

域おこし協力隊同士が農業法人を立ち上げました。このように、新規就農の動きも見られる

ことですが、新規就農に当たっては、採算が取れるかどうかというのがこれからの心理的な

ハードルであり、参入のハードルだと思っております。このため、農業への初めの一歩とし

て、国の補助金を獲得して、山菜の園地整備や収穫作業など、農家でない方々にも就業いた

だくなど、就農への心理的なハードルを下げていきたいと思っております。 

  ですので、今申し上げたのは、例えば、農地の少なくて人がたくさんいらっしゃる海味区

などの若い方々を、これからしっかり巻き込んでいかなくてはいけないと。外からもそうで

すけれども、内からもそういった活動をしなくてはいけないと考えています。 

  なお、同じ農業でも、先ほど収益、もうかるかどうかというのを考えなくてはいけないと

申し上げました。これに関して言えば、木質バイオマス発電のこれから可能性を探っていこ

うというプロポーザルを、先日審査結果が出ましたと。ＮＴＴアグリテクノロジーというと

ころが受託しまして、ここの会社が、西川町を拠点にして木質バイオマスの発電事業を生か

して、その熱を利用した通年型の施設園芸を行っていきたいという新しい参入の動きもござ

いますので、そういった動きと、外からの動きと、町内での担い手を探すという作業を、取

組を行っていかなくてはいけないと思っています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、町長のほうからご答弁ありましたけれども、木質バイオマスを

利用して、通年農業というか、やっぱりこれからは非常に大事なことだと思いますので、そ

れに関してはよろしくお願いしたいというように思います。 

  また、今のお話の中に、新・農業人フェアのお話がありました。新・農業人フェアという

のは、農業をしたいとか、知りたいとか、あるいは働きたいとか、何か関わってみたいとか、
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そういう気持ちを持つ人を対象にした、多分、国内最大級の就農イベントだと思います。こ

れ、たしか年に８回ぐらい開かれるかなと思うんですけれども、その辺の町からの派遣とい

いますか、その辺、今年、前の年も何かありましたけれども、その状況と効果といいますか、

そういうものありましたらちょっと教えていただければなと思います。例えば、それに基づ

いて何人か来ましたよとかということをお願いしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  新・農業人フェアについてですけれども、議員からご紹介があったとおり、年に数回開か

れていますが、今年、まだ町は行っていませんが、年内には１回行くような段取りで旅費な

ども確保しているところです。 

  新・農業人フェアで獲得した実績についても、これもございまして、ちょっとすみません、

何人だったかちょっと今覚えていないんですけれども、今、現に協力隊で啓翁桜の園地で働

いてくださっている方についても、最初は新・農業人フェアでマッチングしたという実績も

ございます。ほかにも何人かいらっしゃったと思います。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 新・農業人フェアなんかにも積極的に参加していただきまして、今

年はまだということで、今からということでしたけれども、これはもう数年前、何年か前か

ら町の人も参加していることだと思います。私も１回、池袋であったときちょっと行ってき

たことがあったんでしたけれども、やはり非常に活発というか、農業をやりたいという方が、

やっぱりそういう姿を見ると、何とか町に連れてこられないものかなとちょっと思った記憶

があったわけです。 

  それと、先ほどお話ありましたけれども、地域おこし協力隊が今お一人、専門に啓翁桜等

をやっていらっしゃいます。それとは別に、もうお二人の方が農業に携わりたいということ

で、いろいろな活動して、先ほどの町長のお話でしたら、農業法人を立上げていくんだとい

うことでした。非常にそういう面では、ありがたいなと、町にとってね思います。 

  それでなんですけれども、大井沢のことをちょっと考えますと、先ほど言いましたけれど

も、大井沢の農作業の受託組合、これは大井沢全部で40町歩で、35町歩を受託組合でやって

いるというお話ししました。 

  ただし、やはりこういう受託組合等は、繁忙期というか忙しいのが年間やっぱり限られて

くるんですよね。70日から80日くらい。トラクターを使わなくちゃいけないとか、くろの草
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刈りをしなくちゃいけないとか、そういうこととか考えますと、それぐらいの日数なわけで

す。 

  ただ、受託組合そのものがやはりかなりの高齢化になっておりまして、後継者をどうしよ

うかということで、私どももちょっと話していまして、代表の方とも何回か私もお話しした

んですけれども、非常にこれから、今のままだと数年かなというお話があるぐらいで、もし

仮にそうなった場合、やっぱり先ほども言いましたけれども、大井沢、県道沿いにかなりそ

ういうソバ畑があるわけですけれども、あそこがもし耕作する方がいなくなれば、非常に景

観的にも、あるいは大井沢の観光地としての機能も非常に損なわれてくるんではないかなと

思って、今のうちから危惧しているところなんです。 

  そういうことも含めまして、何とか受託組合の労働力を補うために、地域外といいますか

町外といいますか、そういうところから何とか入れられないかなと、来ていただけないかな

というふうに思っていたところなんですけれども、もちろん、そんなに簡単にいく問題じゃ

ないとは思いますけれども、その辺はやっぱり組合あるいは地元等も含めて、いろんな話合

いをしながら、何か前向きに考えていける方法はないのかなと。 

  その辺は多分、こうした区からもいろんな要望が出ているかと思いますけれども、それを

併せまして、ぜひ何とか考えていかないと、本当にこれから先、本当にもう数年ということ

は、今準備しておかないと間に合わないかなと思うんですよね。ですから、そんなことも含

めまして、よろしくお願いしたいなと思います。 

  それと、やっぱりそうなった場合、受け入れるのは当然農業団体、受託組合なり農業団体

なり個人になるわけですから、その団体のプラットフォームといいますか、その土台がやっ

ぱりしっかりして、指導力もきちんと発揮してもらわなくちゃいけないでしょうし、その辺

なんかはこれからそういう方とお話ししながらやっていかなくちゃいけないけれども、今、

現実問題は、そういうふうな状態であるということをちょっと認識していただければ非常に

ありがたいし、今後に向けて、じゃお互いにどうやったらいいんだろうねというふうな話合

いをやっぱりしていければなというふうに思います。 

  水田の水張り問題、２つの方法の中の１つをどうにかしてその辺、選択しなくちゃいけな

い。あるいはそれに合わせまして、後継者問題が出てくるというようなことですので、その

辺は今から本当に考えていかないとなというふうには思っております。 

  ぜひ、農業者やっている方とか関係者の方と話し合って対処していただければなと。今後

の問題ですけれども、お願いしたいと思います。その辺はいかがお考えでしょうか。 
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○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 すみません、今のお話では大井沢の大井沢イズムの仮称ですけれども、地域商社

の話をしているんでしょうか。それとも違う話ですかね。どっちですかね。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 私が今話しているのは、大井沢農作業受託組合の団体、その団体に

ちょっと今限定して聞いています。 

  大井沢イズムのことも会社の問題も今からあるわけですけれども、それも好意的に考えれ

ば、先には考えなくちゃいけないんでしょうけれども、まず取りあえずは、その受託組合を

どうにかできないかなというようなことでお聞きしたわけです。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 まず大井沢、同じ地域において地域商社を受託組合の課題解決しようとして、大

井沢イズムという地域商社を立ち上げようとしていると私は承知しております。このため、

せっかく大井沢区のほうでその会社が区長を中心に立ち上がるわけでございますので、まず

は、個別に町に受託組合をどうこうというお話よりも、今動いている地域商社の議論の中で

進めていただくものだと思っております。 

  私、大井沢区の話合いもしましたし、なぜ、もう少し大井沢区は１つにまとまる必要があ

るんじゃないかなと思っています。佐藤議員も大井沢区の一員でありますし、ですので、で

きればこういう受託組合と地域商社というのは、地域商社の事業として受託組合のことも包

含した形で大井沢の活性化を定款上うたっていると私は承知しております。 

  そのため、まずその地域商社をどうしていくのかとかいう、そういったご協力をいただい

たほうがいいと思っています。残念ながら、そういった区長の動きに対して、広がりがまだ

欠けているなと、広がりがやや欠けているなと思っていますので、ぜひ、個別に支援を町に

求めるというのではなく、まずは地域商社をどうするかという大井沢区内での議論を行って

もらいたいと思っております。せっかく国の補助金が３年間も、1,000万円以上ですね、３

年間であれば。2,000万以上か、あるのでございますので、ぜひそこのテーブルでまず話し

合っていただきたい。 

  もう一つは、地域おこし協力隊を大井沢にということでございますけれども、まず総括す

べきです。なぜ大井沢区において地域おこし協力隊が来ないか。受け入れる環境が整ってい

ないからだと私は聞いております。 

  というのは、個別には区民の方から歓迎されて、頼むと。また、来てくれてありがとうと
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いうようなことは言われておりますけれども、区の一体感というのがなくて、受け入れる環

境というのは、この人に挨拶がないからどうなっているんだとか、雪下ろし少ししていない

だけで文句を言うような、そんな地域に地域おこし協力隊が住みたいと思うでしょうか。ま

ず受け入れたいと思うような意思決定を区でしていただく必要があるのではないか。あるい

は、意識を醸成するような取組が大井沢区においては必要なのではないかと思っております。

原因分析をしてほしいと考えています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今の町長のおっしゃったことも分かります。地域商社の話も今進め

ておりますし、そのことについても重々承知しながら今回の質問をさせていただいたわけで

す。 

  やはり、先ほど言いましたように、もちろん会社設立に向けて今いろいろ準備しているわ

けでしょうけれども、それに合わせまして、農業問題もやっぱり非常に大事なことだなと私

も思ったわけで、質問させていただくというふうにしたわけです。 

  その中で、今回は水張り問題というのは、やっぱり今この５年間ですか、４年度からです

から、あとはこれをどういう方法でやっていくのかということも含めまして、その辺も町の

ほうとよく話し合ってお願いしていきたいなと思います。 

  後継者問題も、町に何かしてくれということも少しはあるんですけれども、でも地元でも

当然ながらお話をさせてもらって、この間も農業をやっている方といろんな話合いを持ち、

懇談会も持ちましたし、いろんな話を聞いておりますし、その中で今回ちょっと質問させて

いただいたというふうなことになります。 

  時間があまりないんで、ちょっと２番目の質問を先にさせてもらいますけれども、ただ、

農業問題に関しては、そんなことで、これから先、非常に避けて通れない部分もあると思い

ます。地元でもよく対応しながらやっていきますので、よろしくお願いしたいというふうに

思います。 

  次の質問ですけれども、社会福祉協議会に関する質問になります。 

  社会福祉協議会というのは、地域の人々が住み慣れた町で安心して生活することができる

福祉のまちづくりの実現をめざし活動している組織だと思います。そして地域の特性を踏ま

え、創意工夫を凝らした事業に取り組んでいます。 

  社会福祉協議会は全国の自治体にある重要な協議会ですが、次の点について質問したいと

いうふうに思います。 
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  最初の質問です。町は社会福祉協議会に令和５年度、年間1,390万円の補助金を予算化し

ていますけれども、この金額に対してどのようにお考えなのかお聞きしたいというふうに思

います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 議員ご指摘のとおり、社会福祉協議会に関しては、年間1,390万円という多額の

補助金が出ており、皆様から適正だと認識していただいて可決いただいたものだと思ってお

ります。 

  しかしながら、社会福祉協議会の取組について、町民の皆様からお聞きしたご意見や、近

隣自治体の社会福祉協議会への補助の現状を踏まえると、現在は大きな見直しが必要と考え

ております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 私はこの通告を出すときに調べて1,390万円ということは、これは

社会福祉協議会、間違いないんですけれども、そのほかに老人福祉センター運営補助という

920万円ほどあったんでしたね。ちょっと私もうっかりして申し訳なかったんですけれども、

そうすると、合計2,300万ぐらいになるなと思っていました。 

  ４年度の決算を見ましたら、社会福祉協議会の運営補助として701万1,000円出ていました。

そのほかにボランティアコーディネート事業補助ということで771万4,000円、これで合計

1,472万円でした。それとは別に、先ほど言った老人福祉センター運営補助708万円というこ

とで、総額1,543万円。去年の場合は、それとは別に社会福祉等の原油価格・物価高騰対策

支援ということで、総額しか決算書には出ていなかったんですけれども、話聞きましたら恐

らく二、三百万ではないかなということで、それを合わせますと、やっぱり2,000万近く、

1,800幾らかな、ぐらいの金額になっているというような気がします。 

  ですから、これは果たして本当に適正なのかどうかなと。私も詳しくは分かりませんけれ

ども、今、町長のほうから今後の考えとして大きな見直しをかけるべきではないかというお

話がありました。 

  ４年度の老人福祉センターの使用者数を調べてみましたら、２万5,800人ぐらいなんです

ね。これを１日当たりにすると約70人ぐらいということで、老人福祉センターに運営補助と

して920万ぐらい出ているということは、私、これも適正かどうかというようなことになり

ます。この辺なんかは、町長からありましたように見直しが必要だろうということで、その

辺は適正な金額をお願いしたいなと、見直ししていただきたいなというふうに思います。 
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  それで、２番目の質問ですけれども、今、社会福祉協議会というのは保健センターに入っ

ているというか、間借りのような状態になっているわけですけれども、これは無償で入って

いるというふうに話聞いています。借地料とここに書きましたけれども、使用料といいます

か、それをどのように考えていらっしゃるのか、お聞きしたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 保健センターのというか、社会福祉協議会が町の施設に入っているということに

対する貸付料をどう考えているかということでございます。現状では、貸付料を納めていた

だいてはおりません。 

  ちなみに、観光協会、こちらは一般社団法人で町の施設である道の駅の施設に入っており

ます。こちらは一般社団法人の観光協会に貸し付けるものですから、こちらは使用料を頂い

ております。 

  では、なぜ社会福祉協議会が納めていないかということでございますけれども、西川町の

行政財産の使用料徴収条例というのがございます。こちらの第９条第１項において、「公共

団体が使用するときは全部又は一部を減免することができる」と規定しており、この規定に

基づき保健センターの使用料の全部を減免しております。 

  ただ、この減免に係る事務手続が相当前から、何十年前から、十数年でございます、の間、

この減免に係る事務手続が行われないまま、本来であれば、そういった無償使用許可なのか

使用承諾書というのを交わすべきところを、議員ご指摘のおかげで判明いたしました。あり

がとうございます。 

  本来は行政財産の使用申請書を提出していただくことになります。その許可と使用料の減

免を通知しなければなりませんので、新たな、今ない基準でございますので、全部減免にす

るのか、一部減免にするのか、その基準を策定しまして社会福祉協議会のほうと必要な手続

を進めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 私、この質問をするに当たってちょっと調べてみたんでしたけれど

も、平成19年までには居宅介護支援とか訪問入浴は社会福祉協議会で行っていたということ

だったようです。介護サービスの充実を目指して町が先導してケアハイツに業務を移管した

と、そのときにですね。それを契機に平成20年に現在の場所になったというようなことをち

ょっとお聞きしました。それから、ずっと今の場所にいるということみたいでした。 

  そこで提案ですけれども、これは当然、町も社会福祉協議会といろいろ話し合わなくちゃ
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いけないんでしょうけれども、老人福祉センターに事務所を移動したほうが私はいいのかな

と思っていました。老人福祉センターというのは社会福祉協議会の持ち物でもありますし、

その辺が一番すっきりするのかなと。だからそこに入ることによって、管理費も今発生して

いますけれども、人件費の削減にもなるのではないかなというふうに思います。 

  これ、私もちょっとそれに当たって協議会の担当者もちょっといろいろ話し合ってみたん

ですけれども、その辺に関しては町長は、急ですけれども、いかがお考えでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 確かに本来のあるべきところというのは海味の老人福祉センターにいるべきだと

思っております。ただ、何らかの理由で、機能性とか健康福祉課との連携が必要だというこ

ともありますので、こちらのほうは、これから社会福祉協議会と協議してまいりたいと考え

ております。私はおっしゃるとおりだと思っています。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） この問題は、そのようなことも可能ではないかということでちょっ

と申し上げました。できれば、継続していろいろ検討していっていただければなというふう

に思います。 

  質問の３番目に移りますけれども、現在、社会福祉協議会の内部の中で、デイサービスひ

かりの件ですけれども、サービスひかりに関しては、地域密着型通所介護及び通所型サービ

スとして、寒河江市にある施設ですよね。このひかりに対して、西川町の老人福祉センター

を使用させたいというような考えがあるみたいですけれども、これに対して町はどのように

捉えていらっしゃるかなと思ってお聞きする予定でした。 

  ただ、29日に社会福祉協議会の評議員会、行われていて、私その結果も若干ですけれども

聞いているんですけれども、そこも含めまして何かお話ありましたらお願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  先日29日に行われた社会福祉協議会の評議員会において、デイサービスひかりさんが老人

福祉センターで機能訓練特化型のデイサービス事業を行うことが認められたと健康福祉課か

ら報告を受けております。 

  デイサービスひかりを運営する株式会社ひかりの代表者の方とは、昨年９月にお会いして

おります。西川町でこのようなデイサービス事業を実施することに対し、並々ならぬ熱意を

お持ちの方だなと。しかも、単なるデイサービス事業の展開だけではなく、これによって地
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域のにぎわいづくりや雇用も西川町でつくりたいと真剣に考えておりました。 

  町としては、このような熱意のある気持ちのこもった事業者からの前向きなご提案にはし

っかりと耳を傾け、福祉事業の充実にも資するものだと判断しまして、事業展開を後押しし

ていきたいと考えております。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 今、町長のほうからもありましたけれども、機能回復の器具で、何

か１階のロビーに置きたいと、使用してやりたいということで、非常に私もこれに関しては

いいことだなというふうに思います。それに加えまして、町内の雇用も生まれるということ

もあるみたいですから、前向きに全面的に考えていったらどうかなというふうに思います。 

  それで、１つお聞きしますけれども、そうした場合に、その利用者ニーズでしょうか、そ

れの見通しというか、これ基本的に要支援１と要支援２、要介護１も入るのかな、そこまで

ちょっと分かりませんけれども、その辺のあとは見通しとか、あるいはほかに介護施設はあ

るわけですけれども、その辺の影響なんかはあるのかどうかなんかも含めて、教えていただ

ければというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は佐藤健康福祉課長。 

○佐藤健康福祉課長 佐藤耕二議員のご質問にお答えをいたします。 

  デイサービス事業ということで、令和５年７月現在、通所リハビリの利用者数につきまし

ては、要介護者が106人、要支援事業対象者で49人でございます。そのうち、町外の施設に

通われている方が、要介護者が19人、要支援事業対象者が12人でございます。合わせて町外

の施設に行っていらっしゃる方が30人以上いらっしゃるということになります。 

  もちろん、あえて町外の施設を選んでいる方もいらっしゃるとは思いますけれども、今後

も在宅で過ごすために、今ある機能を維持、あるいは向上するための訓練がこのデイサービ

スの目的でありますので、そのサービスを受けたいという一定の利用者は見込めると考えて

おります。 

  また、町外の施設ではなかなか送迎に行けない地域も本町内にはございますので、それら

の送迎ができるようになれば、新たなニーズの掘り起こしも可能になると考えております。 

  以上でございます。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） ニーズのほうは大丈夫だろうということと、それから現在の要支援

の方でも町外に行っている方、町外の施設を利用している方が30人ぐらいいると。この人た
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ちが戻ってきてもらえれば全然問題ないし、また、それに加えまして、今、課長からありま

したけれども、どうしても何というんですか、西部地区というとおかしいけれども、遠いと

ころでは何かなかなか今利用する機会がないんで、送迎なんかしてもらうともっともっと利

用できる価値が十分あるなというふうには思います。ぜひそういうことで進めていただきた

いというふうに思います。 

  それから、最後の質問になります。 

  今、西川町の世帯は1,800ぐらいだと思いますけれども、その世帯に今、社会福祉協議会

のほうでは年間2,800円の協力金をお願いしていると思います。そのうち1,570世帯から会費

として徴収をお願いしているんだ、集まっているんだというお話がありました。その内容は、

社会福祉協議会の運営として1,000円だと。老人福祉センター運営として1,800円だというよ

うなことでしたけれども、他の市町村の状況なんか、もし分かりましたらお願いしたいと思

います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 他の市町村の徴収の集金の状況についてご質問いただきましたので、お答えいた

します。 

  西村山郡の町などに聴取したところ、河北町が１世帯当たり1,200円、大江町、朝日町が

それぞれ1,000円でございました。これに対して、西川町の社会福祉協議会は、老人福祉セ

ンター特別会費を含めた2,800円となっております。 

  なお、会費だけでなく町からの補助金ですね、社会福祉協議会、老人福祉センター全体の

補助金を人口規模の近い大蔵村と比較したものもご紹介させていただきます。人口約3,000

人の大蔵村の社会福祉協議会の会費は1,000円、徴収は1,000円。町からの人件費の負担分と

して165万3,000円の補助を受けております。世帯には１世帯当たり1,000円、町として165万

ということでございます。 

  これに対しまして、我が町の社会福祉協議会への補助は、先ほど申し上げたとおり2,390

万円になります。１世帯当たりは2,800円となるものでございます。 

  これを合計しますと、大蔵村は165万ぐらいで運営しております。一方、西川町は2,390万

円で運営しております。人口１人当たりへの負担割合は、大蔵村は１人当たり849円に対し

まして、西川町は5,980円と７倍ほどになっております。こちらは、恐らく海味温泉の経営

というか、維持にお金がかかっているのではないかと思いますので、ご紹介したとおり、西

村山で断トツの１人当たりの補助が社会福祉協議会に行われているということでございます。 
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  ２番目の朝日町、１人当たり3,953円ですので、もう２位とは、２番目に高いところとは

2,000円以上、西川町は頂いているということになります。 

○菅野議長 ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 他の市町村と比べると、やはり西川町は非常に高いというのが今の

町長の説明で分かりました。 

  やはり西川町は他の市町村とは違って、やっぱり老人福祉センターの運営も一緒になって

いるということなんですよね。その辺の運営補助もあるけれども、それだけじゃなくて、社

会福祉協議会だけで考えても、先ほど私も金額言いましたけれども、それでもやはりちょっ

と高いなというふうに思います。 

  今、社協だよりというのが社会福祉協議会から出ておりますけれども、このうち予算から

見ると約60％が人件費でした。その中で、やはり社協というものはもともと収益を上げる団

体ではないとは思います。それでもほかの市町村を見ると訪問看護やっていたり、いろんな

ことをやっているわけですよね。 

  ですから、もう少し、以前からそうだったからじゃなくて、何か新しいことできないのか

ともっと考える必要があるんじゃないかなということで、社協の方とはちょっと話し合って

いました。なかなかそこでの、これはいいなというのもなかったんでしたけれども、そうい

う考えというのはこれからも持っていかなくちゃいけないなと思います。 

  社会福祉協議会の仕事の内容というのは、あまり町民というのは知らないんではないかな

と思います。先ほどの社協だよりを見ましたら、５つの主な取組というのがありました。地

域福祉推進していくんだと。２番目は住民に密着した福祉サービスなんだと。３番目は住民

が支え合える福祉活動なんだと。４番目はボランティア活動なんだと。５番目は老人福祉セ

ンターの運営なんだと。これが社会福祉協議会の仕事の内容ですよと。そうかと改めて何か

思いました、これでいいのかなと。やはり、なかなかそういう顔が見えないというか、今、

言葉ありますので、例えばですよ…… 

○菅野議長 佐藤議員、あと１分になります。 

○８番（佐藤耕二議員） はい、分かりました。 

  ボランティア活動ということをしているんだったら、先ほどの災害ボランティアじゃない

んですけれども、インターンのお手伝いだけなんかもやっていますので、それと一緒に何か

社会福祉協議会も一緒にできないかなとかいう活動ができないかなと思っています。 

  そういうことも含めまして、やはり今まであった社会福祉協議会じゃなくて、新しい社会
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福祉協議会に移り変わっていただきたいというふうに思いながら、以上で私の質問を終わり

ます。 

○菅野議長 以上で、８番、佐藤耕二議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 菅 野 邦比克 議員 

○菅野議長 続いて、一般質問の通告順は私ですので、会議規則第51条の規定に基づき、議員

として議席に着き発言するため、議長席を大泉副議長と交代します。 

  大泉副議長、議長席にお着き願います。 

〔副議長 大泉奈美議員 議長席に着く〕 

○大泉副議長 議長を交代いたしました。 

  10番、菅野邦比克議員の質問を許します。 

  菅野議員。 

〔１０番 菅野邦比克議員 質問席へ移動〕 

○１０番（菅野邦比克議員） 10番、菅野邦比克です。 

  今日は、２件について質問をいたします。 

  副町長の選任についてということで、最初、質問したいと思います。 

  今年３月の一般質問においても取上げしましたが、近年、豪雨災害、土砂災害や豪雪災害

などたびたび災害が発生しております。町長は出張や会議等で町を離れている時間が多くあ

りますので、万が一のときのために副町長を置かれたらどうか。危機管理の上からも、組織

体制上からも必要と考えます。３月定例会では、費用の面から考えても、いなくても大丈夫、

また、出張先からでもいつでもネットでつながっているので必要ないというような答弁され

ていましたが、再度質問いたします。 

  質問１、第７次総合計画において、令和６年度まで老人福祉政策担当の副町長を新設する

計画がなされていますが、なぜ老人福祉政策担当の副町長を新設することになったか質問を

いたします。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  副町長人事に関しましては、前回もご指摘いただきまして、その際に職員のアンケートを
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取ったところによれば、特段支障はないという意見に基づいて、今まで副町長を新設して招

聘はしておりませんでした。 

  しかしながら、議員おっしゃるとおり、危機管理の面、総務課長に一任しておりますけれ

ども、さらに強い機能を強化する必要がありますし、また高齢福祉の、私が若いものですか

ら、もう少し年上の方がいらっしゃってもありがたいと思っております。できれば、来年度

からは、副町長を２人体制にしまして、１人は推進型の危機管理もして推進する事業を行う

若い副町長と、もう一人は、高齢福祉政策を担う、自分事で高齢福祉事業を担うために近い

ような世代の方を招聘したいなと思っておりますので、いずれにしても条例の改正と予算案

が必要になりますので、できれば来年度の当初予算から盛り込んでいきたいと思っておりま

す。 

○大泉副議長 菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 今の答弁で質問２までいったような気はありますけれども、一

応、１から質問をしてまいります。 

  老人福祉政策担当の副町長の新設ということですが、これは担当課というと健康福祉課と

か病院とかというふうな限定した副町長という考えでよろしいんでしょうか。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 おっしゃるとおりでございます。 

  参考としているのは、私らが連携協定を結ばさせていただいた北海道の東川町でございま

す。東川町は、人口減少から一転して人口が増えている自治体でございます。こういった一

度人口減少で人員を削減し、そして人口増加基調に切り替えるときには、やはり東川の前町

長にもお聞きしましたけれども、切り替えるタイミングでは、そういった副町長のような右

腕は２つ、両腕に持つ必要があるというご指南をいただきました。こちらも踏まえまして、

担当をそれぞれ、教育長も含めて担当を割り当てて運営をしてまいりたいと考えております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） そうしますと、今回の老人福祉政策担当の副町長というのは、

健康福祉課と病院という、プラスアルファになるかちょっと分かりませんが、こういう考え

では間違いないというようなことでよろしいということですよね。分かりました。 

  副町長も、前から私、３月のときも置いたらどうだというようなことあって、できれば、

変わったところで女性はいかがですかという話もしたこともあったわけですけれども、今、

町長からもう、先に２人体制にしたいという提案があったわけですけれども、副町長という
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のは、町長が留守のときに町内の方、それから町外の方がいらっしゃったときに、いろいろ

相談できる方がいらっしゃれば、また町長も広く訪問、いろいろ外遊もできるんでないかと

いうようなことがあって提案をしておったわけですけれども、これ、誰がというのは今はこ

れはこれから提案なされることだろうと思いますけれども、副町長というのはポストって非

常に私も大事だと思っていますので、ぜひその辺はきちっと取り組んでいただいてやってい

ただければいいのかなというふうに思っております。 

  なかなか町長いないと相談できなくている方も庁内にはいらっしゃるんでないかなという

ふうに思っておりますので、直接聞いたわけではないですけれども、そういう方もいらっし

ゃると思いますので、その辺をできるだけ酌んでいただいて、対応をお願いできればという

ふうに思っております。新設すること、それから特命の福祉担当副町長というふうな理解し

ましたので、一応１問については終わらせていただいて。 

  次に、答弁先にあったからあれですけれども、他の業務を担当する、いわゆる健康福祉課

と病院以外の、例えば総務課から始まってつなぐ課、ずっとあるわけですけれども、そうい

う担当する副町長もやっぱりいないと、組織上はちょっとバランスが取れないのかなという

ふうに思っております。それで、最初言いましたんですが、災害がいつ発生するかも分かり

ませんので、そのとき迅速な対策が必要になる場合があるというふうなことで、危機管理も

含めてどう考えているのか再度、もう一度質問させていただきます。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  副町長を３月の予算で、２人体制の予算と条例改正の議案を提出したいと思っております。 

  役割に関しましては、これまでは副町長お一人の体制ですので、私の代理というような位

置づけでございましたけれども、当然どちらか、２人のうち１人は代理の役割を担うわけで

ございます。 

  ただ、日頃の業務においては、健康福祉政策、むしろ総合戦略でいえば、安心・安全な暮

らしを担当するような副町長にしたいなと思っております。 

  また、それ以外は私の代理となるような副町長の役割も担いつつ、安心・安全以外の分野

を担う副町長だと考えております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 私もこの提案といいますか、７次総計を見て、老人担当の方を

副町長に設置したいというふうな計画書を見て、なぜ、じゃ、もう一人の副町長を置かない
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のかなと思って、ちょっと不思議に思っていたところです。やはり組織というのは、ここだ

けに担当すればいいという問題でなくて、やっぱり全体を包括するような方も必要ですので、

今答弁いろいろあった中で、町長はそう考えているというふうなことだったんですので、私

は２人提案をされたらどうかなというふうに思って、そのほうが体制がすっきりするという

ふうに考えておりましたので、そんなことです。 

  ３月のときには、５か月前ですけれども、副町長は要らないよ、でも半年たったら、極端

な話、２人ぐらいかなという。何でそんなに急に変わったのかなというふうに思っているん

ですけれども、考えがありましたら。普通だとそんなに半年で変わるわけはないというふう

には思っておったんですけれども、そのちょっと変わったことについて、お聞きしたいと思

います。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 恐らく、議事録をもう一度ご確認いただくと、その当時、今必要かという問いに

対しては、今は必要ないと申し上げたのでございます。 

  もともとお一人は必要だと思っておりましたけれども、東川町の視察の際に、お聞きした

状況を考えると、ありがたいことに人口は増えるような、社会減は止まりつつあり、軒並み

人口自体も増えている兆候が見られます。こういったありがたいステージに西川町はあると

思いましたので、そういった数字的にもよい兆候が出たので、ここはその勢いを加速する必

要があると考えました。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 副町長がずっと１年半ほどいなかったわけで、業務量を見ても

相当増えていますので、やはり早く副町長を置いて、いろんな業務に当たらせたらどうだと

いうふうなことを３月のときにも話はしましたんですが、やっとやっぱり整ってくるという

ふうなこと。やっぱり副町長がいないというのは、ちょっと私から見てもどうかなというふ

うに思っておったんですけれども、これだけ業務増える、予算規模も初めて72億を超えると

いうような、4,700人の人口の中では考えられないような予算規模になっていますので、そ

ういうふうにして、業務が回っていくような、今でも回っているんでしょうけれども、なお

一層回っていくような形にしてもらえればありがたいというふうに思っています。そうする

と、また見えないものが何かゆっくりというか、見えてくるものもあるのかなというふうに

思って、いい方向に進んでもらえば大変よろしいのかなというふうに思っています。 

  ２人体制については、私も提案をしたいというふうなことでしたので、今回、町長のほう
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から先に２人体制の話ありましたので、ぜひ人選についても十分お願いしたいというふうに

思っております。 

  これは条例改正、当然伴うわけですので、議会の承認というようなことになろうかと思い

ますけれども、出てきた方については十分議会としても協議して、いろいろやっていきたい

と私も思っておりますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、３月の定例会で、一般質問の答弁でこの件に関して、10月までに女性のアドバイザ

ーを置くというふうに答弁しておりましたんですが、この副町長との兼ね合いはどうなるの

か。アドバイザーですので、副町長とはもう違うということは分かりますけれども、この兼

ね合いについて、分かる範囲内でお答えいただきたいと思います。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今年の10月までに女性のアドバイザーを置くと、選挙公約にもあった件でご質問

いただいたと承知しております。 

  まず、アドバイザーの身分と考えると、もちろんアドバイザーですので非常勤でございま

す。謝金で１回のアドバイス当たり幾らというようなお支払い形態になるのかなと考えてお

りますので、副町長との兼ね合いというふうに考えますと、常勤、非常勤の違いはまずある

かなと思っております。 

  女性のアドバイザーの役割とすると、役場職員の管理職で女性は今お一人でございます。

そのお一人も間もなく定年を迎えることになるものですから、新しい課長にぜひ女性を登用

したいとも思っております。 

  しかしながら、今の人事制度上、そういった制度上というか、今の課長補佐級を見ると、

そう多く女性が配置されていないものですから、まずそういったところから是正をしなくて

はいけないと思っております。 

  こういったことから、女性のアドバイザーをぜひいただいて、第三者的にこの町政運営に

関して、女性の意見を取り入れたいと思っております。 

  人選に関しては、今まだ白紙の状態でございますけれども、その理由としては、対話会や、

私ＳＮＳもしているものですから、そういった情報で、女性のお母さんたちから多数ご意見

や、こうしたほうがいいんじゃないか、こういうことは気をつけたほうがいいんじゃないか

というようなご指摘を受けているので、今のところ、こちらのご対応をしていれば、すぐす

ぐ女性のアドバイザーを設ける必要はないのかなというのは考えておりますけれども、とは

いえ、早期にこの女性のアドバイザーを正式に迎えていきたいと思っております。 
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  今迷っているのが、１人にするのか、何人か複数人招聘したらいいのかということで、今

検討しております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） そうしますと、アドバイザーは１人でなくて複数もあり得るよ

と、こういうふうなことですよね。そうすると、副町長も２人、アドバイザーも数人になる、

何人かになるというふうなことで、これ意見の統合というのはやっぱり合議制で当然行って

いく形になるのか、その辺は。それとも町長の指示の形で動いていくのかというような。

我々心配するところは、その辺あるわけですけれども、どういう形になるんでしょうか。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 副町長と女性のこのアドバイザーのほかに、今現在、町政の政策アドバイザーが

３名いらっしゃいます。こちらは、観光や教育などの特定の分野でアドバイスをいただくこ

とを想定というか、行っていただいております。このため、政策のアドバイザーと女性アド

バイザーは同様に特定の分野に関してご意見をいただくという位置づけにしたいと思ってお

ります。 

  よって、副町長も踏まえた意思決定の合議制というところは、この方々は当てはまらない

のかなと。その前の段階で、詰めていく作業でご意見をいただきたいと考えています。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） アドバイザーについては、そうすると分野別に分けて、非常勤

でやっていくというふうなことですので、具体的ないろんな政策については副町長との調整

でやっていくというふうなことでよろしいんですよね。はい、分かりました。 

  ぜひ、いろんな業務が多様化しておりますので、ぜひこういう副町長の選任ついては、ぜ

ひ活用させていただいて、町民が安心してまた暮らせると、いろんな相談も町長室に来られ

るというふうなことがあれば一番、やっぱり町民にとっても安心するというふうなことだろ

うと思いますので、そういった面で、ぜひ人選についていろいろとご協力をお願いできれば

というふうに思っております。 

  副町長については、一応これで終了させていただきたいと思います。 

  次に、２番目の冬に咲く啓翁桜の生産見通しについてというふうなことで質問したいと思

います。 

  西川町は平成６年に、６年と書かれているのと６年度と書かれているのといろいろあった

わけですけれども、６年に販売額１億円を目指して取り組んできました。現在は山形県の生
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産額は日本一です。山形県内で西川町は第１位となっています。したがって、西川町は日本

一の生産地と考えています。令和３年６月の定例会において、１億円の見通しについて質問

したところ、１億円の目標は変えないというふうな回答ございましたが、その後、販売はど

うなっているのか質問します。 

  質問１、令和６年度の販売額１億円の見通しについて、現状ではどうなっているのか、ま

た海外への出荷額はどうなっているのかなど質問をいたします。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 啓翁桜の生産見通し販売についてご質問いただきましたので、ご回答させていた

だきます。 

  啓翁桜の現在の、令和４年度の販売額は約4,847万、5,000万ちょっと切るぐらい、31万本

となっております。これは、市町村別に見ますと西川町は日本一でございます。 

  議員ご指摘のあった令和６年度に販売額１億円を達成はどうかということでございました

けれども、まず堅持するという答弁は小川町政時代になされたものだと承知しております。

私は小川前町長と異なりまして、商売をやっているリアリスト、現実主義者でございますの

で、私はこういった目標を立てることはありません。現実的には１億円の達成というのは困

難でございます。 

  一方で、販売額は徐々に伸びております。 

  また、議員のご質問のあった出荷額は、令和２年度は海外への出荷額、令和２年度は約

575万円、約２万本。令和３年度は732万円、約２万6,000本。令和４年度は767万円、２万

9,000本となっております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 令和４年については4,847万円というふうなことですけれども、

来年度、令和６年度までにはちょっと１億円までは程遠いというのが現状だろうと思います

けれども、この目標、じゃ、どの辺で１億円目指すのか、それとももう来年過ぎたら１億円

の目標を変えて、何ぼぐらいにするというようなことにしていくのか、この辺は考えていま

すか。 

○大泉副議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  １億円の目標、これは県への事業申請に当たって立てた目標であります。 

  一方で、この８月に制定した第７次総合計画の中では、我が町としては１億円目標、何年
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度に１億円達成するとか、そういう目標、ＫＰＩというのは立てておりません。なので、１

億円目標を今後、何年度に１億円という目標を立てるつもりは今のところありません。 

  他方、啓翁桜の生産自体は支援していく考えは変わりませんので、今年度も総合計画の中

でもロボット技術ですとかＩＣＴの活用というのは啓翁桜の生産の中で進めていこうという

ふうに考えていますし、こういった１億円の目標、こういったものにとらわれることなく、

生産の支援というのは続けていきたいと考えています。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） この趨勢でいくと、なかなか１億円達成というのは難しいとい

うのは、前から質問してもそういう答えが返ってきておったわけですけれども、なかなか１

億円はそのままだということでしたので、現実と実際は違うことをいつまでも追いかけても

しようないんでないかと私は思っておったわけですけれども、１億円は変えないというふう

なことです。 

  ただ、明るい材料といいますか、数年前に植えた海味の本野原とかアソウ、それから吉川

の堀割ですか、あそこの植栽地の啓翁桜というのは非常に順調に育っていましてね。これが

生産できる２年ぐらい後ですかね、相当増えてくると思うんですけれども、そうすると、売

上げは当然5,000万は軽く超えると思うんですけれども、どのように見ているかどうか分か

らないですけれども、見通し、その辺をプラスしているんであれば、渡邊共創課長、分かる

範囲内で答えて。 

○大泉副議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  申し訳ないですけれども、今年どれだけ取れるかというのは、すみません、具体的に幾ら

かというのはちょっと申し上げられないですけれども、気候の条件とかもありますので。 

  ただ、ここ３年ぐらいの推移見ていますと、令和２年度が3,900万だったのが令和３年度

は4,100万程度、令和４年度は先ほど町長から申し上げたとおり4,800万というふうに、順調

に順調に伸びてきていますので、災害とかそういうのがなければ5,000万は超えるのは間違

いないだろうとは考えています。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 最初の趣旨にも書いてありますけれども、山形県は日本一、そ

の中でも西川町が生産地の日本一というふうなことですけれども、世界で啓翁桜植えている

ところはないと思いますので、これは世界一の生産地というふうに自負してもいいんでない
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かなと。 

  だから、考え方によって、あそこに啓翁桜の名にはとあるけれども、あそこに世界一、日

本一とばんと入れたらどうですかというふうなことをこの前ちょっと申し上げたんですけれ

ども、そして、啓翁桜をもっと売れるというか、興味を引いていく、世界一の生産地って何

だっけと来るぐらいだと思うんです。 

  啓翁桜はご存じだと思いますけれども、福岡の啓太郎さんが作ったというようなことで、

啓翁桜になっているということですけれども、ほとんど山形県がその後、一生懸命やってき

たという成果で日本一になっているわけで、それを大きく広げて、日本一も何も書いていな

いんですけれども、世界一という旗を作ってばんばんと宣伝していったら、また西川町は新

たな魅力で人が、観光客が来てくれるのかなというふうなことだろうと思いますので。 

  できれば、この１億円の目標ってなかなか難しいんでしょうけれども、あそこの寒河江川

の前、大分話、一般質問でもしたんですけれども、寒河江川の左岸ですか、あそこは完全に

失敗ですので、４ヘクタールぐらい全然枯れて駄目ですので、駄目でしょうと言ったんです

けれども、いや大丈夫です、大丈夫です。結果的には全然大丈夫でなくて、やっぱり川原と

か砂とか石あるところに植えても駄目ですので。 

  ですから、そういった面では、最初からギブアップしてもらえばありがたかったんですけ

れども、大丈夫、大丈夫と、ずっと大丈夫ということも話、きたんだけれども、結果的には

駄目だと。 

  だから、植栽地の獲得については34.1ヘクタールというようなことで、全部終わっている

んですけれども、ぜひ私としては１億円を目指して、何か目標なくなると、そのままだらっ

といくような気がしますので、目標は例えば６年度はならないけれども、８年度には１億円

ぐらいはいかせるというようなことを、それでもならなかったら９年度でも10年度でもいい

ですけれども、ちゃんとやっぱり目標を持って対処していかないと、なかなか力も入りませ

んので、世界一の生産地というふうなことで、ぜひ１億円をやっていただきたいというふう

に思っておりますので。この辺は、今植えているところがいろいろ植栽地が順調に育ってく

れば、達成に近づくかなというような気がしておりますので、ぜひその辺は目標を持ってい

ただきたい。 

  町長も、どの辺ぐらいで１億円、私はやりたいというものあれば、ちょっとお聞きしたい

と思います。世界一の生産地ですので。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 
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○菅野町長 そうですね、１億円というのは、結局こだわらなくてもいいのかなと思っており

ます。 

  ただ、ほかの町、多分東根だと思うんですけれども、第２位の東根市を意識した作付はし

ていかなくてはいけないかなと思っております。 

  議員おっしゃるとおり、日本一ではなく世界一をＰＲするというのは目からうろこでして、

ぜひ行っていきたいとは思っています。それにも担い手を増やすこと、あるいはその園地の

整備に適する場所を見つけなくてはいけないという現実的な問題もありますので、一つ一つ

解決できるように、ここは頑張りますと言うほかないかなと思っております。 

  また、ＰＲのことだけ一言だけ申し上げると、確かに今日本一の里ですというような表示

はないんでございます。ただ、今回の補正予算案に盛り込んでいる、今は睦合地区にポスタ

ーみたいな形で看板を設置しております。これはデジタルサイネージという形で、いろんな

動画すらも映せるような看板を設置しようと思っております。こちらで国道に通る場所です

ので、ＰＲをしつつ、将来的にはどこか国道沿いから見える啓翁桜があれば、ああ、なるほ

ど、西川町は一番なのかと、こういう花があるんだということで、販売促進にも、実際に見

ていただく場面があればできるのかなと思っておりますので、国道沿いの園地と、あるいは

国道沿いに少し見えるような、あまり作付を気にしない、販売を気にしない形で植えること

も進めていきたいなと思っております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 私はなぜ１億円にこだわるかというと、当初の計画で１億円、

農家の所得が１人当たり、平均ですけれども400万あるよというふうな計画だったんですね。

ですから、１億円ですと、今のところ200万ぐらいしか平均でないというふうな、200万以下

というかね。そういうことだろうと思うので、計画が半分ぐらいしかいかない。啓翁桜の方

も12名、今13名ぐらいですかね、方はいらっしゃるわけですけれども、当初の計画見せられ

て、ああ、これぐらいになるのかというと、利益が相当あったと。冬場も行かなくて、冬場

の仕事だから、生活が安定するよというようなことでの話をしてもらって、それに従事して

もらったというような経緯があるので、できれば１億円目指してやって、収益は利益として

400万ぐらい平均として各農家に入るよというようなことをしていってもらえれば、安定し

た収入あって、農家の方も啓翁桜もう辞めるなんていうことなくて、ずっと増やしていかれ

るのかなというような気がしておりましたので、それは最初の計画だったんで、実際にはな

かなか大変なんでしょうけれども。 
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  販売先についてちょっとお聞きしますけれども、春節、いわゆる旧正月以降の売上げを、

販売を確保するのが非常に大変だというようなことがありますけれども、いわゆる春先の売

り先について、いろいろ入学式とかといろいろあるんですけれども、それの強化策というの

は農協のほうに任せているということでよろしいんですか、販売先。 

○大泉副議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 議員のご指摘のとおり、年明け、中国のほうに売れた

りですとか、あと入学式で３月ぐらいに売れたりですとかというところはあるんですけれど

も、２月頃がはざまとか谷間になるというのはそのとおりです。 

  一応、我々としても啓翁桜のＰＲプロジェクトとして予算獲得していますので、今年もた

しか海外のどこかに、ベトナムですとか、そういったところに持っていったりですとか、Ｐ

Ｒの努力はしていくこととしています。これまでもしてきましたし、これからもしていくと

いう考えではおります。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 私の調べでは、令和２年かな、去年、おととし、ドバイのほう

には７倍輸出行ったというふうな経緯がありますけれども、そのほかに香港とかドバイ、シ

ンガポール、いろいろあるわけですけれども、ぜひ売れるところ、買ってくれるところって

いろいろあると思いますので、ＰＲのために、例えば県内の高校といいますか、都内の大学

でもいいでしょうけれども、入学したら啓翁桜一輪をプレゼントして、これを宣伝費で落と

すというふうなことで西川町の啓翁桜をＰＲできれば、話題にもなるし、ああ、入学したら

西川町の啓翁桜プレゼント来たというようなことが話題性になって、西川町を認知してもら

えば大変ありがたい話で、あと、どういうところなんでしょうかというふうな、何人か訪れ

ていただければ大変ありがたいなというふうに。 

  ですから、春節以降の販売をどうやって確保していくかということですので、その辺、今

後ともいろいろとよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、質問２、移ります。 

  先ほども話は出ましたんですが、令和４年度の販売額と生産本数はどう推移しているのか、

植栽地の確保34.1ヘクタールは完了していますが、植栽地の生育状況をどう把握しているの

か、また、人手不足対策にスマート農業の実証実験を行うというふうなことですけれども、

その内容についても質問します。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 
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○菅野町長 お答えいたします。 

  啓翁桜の販売額、生産本数は、令和２年度は約3,906万円、25万本。令和３年度は4,137万

円、25万本。令和４年度は4,847万円、約31万本となっております。 

  植栽地の生育状況は、大規模園芸団地化事業の一環として啓翁桜生産組合や町などが定期

的に見回りを行って確認しております。議員がご懸念されている一部の園地において、生育

が遅れていることも把握しておりますが、こちらは生産組合が施肥などの指導をしても、そ

の土地を預かる農業従事者に受け入れていただけないという現状ですので、町としてもそこ

は限界があるのかなと考えております。 

  また、スマート農業については、1,000万円の交付金を３年間受けられる国の補助金、農

山漁村振興交付金を獲得いたしました。これによりまして、自動草刈り機の導入、生育状況

の管理システム、３つ目、出荷管理システムの導入などを実証事業として全額国のお金で実

施する予定でございます。 

  また、昨年は西川町特定品目普及拡大事業によりまして、啓翁桜の幹回りの草刈りを省力

化するクワガタモアなどの購入の補助を行うことで、生産者の草刈りの効率化を図りました、

支援いたしました。 

  このように、啓翁桜の生産に対する支援は実施しておりますが、町の役割はこのような農

業従事者へのサポートでございまして、生育管理の農作業については、一義的には農業従事

者が実施するものであると考えております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） スマート農業について、自動草刈り機というふうなことで、大

変よかったと思っています。幸い、啓翁桜の植栽は碁盤の目のように植えつけておりますよ

ね。ですから、草刈りするには非常に適地になっているといいますか、この前、会議で山形

に行ったときに、農林省の方の説明で、杉の下払いの自動草刈り機といいますか、あると言

うんですけれども、会議終わってから聞いたんだけれども、この急傾斜地でも使えるんです

かと言ったら、いや使えません。ばらばら杉植えていますので、その辺は回って皆刈ってく

れるんですかと言ったら、そういかないんですと。やっぱりきちっと植えたところでないと、

対象にならないと。 

  こういうふうなことで、今回、啓翁桜については碁盤の目のようにきちっと、皆さん見て

もらうと分かると思いますけれども、そのように植栽していますので、自動草刈り機につい

ては非常によかったというふうに思っております。 
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  若い人もこれ、啓翁桜、参入していますし、年配の人もおりますので、高齢化で労力化が

だんだん大変になってくるというふうなことですので、今後ともそういうふうな自動で、そ

れからセンサーでやれる農業というのは、今実験やっているということですので、できれば

成功していただいて、いろんな今植えているところの草刈りなんかは、そういう自動で泳が

せておけば皆刈ってくれるというふうにしてもらうと、非常にありがたいなというふうに思

っております。でないと、なかなか高齢の方がそこをずっと引き継ぐというわけにもいかな

いし、ある程度どこかでやっぱりこういうふうにして切り替えて、生産を増やしていくとい

うふうなことをしないといけないのかなというふうに思っています。 

  東根の場合は、今辞めている方も、結構やっぱり大変だということで辞めているんですよ

ね。そもそも東根が一番早くて、売上げも多くて断トツだったんですけれども、そういう状

況ですので、西川町はやっぱり第１位の座を失うことのないように、先進的に取り組んでい

ただいて、生産はできるよという体制組んでもらえば非常にありがたいというふうに思って

います。 

  それから、スマート農業について今説明あったわけですけれども、草刈りとか消毒とか、

センサーでデジタルを使ってというふうなことですけれども、今の実験の段階ではどういう

ふうな状況になっているんでしょうか。うまく稼働しているということなんですか。 

○大泉副議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  実は、業者の選定、交付決定自体遅くて、これ国の補助金なんですけれども、業者の選定

が完了したという状況でして、まだ具体的な作業には移っていない状況です。 

  ただ、実験的に１度、このロボット草刈り機、園地で動かしたことがあって、ちょっと私

見に行けなかったんですけれども、生産組合の方に聞いた限りでは、朝、ソーラーエネルギ

ーで動きますので、日があるうち、朝、夏なんで５時から７時ぐらいまで、ひとりでに草刈

りをちゃんとやっていたというようなことは聞いております。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） 了解しました。ぜひ成功されることを祈っておりますので、こ

の生産農家についても、そういう自動化が図られるんであれば、労力も別のほうにまた向け

られるというものになろうかと思いますんで、ぜひ継続的によろしくお願いしたいと思いま

す。 

  質問３に移ります。 
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  冬に咲く啓翁桜、先ほども申し上げましたんですが、西川町唯一の日本一の産物です。地

域おこし協力隊にも手伝ってもらっていますが、これをインターンやじょせつたびの方々に

も、冬の観光として組み入れることはできないのか質問します。 

○大泉副議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 啓翁桜の作業をインターンの方などに組み入れることはできないかというご質問

ありましたので、お答えいたします。 

  除雪たびをはじめとする地域おこしインターン生の活動については、町民の皆様から寄せ

られたお願いやニーズに応じて実施してまいりました。このため、啓翁桜に関する農作業に

ついても、生産者からのニーズがあればインターン生の活動として組み入れることは十分可

能だと思っておりますが、昨年冬もじょせつたびの方、いらっしゃっていただきましたけれ

ども、啓翁桜の生産組合への聞き取りも行いましたが、そういったお手伝いのニーズは現在

ございませんでした。 

  ただ、昨年の総合開発株式会社で実施しました啓翁桜を発送する作業、ふるさと納税や広

報用のサンプリングの発送についてはお手伝いのニーズがございました。この原因としては、

しっかりというか、生産組合の方がご要望できるようになればいいなと思っておりますけれ

ども、まだまだ地域おこし協力隊インターン生の活動は１年もたっていないわけでございま

す。こちらを、活動や彼らのノウハウ、作業してみて楽しさというのを行う、理解していた

だく必要があるのではないかなと思っております。 

  私の家もサクランボをしております。私もサクランボを毎日朝４時半に起きて８時まで作

業をする。もう７時ぐらいになればハウスの中なので暑くなるわけです。私はこれがいやで、

私の父親に、ぜひ地域おこし協力隊に来ていただくように要望してくれというふうに私はお

やじに言いました。しかしながら、おやじは「こんな素人がサクランボを扱うなんてできな

い」と、「今まで丹精込めて作ったサクランボを最後の摘み取りの時期で傷つけたりするよ

うではならない」ということで、親子げんかをしました。 

  しかし、私は必ずこの方々ならイナガワでも、そういったサクランボ狩りの経験をしてき

た人たちだと信じて、インターン生に独断でお願いしました。２時間、朝作業をしてもらっ

たおかげで、私は１日休むことができました。作業が終わった後、おやじが言った言葉は、

「あしたから毎日来てけろは」と言われました。 

  そういったことが啓翁桜の生産者組合に、おやじのような考えである可能性もあるわけで

すので、ご理解、まずは１回試してというような働きかけを行ってまいりたいと思っていま
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す。 

○大泉副議長 10番、菅野邦比克議員。 

○１０番（菅野邦比克議員） インターンとかじょせつたびと書いたわけですけれども、私も

体験観光に組み入れて、いろんな方が来ていただいて、できれば木を切っていただいて、あ

そこに、ハウスに持ってくるとか、いろんな時期的なものもあるわけですけれども、そうい

う観光に組み入れて、自分も手伝ったのがこんなにきれいな花になるのかというふうなもの

が次々と来られれば、また何かプラスになっていくのかなと思って、差し当たって、インタ

ーンとかじょせつたびの方にも、あそこを観光として組入れできればなというふうな思いで

話ししたわけですけれども。 

  啓翁桜って冬もらうとありがたいですよね、きれいで。ですから、あの啓翁桜もらって怒

る人は誰もいないと思いますので、ぜひ観光としても組入れすることが、これは町の仕事で

もないでしょうけれども、組み入れてもらっていただいて、体験、啓翁桜狩りとか、そうい

うふうにしてもらえればありがたいなというふうに思っております。 

  そして、啓翁桜をもっとこの方々から発信していただいて、西川町の啓翁桜というのは、

先ほど言ったけれども、世界一なんだというふうなぐらいのあれを話ししていただければ非

常にいいのかなと。 

  木を11月頃切ってくれる人の話を聞いても、なかなか大変なのよという話は結構聞いてい

ますので、その辺あたりにも突っ込んでいければ、何人か来られるかなというふうに思って

おりましたので、そんなことでよろしくお願いできればなというふうに思っております。 

  啓翁桜は前から私も取り上げてきたわけですけれども、なかなか4,000万ぐらいから伸び

ないですよね。ですから、何か打開策がないと、一気にどんと6,000万とか7,000万とかで抜

けるのが何か難しいのかちょっと、どこかでどうなっているのか分からないんですけれども、

そういう日本一とか世界一とかと起こして、いろんな方が、また多くの方に来ていただいて、

生産に携わっていただければいいのかなというふうに思って質問をさせていただいたところ

でございます。 

  これで私の質問は終了させていただきます。ありがとうございました。 

○大泉副議長 以上で、10番、菅野邦比克議員の一般質問を終わります。 

  議長を菅野議長と交代します。 

  菅野議長、議長席にお着きお願いします。 

〔議長 菅野邦比克議員 議長席に着く〕 
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○菅野議長 議長を交代しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 これで本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時１３分 

 



 

令 和 ５ 年 ９ 月 １ ２ 日 
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令和５年第３回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

                 令和５年９月３日（日）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 一般質問 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開

きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○菅野議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 飯 野 幹 夫 議員 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

〔２番 飯野幹夫議員 質問席へ移動〕 

○２番（飯野幹夫議員） おはようございます。２番、飯野幹夫です。 

  事前に提出させていただいた一般質問について、今回は３点について質問させていただき

ます。 

  初めに、大沼のキャンプ場についてでありますが、西川町のキャンプ場をインターネット

で検索すると、弓張平オートキャンプ場・志津野営場・大沼キャンプ場、それから大井沢の

キャンプ場がホームページで紹介されております。ただし、大沼キャンプ場の詳細について

は、ホームページを見ると、「自然の中で緑に癒やされ、とてもリラックスできます」とい

うふうな表現で紹介されております。ただ、現状を踏まえて、以下の質問をさせていただき

たいというふうに思います。 

  質問１です。大沼キャンプ場のトイレ及び炊事場は老朽化により使用できない状態であり、

ロープを張り、使用しないでくださいと貼り紙を表示していますが、今後の維持管理につい
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て町の考え方をお伺いさせていただきたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 おはようございます。 

  大沼キャンプ場についてお問合せありましたので、ご返答いたします。 

  平成26年４月、総務省からの要請を受けて、各自治体がもう大変な思いで策定しなくては

いけない計画がありまして、これはどこの自治体も求められるものなんですが、西川町公共

施設等総合管理計画を平成28年12月に策定しました。これは、私も国家公務員だったときに、

全自治体に計画を策定せよというご連絡があり、地方行政の方々からたくさんの負担が大変

だという声をいただいた覚えがあります。この計画は、公共施設全体を把握し、長期的な視

点に基づいて施設の更新、統合、長寿命化を計画的に実施することにより、財政負担の平準

化を目指すとともに、公共施設の最適な配置を実現することを目指して策定するよう強要さ

れたものです。この計画に基づき、個別の施設ごとに、どのようにこれから対応をしていく

のかという具体的な方針を定めるため、西川町公共施設個別施設計画を令和２年３月に策定

しました。こちらは、西川町のホームページでも公表しております。 

  この個別計画によれば、大沼キャンプ場のトイレは計画期間内、つまり、平成11年まで、

ごめんなさい令和11年までに解体する予定となっております。トイレの解体と同じ時期に炊

事場なども解体することが財政的には効率的だと考えております。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  今、町長からの回答ですと、平成11年までに解体と。 

〔「令和」と呼ぶ者あり〕 

○２番（飯野幹夫議員） 令和ですよね。はい、ありがとうございます。 

  実は、最近には、オートキャンプを含めてキャンプの人口というのは大変増えているとい

うふうに私も認識しております。私の友人でも、いろいろなところにキャンプに行く友人が

いまして、キャンプ場を選ぶ理由というものを聞くと、やっぱりそのキャンプ場にある設備、

それから清潔感、それから、もう一つの選ぶ理由としては、周辺レジャー施設などの充実と

いうふうな形で、その友人から、もしくは以前大沼キャンプ場でキャンプをしている人から

聞いたりをしておりました。そうしますと、先ほどの町長の答弁からいくと、計画としては

令和11年までに解体というふうな形で、修復の整備というふうな考え方はないという認識で
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よろしいわけでございましょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 特段、計画どおりございません。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） これについては、私も、地元の人間としては大変残念な提案という

ような形になりますけれども、そういう考えであれば、問２の質問に移らせていただきたい

というふうに思っております。 

  問２としましては、解体というような形のことがあるわけですけれども、キャンプ場とし

て修復整備がなければ、やっぱりトイレ、炊事場等使用できませんというふうな形で、町の

ホームページでも紹介してあって、そしてまた現地に対してもそういうような形で表示され

ているというふうなことで、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、やっぱりイメ

ージダウンとならないためにも、例えば大沼キャンプ場、長沼のところに看板もありますし、

誘導看板もあります。それから、町のホームページにも先ほどの４つのキャンプ場が紹介さ

れているわけですけれども、そのホームページから削除するというふうな考え方はないのか

なということをお伺いしたいのと、ないのであれば削除したほうがいいのではないかという

ふうなご提案をさせていただきます。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 キャンプ場のホームページに関しましては、町のホームページではあるんですけ

れども、こちらは観光協会のリンク先でございまして、観光協会のホームページにこちらは

記載しております。議員のご指摘をいただきまして、観光協会にはその旨申し上げて、もう

今は削除されております。 

  なお、看板に関しましては、支柱のついている看板を早速撤去しまして、ただ撤去するだ

けだともったいないので、再利用できるようにこちらのほうで保管して、有効に使いたいと

思っております。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  質問通告書を出した時点で、いろいろ眞壁課長ともお話をお伺いさせていただいたりして、

もう即対応していただいて本当にありがとうございます。 

  先ほど、自分の地区であり、公的な場がなくなるというのは大変残念だというふうな話を

させていただきました。質問事項としては書いていませんけれども、町長としてあの大沼キ
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ャンプ場を今後どのような形で活用するとか、イメージを持たれるのかどうか、その辺のと

ころをお伺いできる点あればお伺いさせていただきたいなというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 私の予算、スローガンというか、これは、やりたいことを実現するということで

ございますので、まずは、これはニーズベースにのっとって対応してまいりたいと考えてお

りますので、今、沼山区からも大沼キャンプ場に関する要望は今、確認されておりませんの

で、ぜひ地域のほうでこういうふうに活動したいんだということがなければ、ちょっとニー

ズベースの予算編成にはできないかなと思っております。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  沼山区でも、やっぱり公的のキャンプ場がなくなるということに対して、今後どのような

形で活用していけばいいかというようなことを区長はじめ区民と話合いをして、また要望等

出てくれば、この場もしくは個別に対応させていただいてご相談させていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次の質問に入らせていただきます。 

  ２番目の質問としまして、西川町の総合開発株式会社ですけれども、水沢温泉館、最近サ

ウナを導入し、それから大規模改修というふうな形で、レストランのメニューの見直しとか、

売店の販売商品の追加とか、積極的なイベントの企画取組というふうな形で、急激にいろい

ろな形で催物をやったりしていますけれども、以下の質問をさせていただきたいというふう

に思います。 

  質問１としまして、改修後の集客状況、それからサウナのセルフロウリュウ式の利用状況

についてお伺いできますでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 本日も、飯野議員や議長や古澤議員もご参加いただいて、草刈りの後に、その後

のサウナも行ってきましたけれども、まず、今日も朝から、サウナ室の中も外気浴も満席で

ございました。 

  前年比の状況から申し上げますと、集客は1.5倍ほどになっております。おかげさまで集

約は1.5倍になっております。売上げも同じように、売上げはもう少し、1.5倍以上になって

いるんですけれども、特筆すべきなのは純利益のほうなんです。純利益のほうは２倍近くな

っております。こちらは、やはり条例でもお認めいただいたサウナを別料金とする、差別化
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をする戦略が、差別化をして料金を頂く代わりにしっかり満足いくサービスを整えることが

できたのかなと思っております。９月18日に放映されますけれども、「サウナを愛でたい」

という番組にも放映いただきます。 

  なお、この水沢温泉館に関するプロモーション費用、これは今までまだ一円も使っていま

せん。一円も使っていません。それでも、人が来て純利益、倍となるわけです。それで、あ

と、「サウナイキタイ」というサイトがございまして、こちらのほうでは、まだオープンし

て４か月なわけでございます、４か月、その中での４か月間の投票数、これは山形県内第１

位でございました。今までの積み上げでも、山形県内で今、第５位でありまして、公的施設

としては山形県内１位です。ほかは全て民間事業者がもう特別なサウナの形態を、サービス

を施して、高い料金で競っていますので、さすがにここにはなかなか勝てないかなと思いま

すけれども、私自身、もう吉川に住んで、朝、夜２回行った日というのはもう30回ぐらいあ

りますし、しっかり顧客の声を聞いて、顧客の声を聞いてファンと話し合って、虫が少し出

てきたぞとか、水風呂に温度計が欲しいぞとか、明るさが少し明る過ぎるんじゃないかとか、

そういった声にすぐ対応いただくことで固定のファン層というのがついてきたのかなと思っ

ています。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  何とプロモーション費用はゼロというふうな形でありましたけれども、でも、集客が1.5

倍、売上げは1.5倍以上、何と利益は２倍以上になっているというふうな形でお話をお伺い

しました。 

  実は、私も直売会の会員にならせていただいていまして、先日、生き生き直売便りという、

４月から７月までですか、の売上報告書が送付されてきたのを見させていただきました。直

売だけで見ても、前年比比較で見ると、６次産業品、例えば山ブドウ液とか、そういう食品

加工品の売上げが非常に大きく伸びておりました。山菜とか、果樹とか、花卉、花とか、そ

れから穀物関係はほとんど前年並みもしくは若干ずつの進捗あって、全体では106.8％と、

４～７月の状況ですけれども、売上高にして124万円ほど増というふうな大変、直売会の会

員としてはうれしい数字を見させていただいたなというふうに思っております。これに対し

て、やっぱり町長が先ほどお話しされたように、サウナへ行っても、サウナに一緒に入られ

ている人からいろいろな意見を聴収してやって施設運営に当たっているというふうな形の大

変いい姿が集客にも現れてきているんじゃないかなというふうに思います。 
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  実は、９月１日、山形新聞に、お盆に帰省した富山県の方から、山形新聞のやましんサロ

ンというものに投稿されていたんですけれども、この中の投稿の文面を見ると、寄ったのは、

塩麹ソフトクリームを食べた際に、スタッフの接客対応のよさとそれからスムーズな提供。

驚いたのが、スタッフに町長もいて驚いたというふうな形で、タイトルが「西川町道の駅気

分よく」というふうな形で、そのサロンに載っていた。私は町民でありますけれども、この

新聞を見ただけでもやっぱり非常にうれしいというふうな、一町民としてもうれしいという

気持ちになりました。 

  町長が、ここに投稿されているような形でスタッフの対応のよさとか、そういう様々なこ

と、確かに、私も道の駅に行くと、スタッフの方々の笑顔とか、やっぱり接客対応、明るく

元気で、というふうな形が以前と全く違うというふうな形に変化しているというものを肌で

感じている次第であります。もし、よろしければですけれども、菅野町長はどのような考え

で職員育成と、育成というのはあれですけれども、しているのか、よろしければお聞かせ願

いたいというふうにお願いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 道の駅を、いや、総合開発株式会社のことをご評価いただきましてありがとうご

ざいます。 

  まず、心がけたのは、役場と、政策もそうですけれども、総合開発の職員を近づけるとい

うことですね。そのためには、私自身現場に立って、彼らの、職員の、総合開発の職員の声

を聞かなくてはいけないと思って、やれることとして、レジのほうに入らせてもらいました。

そうすることで、人柄や仕事の忙しさ、そんなことも分かったり、また、改善すべきところ

も分かるわけです。 

  そして、役場職員にも改革を、意識改革を促しています。役場職員は、西川町総合開発の

ことを株式会社と言うんですよ。何だそれ、って最初思って、そういうことを言った人はこ

れから私が注意するというふうに冒頭申し上げました。これは、株式会社という、あたかも

下に見ているような発言をするわけです。でも、役場職員は声を張って一円でも稼いだこと

ないわけですよ。一円でも稼いだこと。そんな人に私は、役場職員に総合開発のことを株式

会社なんて言ってほしくなくて、まず、君たち、１円で大声出して客を寄せたことがあるか

ということを職員にお伝えして、意識改革、総合開発は勝っているところがたくさんあると、

そんなことを職員にも教えながら、企画段階から、事業の企画段階から総合開発の職員と西

川町の役場職員をごちゃ交ぜにして企画を行っております。 
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  そんなことから、このような、今日、西川新聞店からも頂きましたけれども、こういう記

事になったり、あと、前からあったこのなんばこというのは、総合開発職員の方と役場職員

で話し合って、新しい商品開発をしたり、もともとあったもののもう一つ辛い商品を出した

り、そのプロモーションを役場のホームページで行うなどして、これ、地域のゆずりはの会

のお母さんたちが作られているわけですから、そんな方にも元気を与えられるような活動が

できたのかなと思っています。私自身、ですから、本気でやるというのが職員の人材育成に

もつながるかなと、伝えるということです、本気でやっていることを伝えるということだと

思います。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  今のお話でですと、もういろいろな企画の段階から声を聞き、そしてまた意識改革という

ふうな形で行っていらっしゃるというのは、これは、株式会社の道の駅の職員だけじゃなく

て、役場のメンバーも一緒というふうな形であります。ありがとうございます。 

  質問２に移らせていただきたいというふうに思います。 

  実は、この質問をする際に当たって、銘水館の職員の方ともお話をさせていただいて、常

時製造販売しておりますピルスナー、それからミュンヒナーの地ビールのほかに、５年ぶり

にヴァイツェンを復活して好評を得たというふうにお伺いをいたしました。また、大変、先

ほど集客1.5倍とか利益２倍というように町長からお話ありましたけれども、売上げが好調

で、地ビールが品切れになったというふうなこともあったというふうに伺いました。せっか

く集客が多くなっているというような形で、こういうふうな形の品切れというふうな形にな

らないように、増産体制というふうなものについての考え方はいかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 月山ビールのご質問をいただきましたので、ご回答をさせていただきます。 

  品切れになるほど好調だったというのは、ヴァイツェンのことだと承知しております。こ

ちらは、樽とかでは、間もなく、まだありますけれども、ビールのほうはおかげさまで売行

きが好調になっております。今、月山ビールの売上げは1.3倍ほどに、昨年比です、1.3倍に

なりまして、なかなか利益の取れる商品でありますし、まず西川町らしい商品なんでござい

ます。超軟水のビールを生かして、製法も職人がされているわけですので、そのビールをこ

れからも切らさないように行っていかなくちゃいけないと思っております。 

  ヴァイツェンをどうするかというのは、限定商品でございますので、これは今後考えさせ
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ていただきまして、そのほかのピルスナー、ミュンヒナーを切らさないで提供することが必

要だと思っております。もう少し、２割くらいはまだ増産できる余力はあると思いますが、

今後、これからふるさと納税なども好調ですので、そちらのほうでの需要とかも考えますと、

増産体制を整備しなくてはいけないということは必要だと思っております。 

  ただ、増産体制を、タンクが必要なものですから、施設整備を伴うわけでございます。こ

れが銘水館の敷地内でさらに増産するか、それとも違うところで、例えばということですけ

れども、志津温泉の近くなどでも月山自然水が取れるわけですから、そちらのほうで増産か

つ観光施設などもつくっていくかなど、これからそういった増産体制だけではなくて観光面

も考えながら、どこにその工場を置くべきかというのを中期的には考えなくてはいけないと

思っております。ありがとうございます。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  施設整備というふうな形で今、お話があったんですけれども、実は、これは町長が上小沼

とそれから志津の地蔵沼の源泉ですか、あそこを視察に行っていますよね。それも、そうい

う考えもあってやっぱり視察したというふうなことだったのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 そのとおりでございます。どこに工場を建てるべきなのかということに当たって

は、やっぱり水源が近いところが好ましいと思っております。 

  また、小沼のほうには、これから、今回の予算案で水路の整備を考えておりましたので、

その視察も兼ねて伺いました。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  施設整備というような形のお話の中で、ちょうど問３に私が提案する部分があって、これ

も総合開発のスタッフの方からお伺いした話ですけれども、地ビールの製造過程が開業当初

からの設備でありまして、やっぱり瓶詰めとかそういったものが手作業になっているという

ふうな形をお伺いしました。手作業で瓶詰めして、ラベルを貼っているのも手作業と。 

  実は、スペースの関係で一人作業というふうになっているのが現状で、今後はやっぱり量

を増やしていくと、もうけるためにはオートメーション化及び作業スペースの確保、先ほど

町長がおっしゃられた貯蔵タンクのやっぱり設置場所の変更とか、そういうふうな売上げに

つながることも目指していかなければならないんだよというような形で、職員の方からもお
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話をお伺いして、職場環境を改善する必要があるというふうに私も感じましたので、ぜひ、

本当に稼げる職場というふうな形になっておりますので、その辺の改善の提案を申し上げた

いというふうに思いますし、あと、提案に対する町長の考え方をお伺いできればというふう

に思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご指摘ありがとうございます。 

  今のご提案は、確かに手作業になっておりますので、こちらは手作業になっておりますの

で、オートメーション化を行っていきたいと思っております。それには、町の施設になりま

すので予算化を伴うわけでございますので、こちらはどの製品がいいのかというのは現場サ

イドと話しまして、また、近くご提案できればと思っております。 

  なお、少し改善したのは、今まで地ビールを作る職人さんが一人体制だったわけです。そ

もそも１人しかいらっしゃらないということでしたけれども、今年の４月から、１人、西川

町出身者でビール酵母にやや詳しい、好きな方が西川町出身者でおりましたので、その方を

スカウトして、今、２人体制でその先輩の職人から技術を学んでいるところでございます。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） 職員体制も、もう１名体制から２名にしたというふうな形でありま

した。 

  実は、地ビールは、25年前になるのかな、1998年４月に月山地ビールの製造販売以来、も

う25年経過しているというような形で、今後、やっぱり設備の老朽化は直面する課題という

ふうに想定されますので、町長のお考えのとおり、やっぱりしっかりとした時代にマッチし

た稼げる環境整備に期待させていただきたいというふうに思って、この質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございます。 

  ３番目の質問になります。３番目の質問は、相続登記の申請義務が令和６年４月１日から、

民法等の一部改正によって、法律が施行されて相続登記の申請が義務化されるというふうな

形で認識しております。これは、不動産の取得の不明な土地とか、国土交通省の調査による

と、日本国土の24％に上るというふうな形で、上るというふうにある記事に記載されておる

というような形でありました。我が町ではそんなにないのかなと思いますけれども、公共事

業や復旧、それから復興の事業を急遽進めなければならない場合に、こういうふうな形の相

続登記になっていないものに対して、土地の所有者から承諾を得るために妨げになるという

ふうなことも想定されるというふうなこともありますし、また、空き地として放置されるこ
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とによって雑草の繁茂やそれからごみの不法投棄、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす

おそれがあるというふうに考えられます。 

  そんな観点から、質問１としまして、西川町としても固定資産税を徴収する上で所有者の

明確化というのは大切なことだというふうに私は思います。町民に対して、今回の民法の改

正、法律の改正を伴う相続登記の義務化に向けた町民に対する周知、広報、これは町ではど

のように考えておるのか、お伺いさせていただきたいというふうに思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 相続登記の義務化に向けた広報に関してのご質問をいただきましてありがとうご

ざいます。 

  こちらの制度の周知は、手続を所管する法務局で一義的には行うことになります。ただ、

西川町としても、本年５月に固定資産税の納税通知書を郵送するときにチラシを同封したり、

また、窓口で実際に相続登記が必要となる死亡届を受理させていただくときなどに相続登記

の必要性や相続手続の説明、案内を行っております。引き続き、町民の皆様が不動産の相続

を知った日から３年以内に相続登記を行わなければ過料が発生すると、そうならないように、

町のホームページでの掲載や、来月以降、お知らせ版などに定期的に掲示、掲載するととも

に、同じようにチラシの同封、固定資産税納税通知書のときにチラシを同封したり案内など

を行ってまいりたいと考えています。 

○菅野議長 ２番、飯野幹夫議員。 

○２番（飯野幹夫議員） ありがとうございます。 

  もう、今年の５月の固定資産税を徴収するときも町民に対しては告知している、それから、

今後は窓口でも対応する、それから、お知らせ版、それからチラシなどで告知していくとい

うふうな形でお伺いさせていただきました。 

  非常に、このことは、先ほど私、お話しさせていただいたとおり、いざというときに大事

なことというような形になろうかと思いますので、ぜひとも西川町が、マイナンバーカード

じゃないんですけれども、こういうふうな申請義務をきちんと100％守れるような町民との

対話をやってほしいなというふうにお願いを申し上げまして、私からの質問は終わらせてい

ただきます。 

  ちょっと時間、余裕ありますけれども、ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、２番、飯野幹夫議員の一般質問を終わります。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 古 澤 俊 一 議員 

○菅野議長 続いて、９番、古澤俊一議員。 

〔９番 古澤俊一議員 質問席へ移動〕 

○９番（古澤俊一議員） ９番、古澤でございます。 

  さて、このたびは、私は病院を愛している１人として、町立病院存続のための方策につい

てと、岩根沢神社の神楽の担い手と岩根沢から登る月山参道についてご質問をさせていただ

きます。 

  まず最初に、８月のＮＥＴＷＯＲＫにしかわに病院の特集が掲載されておりました。公立

病院を抱える自治体にとって、病院の関係者の皆さんには大変頑張っておられております。

また、特に今年まで４年間はコロナ感染者の発生の影響なども重なりまして、患者の減少、

物価の高騰なども受けまして、病院の運営、経営が厳しい状況に置かれております。 

  町には様々な施設がございますが、その中で、元気な方でも、誰しも生涯のうちで必ずお

世話にならなければならない大切な施設が病院であります。時代が進むにつれて、様々な病

気も現れてきます。病院の存続は、病院関係者の努力と町民の理解と協力がなければなりま

せん。町立病院の運営についてご質問をいたします。 

  質問１、病気の診察、治療に欠かせない放射線技師が現在１名で対応されております。ま

た、正放射線技師が休まれる場合においては、診察に支障がないように、現在は前放射線技

師からお手伝いをいただいている状況ということであります。しかし、正放射線技師が１名

となりますと、急遽な事態が発生した場合を考えますと、いつまでもこの体制ではいかない

のではないかと思うところであります。１名を増員すれば、それなりに財政負担も大きくな

ってしまいますが、働き方改革の上でも必要と思うところであります。そうした中で、でき

れば女性の特有な検査もあるということで、ぜひ女性の放射線技師の増員などができないか

ということであります。患者だけでなく、これから検診したい方からのお話も出ていること

もありますので、お考えをお伺いいたします。お願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 現在、放射線技師が１名で対応しているけれども、１名の増員、できれば女性の

技師さんを増員するお考えはないのかというご質問だと思います。お答えさせていただきま
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す。 

  放射線技師の増員は、７月に開催された病院対話会、古澤議員もご出席いただきましてあ

りがとうございました。そこで出された意見の一つだと思います。つまり、ニーズはあるん

だろうなと、利用者側の、を感じました。 

  また、現場サイドの話をしますと、町立病院の放射線技師さんは、おっしゃるとおり、長

年１名で対応しております。休暇となった場合には、町内の有資格者の方にお願い、委託を

して対応している状態でございます。突発的に職員が、勤務できなくなった放射線技師さん

の場合でも、患者さんに検査日の変更をお願いするような対応もなっております。このよう

なことから、現場としてはぜひ１名を増やして放射線技師、できれば女性に、ということが

望ましいのかなと思っております。以上が現場のお話でございます。 

  しかしながら、病院や自治体を経営という考えでおりますと、まず、病院の赤字幅は実質

２億8,000万円でございます。２億8,000万円。こちらの兼ね合いから、業務量と人件費をし

っかり考えていかなくてはいけないなと思っております。このため、経営の面からは、単独

での増員は難しい、単独というのは、レントゲン技師さんだけ、その業務だけでの採用とい

うのは難しいと考えております。例えば、透析業務なども行える技師さん、また、事務作業

さえもできる技師さんという、兼業ができる方であればすぐに採用したいと思っております。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  やはり、西川町の患者数等々においても、それに合った、見合った患者数が少ない、そう

いった形もあろうかと思います。私も、財政的に２億7,000万、8,000万以上、一般会計から

という中で、１番、２番、３番等々においてはお金のかかるようなことを申し上げますけれ

ども、また、その最後には皆さんにいろいろ使っていただけるような、そういった方向に考

えたいと思っております。 

  今月においては、当然、９月のがん征圧月間とあって、女性特有の検査で乳がん検査、マ

ンモグラフィーという検査がございます。女性に対する検査のニーズも本当に高まってきて

いる中であります。そういった中で、女性の技師が来てくださればなということでご質問し

たわけでございますけれども、本当に増員となれば、大変な財政負担ということも分かりま

す。こういった中で、若い女性の患者の検診が、利用者も増えればと、そしてまた、これか

ら町長も生産年齢、様々な移住者の方々も取り入れて、若い方も入ってくるということにな

れば、やはり彼女らも安心して診察も受けられる病院体制になればなと。先ほどの、兼務す
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れば、そういった形もまた使えるような形もできるやもしれないという案も出ましたので、

ひとしきり安心したところでございます。 

  次に移ります。 

  質問２でございますけれども、ほとんどの病院の待合室にはテレビが設置されております。

病院には、特に症状の悪いところがなく、定期的な検診の方や、体の異常、不調のため診察

をしていただきに来院している方々が様々おります。そのようなとき、音楽には癒やしと精

神の安定、また待ち時間を短く感じさせる効果の働きがあると言われております。そのよう

なことから、ＢＧＭを流してみてはいかがなものかとお伺いいたすところでございます。 

  あわせて、先ほども申しましたように、病院の対話会でもご意見がありましたように、院

内の照明をＬＥＤに交換することにより、電気代抑制と、院内が明るく、患者さんの不安も

気持ちも和らげるのではないかと思っております。ＢＧＭの活用とＬＥＤ照明に交換する予

定があるのかお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ＢＧＭとＬＥＤ照明に関してご質問ございました。町立病院の院内で対応すべき

ではないかということかと思います。 

  まず、ＢＧＭのほうでございます。ＢＧＭは、確かに私もリラックスするときにはＢＧＭ

を、ＢＧＭというか、音楽を聴いて、最近はカラオケも始まるので、堀内孝雄さんとか、石

川さゆりさんの「天城越え」とか、西野カナさんの「Have a nice day」とか「ｉｆ」とか

聴いて、私はリラックスしています。また、ラジオはＹＢＣラジオのほか、ほかのラジオ局

で「司馬遼太郎短編傑作選」とか「藤沢周平の世界」とかを聴いてリラックスしているので、

リラックス効果は高いと私自身も感じています。 

  ただ、ニーズがあるかというと、こちらは、私が聞いている限りは、対話会ではその話は

なかったのかなと考えております。よって、テレビを今、実際楽しんでいる方もいらっしゃ

って、特段病院のほうにもそういったご意見がないものですから、今のままでテレビのほう

が定着しているのかなと考えております。 

  ＬＥＤ照明の設置については、こちらは病院対話会でも出されました。私も、病院に行く

と、せめて１階のところはＬＥＤで照明をすることで、お待ちになっているお客さんや現場

で働く看護師さんの方のことを思えば、これは対応すべきだと思っております。 

  今年度当初にＬＥＤ照明の購入、工事の施工を予定しておりました。当初予算にも盛り込

んでおります。ただ、このコストを考えた際に、リース方式で行ったほうが購入、施工より
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も安いということが分かりました。参考ですけれども、金額的にも安い、また、ＬＥＤは電

気料金70％の削減、今は電気料、高くなっておりますので、70％削減を見込める効果がある

ため、私自身も早く導入したいなと考えております。ご指摘いただいたＬＥＤに関しまして

は、本定例会において補正予算でリースという形で計上しておりますので、速やかに補正予

算通過後には工事を行うように体制を整えてまいります。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  先ほど申しましたように、私も対話会に参加させていただきました。本当に対話会、大勢

の方々とお話しすると様々なご意見が出るということにおいては、大変いいことだなと思っ

ておりますけれども、たまたま、この病院等々においては、７時からということで、日頃や

はり診察を多く使っている方が来られなかったという面もちょっとあったなと思いますけれ

ども、参加した方はそういった思いを持って参加してくださったなと思っております。 

  先に、照明の件でございますけれども、町立病院、開業して46年を経過している病院であ

ります。様々な改修を施していただいている中で、切りがございませんけれども、私は大変

よくなっているほうだなと思っております。病院には、不安を抱えて来る患者さんですので、

早々ＬＥＤに切り替えることを考えていることに大変ありがたく思っております。リースで

あろうと、購入であろうと、経済面を見て、やはりリースでやると、大変よかったと思って

おります。これから議会に諮るわけでございますけれども、そして、消費電力も最大70％を

やはり削減される見込みがあるというわけであります。節電をしながら院内の雰囲気が明る

くなり、何より心と温かさを感じられると思っております。また、万が一停電で自家発電を

要する場合も、電力をほかの部類に回せるということもございます。 

  さて、ＢＧＭの件でございますが、再度申し上げますが、病院には様々な症状で診察を受

けに来院されております。そのとき、ＢＧＭは心を落ち着かせ、居心地などをよくする効果

があると実証されております。近年は、手術のとき、また事前に患者の手術中に流す音楽の

ジャンルをお聞きして、リラックスして手術を受けられるようにもなっております。また、

ほとんどの病院の待合室にもテレビが設置されており、それなりに待っている間、テレビ鑑

賞で病気から気持ちをそらしたい方、中には静かに待っていたい方、様々な方がおられると

思います。テレビは、皆さんに合う番組となっているわけでもありませんので、そのような

中、ＢＧＭを流すことをお勧めしたいわけであります。 

  できるようであれば、流す音楽も、四季、私は演歌は好きなんですけれども、流す音楽も
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四季に合った優しい音楽、また、冬は暖かくなるような音色、正月は琴の音色などを流せた

ら町立病院のイメージも変わるのかなと思っておるところであります。 

  今回、ＯＮＳＥＮガストロミーの中継所にも音楽を流していただけると雰囲気も変わるの

ではないかと関係者に申し上げたところでもあります。音量でセーブできますので、テレビ

があって音楽が嫌いな方はほぼ少ないと思っております。すぐ設置ということはまた別とし

て、また、仮にちょっと高価なカセットで、テレビの反対側のほうに置いて流してみて実験

していただく、このＢＧＭの機械というものも様々ございますけれども、高価なものでなく、

縦型のものもあるようでありますけれども、この件も考えて実行してみる価値があると思い

ますが、どのように思いますか。町長、もう一度。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  ＢＧＭの件ですよね。ＯＮＳＥＮガストロミーの件は、まさしくそのとおりだなと思って

おります。 

  音楽、何を流すかというのが一番難しくて、私はORANGE RANGEというのが大嫌いなんで

す。ラップ系の音楽は。でも、ハロー！プロジェクト、松浦亜弥さんとか、西野カナさんと

か、モーニング娘。とか、そういうのは大好きなんでございます。このように、またはクラ

シック、私はあまり好きじゃなくて、人それぞれなので、ぜひそこはちょっとご理解いただ

きたいのと、また、現場のほうで試してみる価値はあるのかなとは思っていますが、今日は

テレビを消して音楽だけにしてみて、テレビつけてけろっちゃ、と言われるかどうかという、

試してみる価値はあるかなと思っておりますけれども、松田事務長が嫌そうなお顔なので

……やりますか。やる。やらない。やる。やるかやらないか。 

〔「やります」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 やるそうです。 

  以上です。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 何でも試してみることが最初でございますので、よろしくお願いし

ます。駄目ならやめればいいんでございますので、よろしくお願いします。 

  次に、問３に移りたいと思います。 

  病院では、知っている人に会われるのが嫌いな方が多いようであります。知られたくなく、

待っていても名前で呼び出されると、気づいていなかった方に気づかれてしまう、そのよう



－142－ 

なことが事前にないように、デジタル電光板の設置をしていただけないか、お伺いをすると

ころであります。 

  デジタル電光掲示板、大抵３名ぐらいまでは掲示されるわけでございますけれども、自分

の順番が分かりますし、待ち時間が長いときも、そしてまた電話が自分にかかってきた場合、

そしてトイレに行きたいときでも、患者もスムーズな行動が取れることにつながりますので、

また、患者同士、あまり個人の病気にも触れないような方法などをしていただけないか、お

伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 病院内でのデジタル掲示板についてご質問がありましたので、お答えいたします。 

  デジタル掲示板は、確かに病院の対話会でも設置の要望がございましたが、現在、病院で

は設置については考えていないということです。この答弁を作成するに際しまして、院内で

協議した結果、ご高齢の患者さんが多い町立病院においては不向きではないかという結論だ

ったようです。規模の大きな病院等では必要なのではないかという意見が多かったです。 

  なお、理由としましては、発券番号を出す発券機などを用いて番号の呼出しを行う方法も

話し合って、理由というか協議をしてまいりたいと、発券機での番号でお呼びすると、掲示

板ではなくて、それはご検討、これからいただくようでございます。 

  また、病院では、患者同士の個人の病気に触れないよう、個人の病気に触れられないよう

広報で伝えられないかということに関しましては、院内にチラシなどを掲示していきたいと

考えています。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  なかなか電光掲示板ということも、大変金もかかるのかなと思っております。そうした代

わりになって、発券機でありますと、簡易的な方向にもなるのかと思います。 

  町内唯一の病院ということで、本当に病院に行けば知っている方が多いわけでございます。

定期健診で来る方、急に体の異常で心配になり診察に行く方、様々ございます。予約で診察

を受ける方はあまり心配のない方が多いようでありますけれども、具合が悪くて診察に来た

方は、どのような診断が出るのかと、心配と不安な気持ちの中でいるわけであります。そこ

に悪気はないはずでありますけれども、どこが悪いの、いつから、などと、事前診察の問診

のように心配されて聞きに寄ってくる方などがございます。小さいならではと思っておりま

す。知っている方にせめて診察前は知られたくない、という方も当然いるわけであります。
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また、前段で申したように、待ち時間が長いときもあり、電話の着信、また、耳の遠い方は

奥さんを連れてきたり、トイレに行きたいときでも自分が呼び出されるのではないかという

ことで我慢なされている方もおります。そのようなとき、デジタル電光掲示板が設置されれ

ば大変助かるのかなと、ただそういうことで質問させていただいたわけであります。 

  しかし、一般会計から、先ほど、ここ数年２億、私がいた頃は、まず１億7,000万円等々

から年々上がってまいりまして、今、町長が申したのは、今、２億8,000万という状況にな

ってきております。しかしながら、基金の取崩しをなるべくしないようにと、町長は事業を

様々な率のよい補助金を探しておられ、今、基金取崩しを少なくやっておりますけれども、

企業で使われている掲示板等々にあるのは、結構安いのがあるんではないかなと。町の発注

というと、結構ものが純正のものといいますか、結構そういうものがございますけれども、

こういった中でも、バッテリーの中国からというものではないんでありますので、こういっ

た安いものもちょっと探してみれば、それなりの経費が浮くのかなと思いますので、また、

これも考えてみる価値があるか、お伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 安いものをということでしたので、ちょっとメルカリで探してみます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 結構です。メルカリでもなんでも、やはり皆さんが分かるものであ

れば、そういったことでやはり無駄な金を省きながらやっていくのが行政でもございます。

ありがとうございます。 

  本当に、先ほど言ったように、心配して、本当に心配して寄ってくださるという方だと思

っておりましたけれども、本人が診察する前に、特に本当に不安になっておりますので、や

はりメルカリの方、よろしくお願いをいたします。 

  次に、４番に移りたいと思います。 

  先月、議会で岩手県の西和賀町さわうち病院を視察させていただきました。以前から、さ

わうち病院は、歴代院長をはじめ包括病床を取り入れ、視察の多い病院でもありますが、現

在の小原院長さんは、「西川町の病院は、直接カメラを使用しての人間ドックを行っている

ことに対して大変な評価をいただいてきたところであります。隣接する市町村の住民からも、

私も様々お話しした中で絶賛される健診事業ができていると、町立病院であると、私も自負

しております。 

  このように、価値のある町立病院が、人口も減少し続けると、病院から診療所に転換され
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るようなことがないようにと願っておるところでありますけれども、診療所になるとどのよ

うに変わってしまうのか、町民の皆さんに、こういった変わってしまった場合の方法もして

いただけないか、まずお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  診療所になりますと、入院することができなくなります。そのため、病院が診療所となっ

た場合には、医師の数も、看護師の数も減ることが予想されます。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 診療所になると、大変な変わりようでございます。本当に、診療所

になると、小さいから医療費も安くなるのかなと思えば、また、大きい病院ほど医療費がか

かるのかと思っておりましたけれども、特定疾患療養管理料は医療機関の規模によって細か

く分けられまして、その金額は小規模な病院ほど加算される額が多く、19床以下の診療所が

最も高くなるそうであります。 

  そのような中であります。多くの公立病院は、運営には本当に頑張ってくれておりますが、

経営は苦労されておるわけであります。今まで病院改革プラン、今回は病院改革強化プラン

と一段厳しいプラン作成を願われているわけであります。それによって、国では来年より、

第８次医療計画で地域の医療構想で質の高い効率的、効果的な医療提供体制に向けた取組も

引き続き着実に進めることの必要性を打ち出そうとしております。こうした中で、この寒河

江・西村山管内でも、国から自治体に対し、病院の統合、再編や官民連携、独立行政法人化

など求められており、中核的な話合いにも今後拍車もかかってくると思われます。 

  人口減少とともに、利用される方も減少傾向が当然伴うわけであります。そのような中、

町民の中でほかの病院で同じような診療を受けている方や町外の方にも町立病院を利用して

いただけるようにも、広報誌、また、先ほど申し上げましたように、９月１か月間はがん撲

滅月間です。早期発見、早期治療が功を奏すれば、本人はもとより町の国保の支出にも大き

く関わることであります。大いに宣伝していただき、利用者を増やすことが経営の改善につ

ながるわけであります。 

  話はちょっと変わりますけれども、以前、間沢にスーパーや町内にも多くの商店がありま

した。やはり経営ができなくなれば、閉店をせざるを得ません。まさかなくなるとは思って

いなかった。土曜日、日曜日ほど逆に利用者がいなかった。皆さんがやはり町外に出て、帰

りは買物にやってきたということであります。 
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  なくなってから、もっと利用しておけばよかったことなどを言うことが、今までたくさん

ありました。なくなってしまう、縮小になってからでは困るのは町民であります。しかし、

特に病院はそうなってしまわないように、町民の皆さんと町外の皆さんに支えていただかな

ければ、現状維持をうまくできませんので、再度言いますけれども、一番小さくなることに

よって一番困るのはずっと住み続けたい町民でありますので、できるだけご利用のほどを町

民に投げかけていくことが最重要でありますので、再考なお考えをお聞かせください。 

○菅野議長 答弁は松田病院事務長。 

○松田病院事務長 議員のご質問にお答えいたします。 

  いろいろと医療を取り巻くお話などもいただきまして、また、町立病院の経営、厳しい状

況などもお話をいただきました。先ほど来お話があります経営強化プランにつきましては、

今年度、今現在、素案というものを作成しております。７月に病院の対話会なども行いまし

て、今後の病院の将来を皆さんで考えていただいて、医療のスタッフも併せまして、いろん

なこれからの課題を明確化しまして、どういう病院経営をしていくのかというようなことを

話し合ったところでございます。今後は、策定、経営強化プランというものを作成していき

まして、持続する、していく町立病院を描きながら、町内唯一の病院を存続させていくとい

うようなプランの作成をしてまいりたいと思います。 

  病院と診療所の違いということなどもお話ありましたが、診療所になりますと、なかなか

これまでやっていた事業ができなくなるようなことも多々、多くございます。その辺も策定

委員会の中でも協議といいますか、話をしながら、その辺の、今後の病院の姿を、協議した

内容につきましては、町民の方にもホームページなどでもお知らせをしていきながら、周知

なども図っていければなというようなことで考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  本当に、大きい病院の担当医は、何回も簡単に担当医が変わってしまいますけれども、町

立病院のお医者さんは長く勤めていただいており、町医者の存在でございますので、やはり

患者さんの皆さんの体調も分かられている利点が本当に多いわけであります。これも大変よ

いところで、皆さんが安心してご利用できているようになっておるわけであります。 

  今回、第７次総合計画のまちづくりの課題の中で、病院の町民アンケートでは満足度が低

く、しかし重要度が高い、ニーズが高いということであります。重点分野に町立病院の運営
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となっておりますけれども、町民からは医療体制の維持も高く願われております。 

  これまで、整形外科もできて喜ばれております。また、ほかの診療科目も願われているよ

うであります。そのような中、町長も第７次総合計画で、町民のためにも医療体制の維持に

対して、先ほどもちょっと言いましたけれども、東川町のように人口が増える町に向かって

いく気持ちであります。移住も多くなることを想定し、医療体制に不安を抱かせないように

するために、強い気持ちを最後にお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今、西川町の人口動態としては、議員おっしゃるとおり、８年以内の生産年齢人

口増加というのは、これは十分可能な状態でございます。昨日、新聞でも、昨日の議会でも

申し上げたとおり、副町長を２人体制にするというのは、人口の増える兆候がもう確実に見

えてきておりますので、この準備を、今まで人口減少の町でしたから、人口減少しかこの役

場職員、私も含めて全員、人口減少フェーズでしか仕事をしたことがないわけであります。

そこから人口が増える準備をしなくてはいけないわけです。ですので、高齢福祉政策と増え

る準備をする両腕が、助さん格さんが私は必要だと思って、昨日、そのように申し上げまし

た。 

  ８月の人口動態は、プラス３人、昨日も申し上げたとおり、転出、転入に関しては、転入

増加の社会増の状態に西川町は入りました。そのことを考えれば、町立病院の存続も可能だ

と私は思っておりますので、ぜひ議員の皆様におかれては、職員の負担を増やすようなご提

案ではなくて、これから持続可能な地域に結びつくようなご提案をいただければなと思って

おります。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  何よりも、本当に病院が安定しているということに対して、私も後期高齢者に間もなくな

るわけでございますので、本当に安心して過ごせるなと思っております。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  出羽三山神社の神楽の担い手と月山参道復旧につきまして。 

  岩根沢には、皆さんが知っている通称岩根沢社務所がございます。この岩根沢三山神社は、

月山神社・出羽神社・湯殿山神社摂社、月山・出羽・湯殿山三神社として町の重要文化財の

指定を受けまして、翌年の平成12年５月25日に文化庁より国指定重要文化財の指定を受けら

れました。この建造物は、東北地方では最大規模の木造建造物であり、秋には岩根沢三山神
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社太々神楽が奉納されております。毎年多くの参拝者が参ります。西川町の観光誘客にも一

役を担っており、山岳信仰や多くの文化が盛んな町で質問いたします。 

  前段申し上げました岩根沢三山神社の前称は「日月寺」という寺でありましたが、神仏分

離令により寺を廃止し、現在の出羽三山に岩根沢社務所が設置されました。それを記念に、

福島県伊達郡から伝えられたのが里神楽といわれております。その当時は48座の神楽舞があ

ったと言われておりますが、岩根沢神楽保存会では、現在10座の神楽を受け継いでおります。

平成21年２月に西川町の民俗芸能無形文化財に指定され、平成25年11月に伊勢神宮において

第62回伊勢神宮式年遷宮奉祝行事で奉納をするために参っておりました。しかし、近年、

様々な分野で伝統芸能を受け継ぐ後継者がいないことが保存会でも大きな悩みを抱えており

ます。実際携わっている方も、人数的にも限界で、一人でも欠けるようなことであれば、舞

うことができなくなるような状況でもあります。 

  現在、春、秋の神社奉納舞のほか、令和２年から現在も、中学３年生の総合的な講座学習

に携わっております。ほかに、公的機関から要請活動、地元観光の要請にも尽力しておりま

す。町の観光誘客にもなくてはならないこの太々神楽の担い手としてのお手伝いを今後町内

の方々や職員のご協力などをいただける策がないか、お伺いいたします。お願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  今日も、草刈りを古沢議員もされましたけれども、ああやって区を超えてごちゃ交ぜにな

って老若男女が地域活動を行うということが私は必要なのではないかなと思っております。

残念ながら、岩根沢区のほうは、これまではどうしても地域に偏った活動をされているのか

なと思っております。ただ、太々神楽に関しましては、中学生への体験なども施していただ

いたり、子どもたちには広げようというような動きは見られるかと思いますが、そこから大

人に対して、一度経験された方々に次どうだと、来年どうだとかという、そういうつながり

を持っていないというのは少し残念なところでございます。 

  職員と町民の皆様に後継者を協力いただけないか、ということでございますけれども、ま

ず、保存会の皆様がこの後継者探しを欲しているかということを確認しなくてはいけないわ

けです。今、保存会の方々からは、町としてはご要望を承っておりません。こちらを近々区

のほうに保存会がお願い、正式にお願いするということでございますので、依頼がありまし

たら、こちらのほうで何かしら対応したいと思っております。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 
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○９番（古澤俊一議員） ありがとうございます。 

  最近、神楽の代表とお話をしていただいたということで、大変よかったと思っております。

私も先走り的なこともございますけれども、それほどなりにやはりこの太々神楽も町に対し

てはなくてはならないものと私は思っております。 

  この岩根沢太々神楽、東京オリンピック聖火の出発会場が西川になったときに、山形県の

代表として太々神楽の舞を奉納させていただいたわけでございます。今月の10日、岩根沢三

山神社の秋の祭典がございます。また、今年は、前日の夜に夜神楽を催すということにして

おりまして、９日、10日、ぜひ来ていただきたいと思っております。 

  前日は、この前、地域活性化補助金を頂いて、ちょうちんを、各宿坊関係のお名前を刻ん

だものをつくりました。そして、町長に点灯式をしていただいたわけでありますけれども、

今回はその点灯式と合わせて、門前前にろうそくなどをずっと並べて点灯しようとしている

準備をしているようでございますけれども、そしてまた、社務所の本殿の上に大変な、立派

な彫り物がございます。高山文五郎作のすばらしい彫り物でございますけれども、本当なら

ば、これに照明を与えて、皆さんにお見せしようとしている矢先、２週間ほど前から工事が

入って、もうテントが張られて、ちょっとそこが照明できないということが大変情けなく思

っておりますけれども、また立派になれば、また来年そういったことができるということで

ありますので、本年は、高山文五郎さんの彫り物がちょっと見えないことが悔しいところで

ございます。 

  神楽保存会は、地元の神楽を継続してまいりましたが、現在、子ども神楽においては小学

生が１名しかいないということでありまして、できなくなった状態であります。こういった

状況で、町内の方であれば、長年携わっていただけるのではないかと思っております。いろ

んな、花笠音頭などの踊りとはまた違って、やはりそう簡単にはいけませんので、徐々にそ

ういった形を進めていければなと思っております。 

  そして、併せてなんですけれども、今、神楽を舞う方、楽の方が当然ぎりぎりではありま

すけれども、近年、村山９市町村で村山地区民俗芸能懇談会として15の団体が所属している

わけであります。岩根山太々神楽も参加しておりますが、参加においても、自費で参加して

いるような状況であります。継続するため、練習にも皆さんからも出費していただいている

現状でもあります。 

  町内にも、地域芸能を継承する団体数団体、吉川の権現様、大井沢の神楽、獅子舞とか、

田植踊り、様々あると思いますけれども、そういった方々が伝統を継承していくためにも、
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通告はやっておりましたけれども、地域伝統活動資金などの補助金の創設などを今後考えて

いただけるようにするには、これも各地域から要望が上がってこられるとまずいのかなとは

思いますけれども、私から先に言わせていただきます。お答えお願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  まず、先ほどの後継者の育成のために協力を、ということですけれども、こちらは、今、

古澤議員がおっしゃったのは、町内から協力者がいただけないかというお話でございました。

はたまた、昨日は、佐藤光康議員のほうから、太々神楽の後継者を地域おこし協力隊を採用

して町外から連れてきてほしいというご要望がございました。一方で、光康議員は地域おこ

し協力隊をもっと増やしなさい、町外から増やしなさいって、太々神楽のためにと言われて

いるわけです。古澤町議のほうは、今日、町内から採用しなさいと。 

  町内からということであれば、集落支援員とか、町内外にかかわらずいろんな制度があり

ますので、まず、私ら町のほうは、太々神楽に興味がある人っていうのは分からないわけで

す。ただ、保存会の方は、毎回この方来ているよねとか、そろそろこの人、ご退職されるの

で後継者にいいんじゃないかというようなお話があるので、まずは集落支援員の制度を使わ

れてはどうなのかなと思っております。集落支援員、もし、どういう形で後継者を育成する

ということであれば、こちらはもう、岩根山区は今回ゼロで来ましたけれども、ぜひ来年度

はご要望いただければなと思っております。 

  また、お金の話、支援基金の話は、こちらは、まず、やりたいこと補助金というのが、す

っだいこと補助金というのがあります。今回も10団体支援させていただきましたので、ぜひ

こちらの、まずはこちらの申込みを来年度にしていただくと、町内外、これは町内でもよろ

しいですし、町外へのターゲットを決めていただいて、自由に活動するお金を、資金をご提

供させていただきますので、ぜひ申込みをいただければと思います。 

  人に関しては、ちょっと佐藤光康議員と話してほしいですね。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。残りあと５分になります。 

○９番（古澤俊一議員） ああ、そうですか。 

  今回もいろいろ、中学生の方々からも、今、５つの部活等々において太々神楽を習ってい

ただいております。こういった方々が町長の肝煎りの帰ってきてけローン等々を利用して、

10年後、逆に戻ってきてくれれば、そういった担い手も出てくるのかなと思っております。 

  では、次にまいります。 
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  今回、町長におかれましては、現地に赴いていただいて本当にありがとうございます。本

当に、月山参道という八方七口一つの岩根沢月山に登頂するための参道がございますが、四

十数年前までは、昔の修験者が利用したルートで、烏川を渡り、月山に向かう参道がござい

ましたけれども、幾度となく崖崩れに遭いまして、その後、東又線、森林管理署がブナ材を

搬出するためにも切り開いた道路でもありまして、通称台所休みより登れる参道を新たに切

り開き、現在、ドウダン街道を利用して、川を渡らないで月山に向かわれるところと、途中

から下り以前の川を渡って２通りになれるような道路もございます。しかし、まだ、そこに

行くまでの道路が崖崩れを起こし、重機で何とか通れるようにしていきましたけれども、現

在も路肩もさらわれる状況になっております。愛好者も大変復旧を待たれているところであ

りまして、町長の、今回も視察した中でのご見解をお願いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問いただきました岩根沢のほうから登る登山道を昨日の朝に行ってまいりま

した。なかなか時間取れなくて、やっと行ってきましたけれども、資料ご覧のとおり、令和

２年度の豪雨災害で路肩の崩落というのがこのような状況で、さらにこれが広がったなと思

っております。この先には、ほかに２か所、少なくとも２か所、大きな崩落を行っている、

合計３か所あると認識しております。こちらの、まずニーズから申し上げますと、年に３件

ほどは、ここからまだ登れないんですかという問合せが町のほうに寄せられております。 

  また、一方で、こちらは国が管理する林道でございます。このため、町としては、管理者

である山形森林管理署に対して復旧に向けた働きかけを行っていきますが、この状況だと、

迂回路なども必要になると思いますので、なかなか難しいのかなとは感じております。 

○菅野議長 ９番、古澤俊一議員。 

○９番（古澤俊一議員） 百聞は一見にしかず、やはり現場を見ていただいて、本当にありが

とうございます。 

  やはり、この道路というものは、昔からの本当のお行様、岩根沢に泊まって、そしてまた

道路を通って月山に登ったと。その中に、清川行人小屋というものがございまして、それは

本当に、天皇陛下の弟でございます高松宮宣人親王様が昭和30年に登られたということでご

ざいます。今も現在皆さんが利用されて、避難小屋ということで利用されているものでもあ

りますし、大変、岩根沢から登って、また群馬大、医科大等々の方々も大変利用されたとこ

ろであります。本当に、そこには万年雪というものもございまして、やはり天気が続いたと

きは逆に雪が残るというようなこともお話があって、今年なんかは逆に残るのかなと思って



－151－ 

おりますけれども…… 

○菅野議長 残り１分です。 

○９番（古澤俊一議員） そうした中で、これから東北森林管理署、そして山形、寒河江、西

川町の様々な関係者の中で、来年度等々において現地を視察しながら、何とか復旧ができる

ようなお話ができるようにお話を進めていただきたいと願って、私からの質問を終わります。

本日は、ありがとうございます。 

○菅野議長 以上で、９番、古澤俊一議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩に入ります。 

  再開は11時25分とします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤   大 議員 

○菅野議長 続いて、１番、佐藤大議員。 

〔１番 佐藤 大議員 質問席へ移動〕 

○１番（佐藤 大議員） １番、佐藤大です。 

  本日は、「（仮称）サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課」設置について、また、企業誘致の状況に

ついての２件質問いたします。 

  私が町議になったばかりの頃ですが、町長の挨拶の中で、「西川町を経営するに当たって

は」というフレーズをお聞きいたしました。そのとき、私も、これからの行政は、ただ運営

するのではなく、経営者目線で回していくものと思っておりました。その一言が大変印象に

残っています。そんな矢先、仮称ではありますが「サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課」という課を

新設するという提案をお聞きしましたときに、自治体で商売を行い、その収益を高齢者関連

事業の基金にするというその発想に驚き、商売をやっている自分といたしましては、大変面
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白いことだと興味深くお聞きいたしました。ちょっと足踏み状態がありましたが、このほど

新しい課の開設を踏まえて準備室を開設する運びとなりました。 

  さて、その「（仮称）サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課」でありますが、どのような内容の業務

を行うセクションになるのか、概要をお尋ねいたします。質問の１であります。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 新しい課の新設についてお尋ねいただきましたので、ご回答させていただきます。 

  ６月にご提案させていただいたときの仮称の名称は、サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課でござい

ました。４月１日の開設に向けて、準備室を10月１日に立ち上げたいと思っております。 

  ちょっとした足踏みとおっしゃっていただきましたけれども、佐藤光康議員から職員の兼

務は不安だということで、行政サイドが、それでは無理だねということでしたけれども、議

長が謝罪のご連絡を議会で、全員協議会でいただきまして、行政サイドとしては前向きに進

めることとなりました。今、４月１日の名称に関しては、「かせぐ課」にしたいと思ってお

ります。かせぐ課。係はデジタルＮＦＴ係、もう一つはサウナ係と、この２つを係として設

けたいと考えております。 

  具体的には、後ほどご質問もありますので申し上げませんけれども、コンセプトといたし

ましては、これまで、自治体は稼ぐのではなく使うほうがメインでございました。皆様の高

齢福祉政策や補助金や産業振興のお金、地域の活動支援金など、こういった使うのが仕事で

ございました。ただ、私がこれまで民間企業でも経験してまいりましたけれども、よくよく

調べると、自治体は稼げることが分かりました。 

  例えば、先日、デジタル住民票を1,000枚1,000円で募集しました。そうしたら、１万

3,400件の応募がございました。西川町のデジタル住民票を持っている方は現在100件、100

名、延べ、いらっしゃいます。こちらの方々との関係は、つなぐ課のほうでこれからデジタ

ルの関係人口からリアルの関係人口に結びつけていくわけです。 

  このデジタル住民票発行に当たっては、町に60万円の収益がございました。今後も収益は

増える見通しでございます。例えば、先ほどの1,000円でデジタル住民票を買っていただき

ましたと、その方は、デジタル住民票を売ろうとする方もいらっしゃいます。今、2,000円

から3,000円の値段がついております。1,000円で買った西川町の住民票を2,000円、3,000円

で転売する、そうすることで町に転売額の10％が入ってまいります。このほか、Ｊ－クレジ

ット排出権、二酸化炭素吸収量の制度でも、西川町は森林がたくさんありますので、稼げる
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かなと思っております。 

  今後になりますが、脱炭素、カーボンニュートラルの取組が広がって、東京の企業さんで

は、二酸化炭素を100排出していたら二酸化炭素を吸収している町から100の吸収権を買って

くる、そうすると、東京の企業は、私たちはゼロカーボンの企業ですと宣伝できるわけです。

こういった企業さんが徐々に増えてきてまいります。この企業に対して、西川町の排出権

100を、例えば2,000万円で買ってくれないかとか、そういった交渉がこれからできるわけで

ございます。そうすることで、毎年の二酸化炭素吸収量においても毎年の収入が確保されま

す。 

  また、もう一つ事例、最後、申し上げますけれども、自治体は、一つの目的に応じた補助

金というのもございます。特定の目的に応じた補助金。これはですね、例えば木材の振興の

ために県や国から、これは必ず使いなさいということで、それ以外で使えないので、使わな

かったら返還になるわけです。今までは、一千数百万頂いたお金をこれまでは小学生の木育、

積み木をお渡ししたり、机の板を差し上げたり、あと、椅子の作成とか、そういった木材に

触れ合うような、主に木育というか生涯学習的な取組で使ってまいりました。これを、どう

せ木で何かまちおこししなくてはいけないんだったら、例えば西山杉でサウナをつくるとか、

そんなこともできるわけです。それを国の補助金、全額補助金でサウナをつくりました。行

政財産になります、行政財産は売ることができます、これを買う方がいらっしゃいます。そ

う考えると、それは民間企業ではそういうことはできないわけです、補助金がないからです。

自治体だからできる、入ってくるお金です。これを民間企業がやれば普通の商売になります

けれども、自治体は地域振興をこのお金で図りなさい、西山杉でサウナをつくります、それ

を買ってくれる事業者がいるでしょう、その方に対して売ったお金は全額町の収入になりま

す、こういった反復の繰り返しを行い、雑収入という科目で西川町は稼いでいきたいと考え

ております。 

  最後になりますけれども、この得たお金というのは、私は高齢者、これまで西川町に住み

続け、厳しい環境の中住み続けてこの地域を守ってきていただいた方々にこの資金、デジタ

ルで稼いだお金を使いたいと思っており、基金の創設を条例等の関係法令を整備して３月議

会には提案したいと思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 目的にしか使えない補助金を何にでも使える金に換えると、すごい

アイデアだなと思いました。 
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  さて、当初の課のネーミングですが、サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課というネーミングにあり

ますように、サウナ・ＮＦＴ・現在はデジタル住民票ですが、これらを前面に打ち出して事

業展開していくようでありますが、どのような内容の事業を展開し、どのような形で収益に

つなげていくのかをお尋ねいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  まず、ＮＦＴデジタル係のほうでございますけれども、こちらは、西川町のデジタル住民

票、今、1,000枚発行しておりますけれども、こちらの発行をし続けていきたいと思ってお

ります。もしかしたら値段は安くなるかもしれませんけれども、安くならないように、私ら

もメタバース空間での交流会には力を入れてまいります。デジタル住民と関われる仮想空間

の中での取組を充実させることによって、何とか値を落とさないようにしていきたい。 

  また、今度はＡＩアート、人工知能がつくったアート、動くアートＮＦＴを発行しまして、

アート的な作品としての価値も高めていきたい。例えば、月山の写真を、秋の月山の写真と

月山湖の噴水が、普通であれば一緒にならない絵をＡＩアートが一緒に加工することができ

て、それを住民票に付して売るとか、そんなことを考えております。 

  もう一つ、デジタル関係で言いますと、今現在、山形新聞に昨日、おととい取り上げてい

ただきましたけれども、ＮＦＴをどんどん発行していきたいと思っております。公園のネー

ミングライツ、こちらもネーミングライツと月山ビールアートのＮＦＴ、また、私がつくっ

たＡＩアート、私がつくったＡＩアートを今、３点申し込んでいます。これ、自治体でいず

れも３つのことをやったのは西川町が初めてですと。 

  公園は、今現在オークション、９月１日から９月10日までで、これ、徐々に値が上がって

いますけれども、水沢公園のネーミングライツが今、15万円の値段になっております。月山

ビールのアートＮＦＴは１万3,000円。私の絵は、ＡＩアートは２万円です。こういったこ

とで、繰り返すことで、西川町を知らなくても、お、ＮＦＴでこんな発行している自治体が

あるんだということで収益になればいいなと思っています。 

  もう一つ、サウナのお話は、先ほど申し上げた目的税化された目的補助金、これを目的ど

おりつくって何とかサウナに結びつけて発行していきたい。あとは、例えば水沢温泉館に若

い人がたくさんいらっしゃるんでございます。その中で、例えばサウナ飯というのがはやっ

ているんです。ちょっと辛かったりとか、カロリー高めのものを提供するサウナ飯というの

がはやっておりますけれども、こちらを今、水沢温泉館でサウナ飯というのが１種類しかご



－155－ 

ざいませんので、例えばこれを、辛いラーメン屋さんを提供する店というのが複数あります

ので、西川のサウナ飯だということで、飲食店などへの波及効果も囲い込むのではなくて、

西川町全体に波及するような、こういった取組も仕事として行いたいと思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。今のは、問２ではなかったんですか。 

○１番（佐藤 大議員） そうです。問２です。 

  では、問２の続きです。先日、町長に質問にお伺いしましたときに、町でバイオマス発電

の事業計画をしているのなら、カーボンニュートラルでＪ－クレジットも活性化の事業の一

つとお考えですかとお聞きしましたところ、先ほどもお話がありましたように、視野に入れ

ていますとのお答えでしたので、バイオマス発電が稼働したら、ぜひ事業の項目に入れてい

ただきたいと思います。 

  また、ＮＦＴ（非代替性トークン）、要するにコピーが容易なデジタルデータに対し、ブ

ロックチェーン技術を活用することで唯一無二の資産的価値を付与し新たな売買市場を生み

出すということですが、このＮＦＴの今後の展開にＡＩアートの販売を考えているとのお答

えでした。また、公共施設のネーミングライツ、公共施設の名前を付与する命名権と附帯す

る諸権利のことでありますが、公共施設への命名権のビジネスもお考えでした。これらビジ

ネスは、稼ぐか、新設後に事業展開していくものと思っておりましたが、既に現在事業展開

をしており、もう実行していたのかとびっくりいたしました。 

  ＮＦＴのマーケットサイトでありますヘキサのサイトで、道の駅の隣にあります水沢名水

公園の公園命名権ＮＦＴが９月１日よりオークションで売り出されております。９月10日終

了のオークションですが、今朝の時点で、金額が、先ほどもありましたように15万１円とな

っています。昨日の朝は10万1,000円でした。現在も変動しているかもしれません。 

  ネーミングライツといって、まず山形県で思い当たるのは、中山町にあります山形県野球

場であります。施設命名権の変遷は、山形蔵王タカミヤホテルズスタジアムが2008年４月１

日から年額500万円、その次に、荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた、これが2011年４

月１日から、これは年額400万円の契約です、その後は、現在やっておりますヤマリョース

タジアム山形、これが今年の４月１日からで、年額600万円の契約となっています。国内の

自治体では、スタジアムやホールなどは高額になりますが、お手頃価格での公園や公衆トイ

レなどの募集をかけている自治体もございます。しかし、当西川町は、施設命名権をＮＦＴ

化して販売する、しかもオークション形式で販売するという国内自治体では初の試みである

という、ほかでは例を見ない発想、着眼点に感心したところでございます。 
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  また、ＡＩアートは、西川町長がつくったＡＩアートがＮＦＴとしてオークションに出品

されており、先ほどもありましたが、現在２万円の値がついております。自治体の首長がＡ

Ｉを使って作成したアートＮＦＴは、日本初とのことで、話題性もあり、これからの値動き

が楽しみなところであります。それに、月山ビールのＮＦＴもオークション形式で展開して

おり、１万3,000円との価格になっており、これも動向が気になるところです。新たな展開

でのビジネスチャレンジではありますが、オークションマーケットでは上場な滑り出しかと

思います。これまで多くの事業に携わり、自治体での事業支援をされてきた町長の発想力と

スピード感には驚かされました。 

  これらのビジネスもかせぐ課の事業として取り込んでいくのかと思いますが、今後どのよ

うなＮＦＴを発行するのか、どの公共施設にネーミングライツを行うのかなど、現時点での

お考えがございましたらお答えお願いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  ＡＩアートに関して言えば、これを個人版のふるさと納税で寄附を頂く返礼品としてご用

意するということも考えております。また、公園のネーミングライツが、今、恐らく今は水

沢の道の駅の隣の公園、水沢名水公園を今、ネーミングライツ、ＮＦＴでオークションをい

ただいていますけれども、こういった、例えば名水公園って、多分町外の方も、町内の方も

名前知らないんじゃないかなと思っている。こんな公園に今、15万円値がついているわけで

す。こういったことは、ほかの、じゃ、少し大きな睦合公園で行ったらどうなるんだろうと

か、そういった、小さい公園なのか、大きい公園なのか、引き続きこういったＮＦＴ、ネー

ミングライツというのは増やしていきたいと思っています。 

  なお、リアルな話としては、今度建設するような複合施設、こちらのほうのネーミングラ

イツは、ちょっとＮＦＴでするのか、リアルにするのか、こちらはこれから考えていきたい

と思っています。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） これからの展開、期待しております。 

  さて、この事業収益の使い道なんですが、高齢者支援基金を設立して高齢者向けに活用す

ると伺っておりますが、高齢者支援基金の概要とスケジュールについて、また、その使い道

がなぜ高齢者を対象にしたのかお聞きしたいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 
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○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  高齢者支援基金の設置条例に関しましては、３月の議会で提案したいと思います。これま

で稼いだものは別の基金に入れまして、そこで蓄えた分をそちらの基金に新しく移すことに

なり、来年度、令和６年度から、稼ぐものはその基金に蓄えておきたいと思います。 

  では、なぜ高齢者の方に対して、どのように、というご質問ですけれども、まず、なぜ、

という回答を申し上げます。 

  私は、西川町に戻ってきました。西川町は、正直、冬は相当住みにくい、なかなか移住者

を増やすには難しい地域だと思っておりました。けれども、月山の恵みは山菜や流水、湧水、

こちらはそういった森林の管理の下、園地の管理の下、そういった恵みが与えられ、それを

西川町の稼ぐもの、特産品としてこれまで売ってきました。これは、人がいなければ、湧き

出る水も商品化になりませんでしたし、山菜のほうもたくさん出るような環境にはなされな

かったと思っております。こういった自然環境の厳しい中でも住んでいただいて、この土地

を守っていただいた皆様に対して感謝を申し上げたいということで、こちらの基金を設置し

たいと思っております。 

  特に私が感謝しているのは、森林の管理でございます。こちらが、間伐の行き届いていな

い地域もありますけれども、立派な杉や森林を育てていただいて、二酸化炭素吸収量はほか

のまちに比べてやや高いと言われております。こういった立派な二酸化炭素を吸っていただ

く木をうまく間伐いただいて守っていただいたからこそ、これから私たちはＪ－クレジット

事業、二酸化炭素吸収権事業に参入できるのでございます。そちらの感謝と、そういった吸

収量を多く育てていただいた管理者に対して受益する政策を打つというのは、これは当然だ

と思っております。 

  何に使うかというのは、これからはニーズベースになっていくのでございます。ただ、私

どもは、来年年明けにはタブレットを配布しまして、ＡＩでお年寄りの方々の、お１人住ま

いの方々に楽しみや運動、ヘルスケアを施したいなと思っております。そのためにも、ご説

明する体制をしっかり整えなくてはいけませんし、アンケートを取るにもしっかりお声がけ

しなくてはいけませんし、ここはやっぱり、最初はアナログで対応しなくてはいけず、コス

トもかかるわけです。そして、タブレットになじんでいただくために、最初はちょっと強引

かもしれませんけれども、デジタル商品券や電子通貨などで配布して、ご高齢の方にのみ使

えるような状況にする、タブレットになじんでいただくというためには、そういった政策も

考えられるわけでございます。こういったことをニーズベースで徐々に考えていきたいと思
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っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） タブレットを使った政策、なかなか興味深いものでございます。ま

た、使い道が高齢者対象になるのでしたら、ぜひ除雪の補助金などへも使っていただければ

な、かなとも思っております。 

  それでは、質問３にいきます。サウナ・ＮＦＴ・かせぐ課、かせぐ課ですね、今度は、か

せぐ課の職員の体制・係・それに伴う人員の数、また準備室長の選定はどのようになってい

るのでしょうか。そしてまた、課の増設による職員の増員は必要ではないのでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 かせぐ課の体制・人員・準備室長の選定について申し上げます。 

  課の増員は、４月にできますので、まずは準備室という形で進めさせていただきます。さ

きの全員協議会で、奥山生涯学習課長においては不安があるという議会からのご指摘があり

ましたので、こちらはやめます。新しい課の室長には、柴田知弘商工観光課長に就いていた

だきたいと考えております。それを補佐する形で、荒木つなぐ課長と奥山課長を課長補佐で

兼務したいなと、室長補佐です、兼務するような人事にしたいなと思っております。 

  また、実員に関しましても、２名は専担の職員を配置したいと考えております。１人は、

10月１日の新規採用、先日、町の採用に申し込んでいただいて合格された方がいらっしゃい

ますので、その方を採用したいなと思っております。また、なお、昨年の11月にも、新規採

用者の前倒しという形で採用させていただきました、怪文書には、今までに例のない採用と

いうふうに書いてあって、何じゃこりゃって思ったんですけれども、これは、４月に採用す

る方で早めにもう働いてもいいよという方がいらしたので採用を早めたというだけに過ぎま

せんので、そういう方がいれば、もしかしたらこの課にさらに配属されるような、この室に

配属されるような体制をまず考えております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ５名体制ということなんでしょうか。 

  その後聞こうと思っていましたが、自治体は、通常、準備室は兼務体制で行うところが多

いようですけれども、何名の専門担当者がいるのでしょうかと聞こうと思いましたが、２名

でよろしいんでしょうか。 

○菅野議長 菅野町長。 

○菅野町長 専担は、２名を捻出できればと考えております。将来的には、せっかく持ってき
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たんで、こういうＡＩアートをつくれる職員を育てられればいいなと思っております。こう

いった、これ、絵画じゃなくてＡＩでつくったアートです、これは。こういう職員を、専門

職員を今後採用できたらいいなと思っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 専担者は２名ということで、本来、自治体職員として求められるの

は、住民に寄り添える人、そしてお金の使い道についてきちんと判断できる人であって、金

もうけがうまい人ではない、との意見が出てくるかもしれません。ですが、稼ぐことに特化

したセクションであるならば、商才がある、またはあきんどの素質があるといった、そんな

職員を採用してみるのも妙案かと思いますが、いかがでしょうか。 

  また、町では、来年度の新規採用職員の募集を行っています。先月には、防災無線で町長

自らアナウンスされておられましたが、そちらの状況も併せてお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今年の６月に社会人の採用を募集させていただきました。４名の方からいただき

まして、２名の方に採用すると通知をさせていただきましたが、１名はちょっと保留になっ

てしまいましたけれども、もう一名は、先ほど申し上げたかせぐ課の方です、かせぐ課に配

置する予定の方です。サウナに精通する奥山課長にしっかり面談をしていただきましたとこ

ろ、その方は秀逸だというご意見をいただきました。そういった方を、その方はもちろん民

間出身で公務員の方ではございませんので、好きなことを稼ぐというエネルギーに変えてい

ただきたいなと思います。 

  また、確かにあきんどの素質を持った方というのは、採用というのは西川町においては必

要だと思っています。なぜなら、先ほど申し上げたとおり、西川町の町立病院を残すために

２億8,000万赤字なわけです。除雪するためにも、私は補助金を、お金で解決できることは

どんどんしていきたいと思っているんですけれども、それができないのは、自治体職員は稼

ぐアイデアを出せるわけがないんです、これまでそういった商売をやってきていないので。

ですので、私のような、副業して進めて人材育成を行い、また、稼ぐのはどれぐらい大切か

ということで、なるべくビールの物販とか、また、お盆期間中には役場職員が副業として、

大泉課長も、奥山課長も、柴田課長も働いていただきました。これで、１円稼ぐのにはどれ

ぐらい必要なのかと、大変なのか、コストがどれぐらい、不採算部門のことも総合開発地域

商社はしなくちゃいけないのかというのも勉強していただきましたので、人材育成としては

こういった経験をしなくてはいけないと思っております。 
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  今、西川町に必要な方は、行政は仕事ができる、行政事務ができるという方は、優秀な方

はたくさんいらっしゃいます。丁寧に人をつなぐ、人の気持ちに先回りして移住に結びつけ

られるような、明るい、挨拶のできる人当たりのいい職員も必要だと思っております。 

  募集状況は、私もフェイスブック、3,000人いますけれども、フェイスブックや防災無線

でも切実に投げかけた結果、何と10名の方が申込みいただいております。ただ、先ほどのよ

うに辞退ということもありますし、これから試験も開催しますので、しっかり基準を設けて

採用に総務課長と教育長でセレクションすることになっております。 

○菅野議長 質問の途中ですが、昼食のために休憩いたします。 

  午後は１時から再開しますが、質問３のほうから入っていただいて結構だと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） それでは、午前中に引き続き質問させていただきます。 

  質問の４に入ります。サウナ関連で質問してまいります。 

  水沢温泉館がリニューアルされ、サウナの評判は大変良好のようです。午前中にもお話が

ありましたように、「サウナイキタイ」サイトで県内５位と、大変良好のようです。 

  利用者は、サウナ、水風呂、外気浴のセットで「整う」を楽しんでおられますが、片方の

浴室には外気浴のスペースがなく、不満をお持ちの方が多数おられました。今後、設置する

予定はあるのでしょうか。 

  また、温泉館の個室側は、県内では西川町のみが獲得したデジタル田園都市国家構想交付

金、地方創生テレワークタイプの補助率が何と４分の３という高水準タイプで改修工事を予

定しているようですが、その概要はどうなっているのかお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  １点目の水沢温泉館の片一方の外気浴スペースがないということに関して、まずお答えい
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たします。 

  こちらは、昨年までは水沢温泉は赤字の事業でございました。西川町にとって赤字の事業

でありました。今では、いろんなレストランや売店、ビールなどの事業部門がありますけれ

ども、今やビールと並ぶ稼ぎ頭になっております。今、水沢温泉館はそのような、お荷物か

ら稼ぎ頭になっているという状況でございます。 

  こちらは、外気浴の影響があるかないかということになりますと、ややあるようでござい

ます。統計的には、外気浴がある日とない日の、男性のほうが多いものですから、男性の利

用率を見ると、温泉、外気浴がある日のほうが多くいらっしゃっていただくというような内

容になっております。そこで、こちらとしましても、ぜひ外気浴スペースをもう一つ、ない

ほうに造りたいということは考えております。 

  一方で、建築の技術面のお話を設計士さんに早速、議員ご指摘いただいた、ご質問いただ

いたことを契機に聞いてみたところ、今では３か月かかると。今は、ドアの外に出るような

想定をしていなかったものですから、一面、外に出るには、浴室がありまして、そこに一面

のガラスが設けられているため、工事の技術としては大変難しいというようなことでござい

ました。このため、３か月どうしていくのかというのは、これから考えていかなくはいけな

いんでございます。 

  今、サウナの男女比を統計を７月から取り始めたんですけれども、大体、女性が２割、男

性が８割でございます。そうすることで、例えば３か月、一方は休まなくてはいけないわけ

です。そうすると、営業的には、男性の方、男性風呂を開けるというようなことにするのか、

それとも男女混合がいいのかとか、また、開始時期に関しては、お客様がついていただいて

いますので、もうリピーターの方が毎晩のように村山市や山形市から訪れていただいている

わけです。ですので、そういった方との対話会も開催しまして、３か月休んでも直すべきか

どうか。もし、直すべきですということがなったら、どのような外気浴スペースを、同じで

いいのかとか、こうしたら面白いんじゃないかと、そういったお客様を巻き込んでいくよう

な形で外気浴スペースの是非を考えていきたいと考えております。 

  ただ、こういった前向きなご意見をいただいたことは、総合開発株式会社にとってはとて

もありがたくて、ちょっと事業計画を、新しい総務部長が参りましたので、練り直していき

たいと考えております。 

  もう一つの地方創生テレワークタイプの補助金を得た水沢温泉館の改修事業について申し

上げます。 
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  議員ご指摘のとおり、県内では西川町、東北でも西川町だけ取った高水準タイプ、４分の

３が国から補助されるという補助金でございます。そこを獲得しまして、これから改修する

内容は、まず、テレワーク施設を調えたテレワークできる宿泊施設、今、個室がありますけ

れども、そちら４室を新設し、ＬＥＤ化や空調の更新をしていきたいと思います。そうする

ことで、西川町のお試し住宅、キャンピングカーもございますけれども、キャンピングカー

でなく、ちゃんとしたところに安く、安価に住んでみて、西川町のお試し移住をするんだと

いう方のニーズに対してはこの温泉館の個室で泊まっていただいて、しばらく一定期間住ん

でいただくようなことが考えられると思います。 

  なお、それに当たっては、宿泊業法の免許が必要になっております。こちらも精通してい

る、先ほど申し上げた総務部長を招聘しましたので、その者が対応することになっておりま

す。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 対話会を通して検討していただけるということで、ありがとうござ

います。サウナブームで利用者が増加していく中で、より快適に利用していただける施設へ

と変わっていくことに期待しております。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  企業誘致２件の状況について質問してまいります。 

  間沢地内にありました株式会社東北コーオン跡に、町では昨年の７月に株式会社朝日相扶

製作所の誘致を行いました。本町においての地域産業の活性化、そして雇用の拡大につなが

るものと大いに期待するものであります。外壁にも朝日相扶の社名が掲げられ、地域の皆さ

んもいつ操業を開始するのか注目をしておりましたが、７月11日に朝日町の工業団地内にあ

ります第二工場で火災があり、この火災の影響でますます操業が遅れるんではないかと心配

をしております。 

  あと、もう一件ですが、水の文化館においては昨年、利活用に向けたサウンディング型市

場調査会を行い、７社の提案を受けております。この結果を踏まえ、これら企業誘致の状況

について質問をしてまいります。 

  質問の１であります。 

  昨年、志津地内にありましたメモリータイムの廃屋の解体を、国の資金と民間の資金を使

い、町の資金を持ち出ししないで実行した実績があります。このような方策が可能であるな

らば、株式会社朝日相扶製作所の当地での操業に向けての支援ができるのではないでしょう
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か。また、操業の見通しはどうなっているのかを質問いたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  朝日相扶さんの誘致に関しては、私、就任してすぐに金融機関と社長にお願いをして、ぜ

ひ来てほしいと直談判をしたり、国の補助事業などを社長と一緒に訪問したことが、１年以

上前になりますけれども、思い浮かびます。 

  朝日相扶は、ご承知のとおり、国内外の有名ブランドの椅子、国連の椅子なども作ってい

る木製家具の製造会社でございます。こちらは、荘内銀行さんが橋渡し役となって、３者に

よる立地協定を、昨年の７月に協定をさせていただきました。協定時点では、本年春以降の

事業を行うということでございました。 

  ただ、議員ご指摘のとおり、不幸な事故が、火事がございまして、今は再建の調整をしな

がら、本社工場の再建の調整を図りながら、西川工場はどうするのかという準備やご検討を

進めていただいております。我が町も朝日町と共にお話に加わって、その支援状況を対話に

よって、荘内銀行さんも交ざって、把握を今、現時点ではしております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 分かりました。早く操業できますように、町での支援策を講じてい

ただきたいと思います。 

  ６月に協定を結びました北海道の東川町は、家具の町でもありました。ふるさと納税の返

礼品に家具が使われておりましたが、株式会社朝日相扶製作所も家具のメーカーであります

ので、製品をふるさと納税の返礼品にも使えるのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ありがとうございます。 

  朝日相扶さんは、ＯＥＭ生産ということで、自分の自社製品を持たない経営形態ではござ

います。ただ、自社製品の、家具ではないですね、例えばペン皿とか、そういったものでは

販売できるというふうに聞いておりましたので、こちらの連携も進めていきたいと思います。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございます。了解いたしました。 

  それでは、質問の２に移ります。 

  この株式会社朝日相扶製作所ですが、経済産業省の地域未来牽引企業に認定されている会
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社が創業した場合において、本町への雇用などの効果や、また具体的な支援策はどのように

考えているのか質問をいたします。 

  町が誘致活動を行い創業していただける企業には、できるだけ寄り添って支援していただ

きたいと思います。それには、できるだけ国の交付金や企業版ふるさと納税などの外部から

の資金を活用して、町からの持ち出しを最小限にしての支援策を講じていただきたいと思い

ます。西川町が誘致した企業には、その後も寄り添い、支援策を講じていただけるという実

績をつくれば、今後の新たな企業誘致活動においても有利な展開につながっているものと思

われますが、いかがでしょうか。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご承知のとおりで、ご指摘いただいたとおり、東北コーオン跡地に入っていただ

く予定の朝日相扶さんは、地域未来牽引企業という、今後成長が大きく見込まれ、地域産業

の中心を担う企業として経済産業省から認められた企業になります。当然、こちらの企業が

いらっしゃれば、新たな雇用の創出や地元事業の連携、また、間沢地区の飲食街が、飲食店

さんがにぎわうのではないかと、そういった地域の活性化に大きく寄与するものだと思って

おります。 

  議員からは支援に前向きな立場でご質問をいただきましたので、私も心強く思っておりま

す。やっぱり上杉謙信のように、頼まれて、義があって戦うと、そういったことをかっこよ

く私も行政でできるのではないかと、この件に関しては、相手が火事があって厳しい状況に

こそ手を差し伸べるべきではないかと私も思っておりましたので、議会からもご支援いただ

けるというのはありがたいことでございます。 

  そこで、具体的な支援策と実情なんでございますけれども、今、実は企業版ふるさと納税

の朝日相扶さんへの補助を返せないかということで、今、議論をしております。私の経歴が

分かる方はご承知かと思いますけれども、私、企業版ふるさと納税の担当を１年半前までし

ておりました。担当をしておりました。このため、本社が朝日町なわけです。ですので、朝

日町の町長や副町長からも、私が国との窓口になって、実際に企業版ふるさと納税というの

を朝日相扶さんにしてくれる企業さんがいらっしゃるか、そして、いた場合には、こういっ

た法務リスクがあるのでこういうことは気をつけようということを取りまとめて、朝日町と

共有しております。そこで、企業版ふるさと納税を、朝日町だけなのか、西川にも入ってく

るかというのはちょっと定かではございませんけれども、そのしかるべき支援会社というか

寄附候補先ですね、そこに私、今月下旬に東京に行って、朝日町と共に説明をして、企業版
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ふるさと納税を、寄附を頂きたいという旨を申し上げたいと思っております。 

  それについても、工場の被災とこちらの工場の、西川の工場の施設整備というものが、多

額の費用、もう数億円単位で必要になるわけです。幾ら企業版ふるさと納税が集まるかとい

うのはまだ分かりませんけれども、定かではありませんが、町としてもできることを考えな

くてはいけないと思っております。いろいろ私、調べましたけれども、総務省のローカル

10,000プロジェクトと企業版ふるさと納税のセットというのが、町から財政負担を行わない

でサポートできる形かと思っております。この制度は、例えば西川町の工場を直すときに

5,000万円かかる事業、これをこの２分の１までは国や町の補助が必要ですと。その２分の

１は、半分は、２分の１の半分は国から、あとは町からになるんですけれども、その町の部

分を企業版ふるさと納税を活用することで、町からの財政を伴わないサポート、これ、ちょ

っと総務省との調整が、と銀行さんが必要な、なかなか難しい制度なんですけれども、こち

らにチャレンジしていきたいと思います。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） いろいろとお計らいをいただき、本当にありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、質問の３に移ります。 

  昨年の11月16日から17日に、水の文化館のリニューアルに伴い、今後に向けた施設の活用

方法を検討・把握するために、サウンディング型市場調査を実施いたしました。結果、町の

ホームページに公開された民間企業７社からの提案があったとお聞きいたしましたが、その

調査結果を踏まえた、その後の企業誘致の状況はどのようになっているのかをお伺いいたし

ます。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 水の文化館の利活用についてご質問いただきましたので、お答えさせていただき

ます。 

  昨年実施しましたサウンディング調査、これは、水の文化館をお貸しするので使ってみな

いかという、民間事業者にお声がけをした事業でございます。ここからは、７社が水の文化

館を活用したいというご提案を受けまして、２社に町のほうで絞り込みさせていただき、さ

らに今年度、１社からのご提案を採用しようとしております。 

  この提案を基に、今後、対話会を実施しまして、こちらが誘致企業になると思うんですけ

れども、この誘致企業の募集を、募集というか、来ていただくように進めていきたいと思っ
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ております。対話会をして誘致するという形になります。 

  また、この水の文化館に関しましては、デジタル田園国家構想交付金を取りまして、水の

文化館に入る企業を３社設けるということを考えております。このため、テレワーク施設を

入れながら、全体としては大きな会社に、提案を受けた１社に入っていただきますと。その

ほかに、テレワーク施設のところにサテライトオフィス、支店を水の文化館に入っていただ

く、合計４社がこの会社に、水の文化館に入っていただきたいなと考えております。 

  その提案をした１社というのは観光の事業でございまして、月山湖を一望にできる屋上か

らの景色というのを大変評価されていまして、私としては、ここにグランピングとかができ

たらいい、施設ができて、泊まれるような施設になればいいなというのは願っております。 

○菅野議長 １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） ありがとうございました。これからの展開に注目していきたいと思

います。 

  これより新たな企業が誘致され、本町の産業がより活性化するものと期待いたしまして、

質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、１番、佐藤大議員の一般質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 後 藤 一 夫 議員 

○菅野議長 続いて、３番、後藤一夫議員。 

〔３番 後藤一夫議員 質問席へ移動〕 

○３番（後藤一夫議員） ３番、後藤でございます。 

  本日は、町内における買物弱者の現状及び対策、全国規模の観光、スポーツ事業等の成果

及び今後の対応、並びに月山スキー・登山エリアの観光推進についての３件について質問い

たします。 

  第１の質問です。町内における買物弱者の現状及び対策について質問いたします。 

  初めに、１点目の質問です。本町における買物弱者等の現状についてお伺いします。 

  一般的に、人口減少、高齢化の進んだ地域において、生活する上で最も困っていることは

医療関係の不安で、次いで、住んでいる近くで食料品や日用品を買えないことであると言わ

れております。このような方々は買物弱者と言われ、主に高齢者、交通が不便な方々であり
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ます。本町は高齢化率の高い町でありますが、買物弱者、また買物に不自由を感じている方

の現状をどのように把握されているか、初めにお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 後藤議員から、本町における買物弱者の現状についてお問合せがありましたので、

お答えいたします。 

  人口減少や少子高齢化を背景とした交通機能や交通網の弱体化によりまして日常の買物機

会が十分に提供されていない方々を、経済産業省は買物弱者と位置づけております。なかな

か買物行きたくても行けないよという方でございます。 

  昨年10月に、西川町の65歳以上のみの世帯を対象といたしました物価高騰対策アンケート

で調査いたしました。その結果、物価高騰以外で困っていることは何かとお聞きした際に、

544世帯中77世帯、14％に当たる方が「買物に不自由を感じている」と回答されております。 

  町内においては、民間事業者による移動販売や買物代行などの福祉サービスの利用のほか、

町外に住むご家族が買物に連れて行ったり、買物をしてくれたりと、様々な支援をいただい

ております。私も、88歳の方に賀詞を贈呈するに当たっては、そのような現場を目の当たり

にいたしました。 

  しかしながら、買物に関してせっぱ詰まった状態にあるかという問いに対しては、そうい

った状況になっている世帯は「ない」という回答をいただいておりますので、そのように認

識しております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございます。 

  買物に関してせっぱ詰まった状況の世帯はないという状況、また、買物に不自由を来して

いるという方々が14％という数字、このことは、買物支援策、支援の手だてがなされている

からこそというふうな面があろうかと思います。 

  そこで、改めて買物弱者及び買物に不自由と感じている方に対する買物支援策についてお

伺いします。 

  買物弱者支援策として一般的には取り組まれている事業は、宅配サービス、移動販売、店

への移動手段の提供、便利な店舗立地などが挙げられております。中でも本町においては、

昔から行われており、またなじみの深い移動販売事業の充実が最も重要だと私は考えており

ます。そこで、移動販売事業をはじめとする、買物弱者と呼ばれる方、また買物に不自由を
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感じている方の支援のための全体的な支援策について、改めて町の考えをお伺いします。 

○菅野議長 後藤議員、これ、質問２番になりますか。 

○３番（後藤一夫議員） 質問２です。 

○菅野議長 ２、了解しました。 

○３番（後藤一夫議員） 失礼しました。 

○菅野議長 じゃ、答弁、菅野町長。お願いします。 

○菅野町長 買物弱者のための支援とご質問でございます。 

  町の福祉政策としましては、シルバーファミリーサポートによる買物代行サービス、議員

もおっしゃっていただいた代行サービスのことだと思います。また、まごころ弁当配達も買

物支援の一つかと思います。また、さらに、９月１日に公表いたしましたけれども、郵便局

で食べ物を中心とした防災グッズを販売すると。本来であれば、これは町が郵便局にお願い

した事業でございます。特に大井沢の方は車がないと買物に行けないものですから、最低限

の食べ物、防災のグッズではありますけれども、おいしいものを大井沢郵便局で取り扱って

ほしいと申し出て、そのようになりました。 

  町民の皆様の買物に関するニーズは、行政だけでは残念ながら把握するのは困難でござい

ます。これらのニーズを商工会や社会福祉協議会などとも連携いたしまして、どのような対

策を講じるべきか、今後、話し合っていきたいと思っています。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございます。町の各種の支援策について理解することが

できたところであります。 

  その中で、町内の支援策としての中枢とも私は思っているんですが、移動販売事業の現状

と課題についてお伺いいたします。 

  現在、町内で移動販売事業を営んでいる業者は、町内業者は３業者、町外からの移動販売

は２業者というふうに把握いたしております。そこで、町として町内の移動販売事業の現状

及び課題をどのように捉えているのかお伺いします。 

○菅野議長 これ、質問３ですよね。 

  じゃ、町長、お願いします。 

○菅野町長 業者数は、議員ご指摘のとおり、町内事業者は３事業者でございます。 

  移動販売事業の課題としましては、商工会からも意見交換させていただきまして、あと個

別の事業者さんからも聞き取りさせていただきました。その結果、燃料代と電気代高騰によ
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る移動販売車両の運行や食料品ストッカー、冷蔵庫、設備の維持などに大変経費がかかると

いうことが課題だと認識しております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 移動販売事業について、現状と課題が明確になったところでござい

ます。 

  それでは、４点目の質問に入らせていただきます。 

  ４点目として、買物弱者等の支援策としての移動販売事業等への支援について質問いたし

ます。 

  ５月26日に、「行商がつなぐもの～地方創生の未来とは～」というテレビ番組の放映があ

りました。西川町の移動販売の営業の様子を捉えたものであります。そこでは、歩行が困難

な高齢者の方には自宅前まで行ってくださり、また、商品の販売だけでなく、世間話の相手

になり、そして安否確認、見守りの役割も担っている様子など、行商の方と地域の住民の

方々との温かい触れ合いの様子が描かれておりました。 

  このように移動販売業者は、商品の販売だけでなく、福祉面での役割も果たしております。

移動販売業者のこのような多様な役割と重要性を考慮し、町としても支援を行っていくべき

と考えるところであります。 

  昨年、町内３業者に対して、西川町経営継続給付金として一律50万円の助成金が交付され

ました。社会環境が著しく厳しい中、非常に有効な助成金でありました。そこで、移動販売

業者支援策として、昨年度に引き続き経営継続給付金を交付し、また、車両、車載冷蔵庫等

の設備に対する補助制度について制度化できないか、お伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 移動販売事業者は、私も昨年のテレビを拝見しまして、なかなか事業者さんも大

変ですし、中山間にお住まいのご高齢の方も大変だなと認識しました。また、逆に、行商と、

まるみつさんが主演でしたけれども、主役でしたけれども、行商の方というのは、西川町に

とっては実はエッセンシャルワーカー、不可欠な業者なのではないかというふうに、私自身、

テレビを拝見しまして認識を改めました。ほかにエッセンシャルワーカーといえば、除雪の

オペレーターは西川町のエッセンシャル、必要不可欠な事業者なのかなと思っております。 

  その認識に立ちまして、今年度は町では、移動販売車の新規購入ですね、新規購入に関す

るものは100万円を限度として補助金を用意しております。また、そういった冷蔵庫やバッ

クヤードの設備資金については、国の小規模持続化補助金というものがございまして、こち
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らのメニューで伴走しているところです。 

  また、議員ご指摘の昨年の50万円の支給の話でしたけれども、現在、商工会のほうからは

ご要望が、こちら、ちょっとなかなか公平性の観点から出せないようでございます、今のと

ころは。ただ、その３業者から実際に、事業者さんから実際に具体的な要望を、もう一度復

活させてほしいということであれば、できれば３者から書面を頂いて、こちらは前向きに実

施していきたいと思っておりますので、ぜひ対話やご要望をいただければと思っております。 

  なお、総合計画においては、「「支え合う！」町民だれもが安心して豊かな心で生活でき

る魅力的な西川町をつくる」という項目がございまして、そこにタブレット活用が記載して

おります。例えば、タブレットを活用してオンライン注文をして、そのエリアに事業者さん

や、ごめんなさい、いわゆる移動販売の方ですね、その方が届けるというようなサービスも

これから担っていきたいと思っています。 

  最後ですけれども、物価高騰での対策として移動事業者さんだけにお金を差し上げるとい

うのは、ちょっと公平性の観点から必要になりますので、私としては、そういった事業者さ

んはお困り事を聞ける方々だなと思っておりますので、例えば、支援金をする代わりに、お

聞きになったお困り事とかを、こういったことが困っていたよとか町がお聞かせいただくよ

うな場面をつくって、お互いによいような仕組みにつくり上げていければいいなと思ってお

ります。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 前向きな答弁ありがとうございます。 

  各種の支援制度をご説明いただき、ありがとうございます。また、経営継続給付金であり

ますが、町内３業者の方々とも話を行い、行商業者が、移動販売業者が通常の業務だけでな

くまちづくりに寄与する方策なども提案しながら、話をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  それでは、続きまして第２の質問、全国規模の観光、スポーツ事業等の成果及び今後の対

応について質問させていただきます。 

  今年度も…… 

［グラスの割れる音］ 

○菅野議長 じゃ、時計、ちょっと。 

  じゃ、時計をスタートしてください。 

○３番（後藤一夫議員） 今年度も多くの全国規模の観光、スポーツ事業等が本町において開
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催されております。今年度も５か月が経過した現在における各種事業の成果等について質問

いたします。 

  １点目の質問です。ガストロノミーウォーキングｉｎ山形県西川町、月山ＳＥＡ ＴＯ 

ＳＵＭＭＩＴ、インターハイカヌー競技、その他の事業についてお伺いいたします。 

  初めに、現在、観光客、交流人口が増加しておりますが、特に交流人口等の増加に結びつ

いた新たな施策、事業は何でしょうか、お伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えさせていただきます。 

  主要事業の経済効果と成果ですね、関するご質問をいただき、ありがとうございます。 

  私がこの職になってからは、今まで観光の客のターゲットが絞られていないなと、私、商

売をしている人間からしてみれば、これはターゲットが不明確だから打ち手がぼやっとして

いるなというのを感じておりました。 

  私は、若い方の移住をしたいわけです。移住をさせて、９月みたいに、人口プラス３みた

いなことをこれからずっとしていきたいわけです。そうすると、誰も来ない、来たことない

人が西川町に移住するということはほぼない。ただ、西川町はおかげさまで、幸運にも観光

の町なので、１回は来ていただくというチャンスがあるわけです。ここは、河北町や、河北

町、朝日、大江さんとは異なる西川町の強みかなと思っております。そんな恵まれた中で、

地域で、これから移住してほしい、誰が移住してほしいか、若い人ということで、若い人を

ターゲットにした観光商品やイベントを開催しております。若いというのは、体力のある人

というのも含めて、気持ちが若い人というのも含まれると思います。 

  これまでいろいろな、数字だけまず申し上げると、今年度は５か月あまりでイベントを複

数開催いたしまして、参加者だけで2,500人を超えております。ＡＩの謎解きゲーム、今日

も役場にいました。休日の役場に観光客が来る、そんな方が823組参加しておりましたので、

もう1,000人以上は優に参加しているわけです。また、サテライトスクールで小学生が西川

町に合宿に来ていただきました。６月17日のＯＮＳＥＮガストロノミーでは170名ほど、月

山ウルトラマラソンでは230名ほど、月山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ、月山湖からカヌー

と自転車と歩きで月山頂上まで登りますという、心の若い、精神の、肉体に自信のある方が

200名ほど、また、こども食堂の合宿や日本蘚苔類学会、インターハイ、山形新聞杯でのカ

ヌー誘致など、合計2,500人ですね、2,500人駆けつけていただきました。 

  宿泊数で比較しますと、最も経済効果の高いのは、観光でいえば宿泊でございます。昨年
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度は、観光協会ツアーに２つのカヌー大会を含めて、800泊でございました、昨年度は。今

年度は、ほぼほぼ若い方が来ていただきまして、約３倍の2,400泊でございます。観光庁に

よる単価からの推計になりますけれども、日帰りと観光客を合わせて、西川町が行ったイベ

ントで約6,000万円の経済効果を生み出されたものと試算しております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 6,000万円の経済効果ということで、若者の移住が一つの大きな狙

いだということをお聞きしました。これらの事業を通しまして、その成果は大いに上がって

いるというふうに私は感じたんですけれども、町長の見解はどのように思っているか、改め

てお聞きします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問いただきありがとうございます。 

  おかげさまで、６億円という、お金の面でいえばこういった数字になりますけれども、特

に月山志津温泉の旅館さんからは、今までにない宿泊だというふうに評価をいただいていま

す。特に、月山のリフトの架け替え時期、あの時期は満室になることはなかったそうなんで

ございます。ただ、そこが複数の宿泊旅館さんのほうで満室になったというのは、こういっ

たＡＩ観光とか、また西川町が、魅力というか、明るくなったから来たという方もいらっし

ゃいますし、そういった西川町を注目していただいているのかなというのは感じております。 

  このため、いい循環に入ってきたなと思うのは２つの面でございます。 

  １つは、人口の社会減が止まりつつあるということでございます。５月に人口増、８月に

も人口増というような、人口減少が止まるような兆候が見えてまいりました。これは、若い

方をターゲットにして、インターンもそうです。西川町の人に、自然に、特に人だと思いま

す。人に触れ合って、ああ、この地域なら移住したい、住んでみたいと思っていただける方

が実際にいらっしゃっています。特にインターン生ですね。地域おこし協力隊ではなく、イ

ンターン、２週間だけ西川町に除雪しに来ていただいているわけです。その方々から、合計

４名移住していただきました。 

  このほかに、もう一つの効果としては、産業面というか、西川町との連携企業さんが次々

にお声がけをいただいております。ＡＩの謎解きのほうもそうですし、長沼の公衆トイレの

隣に、ローヤルエンジニアリングさんという方が、循環型、汚水を流さない形でトイレを置

いていただいている事業者さんもいらっしゃいます。また、西川町のＯＮＳＥＮガストロノ

ミーにお客さんを連れてくる役割をしていただいている東武トップツアーズなど、連携企業
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だけではなく、これから西川町のために何かしたい、また、寄附をしたいという事業者さん

がいらっしゃいます。西川町で寄附を頂けるという方は、私になる前は１件だったんです、

１件。企業版ふるさと納税１件が、令和４年度は17件でしたっけ。 

〔「22」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 22件、１から22件に増えました。この22件の寄附を頂いたというのは、県で一番

多いわけでございます。 

  ですので、こういった民間会社も、バイオマス発電でＮＴＴさんがこちらに来ていただい

たり、いろんな事業者が既に来ていただいていますし、サテライトオフィスができれば来る

よというような会社が５社以上も既にございますので、こういった面からも私らは、次の課

題として住宅環境をしっかり整備しなくてはいけないと思っております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございます。 

  宿泊が非常に多くなったと、すばらしいことだと思います。あわせて、それに伴って、町

内商店等の経済的効果はどのように捉えていらっしゃるでしょうか。 

○菅野議長 柴田商工観光課長。 

○柴田商工観光課長 今の後藤議員の質問にお答えいたします。 

  町内商店への経済効果になりますが、ただいま町長が申し上げた推計の中には、一般の観

光客の方が町内の宿泊や日帰りの方が訪れたときに使う金額も含みのものになっておりまし

たので、そちらの中身のほうに込まれて推計として試算をさせていただいておりますので、

その内数になるということでご承知おきいただければと思います。よろしくお願いします。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございます。 

  理解できましたので、次の質問に入らせていただきたいと思います。 

  ２点目の質問に移らせていただきます。 

  現在、新たな観光事業が次々に展開されております。このような中で、ＡＩ観光を含めた

今後の新たな観光の展開についてお伺いします。 

  初めに、ＡＩ観光の一つとして、現在、ＡＩ謎解きゲームが実施されておりますが、ＡＩ

観光を含めた今後の新たな観光の展開の考え方についてお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ＡＩ、人工知能ですね。人工知能を生かした観光についてご質問ありましたので、
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お答えいたします。 

  西川町の総合計画でも、ＡＩの活用というのはたくさん盛り込んでございます。また、人

工知能を観光商品に生かすという取組は、全国でもなかなかない、少なくとも自治体でこれ

を行っているというところはないのでございます。 

  私たちは、デジタル田園、私の古巣ですね、のところにある国家構想交付金というのを、

ございますが、こちらは５年間使える交付金でございます。この使い勝手のいい交付金を昨

年取りましたので、今年度、先ほど800、900人近く参加しているというふうに申し上げまし

た。こちらのＡＩ観光はとても好評でございますので、第２弾の着手を始めているところで

す。だと、第１弾は来年できないのかということでご懸念かもしれませんが、来年もできま

す。なので、来年は西川町に２つ商品ができるということです。謎解き好きというのは、東

京の若い人がたくさんいますので、そういった方が、例えば午前中、これ３時間は必ずかか

ります。謎解き、クイズです。これは難しいですから、３時間はかかって、午前中やって、

第２弾は午後にやってとなると、大体、西川町には夜遅くなって泊まれるような行程になっ

てほしいなと思って、こちらの旅行商品をつくっていきたいなと思っております。 

  ただ、今申し上げたのは謎解きだけという方だけなんですけれども、そうじゃなくて、実

際の謎解きもしつつ、実際の西川町を楽しもうと、カヌーとセットにした商品づくりなども

考えているところです。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ＡＩ観光の可能性が非常に大きいということが分かったところであ

ります。 

  そうしますと、今後の西川町の観光の柱の一つはＡＩ観光だというふうに理解したんです

けれども、どのように考えていらっしゃるか、確認させていただきたいと思います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ご質問は、ＡＩ観光が柱というのは、これは柱の一つではございますけれども、

今、西川町はやはり月山への登山、夏スキー、トレッキングというのが主力でございますの

で、こちらはこちらでしっかりＰＲをしていかなくてはいけないと思っています。 

  私は、この前も本道寺口から登りましたけれども、来週には行人小屋のほうからも行きま

すけれども、そういった通常の姥沢の月山ルートではなくて、そちらのルートを少し宣伝を

させていただいたり、あと、羽黒のほうからも登ってきましたけれども、高山植物に関して

は姥沢のほうが勝っているなと思いました。高山植物は勝っているなと。そこで思ったのが、
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羽黒口のほうは大きなバスで送迎しているのが見えましたと。個人の旅行客ではなくてです

ね。やっぱり団体旅行客となると、羽黒はやっぱり強いなというのを感じました。ただ、こ

れからの観光は個人になりますので、いつか西川町が、また、今は羽黒のほうが少し人気が

あるなと東京のほうからの評判ですけれども、やっぱり西川のほうから登ったほうがいいよ

ねとなるようにしなくてはいけないと思っています。 

  ただ、駐車場が広いというのが西川町の魅力ですので、例えば、羽黒口から登って頂上ま

では、山伏の体験というのがあそこは強い観光コンテンツで、これは多分揺るぎなくて続く

と思うんですけれども、下る側は西川の姥沢口にして、次は、お参りを月山神社でされてか

らは高山植物を楽しむような、トレッキングのアドバイスできる人にスイッチして、そうい

った楽しみ方、縦走という形でできるんではないかなと思っていますが、こちらのほうも今、

県全体の商品づくりの観光インバウンド事業を私ら認定目指していますので、そこで新たに

つくっていきたいと思っています。 

  このときに、先ほどおっしゃっていたＡＩ観光はＡＩ観光で、まず西川町を、じゃ、西川

町って知らないけれども来るという人たちは、そういうのが、ＡＩ観光で引き込むしかない

と思っています。そこで来た人がＯＮＳＥＮガストロノミーやいろんな地域行事に出て、西

川町の人がやっぱり温かいなと思われて、だんだん人に、最初はＡＩの体験で来たけれども、

次はこのお母さんやこのお父さんと一緒に山菜、ワラビ取りとか行ってみようとか、そうい

う人に帰属する観光をすることで、西川ファンがもっと増えるのではないかなと思っていま

す。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 月山登山にしても、志津、姥沢からの登山だけでなく、本道寺、岩

根沢の登山口からの登山も大いに推進、振興していくべきというふうに思っております。な

かなか今までできなかった部分でもあるのかなというふうな面も感じているんですけれども、

ぜひ町としても推進していただければと思っております。 

  次の質問に入らせていただきます。 

  次に、８月17日から19日までの２泊３日の日程で、包括連携協定を締結しております株式

会社ローヤルエンジニアリングの社員家族とこども食堂の子どもたち、合わせて14名が来町

し、西川町自然体験企画が実施されました。事業は大好評のうちに終了しております。実施

要綱の中には、次年度以降も持続可能な旅行商品づくりを目指すとありました。今後も、本

町が協定を締結しております多くの企業等との連携した中で、旅行商品づくり等を進めてい
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く考えがおありなのか、お伺いします。 

○菅野議長 後藤議員、これ（２）ですか。 

○３番（後藤一夫議員） はい、すみません。 

○菅野議長 始めるとき、括弧、お願いします。 

  答弁、菅野町長。 

○菅野町長 後藤議員がおっしゃっていただいたローヤルエンジニアリングさんが、連携企業

の会社が社員旅行と、こども食堂の方をいらっしゃって、西川にいらっしゃっていただいて

自然体験を実施したというご紹介がなされました。今後もこのような事業を進めていきたい

と思っております。 

  西川町の観光協会、月山朝日観光協会、変わったと思いませんでしょうか。事務局長も若

い方になり、働いているスタッフも、台湾語も話せる方もいたり、デザインもできる女性も

入ったりと、多彩なメンバーになってきたなと思っております。その中に１名、第２種旅行

業者を、資格を持っている者がございます。これがなかなか西川町の観光協会の付加価値で

ございます。あんまりほかの町を言うのもあれですけれども、朝日町さんや大江町さんの観

光協会は、自分で観光商品つくれないんですよ、この免許を持っていないから。どうするか

というと、この前も私ら打合せさせていただいて、共通の商品つくったりしようとしたんで

すけれども、例えば大江町さんだったらどこにお願いするか。河北新報さんにお願いするわ

けです。せっかく予算化、200万したお金をほとんど河北新報さんにお支払いするわけです、

河北新報さんに。宮城県に。仙台の人連れて来てほしいから。ただ、西川町の場合は、あと

ローヤルエンジニアリングさんから来てもらえますよとなっても、月山朝日観光協会に頼め

ばいいんですよ。バスを使ったりするのは、旅行業者の免許がないとできないわけです。 

  ですので、私らはなるべく観光協会に仕事を、旅行商品をつくってお願いして、お願いす

るために関係企業さんから仕事を承って、すぐ観光協会につなぐということをしていかなく

ちゃいけないと思っています。実際に、そのローヤルエンジニアリングさんもそうです。あ

とは、宮城第一信金のお客様、その支店のお客様の旅行なども手がけていると聞いておりま

すので、こういったことの繰り返しなのかなと思っております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 連携協定を締結しております企業との様々な結びつきは、非常に大

切だと思います。今後とも積極的に進めていただければと思います。 

  それでは、次に、（３）町政施行70周年の記念事業について質問させていただきます。 
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  来年度、本町は町制施行70周年の記念の年を迎えます。現段階で観光事業等の記念事業を

考えられておられるのか、初めにお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 何かしらの事業は考えていきたいと思っておりますし、総合計画においても70周

年事業は開催すると明記しております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） そこで、単発的な提案になるんですが、ワークショップ、まちづく

り町民会議の中でも意見が出ておりました月山湖花火大会の記念事業としての開催を提案す

るものであります。実施に当たっては、町民の方々と行政が一体となった体制づくりを行い、

町民みんな一緒になって実施するというものであります。過去の例から見ても、集客力は大

きなものがあり、記念事業としてふさわしいと考えますが、いかがでしょうか、お伺いしま

す。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 月山湖花火大会ですね、私も子どもの頃、行きまして、肥だめでしたっけ、何で

したっけ。焼きそば。 

〔「肥やし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 肥やし焼きそばでしたっけか。フォークで、大きいフォークでやっているのを見

て、その焼きそばを嫌々食べた覚えがあります。本当、食いたくなかったですね。やっぱり

あの頃は西川町元気だったなと、改めて思いますね。 

  総合計画でも、令和６年度に、令和６年度、来年度でございます。町民と共に、町民の結

束を促し、シビックプライド、郷土への誇りですね、郷土への誇りが高まる、元気の出る町

制施行70周年事業を実施していこうというふうに、もう書いてございます。ただですね、こ

の月山湖花火大会だと、郷土への誇りを感じるかとか、町民の結束を促せるかという目的で

この事業をさせていただきますので、必ずしも月山湖でやるかどうかというのは、これから

詰めていきたいと思います。 

  これまでは西川町は、どうせこれやるなら役場職員がやるんだろうみたいな形で見られた

かもしれませんけれども、今の西川町は、老若男女、元気のある方が、つなぐ課が誰が元気

があるかというのをちゃんと把握していますので、その人たちをチームをつくって結びつけ

て、何か町民の方が元気が出て、西川町に住んでよかったなと思えて、ああ、久しぶりだね、

久しぶりに会ったねというような会にしていければいいなと思っています。あいべに新しい
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施設もできますので、新しい施設とあいべとグラウンドを使って、何か集客力のあるところ

で、皆様が集まりやすいところで開催するというのも一つのアイデアかなと思っております。

何かしらは必ずします。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございます。 

  ぜひ、町が一体となって、町民一体となって、元気が出る事業の実施をみんなでやってい

くようにお願いできればと念じております。 

  それでは、第３の質問に移らせていただきます。 

  第３の質問、月山スキー・登山エリアの観光推進について質問いたします。 

  月山は西川町のシンボルであるとともに、西川町における最も重要な観光拠点であり、春

から秋にかけて多くの観光客が訪れます。月山における受入れ体制の整備等について質問い

たします。 

  １点目の質問です。月山環境整備運営駐車等協力金についてお伺いします。 

  当協力金は、月山の環境保全、安全対策、受入れ対策等に充てるため、月山を訪れる方々

から協力をいただいているものであります。受入れ環境の強化を図るため、昨年度までの

200円から今年度、1,000円に引き上げられました。大幅な引上げによる苦情、また様々な意

見等はないのかお聞きいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 月山姥沢口で徴収している駐車料金のことでご質問いただきました。 

  まず、こちらの環境整備協議会というのは、私が会長になっております。ですので、その

立場からのご回答となることをご了承いただければと思います。 

  コロナ禍によりまして、町からの支援を協議会がいただいた経緯もありましたが、このた

びは協力金の引上げに伴いまして、環境保全の拡充以外にも３つの点で解決が図られました。 

  １つは、警備会社への全面委託です。警備会社。柴田課長が商工観光課長ですけれども、

もう土日になると商工観光課の職員が駐車整備で行っているわけです。これはやっぱり持続

可能ではないなと思いまして、警備会社に、そのお金を、頂いたお金で委託することができ

ました。 

  ２つ目はですね、シャトルバスの運行業務。これもそうですね、町職員がシャトルバスの

運行業務も携わることはなくなりました。 

  ３つ目のよかったことはですね、月山スキーエリアをくまなく認知するパトロール、おと
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とし、去年ですね、去年痛ましい事故が起きましたけれども、そのパトロール強化で、複数

の人間が、パトロールする方に充てる人件費を確保することができたということでございま

す。 

  なお、協力金の募集に当たるシルバー人材センターや商工観光課に対しては、引上げに伴

う苦情はこれまで10件程度しかございません。観光客の方からもご理解しているものだと認

識しております。 

  やはり行政というか、西川町のほうが1,000円を取るということで、羽黒のほうはゼロ円

なわけです。１回おしっこすると100円払わなくちゃいけない、100円以上払わなくちゃいけ

ないんですけれども、こちらのほうがお金がかかるわけです。それでもなお、今年度の観光

客は1.3倍、1.3倍ほどの入り込みができているわけでございます。ですので、お客さんが減

ったら町のせいにされるだろうなと思いながらも、今回、1,000円の値上げに踏み切ってよ

かったなと思っております。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） 苦情が10件程度ほどということで、お聞きしまして、非常に少ない

と感じたところであります。昨年度までの協力金でも、200円の協力金でも、苦情というの

が相当数あったように聞いておりますので、ご来場いただいた方々にご理解いただいている

んだなというふうに、認知されているなというふうに感じたところであります。 

  それで、１点お聞きしますが、月山と同じような観光地で協力金を頂く場合、どの程度の

金額なのか把握されておりましたら、お伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 月山も百名山でございます。 

  ただし、西川町よりも知名度のある観光地を、私、少ない休みを利用しまして、行ってま

いりましたと。例えば、尾瀬でございます。尾瀬は、１回駐車場に入るまでに1,000円かか

るんです。駐車料金を1,000円もらいます。そこからシャトルバスで行きますと、1,000円か

かりますと。戻ってくるときも、車があるんで駐車場に行って、1,000円かかるわけです。

そうすると、１人、私１人で行きましたけれども、行くだけで3,000円かかるのでございま

す。駐車料金は３人で行けば1,000円で済むんですけれども、必ずゲートがあって、自動、

１人と会うことなく、オートメーション化されているなと思いましたので、これが西川町の

最終的な理想形かなと思いましたし、人件費かかりませんから、ございましたし、あと、こ

このお金を支払っても、尾瀬で3,000円払っても、私は、これは高いなとも思いませんでし
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た。 

  なので、私は、月山はもう高山植物とかは本当にほかと負けていませんので、堂々とお金

を取るべきだなと、そのとき、旅行に行きながらも思いまして、尾瀬を参考にして、そうさ

せていただきました。3,000円取っているところもあるということですね。 

○菅野議長 ３番、後藤一夫議員。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございました。 

  それでは、次の質問、２点目の質問に入らせていただきます。 

  月山スキー場ペアリフトの改修について質問いたします。 

  老朽化が進んでいるペアリフトの改修については、これまでも一般質問等で取り上げてこ

られましたが、厳しい状況にあるようでございました。しかし、このたび町の尽力により、

行政報告にもありましたが、観光庁の観光高付加価値化事業が採択され、事業が推進される

ことになりました。懸案であったペアリフトの改修が解決されることは、大きな成果である

と思います。当事業を受けての今後のペアリフト改修の推進日程等についてご説明願います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 月山リフト、ペアリフトの改修についてご質問いただきましたので、お答えいた

します。 

  ご承知のとおりですね、この観光高付加価値化事業というのを西川町は採択いたしました。

山形県で３件、ほかに銀山と天童温泉しか取れなかった補助金でございます。こちらの補助

金を申請するに当たって、16事業者が、町内のですね、16事業者が改修や廃屋の解体等を申

し出て、この事業になったわけでございます。 

  そのうちの１つに、ペアリフトを運営します月山観光開発株式会社がございます。こちら

は、早ければ９月中旬から２年間、２か年をかけて、月山ペアリフトのロープや減速機など

を改修いたします。参画事業者の中でも、月山観光開発の事業内容は最も複雑なものでござ

いまして、また、現段階では交付決定が全額確定というところにはまだ至っておりませんの

で、この全額、エリアとしては確定、ただ、その粒々の事業に関しては全額お支払いできる

かどうかというのはこれからになりますので、その事業完了や補助金の交付決定まで、商工

観光課のほうが中心になって伴走していきたいと考えています。 

  なお、万が一ですね、万が一、この交付決定がなされなかった場合、または減額されて交

付決定となった場合には、月山ペアリフトの耐用年数というのが来年に迫っておりますので、

そこは佐藤耕二議員からも、佐藤仁議員からも、過去、これまでご質問、ご要望いただいて
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いますので、町の支援というのも考える必要があるのではないかと考えております。 

○菅野議長 後藤議員、あと１分です。 

○３番（後藤一夫議員） ありがとうございました。課題となっていた案件が解決に向かい、

大変大きな前進であったと思います。 

  以上で、私の３件の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○菅野議長 以上で、３番、後藤一夫議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は２時40分とします。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 泉 奈 美 議員 

○菅野議長 続いて、７番、大泉奈美議員。 

〔７番 大泉奈美議員 質問席へ移動〕 

○７番（大泉奈美議員） ７番、大泉奈美でございます。 

  今日最後の質問になりますけれども、よろしくお願いいたします。 

  まず、質問に入る前になんですが、本日、早朝から草刈り活動、大変ご苦労さまでござい

ました。作業に当たられた皆様に対しまして、感謝と敬意を表したいというふうに思います。 

  本日、２つ質問をさせていただきます。木質バイオマスと病院関係についてですね。それ

で、朝９時半から、武田町立病院院長におかれましては、出席をいただきまして本当にあり

がとうございます。本日、病院ということで質問をさせていただきますが、いろいろと、質

問とかではなく、院長先生もいろいろ聞いていただければ非常にうれしいなというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、早速質問に入ります。 
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  木質バイオマス関連施設の整備について。町は、高齢化の進展、担い手減少の中、環境負

荷を低減し、中山間かつ積雪寒冷地における持続可能な通年農業の経営モデルの構築を目指

すとして計画を進め、令和４年11月に、旧入間小学校跡地に木質バイオマス関連施設の建設

を入間区役員と協議、さらに入間地区座談会が行われ、説明されました。これらのことを踏

まえまして、次の質問をいたします。 

  質問の１番です。 

  これまで入間地区は、令和５年２月に高畠町の小型バイオマス発電システムの視察研修に

行ってまいりました。今後、木質バイオマス発電所プラス次世代型園芸施設の整備は、どの

ように進めていくのかお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 木質バイオマス発電についてご質問がありましたので、お答えさせていただきま

す。 

  木質バイオマス発電の整備については、まず、間伐材を利用することから始まります。総

合計画の主要事業にも位置づけられているほか、バイオマス熱を利用する次世代型園芸施設

のようなハウスの、施設の数についても、ＫＰＩとして設定しております。町としても、と

ても重要な事業だと思っています。 

  整備の進め方ですけれども、国の予算を獲得しております。今年度、まずは事業化できる

かどうかの調査の実施を行います。８月に実施事業者を選定いたしました。ＮＴＴ系の、Ｎ

ＴＴ……、系じゃないな。 

〔「アグリテクノロジー」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 ＮＴＴアグリテクノロジーというＮＴＴの関連会社でございます。調査は、実際

に９月後半以降から始まる予定です。整備することとなる施設やスケジュールは調査事業の

結果次第となりますので、現段階ではお答えすることが困難でございます。 

  ただ、整備の候補地、私は、ぜひ中山間の地域に対してこういった明るいニュースを届け

たいと思っております。西川町の最近の流れは、海味地区に住宅地を整備して、中山間の集

落からも引き受けて、人口の地域の格差が広がっております。このため、ぜひ中山間の地域

として入間小学校跡地を候補地として挙げており、入間区の方と対話し、小学校跡地が最も

ふさわしい、入間小学校跡地を対話会を通じて進めてまいりました。 

  もう一つ、それよりもふさわしい地域があるのではないかとお話がありまして、本道寺地
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区から、本道寺小学校のグラウンド跡地、こちらを活用してほしいという非常に前向きな声

がありました。このため、新たに本道寺小学校のグラウンド跡地も対象としまして、どちら

が最もふさわしい場所なのかを今後、精査していくことになるかと思います。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 今、町長から説明もありまして、町のホームページも見ました。株

式会社ＮＴＴアグリテクノロジーの受託候補に決定したというホームページを見まして、Ｎ

ＴＴといえば単純にもう電話とか通信会社であるなというふうに思っておりまして、デジタ

ル系は非常に強い会社なのかなというふうに理解しまして、私もこのＮＴＴアグリテクノロ

ジーのホームページもちょっと見せていただいたんですが、やはりちょっと具体的には分か

らないというのはありましたが、やっぱりこれからは農業についてもデジタルを活用したと

いう、効率のいい事業にしていかなければいけないなというふうには感じているところです。 

  選定場所、最初に入間地区に対しましてお声がけをいただきまして、区としても視察に行

ったり、何回か、複数回の対話会を担当課長、担当係の方とか、町長とも複数回、本当に対

話をさせて、いろんな意見交換をさせていただきました。最近では、もう８月の31日に三役、

入間区役員の三役でまた対話会をさせていただき、場所の選定については町とこれまで大変

協議をしてきたなというふうに感じているところです。 

  今回、やはりＮＴＴアグリテクノロジーさんに受託がもう決まりましたという時点であり

ますので、やはり会社でありますので、採算の合わないことはしないのかなというふうには

思っておりますので、こちらの会社がこれから場所や木材の量とか、いろんな面で調査をさ

れて場所を選んでいただくかというふうに考えておりますので、例えば本道寺は場所が広い

から非常にいい場所だというふうには、やはりあの小学校の跡地、グラウンドでしたから、

私たちから見ても、テニスコートとかいろんなものがあったので、広い、広い場所であるな

というふうには思いますが、木質といいますか、チップ、生産とかいろいろありますので、

ぜひ希望というか、入間地区もなかなか、だんだん活気がなくなってきておりますので、私

としてはぜひ入間小学校跡地に決まればいいなという、まずは希望を持っているところでご

ざいます。 

  ちょっと早いですけれども、次の質問に行きたいと思います。 

  令和５年度の予算で可決されました木質バイオマス発電及び次世代型園芸事業への木材供

給体制整備に伴う林道改良工事、これ、町の予算の事業名でしたので、そのままでございま

す。林道西の沢線道路改良工事について予算がついたということで、じゃ、バイオマスどう
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なるか分からないんですけれども、もしかしてこの改良工事はやってくれるのかなというと

ころもありますので、これについてどのように進めていくのかをお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 お答えいたします。 

  木質バイオマス発電と次世代型農業というのは、日本の豪雪地帯の地域で大変注目されて

おります。なぜなら、この日本一の豪雪の町の西川町で、ハウス園芸をして、雪を、木質の

間伐材をチップにしたものを燃やして、それで雪を解かして、冬も作物を作る、こんなこと

がこの日本で、西川町で可能なのかというのが日本中で注目されていると思います。逆に言

うと、ここで成功すればこういった事業がほかの各地で、日本全国の雪国で開催、実施され

るのではないかと注目されている事業と、国から聞いております。 

  林道との整備との、林道の整備は、確かに当初予算で上げさせていただきました。ただ、

その頃は、本道寺地区が手を挙げていない状況でございました。入間区のほうに私たちから

持ちかけて、先ほど申し上げたとおり、なかなか中山間に元気がないなということで、あと

残っている町有地を見ていったら、ああ、入間地区、そして入間地区のほうで林道の西の沢

線を整備してほしいという要望がありましたので、では、これは木質バイオマスのための間

伐材を供給してもらわなくちゃいけないし、林道整備とバイオマスの入間小学校というのは

セットというふうに考えておりますし、地区にもそのようにお話ししておりますし、議会に

おいてもそのようにご説明させていただきました。 

  しかしながら、今の状況からですね、私たちは入間区へ持っていきたいというときの対話

会の中で、事業性をしっかり見るべきだという対話会でのご意見がありました。もうからな

いビジネスかどうかというのを心配しているわけです。そういうふうに言われると、当然、

広い地区の、地域のほうが、ハウスをいっぱい建てられるほうが採算を合うわけです。採算

合うわけです。ですので、今回は調査をして、入間区のほうが、入間区の要望に応じて、じ

ゃ、採算が合うところに、合うかどうか心配だ、採算が合うようにしなさいと。分かりまし

た、町はですね、分かりました、では、本道寺と入間でどっちが採算が合うか、これから調

査しますというのが今回の調査なんでございます。このため、林道整備はセットですので、

本道寺になりましたというときに、間伐材どこから持ってくるんですかとなると、入間区か

ら持ってきますというのは、これはあり得ないわけです。採算、さらに合わなくなりますか

ら。運んで、運び出して。それは、こちらの当初から申し上げているとおり、木質バイオマ

ス発電と林道整備はセットというふうに町は申し上げているわけでございます。 
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  このために、どのように進めていくかということであれば、今の状況であれば、入間区の

ほうからも歓迎するというような決議をいただいていない状況でございます。これは、町に

とってみれば想定外のことでございました。これから電気料が安くなるかもしれない、入間

区だけ、入間区だけ安くなるかもしれない。それでも、音が心配だから、僅かながら心配な

人がいるから、これを地域でオーケーを出せないでいる、これが入間区の今の状態なんでご

ざいます。そう考えると、本道寺地区では、餅を準備してもてなしてくれるぐらいの温かさ

なわけです。ぜひ来てください、ＮＴＴさん、事業しましょうというような本道寺地区でご

ざいますので、そういった気持ちの面からも、広さの面からも、今は圧倒的に本道寺が有利

な状況だと私は思っております。あとは、この熱意が入間区のほうでもたらされれば、逆転

もあり得るのかなと思っております。 

  よって、今年度中に実施する予定の入間区の西の沢線、林道においては白紙に戻しまして、

林道整備は誘致の場所が決まってから整備したいと考えております。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） まず、木質バイオマスについての園芸施設については、まず町内で

も非常に注目されて、最初、入間にお声がけしたそうですという話は聞いていて、町内みん

な、あれどうなったのかなというのは非常にいろんな方から、どうなっているんだやという

のは私も聞いておりまして、今、町長のほうから、本道寺から熱いラブコールが来ていると

いうお話を聞きました。 

  ただ、入間地区、こういうことを言っては、「また入間地区は」と言われるかもしれませ

んが、西川町に今まで企業さんが来て、例えば歴史的にいえば鉱山、いろんな鉱山の会社が

来ました。やっぱり鉱石とか鉱物が出なくなったらもう、すぐ撤廃して、そこの場所をその

ままにしていったとか、そういったいろいろな歴史的なことをあると、どうしてもそういう

考え方になってしまうのかなというふうなことが、町長はそんなことはありませんと、私が

保証してそういったことはないようにしますというふうになるとは思うんですが、これはや

はり入間だけじゃなく、本道寺も西川町ですので、例えば、いや、また入間みたいなこと言

うなと、採算合わなかったら何すんなだやという、やっぱりこういう懸念を持っている、入

間地区だけじゃない、ほかの町民、やはり歴史的なところかな、前々々町長の横山町長時代

もいろいろ企業誘致しましたが、ほとんど撤廃したとか、皆さんやっぱり事業効率とかも考

えていなくなったということもありまして、その辺のところについて、心配ないよという町

長のご意見を伺えればと思います。 
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○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 今までの西川町の企業が、誘致しては撤退というか、破産状態になったりという

うのは見てきていますけれども、一応、何と言ったらいいですかね、安心してくださいと言

いたいところですけれども、これはやっぱり前の町長の話でありまして、今までの私の事業

で失敗したものってありますかね。ありますかね。ない。失敗したことって、私、あります

っけ。 

〔「……」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 多分、まだ西川町では私、失敗したことないと思うんですけれども、私をぜひ信

頼していただければなと思っております。 

  ぜひ信頼していただけるように、私は、稼ぎとしては商売人も、総合開発までとか観光協

会まで合わせると４社、今、商売しておりますけれども、普通の民間、純粋な民間会社でも

２社、私は経営に携わっているわけですし、１つは平社員でやっているわけです。ですので、

経営の感覚というのとか事業計画とか、私は大体、何で、これは失敗するな、失敗しないな

というのは大体分かるんですよ、決算を見れば。金融庁にいて、財務省にもいましたんで、

そういう公務員の目線と今までの民間の経験から、大体失敗するというのとか、あと社長と

の近さというのもこれから、これからというか、まずそこから信頼関係って始まるので、な

かなかあまり失敗するイメージは私は持っていません。これまでの町長と違って、私はあき

んどですので、そこが違うのかなと思っています。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 今、町長から、今まで事業を失敗したことない、失敗したことあり

ますかとありましたが、ないです。 

  いや、議会も今回、更木ですね、岩手県の更木に行きまして、桑、桑の葉をお茶にしたり

とか、繭を飾り物にしたりとか、いろいろやっていらっしゃいまして、あとはユキノチカラ

ですね、西和賀町のユキノチカラ、各地区でやっぱり事業は、町長が最初にこういうのいい

んじゃないですかというのはありますけれども、そこの地区で事業が展開しているというか、

いい方向で、じゃ、こういうふうにしていったらいいんじゃないかという、地元の方のアイ

デアと、あとはもちろん職員の方もいますが、やっぱり事業は展開していかないと駄目だな

というのはありまして、それは今回、ちょっと視察先でも見せていただきまして、私が今申

し上げたのは、ちょっと聞こえてくる心配さですね、歴史的な部分の心配さを説明させてい

ただきましたので、今、町長が「私、失敗していますか」ということに対しましては、失敗



－187－ 

していないという、私の答えでございます。 

  それでは、先ほど、西の沢林道ということも質問させていただきましたが、多分、林道は

町内にいっぱいありますので、まず入間地区も優先順位を上げていただきまして、何番目だ

かはまだ分かりませんが、ぜひ、もしバイオマス施設に外れましたら、優先順位をぜひ上げ

ていただきたいというのは私の言葉でございます。ぜひその辺はよろしくお願いいたします。 

  続きまして、質問の３番になります。 

  木質チップの供給につきましては、計画的な森林の伐採、植林を行い、循環型森林経営が

必要であることから、チップの生産はどのような計画なのか、森林組合の協力は依頼されて

おられますが、今のところ、分かる範囲での見解をお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 チップの原料となるチップの生産計画や森林組合の協力についてご質問ありまし

たので、お答えいたします。 

  チップの供給は一番最初に考えるべきことでございます。もちろん、これが確保されてい

ない状態で事業計画をつくるということは、事業計画上、あり得ません。私らが、まずチッ

プの量を確保しているのかということであれば、そちらは確保しております。 

  さらに、これからはダムの流木なども使っていきたいと、何トンでしたっけ。 

〔「400トン」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 400トン。400トンの流木のうち、使えるものを使っていきたいとも考えています。 

  森林組合は、従来、置賜地方のほうにバイオマスチップにするべき間伐材を運んでおりま

した。それを町内に供給していただくということは、大丈夫だという回答は得ております。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 前町長のときに、チップについての質問なんですが、水沢温泉のボ

イラーも非常に老朽化をして交代の時期だという話があって、じゃ、チップのボイラーにし

てはどうかという話もありました。そこで、私がちょっと議員になりたてなんですが、平成

30年に行政視察で北海道の下川町を訪れまして、木質バイオマス関連施設を視察させていた

だきました。やはり現場でチップを作るということではなく、木を山から切り出して、土場

といいますか、そこの広いところに置いて、まず１年ぐらいは乾燥させて、その後、そのと

ころでチップにし、さらにそのボイラーをたいているところにチップ乾燥する場所を造って、

そこで燃やしていると。やっぱり木の種類によって乾燥率とか違うということのお話でした。

この木は何％、この木は何％、これくらい、とにかく燃やすんですから乾燥率が非常に大事
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だというお話も聞いてきました。 

  あとは、高畠町に視察に行きましたときも、やはり乾燥は非常に重要で、特に杉はあっと

いう間に燃えてしまうというお話もありまして、やっぱりナラが一番いい、冬なんか特に、

ちょっとやっぱり本当に乾燥させないと故障の原因になるというお話も聞いてきたところで

す。 

  やはり今後、今は園芸施設としてのチップの量をまずは確保するというふうにはなると思

うんですが、今後、やはり今申し上げましたように、水沢温泉のボイラー、１台はもしかし

て木質バイオマスということで考えていく方向性もあるのかなというふうに思いまして、そ

うなればやっぱりチップ、あとは木材の量を、先ほど流木を何トンでしたっけ。流木を400

トンぐらい使うというお話もあったように、流木はどちらかといえば乾いているかなと、そ

れでも乾燥というのは大事かなと思いますが、チップの生産について、今、ちょっとお考え

の点がありましたら、ちょっと見解をお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は渡邊みどり共創課長。 

○渡邊みどり共創課長兼農委事務局長 お答えします。 

  チップの生産については、議員のおっしゃるとおり、乾燥、含水率を下げるというのが極

めて重要になってきますけれども、どの程度の含水率が求められるかというのは、発電施設

ですとか、あとボイラーの機種によって異なってきますので、それも、どういったボイラー

とか発電施設を入れていくかということについても、今回の調査事業でしっかり調査してい

ただけるという話をいただいていますんで、その中で見極めていくということになります。 

  どこで乾燥させるかとか、まずは原木のままで、土場のような形で乾燥させるというのは

もちろんですけれども、その後、どこでチップにして、どこでそのまたチップを乾燥させて

発電機に投入するかということについても、事業の設計次第になってきますんで、そこで決

定していくという形になると思います。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 今、課長から答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  やはりチップといいますか、木材は町内90％近くの森林を抱えておりますので、最初は園

芸施設付近から切り出すとしても、その後、やはり町内一円を考えて、１回切ってしまうと

次の木が大きくなるまでかなりの時間がかかりますので、その辺は計画的にやっていってい

けたらというふうに思います。 

  あとは、チップだけ作って、これ使わないんだよなというふうにならないように、やはり
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次の事業展開といいますか、そういったことにもなれば、町内一円、やはりもう伐期を迎え

ている木はたくさんあります。Ａ材だけじゃない、やっぱりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｃ材ぐらいまであ

りますので、ぜひこれから本当の、最初に始める事業ではありますが、このチップ生産、森

林の活用ということもちょっと考えていただきながら、進めていっていただきたいというふ

うに思います。 

  これはいろいろと、やはりＮＴＴさん、今回、会社が決定したということで、もし、例え

ばそこの、例えば本道寺か入間かと今、いうふうにおっしゃっておりましたが、町民に広く、

やはりいろんな、ほかもやっぱり、ええ、そういうんだ、じゃ、次、１番目が成功したら次

はうちにはというふうな話にもなっていくかなというふうに思いますので、町民全体にぜひ

そういったことを広く、町内全域にわたりまして広くぜひ広報というか、教えていただきた

いというふうな希望を持ちまして、このバイオマスエネルギー関連施設整備についての質問

を終わります。 

  続きまして、２つの項目め、町立病院強化プラン作成についてに入ります。 

  議会では８月５日から３日間、岩手県に視察研修に行ってまいりました。特に研修先の西

和賀さわうち病院の小原先生からは、病院の概略、基本コンセプト、病院の果たす役割など

詳しく説明を受け、病棟を含めた病院内など見学させていただき、町民を含めた患者さんに

対する熱い思いに感銘を受けたところでございます。視察研修及び３月の定例会での追跡関

連ということで、次の質問をいたします。 

  質問の１番です。 

  地域包括ケア病床について、入院される前の患者さんに対しまして積極的な広報は不足し

ていたと３月の議会で答弁されましたが、その後の状況について伺います。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 ３月の第１回定例会において大泉議員からご指摘をいただいた地域包括ケア病床

の広報については、５月末となりましたが、ホームページへの記載を分かりやすいものに変

更しつつ、病院内にも掲示しております。また、８月に発行いたしました町報においても、

病院特集の中で紹介しております。一般病床に入院されまして、病状が改善して自宅への復

帰に向けて経過観察が必要な方や、症状が安定して自宅や居宅系の介護施設への復帰に向け

リハビリが必要な方とそのご家族に対して、地域包括ケア病床の説明をしております。 

  なお、地域包括ケア病床に関しましては、病院のほうでもお話ししていただきまして、他

の病院にも設置されており、西川町が特に特化しているというわけではありませんので、対
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外的な広報の効果、何ぼやってもあまり効果が望めないということでございますので、まず

は町民の方々に、病院に入院された方を中心に広報を行ってまいりたいと考えています。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 私も病院のホームページで地域包括ケア病床は見せていただいてお

ります。カラー刷りで、イラストつきで、大変見やすく見ることができました。また、今日

もちょっと町報を持ってきましたが、先生方はじめ職員の皆様、町立病院のこういうことを

やっています、地域包括ケア病床も利用できますというふうな形で広報していただいて、非

常によかったかなというふうに、これにつきましては感謝を申し上げたいというふうに思い

ます。 

  やはり病院は、かかっている人は分かるんですけれども、いや、病気になれというわけで

はないんですけれども、まだ病院にかからなくてもいいという方もおられるわけですね。そ

れで、今までやはり病院はかかっている人のものという感じがして、非常にちょっとベール

に囲まれているのかなというふうな実は感じは、私はしておりました。 

  今回、強化プラン作成ということで、一番最初に、会議にまず傍聴という形で参加をさせ

ていただき、ああ、病院ってこういうことか、こういうことで成り立っている、町から２億

7,000万も出し、あ、２億7,000万ですね。 

〔「……」と呼ぶ者あり〕 

○７番（大泉奈美議員） ですね。予算的には、最初、多分、私がもっと前は、病院には２億

3,000万、２億3,000万で、それで決めるんだかとかという、多分、前の議員が質問して、そ

れで何とかできないんだかというのもちょっと聞いておりました。やはり町からそれを、そ

のお金を出してもやはり病院は存続するという方向性に町長も７次計画でもうたっておりま

すので、ぜひ病院、地域包括ケア病床というか、そこの患者さんが増えたからといって病院

がもうかるというわけではないというふうには思いますが、まずはこういう支援をやってい

るということを表に出していってほしいなと思います。 

  あとは、やはり地域包括ケア病床ですから、元気なまま退院をされるわけです。その後の

支援が必要な場合には、訪問介護や訪問診療、介護施設との連携など、できるだけ住み慣れ

た環境で生活できるようサポートしていくという、病院内の医療相談室があるというふうの

も、大体、退院してしまうと保健センターに行ってケアマネジャーに相談しようかなという、

何となく流れ的にはそう思っていたんですが、病院もしっかりと医療相談室というのがあり

まして、ああ、いろんな面、選択肢はあるんだなというふうに改めて感じたところです。 
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  年間にどれだけの相談件数があるか分かりませんが、退院後も病院のサポート体制を逆に

言えばアピールしていく必要があると考えますが、ちょっとこのことについて見解をお伺い

いたします。 

○菅野議長 答弁は松田病院事務長。 

○松田病院事務長 大泉議員のご質問にお答えします。 

  病院内にも相談室ということで、町報のほうでもご紹介したとおり、看護師、保健師、あ

とは社会福祉士の資格を持った職員が担当しております。年間の相談件数、ちょっと把握し

ておりませんのでお答えできないところなんですけれども、退院した場合のサポートという

ようなお話がありましたが、例えば介護の認定を受けられている方については、ケアマネジ

ャーさんなどもいらっしゃいますので、その方と連携を取ったりとか、あと、退院後も通院

される方も多くいらっしゃるかと思います。その際は、病院内でもいらっしゃった患者さん

にご様子などをお聞きして、その後のまた新たな相談などありましたら随時対応していくと

いうような退院後のサポートは取っているところでございます。 

  以上です。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 今、事務長からもありましたけれども、やっぱりサポート体制、病

院にもありますということをうたっていただきまして、ぜひ安心して病院に、町立病院に通

院できて、元気にこの町で過ごしたいというふうになっていっていただけたらというふうに

思う意味で、やはり病院は大事な場所であります。 

  次は、質問の２番に移りますが、健診のスタッフ、大まかにスタッフと書いてしまいまし

たが、臨床検査とかリハビリ室のスタッフは足りていますかということで、また、先生方と

看護師さんの、最近、事務作業というふうなことがあると思われますが、現状、どのように

考えているのか、見解をお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 医師や看護師の事務作業などの現状について申し上げます。 

  病院のほうで確認いたしましたところ、人員配置としては、先ほどの古澤議員の質問の際

にご回答したとおり、放射線技師については２名、１人は兼務できるような方がいらっしゃ

れば、ぜひ採用したいなと思っております。それ以外のスタッフは足りております。 

  次に、医師と看護師の状況でございますけれども、こちらについても、配置された人員に

より支障なく行われているものと報告も受けております。 
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○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） ここでは、検診のスタッフ、臨床検査、リハビリ室、レントゲン室

とか、そういったところのスタッフの人数とかお伺いして、先ほど古澤議員のほうにも、質

問に対しての答弁を伺ったところです。 

  西和賀さわうち病院に行きまして、実は先生のお話をお伺いしたら、医療クラークという、

事務作業を先生とか看護師さんに代わりまして、よく見るのは大きい病院ですね、県立中央

病院とかに行きますと、脇のほうというかちょっと離れたところに、パソコンを持っていろ

いろ先生の話を聞きながらやっている方がおります。やはりそういった方がいてくれるおか

げで、これは西和賀さわうち病院の先生のお話でしたが、医療クラークの方が２名おられま

して、非常に医師としては助かっているというお話でした。 

  先ほど古澤議員にもありましたが、町立病院での待ち時間が長いという声もありまして、

もちろん財政的なこともありますし、医療クラークを新しく採用してくださいなんていうこ

とはないんですけれども、もしおられましたらちょっと先生方は助かるかなということにつ

きまして、ちょっと武田院長先生にお伺いしてよろしいですか。 

○菅野議長 答弁は武田院長。 

○武田病院長 武田です。 

  医療クラークに関して、私、ちょっと聞かれても、今までついたことないんで、楽したこ

とないんで、分かりません。 

  以上です。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） やはり今の先生方、業務が多分、多いのかなというふうに思います。

診察に行っても、やはり今、デジタル化、昔は手書きでカルテを書いていたんですけれども、

今、やっぱりパソコンに向かいまして、いろんなカルテを書き、検査結果を見ながら、次の

予約とか、いろんな面で１人の患者さんが終わった後の事務作業はあると思いますので、も

し次の強化プラン作成の中について、先ほど町長が古澤議員のときに答弁ありましたように、

これを専門職ではなくて、さっきレントゲン技師さんもちょっとこの時間は大丈夫という時

間に別の仕事ができるという、さわうち病院では、事務をやっていた方にちょっと勉強して

いただいて、２名ほど医療クラークという方になっていただいたというお話ではありました。

病院、お金かかっておりますので、ぜひ効率的に、先生方も働きやすい、看護師さんも働き

やすい病院になっていただければというふうな意見ですので、回答はなくて結構です。 
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  次は、質問の３番に移ります。 

  今後の病院経営計画において、検診に力を入れ、かかりつけの病院としての方向性につい

て見解をお伺いします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 当院で行っている内視鏡検査やエコー検査などは、診療において必要不可欠でご

ざいますので、医師の確保とともに持続可能な体制を整えていくことがかかりつけ病院とし

ての役割と考えています。日常的に病気の診断に通うことのできる病院として、町民の一番

の身近な医療機関である町立病院がかかりつけ医の役割を果たすということは、病院の経営

計画上にも、収益のためにも必要なことだと考えております。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） かかりつけ医というのは、皆さん、これは全く体験しているかと思

いますが、ちょっと今日、病気が見つかりましたといったら大きい病院に行きますが、今で

は、例えば山大とか県立中央病院、ほかに大きい病院もありますが、最初に行って、紹介状

があればいいんですが、最初から行けないのかな、紹介状をお持ちくださいというふうにな

っているのか分かりませんが、大したお金を払わなくてはいけないというふうなことになっ

ておりますのは皆さんご存じかとは思いますが、やっぱりかかりつけ医の病院に紹介状を書

いていただくには、血液検査、レントゲン、腹部エコー、大腸検査、様々な面でやっぱり検

査をしていただきまして、病気の早期発見につなげまして、やっぱり命を救うことは非常に

重要と考えております。 

  例えば血液検査とレントゲンは検査技師が行えますけれども、腹部エコーとか大腸検査と

か胃カメラは、やっぱり先生方じゃないとできないのかなというふうに思います。今も普通

の健診といいますか、日にちを予約しまして、先生方がその時間、タイムスケジュールに沿

って、外来とか病棟管理もありますので、その中で予約を取ってやっているという状態では

ありますが、急にもうおなかが痛くてどうしようもないとかというふうになって、じゃ、腹

部エコーとかそういった検査ができたら非常にいいかなというふうには思います。これは先

生方の働き方ということにもなると思いますが、ぜひ、先生方を町立病院で働いていただく

ということは、前回も質問の中でも、答弁の中でもありましたけれども、非常にもう大変な

ことであるということは認識しているところです。ただ、町立病院のやっぱり検査機器をフ

ルに活用し、早期発見と早期治療に結びつけて町民の命を守るということになりますので、

ぜひこの辺についてのちょっと、見解で結構ですが、よろしくお願いします。 
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○菅野議長 答弁は武田病院長。 

○武田病院長 緊急内視鏡とか、救急の患者さんで、日勤帯であれば随時やっています。ただ、

時間外とかそういうのに関しては、ちょっとできない状況にあります。 

  あと、検査体制なんですけれども、今現在、自治医大の後期研修で回っている、県に在職、

県の身分で、こちらのほうで半分、県で半分というような形で、今、黒井先生に来ていただ

いていますけれども、黒井先生の前が矢萩先生、矢萩先生の前が、誰だっけ。 

〔「佐藤先生」と呼ぶ者あり〕 

○武田病院長 佐藤先生と、あれ、桃崎先生、桃崎先生、佐藤先生というふうな感じで、消化

器内科の先生、消化器内科を専攻している先生に来ていただいていたんですけれども、何か

来年、ちょっと消化器内科で来られる先生がちょっと途切れる可能性があるということで、

今、ちょっとそれをどういうふうに埋めていくか考えている、ちょっと迷っているところで

す。その辺は、県のお役人と、あとは自治医大の卒業生の間でちょっと話して、もし検査体

制をきちっと埋めるような場合には、やっぱりそれなりの何か手だてを加えないといけない

かなというふうなところで、今、ちょっと私の頭の中で葛藤しているところです。 

  以上です。 

○菅野議長 大泉議員、あと４分です。 

○７番（大泉奈美議員） ああ、あと４分。 

  今、先生から直接お話をお伺いして、来年、ちょっと消化器内科の先生の件を聞きまして、

ちょっと、あれというふうにちょっと考えたところです。やはりその辺の対応をまずはよろ

しくお願いしたいなというふうに思います。 

  時間がないということで、質問の４番に移りますが、「今後の西川町立病院を考える」と

題しまして対話会が行われ、多くの参加者で活発な意見が出されました。これらの意見は強

化プラン作成に盛り込まれるというふうに思っておりますが、皆様から出されました意見は

町民にも広くお知らせいただきたいと思いますが、見解をお伺いいたします。 

○菅野議長 答弁は菅野町長。 

○菅野町長 話合いのいただいたご意見を、どんなご意見があったかというのを、対話会につ

いてホームページで広報をするということでしたっけか。 

〔「こんな意見でましたよ……」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 計画の話でいいんですか。 

〔「計画じゃなく」と呼ぶ者あり〕 
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○菅野町長 じゃなくて。 

〔「意見」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 強化プラン策定委員会の議論ではなくて、出された意見の公表ということでござ

いますかね。分かりました。 

  答弁違っているね、これ。 

〔「違うね」と呼ぶ者あり〕 

○菅野町長 やりましょうか。でいいですか。 

  これ、じゃ、答弁違いますね。 

○菅野議長 じゃ、補足説明。 

  松田病院事務長。 

○松田病院事務長 対話会で出された意見の周知というか、お知らせというようなことであり

ますので、８月の広報でも一部お知らせしているところでありますが、出された意見、まだ

多くございますので、ホームページでお知らせをしたいなと考えております。 

○菅野議長 時間になりましたが。 

○７番（大泉奈美議員） じゃ、ちょっとだけ、希望です。 

  第７次総合計画の資料にもありましたように、「町立病院の存続は揺るぐことはありませ

ん」とされていますので、持続可能な病院経営を期待し、質問を終わります。どうもありが

とうございました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○菅野議長 これで本日の議事日程は全部終了しました。 

  これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４０分 
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令和５年第３回西川町議会定例会 

 

議 事 日 程（第４号） 

                     令和５年９月１２日（火）午前９時３０分開議 

 

 日程第 １ 議案の審議・採決 

       議第４９号 西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更について 

       議第５０号 辺地に係る総合整備計画の変更について 

       議第５１号 西川町個人番号カード利用条例の設定について 

       議第５２号 西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定について 

       議第５３号 西川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例の設 

             定について 

       議第５４号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号） 

       議第５５号 令和５年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

       議第５６号 令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

       議第５７号 令和５年度西川町病院事業会計補正予算（第１号） 

       議第５８号 令和５年度西川町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第 ２ 決算特別委員会審査報告書の提出 

 日程第 ３ 決算認定案件の審議・採決 

       認定第 １号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

       認定第 ２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

       認定第 ３号 令和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

              について 

       認定第 ４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

       認定第 ５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳 

              出決算の認定について 

       認定第 ６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

              について 
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       認定第 ７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

       認定第 ８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

       認定第 ９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定について 

       認定第１０号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定について 

 日程第 ４ 報告第７号 令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

             について 

 日程第 ５ 報告第８号 令和４年度西川町教育委員会事務事業点検・評価の報告について 

 日程第 ６ 議員派遣について 

 日程第 ７ 閉会中の継続調査申出 

 追加日程について 

 日程第 ８ 議第５９号 西川町提案型住宅条例の設定について 

 日程第 ９ 議第６０号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号） 
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出席議員（１０名） 

     １番  佐 藤   大 議員     ２番  飯 野 幹 夫 議員 

     ３番  後 藤 一 夫 議員     ４番  荒 木 俊 夫 議員 

     ５番  佐 藤   仁 議員     ６番  佐 藤 光 康 議員 

     ７番  大 泉 奈 美 議員     ８番  佐 藤 耕 二 議員 

     ９番  古 澤 俊 一 議員    １０番  菅 野 邦比克 議員 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

町 長 菅 野 大 志 君 教 育 長 前 田 雅 孝 君 

総 務 課 長 佐 藤 俊 彦 君 つ な ぐ 課 長 荒 木 真 也 君 

企画財政課長 大 泉   健 君 

会 計 管 理 者 
兼 

出 納 室 長 
兼 

町民税務課長 

土 田   伸 君 

健康福祉課長 佐 藤 尚 史 君 
みどり共創課長 

兼 
農委事務局長 

渡 邊 永 悠 君 

商工観光課長 柴 田 知 弘 君 建設水道課長 眞 壁 正 弘 君 

病 院 事 務 長 松 田 一 弘 君 学校教育課長 安 達 晴 美 君 

生涯学習課長 奥 山 純 二 君 監 査 委 員 髙 橋   將 君 

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議会事務局長 飯 野   勇 君 議 事 係 長 阿 部 健 彦 君 

書 記 柴 田 歓 那 君   
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○菅野議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎発言の申出 

○菅野議長 初めに、６番、佐藤光康議員から発言の申出がありますので、これを許します。 

  佐藤議員。 

〔６番 佐藤光康議員 登壇〕 

○６番（佐藤光康議員） おはようございます。 

  私の議会の発言で、一言おわび申し上げさせていただきます。 

  ８月８日の第４回臨時議会、第７次総合計画の質疑の中で、私が、町民や町内の子どもた

ちが井の中の蛙と取られるような発言をしました。今後、発言に関しましては十分注意して

いくことを心がけていく決意です。 

  町民の皆様に心から深くおわび申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○菅野議長 本日の会議は、議事日程第４号によって進めてまいります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○菅野議長 菅野町長より追加議案、議第59号 西川町提案型住宅条例の設定について、議第

60号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）の２議案が提出されまして、これを本

日の日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  これを本日の日程に追加し、追加日程第８、議第59号 西川町提案型住宅条例の設定につ

いて、追加日程第９、議第60号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）とします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の審議・採決 

○菅野議長 日程第１、これより議案の審議・採決を行います。 

  議第49号 西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 議第49号 西川町過疎地域持続的発展計画の一部変更につきまして、補

足説明を申し上げます。 

  西川町では、令和３年４月に策定、令和３年度から７年度までの５か年間を計画期間とす

る現在の西川町過疎地域持続的発展計画に基づき、地域住民の福祉の向上、社会基盤の強化、

地域格差の是正などの事業に対し、過疎対策事業債を有効に活用してきておりますが、今年

度、この過疎対策事業債を活用しまして産業振興複合施設整備事業などの事業を行うため、

県との事前協議による指示及び同意を踏まえ、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法の規定により、計画の一部を変更するものであります。 

  それでは、議案参考資料の７ページ目になります。 

  過疎地域持続的発展計画（変更）というものの表をご参照願いたいと思います。７ページ

目になります。 

  計画書の事業計画の表、区分とあります。２番、産業の振興の事業名に、変更後、（５）

企業誘致並びに事業内容の中に、産業振興複合施設整備事業を追加するものであります。 

  中段、施設区分が４番、交通施設の整備、交通手段の確保の事業名（１）市町村道の道路、

事業内容に、町道梅沢根際線道路改良工事、それから、町道桧原線道路改良工事を追加する

ものです。 

  下段にいきまして、同じく橋梁の事業内容につきましては、町道東沢梅沢線東沢橋を追加
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するものであります。 

  続きまして、施設区分、８ページになります。 

  ８ページ目、施策区分５、生活環境の整備でございますけれども、事業名、（７）過疎地

域持続的発展特別事業、その他の事業内容に、空き家除却支援事業を追加するものです。 

  なお、この計画の一部変更につきましては、今年８月２日付で県に計画の変更協議を行い、

８月４日付で同意をいただいておりますので、よろしくご審議の上、ご可決いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第49号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第50号 辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 議第50号 辺地に係る総合整備計画の変更について、補足説明を申し上

げます。 

  西川町では、町内観光業において重要な役割を担っている志津、月山沢地内において、整

備が必要な公共的施設に関する総合整備計画を、令和元年度から５年度までの５か年間を計

画期間としまして平成31年３月に策定、令和２年９月に第一次変更計画を策定しているとこ

ろです。 

  この地域に多機能型カヌー観光推進拠点、月山カヌーセンター、仮称でありますけれども、

月山カヌーセンターを整備、今年度にその実施設計を行う必要があることから、県との事前

協議による指示及び同意を踏まえ、辺地に係る公共的施設の総合整備ための財政上の特別措

置等に関する法律の規定に基づき、志津、月山沢、辺地に係る総合整備計画の変更を提案す

るものであります。 

  それでは、議案参考資料の10ページ目になります。 
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  辺地に係る総合整備計画書の後半の部分になりますけれども、新旧対照表のほうをご参照

願いたいと思います。 

  新旧対照表、２番の公共的施設の整備を必要とする事情の変更であります。 

  次のページ、11ページになります。 

  ここに、（３）といたしまして、今年度が整備計画の初年度となります月山カヌーセンタ

ーの整備に係る現状、課題及びこの多機能型カヌー観光推進拠点、月山カヌーセンターを核

としました今後のカヌービレッジ構想の整備方針を追加するものであります。 

  次のページ、12ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

  12ページ目、３、公共的施設の整備計画につきまして、施設名、観光レクリエーション、

または観光レクリエーション施設を追加いたしまして、また、事業主体、西川町を追加しま

す。今年度の月山カヌーセンター整備に係る事業費を計上するものであります。 

  この特定財源につきましては、1,650万円の特定財源につきましては、デジタル田園都市

国家構想交付金（拠点整備タイプ）、また、今回の辺地対策事業債の予定額は1,600万円と

なっております。 

  なお、本計画変更につきましては、８月１日付で県に計画の変更協議を行い、８月４日付

で同意をいただいておりますので、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申

し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第50号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第51号 西川町個人番号カード利用条例の設定についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  荒木つなぐ課長。 

〔つなぐ課長 荒木真也君 登壇〕 

○荒木つなぐ課長 議第51号 西川町個人番号カード利用条例の設定についての補足説明を申

し上げます。 
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  初めに、この条例を設定する目的について申し上げます。 

  西川町では、デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）のマイナンバーカ

ード利用横展開事例創出型を活用してタブレットを各家庭に配布し、このタブレットで、Ａ

Ｉチャットボットで実現する介護予防サービス、健康増進を図る体操ができるアプリを入れ

ていく予定としております。 

  このため、行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用に関する法律第18条

の規定に基づく個人番号カードの利用について必要な事項を定めるため、本条例を設定する

ものです。 

  条例の規定内容については、お手元の議案書をご覧いただきたいと存じます。 

  第１条は、この条例の趣旨として、適用される行政手続における特定の個人を認識するた

めの番号に関する法律、個人番号カード利用条例第18条の規定に基づく個人番号カードの利

用について、必要な事項を定めることを規定しています。 

  第２条は個人番号カードで利用する事務を、第３条は個人番号カードで利用する事務の利

用手続について、第４条は委任事項について規定しています。 

  附則では施行期日を規定しており、令和６年１月１日とするものです。 

  以上のとおりでありますので、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第51号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第52号 西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定についてを議題としま

す。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤俊彦君 登壇〕 

○佐藤総務課長 議第52号 西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の設定につきま
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して、補足説明を申し上げます。 

  初めに、この条例を設定する目的についてであります。 

  本町の一般職の職員について、新たに高等学校、大学等を卒業された方の採用、育成を基

本としながらも、内部育成だけでは得られない専門的な知識経験、または優れた識見を有す

る外部人材並びに時限的な業務に対応していく者や介護及び育児休業等を取得している職員

の代替者などの、３年以内または５年以内の任期を定めた採用を実施していくため設定する

ものであります。 

  次に、この設定する条例の規定内容についてであります。 

  お手元の議案書をご覧いただきたいと存じます。 

  第１条では、この条例の趣旨として、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律などの条例、委任規定に基づき、必要な事項を定めることを規定しております。 

  職員の任期を定めた採用として、第２条第１項では、デジタル、医師及び危機管理、ある

いは訴訟関係の弁護士など、高度の専門的な知識経験、または優れた識見を有する者の採用、

同条第２項では看護師及び保育士など専門的な知識経験を有する者の採用、第３条では時限

的な業務に対応していく者の採用、それぞれ規定しております。 

  第４条では短時間勤務職員の任期を定めた採用、第５条では任期の特例、第６条では任期

の更新を、それぞれ規定しております。 

  第７条では、先ほど第２条第１項で申し上げました、デジタル、医師及び危機管理など高

度の専門的な知識経験、または優れた識見を有する者として採用した特定任期付職員の給与

について規定しております。同条第１項の給料表は、人事院勧告や山形県人事委員会勧告に

基づき規定するとともに、同条第５項及び第６項では、予算の範囲内で、特定任期付職員に

対して業績手当を支給することができることを規定しております。 

  なお、特定任期付職員以外の任期付職員の給料については、西川町一般職の職員の給与に

関する条例で規定する給料表を適用することになります。 

  第８条では、特定任期付職員に係る給与条例等の適用除外や読替えについて規定しており

ます。管理職手当や扶養手当、住居手当などの規定は適用除外とし、また、業績手当を支給

することができることとしているため、勤勉手当の規定も適用除外と規定しております。 

  第９条では、特定任期付職員と同様に企業職員である特定任期付職員、第10条では任期付

短時間勤務職員、第11条では、企業職員である任期付短時間勤務職員に係る給与条例等の適

用除外や読替えについて規定しております。 
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  第12条では、委員規定として、施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定しており

ます。 

  附則では施行期日を規定しており、公布の日から施行するものであります。 

  いわゆる、申し上げましたとおり、極めて高度の専門的な知識経験、または優れた識見を

有する者の採用から始まりまして、いろいろな任期付職員の採用を法律に基づいて条例も設

定し、この任期付職員の採用に当たってまいりたいと考えておりますけれども、直近として

具体的に出てくるのは、育児休暇等を取得している職員の代替えというような形で、複数会

計年度にまたがり雇用する場合の採用が直近としては出てくるのかなというふうに考えてお

るところでもございます。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上であります。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第52号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第53号 西川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例の設定についてを

議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  安達学校教育課長。 

〔学校教育課長 安達晴美君 登壇〕 

○安達学校教育課長 議第53号 西川町教育ローン「帰ってきてけローン」返済補助基金条例

の設定について、補足説明を申し上げます。 

  この条例は、西川町教育ローン「帰ってきてけローン」を利用される契約者の方に対し、

お子さんの在学期間中は、返済した利子分を１年ごとに補助金として交付する経費、また、

お子さんの在学期間終了後は、契約者及びお子さんが西川町に住んでいることなどを条件と

して、返済した元金と利子を１年ごとに補助金として交付する経費に充てることを目的とす
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る基金を設定するものであります。 

  １条につきましては基金の設置目的について、第２条は基金の額について、第３条は基金

の適正な管理について、第４条は運用利益の処理について、第５条は繰替え運用について、

それぞれ規定しております。 

  第６条では、処分について、西川町教育ローン「帰ってきてけローン」の返済補助に充て

る場合に処分できることを規定しており、第７条は委任について規定しているところであり

ます。 

  附則の施行期日につきましては、公布の日から施行するものと規定しております。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第53号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第54号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 議第54号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号）について、補

足説明を申し上げます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,797万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ72億4,803万3,000円とするものです。 

  補正の内容は、急を要する事務事業の経費に係る補正、人事異動や各種手当の精査による

人件費の組替え、地方債の変更であります。 

  初めに、主な歳出について申し上げます。 

  それでは、お手元の資料の予算書、令和５年度西川町一般会計補正予算（第４号）の11ペ

ージ目、３の歳出をご覧ください。 
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  11ページ目、第２款総務費、１項１目一般管理費につきましては、各種イベントの際に町

のＰＲを目的に使用します、たすき購入費を追加するものであります。 

  ５目企画費については、タブレット端末配布に係るＳＩＭ使用料から、タブレットに使用

するマイナンバーカード読み取りのカードリーダーを追加する業務委託への組替え、それか

ら、水沢地内の光ファイバーの移転費用を追加するものです。 

  ６目支所及び出張所費については、大井沢地域担当会計年度任用職員の報酬、期末手当を

追加するものであります。 

  12ページ目、第３項第１目戸籍住民基本台帳費であります。 

  転入、転出を機にかかる簡単窓口のシステム導入経費などを追加します。なお、特定財源

つきましては、デジタル田園都市国家構想交付金374万円を追加するものであります。 

  続きまして、次のページ飛びまして、14ページ目になります。 

  14ページ目、第３款民生費であります。 

  １項１目社会福祉総務費については、令和４年度障害者自立支援給付費国庫負担金などの

確定に伴う返還金などを追加するものであります。 

  ２目の老人福祉費ですけれども、敬老事業費用、それから、介護保険特別会計繰出金を追

加するものであります。 

  次のページ、15ページにいきまして、２項１目児童福祉総務費については、令和４年度障

害者入所給付費等国庫負担金の確定に伴う返還金、続いて、第２目児童措置費については、

令和４年度の低所得の子育て世帯補助金の確定に伴う返還金などを追加するものであります。 

  次、第４目児童福祉施設費については、にしかわ保育園でガス漏れが定期的点検により確

認されたものの、その箇所の特定が困難であるため、仮設工事及びその仮設箇所の雪囲い設

置経費を追加するものであります。 

  第４款衛生費です。 

  １款２目予防費については、16ページにいきまして、新型コロナウイルスワクチン接種対

応に係る経費を追加、その特定財源につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制

事業費国庫補助金42万3,000円を追加するものです。 

  第６款農林水産業費です。 

  １項４目農業振興費については、町特産品の町外への販売促進を図るための業務委託など

の経費の追加などであります。なお、特定財源につきましては、山形県子実用トウモロコシ

作付支援事業補助金５万2,000円を追加するものです。 
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  続いて、17ページに移りまして、５目畜産振興費については、仁田山放牧場内で使用する

作業用軽トラックの更新経費を追加するものであります。 

  第７款商工費、１項２目商工振興費については、大井沢温泉館熱交換循環ポンプの交換経

費の追加、デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生テレワークタイプの事業の精査に伴

う組替えであります。 

  ３目観光費については、町内におけるデジタルサイネージも含めた観光案内看板設置経費

を追加するものであります。 

  18ページにいきまして、第８款土木費、１項２目除雪費については、除雪機械の修繕経費

を追加するものです。 

  19ページにいきまして、３項２目住宅建設費については、今般、吉川地内に民間事業者が

建設するアパートの寒河江側に接する崖の擁壁工事を追加するものです。 

  第９款消防費、１項２目非常備消防費については、消防団員の防寒具整備費用追加、なお、

特定財源につきましては、消防団員安全装備品整備等助成事業助成金70万1,000円を追加す

るものです。 

  ４目災害対策費については、災害発生時の職員連絡用のスマートフォン配備経費、それか

ら、同報系防災行政無線の子局設備、アンテナ修繕費などを追加するものです。 

  第10款教育費であります。 

  ２項１目小学校費の学校管理費については、西川小学校の貯湯槽修繕費を追加するもので

す。 

  次、20ページいきまして、４項１目社会教育総務費については、公共施設予約システムの

経費の精査による追加でありまして、なお、特定財源については、デジタル田園都市国家構

想交付金の125万1,000円を追加するものです。 

  ３目自然と匠の伝承館管理運営費につきましては、伝承館雪害による屋根の修繕費などを

追加、なお、特定財源つきましては、その自動車建物共済金の148万円を追加するものであ

ります。 

  以上が歳出でございます。 

  続きまして、歳入についてご説明を申し上げたいと思います。 

  戻りまして、８ページ目です。 

  ８ページ目の２、歳入をご覧いただきたいと思います。 

  歳入につきましては、ただいま歳出の特定財源で説明を申し上げました各事務事業などの
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実施に伴いまして、第14款国庫支出金が541万4,000円、15款県支出金が５万8,000円、それ

から、第20款諸収入218万1,000円をそれぞれ追加します。 

  また、９ページ目、第21款町債440万円を減額し、それでもなお不足する財源7,471万

9,000円につきましては、８ページ、第10款の地方交付税5,599万2,000円、９ページにいき

まして、第19款繰越金1,872万7,000円を充てるものであります。 

  最後に、地方債の変更について説明を申し上げます。 

  戻りまして、５ページ目になります。 

  ５ページ目、第２表、地方債補正をご覧ください。 

  地方債補正につきましては、地方一般財源の不足に対処するために発行する臨時財政対策

債の発行額が確定しましたので、それに伴いまして、限度額を1,850万円から1,410万円に変

更するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 第９款の消防費について、１点だけご質問申し上げます。 

  非常備消防団費として、備品購入、防寒着を購入するという説明がありました。これは大

体何着ぐらいで、部に１個とか、今までのが古くなったからとかという内容について、もう

一度ちょっと詳しく説明をお願いいたします。 

○菅野議長 答弁は佐藤総務課長。 

○佐藤総務課長 お答えさせていただきます。 

  非常備消防に要する経費の中の防寒着の内容についてのご質問であります。 

  まず初めに、着数につきましては50着でございます。冬期間、厳冬の中、地区内をパトロ

ール、広報、啓発していただく方の人数分というようなことで、５着掛ける、10の部がござ

いますので10部ということで、50着の購入を考えての予算計上であります。可決いただきま

したならば、各部とも調整しながら、雪降る前には支給したいというふうに考えているもの

であります。 

  新たにこちらのほうからお渡しするものでございまして、そういった、ただいま申し上げ

ましたような考え方の下に、消防団のほうからも要望等もございましたし、去年の対話会の

中でも要望等もございましたので、今回、予算に計上させていただいたものであります。よ



－211－ 

ろしくご理解ください。 

  以上であります。 

○菅野議長 ７番、大泉奈美議員。 

○７番（大泉奈美議員） 消防団、広報とか非常に頑張っておりますので、ぜひこういった防

寒着等、備品ありましたら、今回のように整備していただければというふうに思います。今

回、かなり助かるかなというふうに思いますので、どうもありがとうございます。 

○菅野議長 その他、質疑ございませんか。 

  ８番、佐藤耕二議員。 

○８番（佐藤耕二議員） 17ページになります。 

  ６款農林水産業の農業振興費、この中に委託料が1,346万あるんですけれども、今の説明

の中で何の委託料かちょっと説明がなかったので、ちょっと教えていただきたいというよう

に思います。 

○菅野議長 答弁は荒木つなぐ課長。 

○荒木つなぐ課長 お答えいたします。 

  ２つございます。 

  １つは、町特産品のさらなる販売を目指すためにお客様ニーズを調査したいということで、

消費者の方々がどんなものを望んでいるのか、どんなものを嗜好しているのかということを

調査していきたいというものの、調査に要する業務委託費でございます。 

  もう１つございます。もう１つは、町内の事業者さん、農家の方、加工している方、それ

ぞれありますけれども、その町内の事業者さんがより一層販売を促進するために、対外的な

販路を獲得するために、専門の事業者さんから商品開発に関するアドバイスを受けて、新た

な産品を、商品を生み出す、その手助けになるような取組をやるための業務委託をしたいと

いうことで、２本掲げさせていただいております。 

  以上です。 

○菅野議長 その他。 

  １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 先ほどデジタルサイネージの話が出てまいりましたが、私も６月に

看板のことでちょっと質問させていただいた経緯もございますので、そのデジタルサイネー

ジ、どの辺に設置するとか、あと何か具体的な計画があるんでしたらば、お知らせください。 

○菅野議長 柴田商工観光課長。 



－212－ 

○柴田商工観光課長 佐藤議員からご質問のありましたデジタルサイネージにつきましてです。 

  現在のところ、今計画しておりますのは、国道沿いが１番目立つということが当然ありま

すので、町の東側の入り口であります、現在、熊野のところに看板を設置しているわけなん

ですが、そちらに代わりましてデジタルサイネージを設置したいというふうに考えておりま

す。 

  そちらに設置した関係も当然ありますので、その熊野の看板などにつきましては、その後、

また別の場所で継続して違うところに使ってもいきたいというふうなところで今計画してい

るところです。 

  よろしくお願いいたします。 

○菅野議長 その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第54号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第55号 令和５年度西川町健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 佐藤尚史君 登壇〕 

○佐藤健康福祉課長 議第55号 令和５年度西川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について、補足説明を申し上げます。 

  議案書の補正予算書案をご覧ください。 

  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ309万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６億2,573万8,000円とするものであります。 

  ７ページをご覧ください。 

  歳出からご説明申し上げます。 

  第１款第１項第１目の一般管理費につきましては、人事異動等による職員手当等の組替え

に伴い、不足する分の309万円を追加するものであります。 

  次に、歳入についてご説明申し上げます。 
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  ６ページ、２、歳入をご覧ください。 

  歳入につきましては、第７款繰入金309万円を追加するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第55号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第56号 令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  佐藤健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 佐藤尚史君 登壇〕 

○佐藤健康福祉課長 議第56号 令和５年度西川町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて、補足説明を申し上げます。 

  議案書の補正予算書案をご覧ください。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,582万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７億9,554万5,000円とするものであります。 

  ７ページをご覧ください。 

  歳出からご説明申し上げます。 

  第５款第１項第３目の償還金について、令和４年度の介護給付費など過年度分の精算や再

確定に当たり、国や県、支払い基金に返還するため、2,582万7,000円を追加するものであり

ます。 

  内訳といたしましては、令和４年度の介護給付費が、国への返還が1,911万5,366円、支払

い基金への返還が374万5,726円。 

  同じく、地域支援事業の総合事業が、国への返還が17万8,448円、基金への返還が132万

3,898円、県への返還が11万1,530円。 

  同じく、地域支援事業の総合事業以外が、国への返還が90万1,000円、県への返還が45万
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500円。 

  以上の合計で2,582万6,468円。予算計上といたしましては、2,582万7,000円とするもので

あります。 

  次に、歳入についてご説明申し上げます。 

  ６ページ、２、歳入をご覧ください。 

  歳入につきましては、ただいまの歳出でご説明申し上げました内容に伴い、第７款第１目

の介護給付費繰入金2,286万1,000円。 

  同じく、２目の地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業分でございます、

161万4,000円。 

  同じく、３目の地域支援事業繰入金、こちらは介護予防総合事業以外の地域支援事業でご

ざいます、135万1,000円をそれぞれ追加するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し

上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第56号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第57号 令和５年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  松田病院事務長。 

〔病院事務長 松田一弘君 登壇〕 

○松田病院事務長 議第57号 令和５年度西川町病院事業会計補正予算（第１号）について、

補足説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをご覧ください。 

  第２条では収益的支出、第３条では資本的支出につきまして、予算の組替えを行うもので

あります。 

  ２ページをご覧ください。 
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  第４条で、病院内のＬＥＤ照明をリース取引により整備を図るため、債務負担行為の設定

を行うものです。 

  今年度当初、工事費用によるＬＥＤ照明の施工を予定しておりましたが、工種を変更し、

リース取引として整備をするものでございます。事項につきましては病院ＬＥＤ照明リース

資産購入事業、期間につきましては令和５年度から令和15年度まで、限度額につきましては

1,700万円と定めるものであります。 

  ４ページをご覧ください。 

  収益的支出につきましては、１款１項３目経費のうち、修繕費38万5,000円を減額し、職

員被服費に職員作業衣４万円を追加、同項６目研究研修費のうち、旅費交通費に研修会参加

旅費15万円及び研究雑費に研修会参加費10万円を追加するものであります。 

  １款２項１目支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、ＬＥＤ照明化に伴う費用とし

て、リース支払い利息９万5,000円を計上するものであります。 

  ６ページをご覧ください。 

  資本的支出につきましては、１款１項２目病院施設整備費の工事請負費407万円を減額し、

同項１目有形固定資産購入費の器械及び備品購入費に、医療器材を乾燥させるチューブ乾燥

機更新及び献立の作成や栄養管理を行う給食管理システムの更新費用として357万円を追加

し、同目に、ＬＥＤ照明化に伴うリース料として、リース資産購入費50万円を計上するもの

であります。 

  以上のとおりでございますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上

げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第57号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  議第58号 令和５年度西川町水道事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  眞壁建設水道課長。 
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〔建設水道課長 眞壁正弘君 登壇〕 

○眞壁建設水道課長 議第58号 令和５年度西川町水道事業会計補正予算（第１号）につきま

して、補足説明を申し上げます。 

  補正予算書をご覧ください。 

  資本的支出につきまして、既決予定額に433万2,000円を追加し、１億5,503万3,000円に改

めるものであります。 

  ３ページをご覧ください。 

  支出でありますが、１款１項１目増設改良費の工事請負費に433万2,000円を追加するもの

であります。 

  補正の内容は、上小沼水源地内で発見した湧水を取水し、水源からの取水量確保を図るた

め、上小沼地内水源地増設工事に229万7,000円、壊れた水位計を取り替えるため志津配水池

水位計更新工事に203万5,000円を追加するものであります。 

  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,784万5,000円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額983万6,000円、当年度分損益勘定留保資金3,800万9,000円で補塡

するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 質疑なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第58号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  お諮りします。 

  ここで日程の順序を変更し、追加日程第８、議第59号 西川町提案型住宅条例の設定につ

いて、追加日程第９、議第60号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）を議題とし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 
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  よって、日程の順序を変更し、追加日程第８、追加日程第９を直ちに議題とすることに決

定しました。 

  ２議案の提案理由の説明を求めます。 

  菅野町長。 

〔町長 菅野大志君 登壇〕 

○菅野町長 ただいま上程されました議案について、ご説明申し上げます。 

  議第59号でございます。 

  先日の一般質問において、佐藤仁議員からご指摘、ご提案をいただいたことを踏まえ、提

案するものでございます。 

  物価高騰のフェーズにある場合の住宅建設において、入居者のニーズを踏まえた、また、

町営住宅の新たな形態として、このたび西川町提案型住宅条例の設定についていたすもので

ございます。 

  西川町提案型住宅の設置に向けて、公募を行うためご提案しております。 

  議第60号につきましては、令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ496万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ72億5,299万5,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、令和６年度に建設予定の町営住宅設計業務費など496万2,000円の追加でご

ざいます。 

  また、先ほど申し上げた、先日の一般質問で佐藤仁議員からご指摘いただきました来年度

の入居者に示している予定額を、来年、入居者に予定しているわけでございますので、こち

らを、これまで行っていなかった債務負担行為、来年にこの債務を実行するということを明

確にするために債務負担行為を追加するものでございます。 

  以上、ご説明申し上げましたが、詳細については担当課長に説明させていただきますので、

よろしくご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○菅野議長 追加日程第８、議第59号 西川町提案型住宅条例の設定についてを議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  眞壁建設水道課長。 

〔建設水道課長 眞壁正弘君 登壇〕 

○眞壁建設水道課長 議第59号 西川町提案型住宅条例の設定について、補足説明を申し上げ

ます。 



－218－ 

  議案書をご覧ください。 

  本条例は、子育て世帯の人口増加及び若者の定住化を図るために、西川町大字海味字二本

松地内に提案型住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、設定するものでありま

す。 

  第１条では趣旨、第２条では設置として、冒頭申し上げました内容を規定しております。 

  第３条では家賃を規定しており、月額７万円と致すものであります。 

  第４条では入居者の公募、第５条では入居者の資格を規定しており、おおむね40歳以下で、

配偶者を有する者、地域の自治活動に参加する意思があること、住宅に25年以上入居する意

思がある方などを資格要件として、子育て世帯の人口増加及び若者の定住化を図るものであ

ります。 

  第６条では入居者の申込み及び決定、第７条では入居者補欠、第８条では入居の手続、第

９条では入居者の意思の反映を規定しており、住宅の計画段階から関わり、予算の範囲内に

おいて可能な限り意見を反映させることができると致すものであります。 

  第10条から第26条までにつきましては、既存の町営住宅などの条例と同じ内容になってお

りますので、説明を省略させていただきます。 

  最後の第27条の委任では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定して

おります。 

  附則では本条例の施行期日を示しており、公布の日から施行するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 なしと認め、本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第59号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  日程第９、議第60号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）を議題とします。 

  担当課長の補足説明を求めます。 

  大泉企画財政課長。 
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〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 議第60号 令和５年度西川町一般会計補正予算（第５号）について、補

足説明を申し上げます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ496万2,000円を追加し、総額をそれぞれ72

億5,299万5,000円とするものです。 

  補正の内容につきましては、町営住宅整備事業の経費に係る補正並びに債務負担行為の追

加であります。 

  歳出について、最初に申し上げます。 

  補正予算書８ページ目、歳出ページの３、歳出をご覧ください。 

  第８款土木費、３項２目住宅建設費についてですけれども、令和６年度に建設予定の町営

住宅の設計業務費、それから、建築確認手数料などの496万2,000円を追加するものです。 

  続きまして、歳入について申し上げます。 

  ７ページ目です。 

  ２、歳入です。 

  第10款の地方交付税496万2,000円を追加するものであります。 

  最後に、債務負担行為補正について説明を申し上げます。 

  ４ページ目、第２表、債務負担行為補正をご覧ください。 

  債務負担行為の追加につきましては、この町営住宅整備事業、令和６年度の期間というこ

とで、限度額１億4,502万5,000円を追加するものであります。 

  以上のとおりでありますので、よろしくご審議の上、ご可決をいただきますようお願い申

し上げます。 

○菅野議長 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １番、佐藤大議員。 

○１番（佐藤 大議員） 私が一般質問で発言いたしました、ネーミングライツＮＦＴをはじ

めとするＮＦＴのオークションでありますが、９月に実行し、収入が発生して、この先、歳

入に繰入れになるかと思いますので、質問させていただきます。 

  私の一般質問の当日、９月３日の朝の時点で、水沢名水公園の命名権ＮＦＴが15万１円、

町長がＡＩを使って作成したＡＩアートが２万円、月山ビールのＮＦＴが１万3,000円と、

オークションマーケットではまず上々の滑り出しではないかと発言いたしました。その後、

９月７日の西川町のＬＩＮＥでは、命名権が38万円、ＡＩアートが３万3,000円、月山ビー
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ルが１万4,000円となっておりました。 

  オークションは、定例会会期中の10日に終了しております。結果は町のホームページでも

お知らせしておりますが、私が一般質問で発言した内容にありましたＮＦＴオークションで

ありますので…… 

○菅野議長 佐藤大議員、これ、決算のあれですので。 

○１番（佐藤 大議員） 駄目ですか、ここでは。 

○菅野議長 補正予算の関連ですので。 

○１番（佐藤 大議員） その前に聞かなかったのかな、じゃ。前に聞かなきゃならなかった

のかな。 

  ということで、この結果を、この場で町長より報告していただくのはいかがかなと思って

提案したところでした。もしよろしかったら。まずかったらしようがないですけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

○菅野議長 これ補正予算の内容ですので、本来は議題になりません。 

  菅野町長。 

○菅野町長 せっかくご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 

  もし、この場で不明な点あれば、個別にでも、ほかの議員の勉強会なども任意で開催して

おりますので、ぜひお聞きいただければと思います。 

  おっしゃるとおり、最終日に、ＮＦＴ関係の西川町のオークションが開催されました。伸

びまして、私のＡＩアートは５万円にとどまりました。しかし、名水公園のＮＦＴ命名権、

こちらは130万円の高値につきました。月山地ビールのＮＦＴアートは、１万8,000円でござ

います。 

  これ、成功も何もなくて、こちらで、まず収入に今後計上させていただくことになります。

また、落札した方と、これから事業や意見交換を行っていきたいと、せっかくの縁ですので、

持っていきたいと思います。また、入札にご参加いただいた方々は、西川町に少なくとも興

味を持っていただいたということで、つながらせていただいて、西川町のファンクラブサイ

トなど、また、ふるさと納税のご案内なども行っていきたいと思っています。 

  本日、今度は自然水でのＮＦＴアートをオークションかけて、オークションじゃないです、

限定販売、10枚5,000円でしておりますので、こちらのほうでもまた稼いでいきたいなと思

っております。 

  とにかく、こういうのは、このような施策は、チャレンジした者にしか分からない経験と、
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その人とのつながり、また、経験者しか得られない果実、今回ので言えば、恐らく自治体初

とか、第１号であったから高値がついたんだと思います。 

  なお、その130万円、落札された方は、私らの取組で、夏にサテライトスクールの取組で

いらっしゃった方でございました。サテライトスクールも、こちらに、そもそも西川に１週

間も小学生を連れてご家族でいらっしゃっていただけるかどうかと心配した事業でもござい

ましたが、こちらにチャレンジして、西川町のよさ、人の温かさに触れていただいて、この

ようにまた別のつながりができるということを、これから町として反復していかなくてはい

けないと改めて感じております。 

○菅野議長 その他。 

  ５番、佐藤仁議員。 

○５番（佐藤 仁議員） 496万2,000円と、あと債務負担の１億4,000何がしですけれども、

これは、みどり団地は、１期、２期とも３プラス２の数というような理解でよろしいのかだ

け確認したいと思います。 

○菅野議長 答弁は眞壁建設水道課長。 

○眞壁建設水道課長 今のご質問にお答えいたします。 

  みどり団地内の第１期分２区画と、あと第２期造成の３区画、合わせて５区画でございま

す。 

  以上です。 

○菅野議長 よろしいですか。 

  その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 本案に対する質疑を終結し、討論を省略し、採決します。 

  議第60号、本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩します。 

  再開は11時とします。 

 

休憩 午前１０時４３分 
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再開 午前１１時００分 

 

○菅野議長 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎決算特別委員会審査報告書の提出 

○菅野議長 日程第２、決算特別委員会審査報告書の提出を議題とします。 

  本件について、委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員会委員長、古澤俊一議員。 

〔決算特別委員長 古澤俊一議員 登壇〕 

○決算特別委員長（古澤俊一議員） 決算特別委員会に付託されました認定第１号 令和４年

度西川町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第10号 令和４年度西川町水道事

業会計決算の認定については、お手元にお配りしてある審査報告書のとおりでありますが、

朗読して委員長報告に代えさせていただきます。 

  決算特別委員会審査報告書。 

  本委員会は、付託された令和４年度西川町一般会計・特別会計・企業会計歳入歳出決算認

定について審査した結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則第75条の規定により報

告します。 

  １、付託案件 

  認定第１号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

      ア 事業勘定 

      イ 施設勘定（大井沢歯科診療所会計） 

  認定第３号 平和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  認定第６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 
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  認定第７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定について 

  認定第10号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定について 

  ２、委員長及び副委員長の互選 

  互選の結果、次のとおり決定した。 

  委員長、古澤俊一、副委員長、佐藤光康。 

  ３、審査期間 

  令和５年９月１日 全体審査（特別会計、企業会計担当課長説明、審査） 

  令和５年９月５日 全体審査（一般会計担当課長説明、審査） 

  令和５年９月７日 全体審査（一般会計担当課長説明、審査） 

  令和５年９月８日 全体審査（一般会計担当課長説明、審査） 

  令和５年９月11日 全体審査（10会計決算の審査・採決） 

  ４、審査の方法 

  一般会計款項目並びに特別会計及び企業会計部門ごとに、全体で内容を審査した。 

  ５、審査の結果 

  認定第１号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定について（全員賛成） 

  認定第２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

      ア 事業勘定 

      イ 施設勘定（大井沢歯科診療所会計）（全員賛成） 

  認定第３号 令和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について（全

員賛成） 

  認定第４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

（全員賛成） 

  認定第５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（全員賛成） 

  認定第６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について（全

員賛成） 

  認定第７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について（全員賛成） 

  認定第８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について（全員
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賛成） 

  認定第９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定について（全員賛成） 

  認定第10号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定について（全員賛成） 

  以上、10会計歳入歳出決算については、原案のとおり認定された。 

  以上のとおり報告を申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎決算認定案件の審議・採決 

○菅野議長 日程第３、決算認定案件の審議・採決を行います。 

  審議・採決は、会計ごとに行います。 

  なお、質疑については決算特別委員会で十分なる審議が尽くされておりますので、質疑を

省略し、討論のみを行います。 

  認定第１号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定について、審議・採決を行い

ます。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第１号 令和４年度西川町一般会計歳入歳出決算の認定については、認定す

ることに決定しました。 

  認定第２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、審

議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 
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  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第２号 令和４年度西川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、認定することに決定しました。 

  認定第３号 令和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、審

議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第３号 令和４年度西川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、認定することに決定しました。 

  認定第４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

審議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第４号 令和４年度西川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、認定することに決定しました。 

  認定第５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、審議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第５号 令和４年度西川町寒河江ダム周辺施設管理事業特別会計歳入歳出決

算の認定については、認定することに決定しました。 

  認定第６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、審

議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認めます。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第６号 令和４年度西川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、認定することに決定しました。 

  認定第７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、審議・採

決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第７号 令和４年度西川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

認定することに決定しました。 
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  認定第８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、審

議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第８号 令和４年度西川町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、認定することに決定しました。 

  認定第９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定について、審議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第９号 令和４年度西川町病院事業会計決算の認定については、認定するこ

とに決定しました。 

  認定第10号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定について、審議・採決を行います。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 討論なしと認め、採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○菅野議長 全員起立です。 

  よって、認定第10号 令和４年度西川町水道事業会計決算の認定については、認定するこ
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とに決定しました。 

  以上で、令和４年度西川町一般会計・特別会計・企業会計の全会計決算が認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第７号 

○菅野議長 日程第４、報告第７号 令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とし、報告を求めます。 

  大泉企画財政課長。 

〔企画財政課長 大泉 健君 登壇〕 

○大泉企画財政課長 報告第７号 令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

について報告申し上げます。 

  この基準につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監

査委員の審査を受け、この議会に報告するものであります。 

  お手元、議案参考資料の14ページをご覧いただきたいと思います。 

  令和４年度決算における実質赤字比率、それから、右側の連結実質赤字比率については、

共に赤字はありませんでした。 

  次の部分、実質公債費比率については、自治体の収入に対する負債返済の３か年平均の割

合を表すものでありますけれども、前年度より0.5ポイント高い12.0％となっております。 

  次、最後に、将来負担比率であります。 

  自治体が将来負担すべき実質的な債務割合を表すものでありまして、比率はありません。 

  全ての比率とも早期健全化基準以下であり、本町財政は健全財政を示しております。 

  また、この内容につきましては、今後、町のホームページなどで公表並びに広報します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第８号 

○菅野議長 日程第５、報告第８号 令和４年度西川町教育委員会事務事業点検・評価の報告

についてを議題とし、報告を求めます。 

  前田教育長。 
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〔教育長 前田雅孝君 登壇〕 

○前田教育長 報告第８号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、令和４

年度西川町教育委員会事務事業点検・評価についてご報告申し上げます。 

  議案関係資料の点検・評価の部分をご覧ください。 

  西川町教育委員会は、独立行政委員会として、教育長及び阿部仁、近松和朗、大泉奈緒子、

松田光子の４名の教育委員と、松田委員の後任として令和４年12月着任の髙橋美保教育委員、

学校教育、生涯学習の２課、教育総務、生涯学習、スポーツ振興の３係による事務局体制で、

定例の教育委員会議や学校訪問等、また、資料の６ページの体系図に示しました主要重点施

策の具現化に向け、事務事業の執行管理に取り組みました。 

  事務事業点検・評価委員には、町民目線による客観性確保のため、社会教育委員の荒木良

弘氏、元教諭の荒木美知子氏、西川小学校ＰＴＡ会長の西谷泰典氏の３名を委嘱いたしまし

た。 

  そして、評価に際しましては、来年度以降の第２次西川町教育振興計画への反映を考慮し、

資料のページ、28ページ以降に示しておりますように、現施策に係る教育委員と事務局によ

る内部評価も提示し、取り組んでいただきました。 

  点検・評価の詳細につきましては、４日開催の全員協議会で説明させていただきましたの

で、重ねての詳細説明は申し上げませんが、このたびの事業評価では、西川学園による保小

中一貫教育やふるさと学校など、町全体をフィールドとし、人、歴史、豊かな自然に肌で触

れる西川ならではの教育の継続、子どもたちのたくましさを育み可能性を広げるための外と

の交流の一層の促進、町民の生涯学習、読書、生涯スポーツニーズに適切に対応する施策の

一層の充実、ＡＩなどデジタル技術の進化や社会の変化への積極的対応、そして、ＡＩから

は学べない本物との触れ合いによる心の豊かさの育成など、本町教育の今後の方向性に係る

大切な提言をいただきました。 

  今年度スタートした第７次西川町総合計画の第３章では、西川ならではの教育で持続可能

な地域コミュニティーを目指すという基本方針の下、具体的主要事業の一つとして、町民ニ

ーズを踏まえ、町民の教育参画を促す教育計画を策定すると打ち出しております。これは、

本年６月に閣議決定された国の新たな教育振興基本計画にも明示された、各ステークホルダ

ーとの対話を通じた計画作成という観点に照らしても重要な考え方です。 

  このことを受け、教育委員会は、令和５年１月の西川町総合教育会議で、町長と教育委員

の協議により策定された新たな西川町教育大綱に基づき、昨年７月実施の７次総に関する町
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民アンケートや、今年度５月実施の新たな教育振興計画策定に関する町民アンケート、７月

実施の西川町のこれからの教育を考える町民対話会を通して明らかになった町民ニーズや、

公募に積極的に手を挙げていただいた町民有志による策定委員の方々などの意見を反映させ

ながら、来年度から実施に入る第２次西川町教育振興計画の策定作業に着手しております。 

  教育委員会といたしましては、第７次西川町総合計画との整合を図りつつ、本事務事業点

検・評価でいただいた提言も新たな教育振興計画にしっかり織り込みながら、町民と一体と

なって次世代を育み、西川町の持続可能性を高める教育の一層の充実に取り組んでまいる所

存です。 

  最後になりますが、本報告については、法の規定に基づき、今後、町のホームページ、交

流センターあいべで公表し、町民の皆様からもご意見を賜ってまいりますことを申し添えま

す。 

  以上、報告第８号 令和４年度西川町教育委員会事務事業点検・評価についてご報告を申

し上げました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○菅野議長 日程第６、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  お手元に配付しております議員派遣計画に基づき、派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議員派遣については原案のとおり決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会中の継続調査申出 

○菅野議長 日程第７、閉会中の継続調査申出を議題とします。 

  議会運営委員長から、会議規則第73条の規定により、お手元に配付しております閉会中の

継続調査の申出があります。 
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  お諮りします。 

  議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅野議長 異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議・閉会の宣告 

○菅野議長 以上で、本定例会に付議された事件は全て終了しました。 

  会議を閉じ、令和５年西川町議会第３回定例会を閉会します。 

  ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時２６分 

 


